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「ボーダー」を考える

　2022年度の国際経営フォーラムの特集テーマは「ボーダー」である。

国際関係論を専門とする杉田弘也経営学部教授の提案で、今まさに時宜を

得たキーワードである。

　研究社の英和辞典（第5版）では、ボーダー（border）について「ヘリ、

縁、境、境界」などの訳語が紹介されている。これまでの国際関係の歴史、

国際経済の経験は、ボーダーをめぐる争いの歴史であった。2022年2月

24日のロシアによるウクライナへの軍事侵攻は、まさに武力行使による

国境の現状変更を意図した行為である。本稿執筆時点の5月において、事

態は長期戦の様相を呈しており、解決への道のりは未だ遠く見えてこな

い。

　また、2019年12月からの新型コロナウイルス感染症（COVID-19）では、

ボーダーを超えた感染拡大が進行し、世界的な感染拡大、パンデミックに

なって2年余が経過した。国境を越えた人の移動が、ウイルスの感染を拡

散させてきた。人の出入りを止める水際対策も、効果はあるものの、それ

による経済社会活動の停滞、資源や原材料、中間財の移動停止が、人々の

暮らしに与える影響は計り知れない。この2年余の間、本学では学生の学

びを止めないとの方針のもと、2020年度は全ての授業が3密回避のために、

オンラインで実施された。2021年度には、少人数の授業において対面の

講義やゼミナールが実施されてきたが、教育効果の点では、PC画面のボー

ダー越しより、対面授業の方がはるかに優っていると筆者も学生も感じて

いる。
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　筆者の専門分野である国際経営、国際経済の分野でも、ボーダーが長年

の課題であった。古くは100余年前、欧州列強の各国が自国の国益のみを

追求して自国の版図を世界に拡大して植民地支配をおこない、さらに国家

間に壁を作り、ボーダーの中で自国の利益極大化を図ろうとした結果が第

1次世界大戦につながった。終戦後にその反省から国際連盟が設立された

ものの、各国は自国の国益を第一義に考え、広い視野からの長期的な全体

利益を図ろうとはしなかった。主要各国の植民地を中心としたブロック経

済が、新たなボーダーを築き、その内と外の交流を妨げることで、ブロッ

ク内部の利益をはかろうと画策した。当時から各国が得意な産業分野に特

化し、相互に貿易を通じて通商を活性化することで貿易利益を拡大すれ

ば、相互の経済的利益を増大できることは理論的にも示されていた。しか

し、国際政治の国境をめぐる争いは、なかなか止むことがなかった。

　第2次世界大戦から40余年を経て、1993年のEU（ヨーロッパ連合）の

成立と、共通通貨ユーロの登場は、冷戦後の新たな社会の幕開けを期待さ

せるに十分であった。この単一市場（シングルマーケット）と単一通貨ユー

ロにより、モノとカネの統一がなされ、域内の人とモノ、資金のボーダー

を超えた移動が促進され、単一市場が形成され発展してきた。しかし、

2016年6月のイギリスの国民投票では、EU離脱（ブリグジット）が決し、

時代の針が逆戻りした印象を受けたのは、筆者だけではあるまい。

　しかし、身近なところでも、ボーダーレス化は着実に進んでいる。コロ

ナ禍の副産物で、現金の受け渡しが敬遠され、キャッシュレス決済が一気

に進んだ。クレジットカード決済は以前から存在していたし、交通系IC
カードもすでに定着していた。それがこの2年ほどで、コンビニエンスス

トア、スーパーマーケット、商店での支払い手段としても一般化してきた。

コロナ禍がなければ10年以上かかっていた変化がこの2年ほどで進んで

いる。これらのキャッシュレス決済は、それでも最終決済の段階では銀行

預金があっての実物通貨を背景にして成立している。ところがこの10年

ほどで急に存在感を増してきた仮想通貨は、その価値の保証をどこの誰が

担うかが不明なまま、着実に人口に膾炙してきている。実物と仮想、リア
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ルとバーチャルのボーダーが消えかかっていることも認識しておかなけれ

ばならない。

　改めて現実の世界に目を転じると、アメリカのトランプ前大統領は就任

直後に、不法移民の阻止を掲げてメキシコとの国境に高い壁を作った。ま

た、ロシアのウクライナ侵攻を受けて、各国はロシアへの経済制裁をすべ

く多岐にわたる分野での壁をつくって、ロシアの経済的な孤立化を図って

いる。しかし、ロシアからのエネルギー輸入停止や、国際決済手段スウィ

フト（swift）からの締め出しは、それを実行する諸国にとってもエネル

ギー源の減少や決済手段の停止によるロシアからの入金停止など、大きな

代償を支払うことになる。何らかの政策を発動することは、相手国だけで

はなく自国にとっても大きな痛手を伴うことが改めて認識された。そして、

一度発動した政策は、いつ、どのような条件が整ったら解除するのか、そ

の出口のシナリオを描くことは、発動することよりもさらに難しいのであ

る。

　ボーダーを多角的にとらえ分析することで、これまで見えなかった世界

の諸様相が明らかになるであろう。私たちも、今一度、ボーダーの意味す

るところを再認識する機会にしたい。
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不確実な境界

Uncertain  Border

畑 中 邦 道

はじめに

　2022年2月24日、ロシアによる特別軍事作戦がウクライナに展開され、

軍事侵略が開始された。地政学上の合意による国境という境界によって隔

てられている領域に、均衡を破壊する不確実性を生み出してしまった。ロ

シアによる境界を移動させようとする軍事侵攻が始まる2年前の2019年

12月末、中国の武漢市を発生源とした新型コロナウイルスがパンデミッ

クを引き起こした。世界の国々は感染拡大から身を守るため、ロックダウ

ンという地域ごとに強制的な境界を設け、人の移動を停止した。

　不確実性を認識できる領域での意思決定では、事業経営においても決定

によってその後に起きた事象を、科学的な分析手法を使って再現性や正確

性や正当性を検証できるようにしておく必要がある。地政学が働く国境と

いう境界は国際的な国家単位の合意があるので、本来は人為的な思惑に

よって移動がなされてはならないが、ロシアによるウクライナ侵攻のよう

に、軍事力や情報戦の一方的行使によって、移動させられてしまうことが

現実に起きている。

　事象に不確実性が認知できる範囲では、境界は観測者や意思決定者の主

観によって任意に移動できてしまうことが起きる。主観によって設定され

る境界は、パラメータの違う尺度を持つ不確実性の領域や集団を挟んで、

自然発生的であれ、人為的であれ、物理的現象であれ、必ず生み出されて

いる。境界は、主観的であれ客観的であれ、不確実性のある領域でしか生
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まれてこない。「起きたこと」の事実は、「起きえる」という不確実性の「あ

る」領域でなければ起き得えない。

　本論では、「起きえる」という確率が示す不確実性は、事実が主観的に

も客観的にも「ある」という確信に基づいていることを前提にして議論を

進める。境界は不確実性が違っている領域と領域の間に出現するが、境界

そのものも不確実性を持っていることを検証する。不確実性の確率を確信

できる領域は、必ずパラメータを持つ領域が境界によって仕切られてい

て、境界によって仕切られた枠組みの内部と外部を説明するには、統計的

思考が必要となることについて、事例を上げながら考察をする。

　第一として、将来予測について、「知っている」こと以上の不確実性は

確率的な確信を持つことができないことを、事例を挙げて考察を進めてみ

る。予測可能な範囲で起きている不確実性とリスクと利益はどのような関

係にあるのか、関係性の違いから生まれる境界は、どこにどのように出現

するのかについて、考察をしてみる。

　第二として、不確実性が作り出している境界とはどんなものなのかにつ

いて追求してみる。不確実性は「知っている」範囲と領域にしか存在して

いないこと、境界は違いを示す役割を持つが主観によって自由に設定でき

てしまうこと、客観性を持つ不確実性とは、統計的、物理的、生体的、思

索的、言語的に境界を隔てている違いについて合意していること、という

各々の視点について考察を重ねてみる。不確実性のある領域に境界を設け、

分析し予測するには、境界の枠組みを決めるパラメータが必要であること

を検証する。パラメータを異にする境界は、均衡を保つ性質を持っている

ことについても考察を進めてみる。

　第三として、何かが起きる前と起きた後では不確実性への確率的な観察

結果が変化するが、確率を共有する領域と境界を隔てた異なる領域の持つ

性質の変化は、特徴量として頻度統計的に考える方が合理性を持つのか、

事前確率のあるベイズ統計的な考えの方が正当性を持つのか、奇跡や「神

の仕業」という考え方が適応性を持つのか、それぞれについて考察をする。

　第四のテーマとしては、第二次世界大戦以降に人々の知恵で維持してき

た地政学的な国境が持つ境界の均衡を破ってしまった独裁的な権力を持つ



3

不確実な境界

プーチン的思考を取り上げ、人為的な意図の背景を探求してみる。国際社

会がプーチン的思考を許してしまうと、その影響はどのように波及するか

について、考察をしてみる。

　さいごに第五番目として、「ある」と「ない」について考察をする。「あ

る」という確信には、所与と贈与と学習が必要であることについて、境界

と不確実性の関係を、全体のまとめとして考察しておく。

１．不確実性のある領域

1.1　予測という不確実性
　規模の大小を問わず、事業経営の現場で意思決定をするとき、その事業

を実行したときに儲かるか儲からないかを考える。事業の置かれた環境を

分析して、得られる事業成果の予測をして経営戦略を立て、短期、中期の

計画を作成する。成功の確信度が高いと思われるとき、初めて意思決定を

実行に移す。理念や信念だけでは、不確実性が高い環境での成功は難しい。

事業経営にとって不確実性が「ある」ということは、リスクにせよ利益に

せよ、そのものが経営環境に「ある」ことを示している。

　不確実性のある環境とは、可視化され確信できている環境と、不明瞭で

あってもリスクを認識できる環境とが、ある割合で共存している状態を示

している。自事業にとって不確実性の度合いが高いと判断できる環境は、

リスクが発生する確率も高い環境にあると考えて良いだろう。不確実性の

度合いの判断は、常に、自事業から見て確信できると思える度合いであっ

て、普遍的なある確率で不確実性が存在しているというわけではない。

　確実性が高いのか不確実性が高いかの判断は、個々に確信できる発生確

率への予測結果に従っている。予測は、予見できる事象の発生確率を勝手

に想定している結果なので、誰でもが同じ発生確率を同定できているわけ

ではない。経営の現場で不確実性が高くなっていると直感することがある。

外部環境で起きている不確実性よりも、事業内部の内部環境が起こしてい

る不確実性の方が、不安定でありリスクが発生している確率が確実に高

まっているという予兆を感じ取ったときである。
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　自事業が活動している内部環境を含めた全ての周辺を取り巻く環境は、

内部環境からすれば外部環境となる。外部環境で起きていることは、顧客

を含め、自事業の内部環境で自覚できる確実性より、はるかに多くの不確

実性を持っていて、その多くの発生確率を認識しておくことは不可能に近

い。内部環境の経済活動は静態的な損益計算書や貸借対照表といった期間

会計や損益分岐点の視点が強く働くので、外部環境の急激な変化には対応

が難しい。外部環境が持つ動態的な変化速度の方が早い場合は、相関する

社内要因を見つけ出すことに時間が掛かり、外部環境に追従させることが

難しくなる。

　外部環境の経済活動では、多分野にわたって個別に技術革新が起きてい

るので、自事業が属すると思い込んでいる集団である業界や地域領域の不

確実性を推論すれば、リスクがコントロールできるというわけにはいかな

い。外部環境は不確実性が高く動態的であり、内部環境が自覚できないス

ピードで進化あるいは退化をし続けている可能性が高い。

　事業を成功に導くのには、内部環境である組織が外部環境の変化に追従

できる機能を持ち、組織が優先順位を間違わず、選択的な行動を取ること

ができる仕組みを持っていなければならない。外部環境の変化を予測でき

る能力と、外部環境が自事業にどう影響を及ぼしているかを予知できる能

力が必要になる。外部環境を十分に知る手段がなく、知識不足によって組

織全体が機能不全を起こしている場合は、事業継続が困難になる。

　不確実性によって起きるリスクは、内部環境と外部環境の境界を挟ん

で、両側に発生している。リスクが低減できているということは、事業計

画の予測が当たっている確率が高かった結果であり、目標利潤を達成でき

ていることになる。事業における利潤は、内部環境と外部環境の境界を通

じた売買取引という交換によって生まれている。内部環境の内部は全てコ

ストであるが、事業の内部では組織という活動単位があり、組織は不確実

性のある個々の境界を持っている。

1.2　予測と居酒屋の損益分岐点
　内部環境と外部環境には、パラメータ（Parameter：媒介変数）を異
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にする不確実性があり、パラメータの違う不確実性には境界が存在してい

る。不確実性と境界との関係性は、日常的に目にする個人経営である居酒

屋で起きている事例で確認ができる。日々の内部環境は、顧客が何人来て

くれるかを予測することから始まる。仕入れ品目、数量、価格、品質の予

測が、利益が出るか出ないかの損益分岐点を決めてしまう。人件費や家賃

や水道光熱費等の固定費と見なされる費用に、数量で変動する仕入れの支

払い額となる変動費が足された費用が、その日のコストになる。初期投資

や借り入れ返済は、固定費に配分しておく方がわかりやすい。

　売り上げは、顧客の人数と個別の支払額に左右される。顧客人数が予測

に反して損益分岐点以下の人数しか来店しなければ、仕入れ品を廃棄しな

ければならないし、仕入れ以上の人数が来店すれば、売り切れて人手不足

も生じ作業も回らず、顧客の入店を断らなければならない。サービスの大

幅低下は、リピータを減らすことに繋がる。日常では、何よりも損益分岐

点を大幅に超える利益創出の機会を逃してしまうことが大きい。

　予測の不確実性を回避するため、多めの仕入れをすると、顧客人数が損

益分岐点を下回ってしまうので、赤字になってしまう。人手は変動費であ

るアルバイトに頼ることはできるが、当日混んでいるからすぐ手伝いに来

てもらえる、という話は通用しない。人数確保には事前の予定を組む必要

がある。内部環境である料理の質や量、顧客の嗜好を満足させるという価

値の創出と、価格を含めた競合他店との差別化は、不確実性を低減させる

ために最低限できていなければならない条件である。

　内部環境の準備予測は、損益分岐点の経営感覚を求められるが、顧客が

なぜ来てくれるかについて、解明できる分析能力を必要としている。外部

環境である顧客が自事業にどう反応しているのかを知るには、経験と感も

必要となるが、顧客情報のデータ分析が欠かせない。データ分析をするに

は、データを収集しなければならない。

　一般的に一ヶ月を通してみれば、顧客が金土日に集中するのか、平日の

方が平均しているのか、早い時間帯の方が忙しいか遅い時間帯の方が混む

か、給料日後か、近隣開催のイベントに左右されているのか、データをと

れば分かってくる。不確実性を減らすには、仕入れや備品の変動費と在庫
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管理は、エクセル表を使ってでも最低限分析できる入力をしておく必要が

ある。

　実際の現場では、注文と会計を結ぶPOS（Point  Of  Sales）レジスター

とハンディターミナルが用意できていれば、データ分析が可能になる。ハ

ンディターミナルは、注文顧客の属性（男女、年齢、人数、職種、時間帯、

等）が注文品とリンクするようになっていれば、顧客分析データが得られ

る。広告宣伝も、データ分析から的確に展開できる。

　外部環境が自事業にどのような影響を与えているかを分析するには、顧

客の不確実性を自事業内に共有できる領域を設ける必要がある。動向と変

化をどれだけ事前に知ることができるかで、事業経営は大きく変わる。製

造業であれば、受注生産が一番リスクの少ない方法となるが、居酒屋での

受注生産は、難しい。仕入れの予測の精度が損益分岐点を決めてしまう。

リピータの数と予約顧客をいかに増やすかが、仕入れコストの不確実性を

低減してくれる。

　事業の不確実性を減らす方策は、顧客を行動科学的にいかに予測できる

かにかかってくる。顧客を行動科学的に情報化やデータ化ができていれば、

予測確率は確実に上がる。顧客の背景にある環境の変化を予測すると、予

測確率は上がるが、予測にバイアスがかかってしまう場合も起きる。バイ

アスを低減するには、予測結果を顧客と情報確認し共有をしておくと、不

明瞭なバイアスを排除できる。

　POSによるデータ分析もしないドンブリ勘定の居酒屋では、思い込み

のバイアスが掛かりやすい。顧客との情報共有は難しいが、得られるデー

タから情報分析をしておく必要はある。予測への努力もせず、居酒屋は「こ

んなもんだ」という無意識な思い込みに陥りやすい。無意識のバイアスが

かかってしまうと、サービスの付加価値も生まれず、差別化も起こせず、

初期投資の回収もできず、深刻な結果に陥る。

　予測における無意識のバイアスについて、J,エバーハートは『無意識の

バイアス（BIASED）』の著書の中で、自分が女性であり黒人社会で育っ

た環境を振り返り、自分自身がそうあって当然だと思っていたことが、そ

うではなかった事実を見いだし驚いたことについて、行動科学的な視点か
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ら人種差別を無意識にしてしまう要因について追求している。

　「こんなもんだ」という先入観によって無意識にバイアス（Unconscious 
bias）が掛かってしまうことは誰でも経験するが、バイアスがあることを

是正するためにバイアスに意識を向けすぎると、逆バイアスがかかって、

全体的な成果のパフォーマンスが落ちることが知られている。インター

ネットの検索サイトでは、パーソナライズされた情報を提供することを目

的として、アルゴリズムにより意図的にバイアスを掛け、誘導することに

よって意識に偏向を起こさせる、フィルターバブルという現象を生み出し

ている。

　逆バイアスについて、J,エバーハートは“バイアスの存在を認めるこ

とで自らが悪者または諸悪の根源になってしまうのではないかと感じれ

ば、人はその話題を遮断しようとする。”“特定の分野で「企業の社会的

責任」（例えば、安全記録を改善すること）を謳っている企業は、重要な

安全警告を無視して無責任な行動をとる可能性がかなり高いことが判明し

た。1 ”と報告している。今回のパンデミックでも経験したが、バイアスが過

剰反応を起こすと、意識的に話題に触れなくなることはよく起きていた。

　経営現場でも、ひとつの警告に注意を向けさせ過ぎると、他の汎用的な

警告に気づくレベルが低くなることは、よく見られる現象である。バイア

スをどのように予測に反映できるか、正常バイアスと逆バイアスの境界を

どのように見極めることができるか、習熟曲線という「慣れ」と、突発事

象が起きる現実の事業現場では、難しい課題を抱えている。データ分析は

不確実性を低減する解を見つける手段となるが、不確実性を「見える化」

することでリスクを低減できる経営戦略が必要になる。

1.3　不確実性の見える化
　製造メーカが物流を3PL（Third-party logistics）に委託することは、

現在では当たり前のように行われている。3PL事業者は、依頼された数

量を倉庫保管してメーカの指示により配送する機能を持つが、配車の余剰

1 J,エバーハート (2018)、山岡希実訳 (2020.12)、『無意識のバイアス (BIASED)』、
明石書店、322,323
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待機をなくすことや、倉庫の稼働率を上げるために、最終梱包作業の工程

を請負い、メーカの予測計画をいち早く入手して、自社の能力の最適化を

はかる、ということがよく行われている。

　出荷工程を情報共有することによってメーカの受注予測ができ、コスト

負担を強いる緊急配送依頼に対応する仕組みも作り込める。特に緊急配送

については、メーカの営業部門と情報共有することによって、倉庫管理と

配車待機への効率化がはかれる。情報共有は、メーカの営業部門にとって

も、配送サービスの対応能力を顧客に提供でき強みとすることを、経営戦

略として取り込むことができる。

　トヨタの生産工程への部品供給を担う企業が、系列化されていることは

よく知られている。購買力による競争優位を重視する企業には、嫌われる

経営スタイルである。系列企業の経営メリットは、ジャスト・イン・タイ

ムを通じて、相互に情報を共有できるため、予測バイアスを低減できる。

トヨタの協力企業は、単なる下請けではなく、前工程に不足情報や品質情

報を前送りしていくカンバン方式や、必要なときに、必要な物を、必要な

だけ、という日本的JIT（ジャスト・イン・タイム）による、情報を共有

することで効率を生み出す仕組みを持せたている。

　トヨタの生産工場と販売が一体化したグローバル経営は、独自の経営

理念を海外生産現場でも実践をしている。系列化した部品供給企業の育

成を、情報共有により実現する。M,ポーター的なバリュー・チェーン思

考による競争優位戦略からすると、系列化は1社購買に見えるため、購買

コスト競争力が低下すると見なされる。バリュー・チェーン思考による経

営戦略論では、2社以上に競争をさせることで購買コストを下げさせる競

争優位を推奨していて、災害が起きたときのリスク管理もできる、と語ら

れる。

　価値を生み出す競争力の連鎖（バリュー・チェーン）があるという思考

は、工程ごとに専門的な境界があり、境界を乗り越えることは、他人の職

業を奪うことになるので、共有することを嫌う。自工程の担当者が、前工

程や後工程に過不足が生じた場合、前後の工程に重複して作業を行う、と

いう思考は全くない。社会的な仕組みに、専門的な境界が設けられている、
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という考え方がグローバル・スタンダードになっている。

　2011年3月、東日本大震災が起きたとき、被災した系列部品製造業の短

期再開は難しく、サプライチェーンが崩壊する、と世界中が大騒ぎになっ

た。世界中の企業経営者には理解しがたいことが、被災地で起きていた。

被災しなかった購買者側である競合企業の社員が現地に入って、部品製造

工場の生産ラインを無償で短期稼働させたのである。他社の社員で、かつ

納入先という顧客である社員が、前工程の下請け会社に入って生産ライン

を短期復活させる、という「協働」が成り立つ社会的仕組みを持っている

のは、日本だけである。

　購買コストを競争させる競争優位は、技術ノウハウに汎用性があるコモ

ディティの製品であれば優位に働く。生産技術にノウハウが蓄積していて、

生産工程の情報共有によって生産工程の改善がなされ、結果的にノウハウ

が内部化して、内部のコスト優位を生み出す競争優位は、バリュー・

チェーン思考とは真逆になる。トヨタ生産方式は、系列化することで工程

のカイゼンによるノウハウが内部化し、競争優位を生み出している。系列

化の経営戦略は、内部ノウハウの見える化であり、結果的に進出した国の

地元に雇用を生み、経営資産が地元に蓄積し、系列以外の国内顧客をも生

み出すという、グローバル戦略となった。

　JITは、日本固有のメンタリティがないと、情報共有という見える化は

できない。海外の生産工場に日本的なJITの思考を持ち込むと、失敗する。

前工程と自工程と後工程は、情報共有によって作業が重複することで、カ

イゼンが生み出されるという発想は、社会的な慣習として受け入れられな

い。工程別に境界があるために労働に専門性が成り立っていて、専門性に

対して給料が支払われる、という社会通念がグローバル・スタンダードに

なっている。

　日本人はゴミが落ちていれば片付けるという感覚は普通であるが、アメ

リカでも、ヨーロッパでも、中国でも、ゴミを片付けることは片付ける専

門職の職を奪うことになるので、自分が出したゴミでも労働対象の境界を

越えて手を出さない、というのが社会的通念となっている。特に、チップ

を必要とする専門職への手出しは、専門職の境界を犯しているという反応
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まで示す。労働に対する専門性の境界が、道徳的にも理論的にも、明確に

なっている。日本人の「協働」という曖昧性は、通用しない。

　日本の市場でも、個人事業である居酒屋の場合は、トヨタ生産方式のよ

うなJITの仕組みを組み込むことは難しい。集客にはそれなりのプロモー

ションをして、認知度を上げ、顧客に体験してもらって知名度は得られて

も、それでも顧客が来るかどうかは、その日のお天気次第、ということも

あり得る。新型コロナが発生し、感染拡大をした時期では、感染経路や感

染拡大の深刻さが不透明であったため、飲食時にマスクを外さねばならな

い居酒屋は、感染リスクの不確実性が一番高い職種と判断され、休業を余

儀なくされた。

　気候変動による自然災害、ウイルスによるパンデミック、ロシアの軍事

侵攻、政治の不安定さ、インフレ、経済的衰退、といったことによる外部

環境の変化から、自事業がどのような影響を受けるかの度合いを予測する

ことは難しい。認識できていない不明瞭な変化に追従できる能力は、経営

的な直感にしか頼る手立てがない。直感は、脳が確率的な可否を想定して

いると考えられる。

　再現性がある事象では、再現する確率が高いと判断できるので、経験の

度合いと学習が生きてくるだろう。ウイルスの感染拡大のように初めて経

験する場面では、科学的知見を集めてリスク発生の確率を予測し、何が起

きるかを想定することが必要になってくる。経験則を生かせる環境は、自

らの内部を適切にマネジメントでき、外部環境で起きている外乱からの影

響をコントロールできていなければ、経験則からの学習も生かせない。

　初めて直面したと思う外部環境の不確実性は、ほとんどが、自らの無知

のために不確実性が高いと思い込み、手に負えないと信じてしまうことに

よって起きている。外部環境にある外乱を含めた多様性の中から、内部環

境へ適切なフィードバックが掛けられる必要多様性の因子を見つけだし、

自らの行動の適正化を図る努力が必要になってくる。

　居酒屋のようなケースでは、必要多様性の因子は、顧客が何を望んでい

るのかの中に、要因が潜んでいる。リスクが便益より高いか低いか、安心

感の度合いである不安要因が大幅に低減できているか、といった「見た目」
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と、実行の「見える化」が重要になる。不確実性の境界は、顧客からの「見

た目」と、サービスを提供する側の内部を「見える化」させる領域にあり

そうである。認知する側と認知をさせる側とが共有できている領域が、不

確実性の境界線となっていると判断できる。

　コロナ禍での対応は、隣接する席には飛沫が感染源とならない空間が確

保できているか、対面ではパーティションにより直接飛沫を防げるか、消

毒はできているか、空気換気は適切か、体調管理はできているか、といっ

た顧客がもつ不安材料を低減する取り組みが必要となった。ウイルスは自

ら増殖する活性化はしておらず、タバコの煙や臭いの粒子の大きさと同じ

ような浮遊の仕方や沈着の仕方をしている可能性があるという、単純な知

見を持っているだけでも、顧客への安心感を得られる「見える化」の仕組

みを造り出すことができる。

　経営現場において顧客との境界が生み出している不確実性のリスクは、

「見える化」という手段によって、人為的に減少させることができそうで

ある。境界の隔離を縮めるには、リスクを分担する「見える化」ではなく、

便益を共有する「見える化」を必要としていそうである。双方が得られる

と感じる便益が、不確実性のリスクを上回っていると感じる「見える化」

を必要としている。

1.4　リスク・不確実性・利潤
　いまから100年前の1921年、F,H,ナイトは『リスク・不確実性・利潤』

（Risk, Uncertainty and Profit）の著書を刊行し、自由主義と資本主義

の考察を一歩前に進めた。事業の利潤は、コントロール可能なリスクの低

減により生まれるもので、リスクは事業側と市場側が持っている不確実性

が生み出していて、予測という確信度をもって初めて実現可能である、と

いう論旨を主張した。

　それまでの経済学的な利潤の見方は、市場経済には完全競争があるため

「利潤は資本側の貸付け利益のようなレント（Rent）から生じている」と

いう主張や、マルクス的な考え方による「利潤は労働者の余剰労働や不払

い労働から生まれる」、という静態的な観点が主流であったが、F,H,ナイ
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トは「利潤は動態的に進化する不確実性から生まれる」という主旨を強調

し、流動性のある確率的予測思考の必要性を説いた。

　F,H,ナイトが『リスク・不確実性・利潤』を発表したのは、第一次世

界大戦（1914.7 ～ 1918.11）が終結し、スペイン風邪によるパンデミック

（1918）が起き、社会性が崩壊する危機に直面した直後の時代である。社

会環境は不安定化していて、事業経営が直面していた市場環境は不確実性

が高く、需要と供給という概念だけでは、乗り切れなかった時代的背景が

あった。

　進化する不確実性がある社会では、確率的に予測可能な確信を持つ必要

があり、それには私的所有権を認める資本主義と、自由な意思決定による

コントロールが可能となる自由主義が選択されるべきだ、と考えていたと

思われる。著書の主張の中には、計画経済による不確実性・リスク・利潤

についての考察は出てこない。

　F,H,ナイトは、『リスク・不確実性・利潤』の最終段で、「静態的リスク」

と「動態的リスク」の区別は、不確実性についてコントロールをどう考え

るべきかにある、と指摘している。事業経営の予測には、短期的な側面か

ら考えなければならないことと、長期的な側面から考えなければならない

ことがある。長期と短期とでは、不確実性が生み出す境界の設定をどこに

置くべきか、境界を設定するフレームワークはどう考えておくべきかで、

大きく違ってくる。

　経営理念だけでは、将来的な環境の予測は、一律的には設定できない。

予測のスパンの違いによって、投資、コスト、リスク、利潤の考え方も変

わってくる。F,H,ナイトが強調しているように、「人間の生きる意味、富

を生み出すことと他者の合意に基づく社会と自己実現」が、今でも最優先

の取り組むべき課題であることには変わりはない。

　F,H,ナイトが指摘しているように、事業経営は、“不確実性が変化、実

際には大部分、進歩をともなう変化に依存する”“企業の経営あるいは指

揮監督の問題は、不確実性を伴いまたは合意し、したがってかなりの部分、

進歩問題である。進歩のない社会では、未来の知識は現実の予測と指揮監

督によって完全といえるほど高い程度で得られる。あるいは、確実性の事
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例の集合化と確率的推論によって確保できる。2 ”と説明している。

　F,H,ナイトの推論の提示は、現在のAI（人工知能）が過去のビックデー

タから集合体の特徴量と確率的分布を得ることによって、相関性を導き出

すアルゴリズムと、よく似ている。違っているのは、現在のコンピュータ

によるシミュレーションからも導かれる複雑系で起きる「個々の単純和は、

全体の総和にはならない」という現象を、時代的に知らなかったことであ

る。複雑系の理論は、1980年代になって確立した。

　「確実性の事例の集合化と確率的推論によって確保できる」という確保

は、複雑系のカオスにある現実の世界では、できそうにない。個々の確率

的に確実性を有する事象を集合させ集合体になった場合、その集合体が有

する正確度が確率的に上がる、あるいは確保できる状態になる保証はな

い。確率変数で説明できる対象空間は、ある性質をある値（パラメータ）

によって特定できる標本が、確率的な部分集合として存在していることを

表しているに過ぎないからである。

　ある確実性を持つ事象が、特徴量によって確率的な意味を持つ部分集合

として示されたとき、それらの部分集合をかき集めて新しい集合体ができ

たとしても、新しい集合体が持つ性質の特徴量が、部分集合の総和が示す

確率と同一になることは起き得ない。所与となるパラメータの尺度が違う

からである。部分集合が内部環境であったとき、公共的な共有価値を持つ

コモンズ的な領域を共有する可能性はあるが、ミクロ経済とマクロ経済の

特徴量は、全く違ってくる。

　F,H,ナイトが『リスク・不確実性・利潤』を出版した時期は、物理学

的な不確定性原理が数学として提示される5年前のことである。E,J,シュ

レディンガーが、量子を重力エネルギーの波動力学として捉え、「波動函

数」によって説明したのが1926年であり、V,K,ハイゼンベルグが量子の

存在確率を、量子力学として「行列力学」により証明したのが、1927年

である。

　不確定性とは、極小世界で起きている量子力学的な物理現象について、

2 F, H, ナイト（1921）、桂木隆夫・他訳（2021.7）、『リスク・不確実性・利潤（Risk, 
Uncertainty and Profit）』、筑摩書房、477
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再現性を観測して可視化できる確率として確定できないので、不確定であ

るという根拠を数学的に示している。「波動函数」も「行列力学」も、同

じ不確定な現象を説明している。これに対して不確実性とは、起きる可能

性についての確率が統計的に「ありえる」という領域がもつ特性を説明す

ることを可能としている。数学的には再現性や確信度を表わしている。事

前確率と事後確率が確信度を決める決定論であると考えると、確定できな

い不確定性は、不確実な確率が極端に高い状態であるということになる。

1.5　不確定性と不確実性
　不確定性としか表現できない領域では、光子が粒子であることを直接測

定できないので、粒子の存在を示す「波動関数」として光子を「波」とし

て観測することになる。光が「波」であるとしてある側面を観測できたと

しても、他の側面はある側面を観測した時点で消滅してしまっているの

で、比較して確定できる観測ができない。2度目を観測はできるが、別の

波動の側面を観測している可能性が生じてしまうため、再現性を確保でき

ず、信頼性もなくなる。素粒子が存在することを認めることは、光子のエ

ネルギー量は「波」でもあり「粒子」でもあるという、不確定性しか持っ

ていないことを認めるしかないことになる。

　不確定性は、宇宙にも起きている可能性が高い。宇宙では、物質とエネ

ルギーが集中する現象が起きていて、集中する高温度・高密度状態は爆発

膨張を起こすビックバンとなって、無数の星がうまれていると考えられて

いる。膨張している経過を、今の人類は、夜空の星として何百億光年とい

う距離を隔てて、見上げて観ていることになる。観測から得られる現在の

知見は、時間軸からすれば、はるか昔のできごとを観測しているに過ぎな

いため、同時性はないし、再現性もない。宇宙で起きている事象は、不確

実性という確率論では説明できず、不確定性でしか説明できない。

　現実の世界では、観察者である人間が想定しうる極小空間と極大空間に

は、両者ともに不確定性しかないと確信するしか手段がない。極小空間の

不確定性は、不確実性の内部にあることからすれば、エントロピーは常に

増大しているので非対称性を持っているかもしれない。あるいは、単一の
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クオーク（Quark）で満たされているにもかかわらずまだ分っていない

ダークマターのような性質があって、均衡を保っているように見えている

対称性のある部分集合なのかもしれない。

　我々が認知できている既知である空間は、全て所与として不確実性に満

たされている空間であるので、不確定性は確率的な説明によってでは説明

することができない。近い将来、不確定性について、可視化可能になり、

再現性も信頼性も、証明できる時代が来るかもしれないが、来ないかもし

れない。不確実性の外延には、人類がまだ存在を知らない未知の世界が広

がっている可能性はあり得る。

　もし不確定性が不確実性の極小空間と極大空間の両極に存在している部

分集合であることが判明すれば、不確定性の外延には未知の世界が広がっ

ていることになる。不確定性の外側に外延があるかどうかは、まだ誰にも

分らない。不確定性と不確実性の間に何らかの境界があるようにも思える

が、われわれは、その境界の事象や性質を直接的に観察することができて

いない。不確実性の領域では確率を想定できるが、不確定性の領域では確

率を想定できないからである。

　曖昧な不確実性しか認知できない空間においては、われわれは任意の境

界を勝手に設けてパラメータの定義を設定してしまえば、境界内の不確実

性について説明することができる。確率論が成立する不確実性の境界内は、

既知のパラメータを使って観測できるので、データ化することができる。

不確実性の境界内は、データが収集できる母集団が存在する領域である、

と表現してもいいだろう。不確定性の領域では母集団を特定できないため、

不確実性の内部にある部分集合としてしか、扱うことができない。

1.6　フレームワークとパラメータ
　データが収集できれば、不確実性の境界の内部集合の母集団は、分散化

したデータの集合体となるので、不確実性に境界を設定することで不確実

性の確率分布を区分することができる。境界を設定できるということは、

境界内を観察できるパラメータを設定できるということでもある。逆にい

えば、境界が仮想であっても仮説であっても、不確実性という確率が存在
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する空間における境界の枠内には、計測が可能となるパラメータが存在し

ていなくてはならないし、パラメータが存在しない枠組みを示す境界は、

意味を持たないことになる。

　経営学や経済学では、仮想空間に概念的なフレームワークやフォーマッ

トを勝手に設定して、「平等性が高い」「平等性が低い」といった「平等性」

という性質について、パラメータを示さず、尺度を持たない「高い」と「低

い」という枠組みを勝手に設定して、主観的なフレームワークありきで論

じることが多く見られる。

　経済学では、マクロ経済とミクロ経済でみるように、所与としての条件

を付けて、異なるパラメータを用いて論じることができるが、所与である

条件が成立していなければ、方程式は機能しない。経営学では、因果関係

がある様に見える成功事例のケーススタディが重要視される。過去に起き

た事象について、フレームワークを設定してみると、ある傾向について因

果関係や相関関係があったように説明できる。仮説であるフレームワーク

は、確率的に汎用性が実証できるパラメータを持っているかもしれない

が、事業経営の現場では再現性を実証実験することはできない。事業経営

には一つとして同じ経営法則はない、という理由もある。

　実際の事業経営計画で、仮説に対しパラメータを決め実証実験をするこ

とは膨大なコストが掛かり、経営を間違った方向に向けてしまう可能性も

あり、損失を招きかねないので思考実験をしても実証実験はやらない。日

本的な「カイゼン」という方法論はグローバル・スタンダードから姿を消

したが、現場主義の「カイゼン」はデータを取ることから始まるので、リ

スクも少なく有効な手段である。

　データを取るには、科学的な検証が可能となるパラメータの設定が必要

になる。「カイゼン」による作業現場でのPDCA（Plan Do Check Actin）
サイクルは、実証実験にそれほどコストが掛からないし、品質管理の統計

手段を使うので、パラメータの設定においても科学的な検証を可能とす

る。経営理念を振り回すよりも、はるかに現実的で有効な手段である。

　S,トムクとG,W,ラブマンは、 『リーダーは科学者のように思考せよ』

（Act Like a Scientist）の論文で、「前提を徹底的に疑う」「外れ値を調べ
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る」「検証可能な仮説を立てる」「確かな証拠を集める」「因果関係を見極

める」ことを提唱し、結論的に“世界的パンデミックによって、世界は

危険に満ちあふれ、不確実性も大いに高まった。”“科学的手法は、企業

が成功する可能性を高め、判断ミスを減らし、革新と成長の源泉を見出す

ために非常に有効な方法だ。企業の意思決定プロセスにおいて、中心的な

役割を果たすことになるだろう。3 ”と、報告している。科学的な手法とは、

パラメータの設定ができるかどうかに掛かっている。

　パラメータをあらかじめ設定する必要があるということは、例えば、あ

る小学校の2年生のあるクラスの男子の体重と身長を測定する、といった

データが取れる所与となる領域の範囲を示す尺度を決めておく必要がある

ということである。パラメータを設定しておかなければ、分散データが示

す母集団の特徴量を統計的に説明することはできない。測定データが、中

央値を持つ分散として得られれば、分散分布は境界内部の領域が持つ特徴

量を表す統計的な意味を有している確率が高い、と判断できる。分布が中

央値から左右対称に示されれば、釣鐘状のベルカーブと呼ばれる正規分布

を示していることになる。

　不確実性のある領域に測定を可能とする境界を設けることは、測定を可

能とするパラメータを決めて領域を定義していることなので、境界で区

切った境界内の不確実性の説明因子は、所与であるパラメータに強く依存

していることになる。S,トムクとG,W,ラブマンが指摘している「外れ値

を調べる」と「検証可能な仮説を立てる」という作業は、事業経営の現場

では、パラメータを事前設定することによって、事業の成功確率を上げる

作業として、欠かせないものとなっている。経験則を含めて、イノベーショ

ンを見つけ出すことのできる、重要な役割も持っている。

1.7　セグメンテーションの不確実性
　マーケティング論では、戦略を考えるには事業経営にセグメンテーショ

3 S,トムク、G,W,ラブマン（2022.6）、山口桐子訳（2022.9）、『リーダーは科学者

のように思考せよ（Act Like a Scientist）』、DIAMONDハーバード・ビジネス・

レビュー、2022年9月号、26
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ンが必要である、という事業領域をセグメント化する思考を求められる。

セグメント化をするという作業は、不確実性のある市場に勝手に境界を所

与として設けることでもある。セグメンテーションは、事業の経営判断の

範囲を自らが決めてしまうことを意味している。自ら境界を設定して境界

内だけで戦える戦略を立てると、境界の外部が見えなくなり、不確実性に

満ち満ちている外部環境にある内部環境にフィードバックを可能とする必

要多様性の因子の変化に気づかず、自己満足という視野狭窄を起こすこと

になる。

　戦略を思考するには、戦う領域を決めなければならないし、仮想であれ

敵が誰であるかを明確にしなければ戦略は立てられないことも事実ではあ

る。しかし、領域を決めた途端に競争戦略的な占有率を議論するマーケッ

ト・シェアー論が生まれてしまう。事業経営は業界内での競争をどうする

か、という視野狭窄に陥ったマーケット・シェアー論に振り回されてしま

い、そこからは新しい事業創出の目は生まれてこなくなる。

　事業経営の自社評価と将来目標を決める際に使う手法に、SWOT
（Strength Weakness Opportunity Threat：強み、弱み、機会、脅威）

分析がある。SWOT分析の枠組みを決めるのは、不確実性が大きい事業

の立ち位置や経営志向を共有するためにフレームワークを設定する役割が

あるが、マーケティング戦略でセグメンテーションをして視野狭窄に陥る

と同じ弊害を生み出すことが多い。

　市場環境の不確実性に対して、事業経営の当事者は、内部環境と外部環

境の境界を勝手に設けることができるが、長期で見た不確実性のリスク

と、短期で見た不確実性のリスクは、大きく違ってくる。不確実性を判断

するフレームワークは、勝手な境界を設定することで戦略等を仮想的に語

ることができるが、パラメータが見つからないSWOT分析のようなフレー

ムワーク思考から導かれる経営戦略は、科学的な意思決定になっていない

ため、成果の検証ができないことが往々にして起きる。

　フレームワークという境界を設けた枠組み内を分析できるパラメータ

は、事前に与えられている所与の条件や定義によって決められていること

を注意しなければならない。異なったパラメータにより異なった不確実性



19

不確実な境界

を確認できる母集団と母集団との空間には、同時性として共有している連

続性があり得るように思える場合がある。連続性によってフレームワーク

の内外に相互に重複する部分集合を境界として説明できるように思えてし

まうが、概念としては境界という母集団が存在しているように見えても、

実際には統計的な確率分布により境界を明示することはできない。

　不確実性を持つある集合が部分集合を内包している場合、その部分集合

が成り立っている境界では、パラメータの違いによる特徴量が相互に影響

を及ぼしている場合はあり得るであろう。部分集合にフィードバックが掛

かっている場合、誤差や遅れが増幅して変異が強くなって出現してしまう

とか、共通性が持つ再現に揺らぎが生じ干渉し合ってしまうといったこと

が起き得るからである。境界は、母集団と母集団の間で特有な不安定さを

提供している可能性が高いが、その不安定さは、同時に均衡性を生み出し

ている重要な要因となっているとも考えられる。

　観測可能なそれぞれの空間は、その空間の特徴量を定義できそうな、あ

る種のパラメータを持っている。パラメータにより空間の母集団を観測す

ると、計測データに分散が見いだされる。分散には平均値の中央となる値

が想定でき、中央値の周囲に分散データの発生確率が高く出てくる。分散

データは、特徴量を確率分布として描けることになる。

　パラメータを軸にして計測されたデータの分散が持つ傾向は、最小二乗

法を使えば近似的に回帰する回帰直線を見つけ出すことができる。回帰直

線が得られることは、フレームワークの境界として与えられた所与である

条件や定義と計測データの間に、強い相関性があることが認められるにな

る。回帰直線からの推論は、仮説が前提にあるので、パラメータの設定範

囲内以上の帰納問題を解決できる訳ではない。

２．境界と不確実性

2.1　内部と外部との境界
　現実の事業経営では、外部である購買先や、販売先といった環境には、

個々に多くのパラメータが存在していて、それぞれは不規則で複雑で不確
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実性の高い境界で隔てられている。各々の工程は、予測に基づいて次工程

の稼働に支障が起きないように、適正在庫を持たなければならない。JIT
のラインでもカンバン方式のラインでも、供給不足が起きない最小ロット

単位の在庫は持っている必要が生じる。

　サプライチェーンが長ければ長いほど、各工程が持つ複雑で不確実な内

部と外部の境界は錯綜しているため、全体の不確実性は高まってしまう。

パンデミックによって起きたロックダウンは、国境が封鎖されたことに

よって、港湾施設でのコンテナ単位での物流が停止し、物流の「流れ」と

適正在庫の計画が、予測通りにならないことを世界に知らしめた。物流の

停止は、決済のキャッシュフローも止めてしまうことになった。

　サプライチェーンの中国への依存が高いことは、ビジネスのプロセスの

境界が持つ不確実性が高くなる。電力不足やゼロコロナ政策で起きるよう

な政治主導による稼働停止が起き、サプライチェーンの安全保障問題を抱

えてしまう。日本国内では、2022年5月に長年に渡って中国から一方的に

脅かされてきた合弁事業政策による先端技術移転の回避や、公共施設への

サイバー攻撃の懸念を取り除くための経済安全保障法が成立した。

　特許法も改正して特許非公開方式とする転換も、経済安全保障法に加

わった。日本では、長きにわたって特許公開制度を取っていた。特許が成

立する前に特許申請内容を公開して、特許に値するかどうかを世に問う客

観性を優先させてきた。特許公開制度は、先権性に対して事前にクレーム

を処理できるメリットはあったが、特許技術の模倣流出が起き、先端技術

の保護を難しくしていた。

　筆者は、経営戦略の一環として、すでに1990年代から半導体の生産工

程に必要なツールに関する日本での特許申請をせず、ノウハウを企業秘密

として保護できる社内監視体制を組んで、ノウハウの流出を避けていたこ

とがある。特許申請は、韓国や中国に模倣されない基本特許の先権性を確

保するだけにとどめさせた。特許公開制度は、外部者が事業内部の環境や

ノウハウを分析できる絶好の情報源を与えてしまっていた。

　特許情報には、開発目的が書かれている。外部者は、特許が使われると

予測される現在の製品を分解しリバースエンジニアリングを行えば、特許
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がどのような部分に採用され、そのメリットや新規性や価値を持つのか、

想定できる。特許技術を製品に採用するには、生産技術の工程を改良する

必要が出てくる。改良される生産工程を模倣技術として幅広く押さえた特

許を、特許非公開制度のある国で申請をして、先権性を取得するという戦

略が取られてしまう。

　中国で「こしひかり」が商標登録され認められたことと、同じことが起

きる。日本の各地で生産される苗種の分類の一般呼称である「こしひかり」

は、中国へ持ち込むときは商標使用権を支払わなければならない。日本か

らすれば変な気がするが、中国では正当性を持つ権利である。パラメータ

の違う境界で仕切られている異なる制度は、戦略的な正当性を生み出す根

拠になり得る。

　外部者が事業の内部環境を分析するとき、リバースエンジニアリングに

よる分析は、技術的に同じパラメータを利用している確率が高いと判断で

きるが、内部環境が内密に独自に持つパラメータを持っている場合、ノウ

ハウの技術移転がない模倣技術戦略は、失敗する。外部者が正当性を持っ

ていると信じられているパラメータを事業内部のノウハウに単純に適用し

てしまうと、内部環境の統計的な分析を誤ってしまうことが起きる。

　内部環境にも、外部環境である業界や国家の法制度に相関する同じパラ

メータが働いている領域もあるが、事業経営の内部環境は、自事業の指揮

命令系統や組織活動が独自に持つノウハウによるパラメータの方が大きな

影響力を持っている。内部環境が持つフレームワークのパラメータと、外

部環境から見た観察者による不確実性のフレームワークのパラメータと

は、内部と外部との境界を隔てて、大きく異なっていると考えておくべき

である。

　事業経営に限らず、経営学分野の事例研究でも、事業外部者によるケー

ススタディの分析の際によく起こす間違いがある。事業内部での職人技の

ような作業工程は、外部には見えない独自のノウハウを持っている。外部

の観察者は、パラメータが違うため、因子の見落としや、要因の過大評価

や過小評価を起こしてしまう。

　内部環境にフィードバックが掛かる外部環境にある必要多様性の因子が
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短期的に変化してしまっている場合、内部環境への影響の度合いは、外部

からは全く分らなくなる。パンデミックが起きた直後の混乱は、各々異

なったパラメータを持つ外部者が内部環境への影響度について、所与の条

件が異なる分析による異なる予測をしたことで起きてしまった。一対多と

いう正確な情報伝達を必要とするフィルタリングの役割も持つメディアと

いう境界は、その役割を果たせなかった。

　境界が持つノイズを除去するフィルターの機能は、秘密性の高いノウハ

ウをも除去してしまう。フィードバックが掛かっている要因が影響する確

率的な不確実性を分析して考慮しておかないと、間違った結論を得てしま

う可能性が高い。パラメータの違いと、内部と外部の境界が持つフィード

バックが可能となっている因子と、フィルタリングによって除去されてし

まう因子について、明確にしておく必要がある。

2.2　正当性を生み出す境界
　内部環境が起こす間違いを排除するためには、内部から外部への出力プ

ロセスと外部から内部への入力プロセスに、各々どれだけの信頼性がある

か予測をしておかなければならない。境界がプロセスの信頼性を保証でき

る機能を持てば、正確さを相互交換できるフィルター役となりうるので、

信頼性は格段に上がる。

　大塚淳は『統計学を哲学する』の著書の中で、内在主義的な認識と外在

主義的な認識の違いについて、“内在主義において、正当性とはあくまで

認識主体が持つ信念間の関係性の問題、つまりそれが主体にアクセス可能

な情報から妥当に推論されるかどうかの問題であった。ここでは信念が正

当化されているかどうかについての最終的な責任は、全てその主体にあ

る。一方、信頼主義において信頼されるか否かは、その形成プロセスの信

頼性といういわば客観的な事実によって決まっており、それは必ずしも主

体によって認識されているとは限らない。4 ”と説明している。

　正当性への不確実性については、“もし信念形成プロセスが、誤りよりも

4 大塚淳（2020,10）、『統計学を哲学する』、名古屋大学出版会、113
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真理をより多く生み出すという意味で信頼の置けるものであれば、そこか

ら生み出された信念は正当化される。”と説明し、内部環境にある主体は、

主体が信頼性を信じているプロセスを経たものであれば、他の不確実性を

持つ対象よりも、主体が持つ信念は正当性を得ていると、指摘している。

　内部環境にある信念のプロセスが正当性を得られていると信じてしまっ

たことが、2022年のロシアによるウクライナへの軍事侵攻によって、起

きてしまった。ロシア国内の反プーチン主義の思想は排除され封じ込めら

れていたこともあり、2022年9月21日に予備役への部分的動員令が発表

されるまでのロシア国民は、プーチンの意思決定プロセスが正当である

と、80％近くがプーチンを支持していた。支持率の背景には、パンデミッ

クが起きてから、世界の各国がロックダウンを国家権力によって実施して

いたことも影響していたのかもしれない。経済停滞はどの国家でも同じよ

うに起していたので、国民へはベーシックインカムという共産主義的な支

援策を取るしかなかった。ロシア国民は、世界の国々の動向を見ていて、

国民国家としてのロシア国家体制に正当性を見出していたと思われる。

　ロシアによる独自開発のワクチンであるスプートニックVは、国家規模

によるワクチン接種によってパンデミックから生き延びる術を、国家が提

供したことを意味していた。国民は、国家のあり方に対して、信じるに足

る信頼性を抱いていたはずである。信念形成プロセスがプーチンによる

ファシズム的な統制による結果であったにしても、内部環境から知ること

のできる外部環境の実状は、国境という境界で隔離されている国民には、

強制的な統制に疑問を抱くことができなかったであろう。

　内在主義でも外在主義でも、客観的に認められていそうな信頼性を信じ

るか、客観的に思える自分個人の主観の正当性を信じるか、どちらかしか

選択できず、環境が持っている不確実性は物理的にも排除できない。知っ

ている全てが不確実であるという現実は、内部と外部との間にある境界も

不確実性しか存在していないということを示していることになる。

　不確実性は意図する側によって境界を勝手に設定できるので、境界の内

部と外部には異なった信頼性が生まれたとしても、どちらも正当化できて

しまう。ウクライナの国境を巡る戦争でも見られるように、意図的な情報
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攪乱や偽旗作戦は、ロシア側にもウクライナ側にも、相反する正当性を生

み出している。

　プーチンは、2022年9月30日にウクライナ領土の4州を住民投票に従っ

て併合すると発表した。国境を挟んだウクライナ側の内側で弾圧されてい

るロシア語を話すロシア派の住民を、ロシア側に編入することで救い出す

うという大義名分により、武力行動を正当化してしまった。ロシア国民が

プーチンの意思決定を認めることは、外在主義的には帝国主義的なファシ

ズムを正当化してしまったことになる。

2.3　主観と客観の境界
　不確実性のある境界によって隔てられている内部と外部は、一般的には

信念の度合いによって隔たりがあると感じられている。内部も外部も主体

の心象からすれば、主観と客観が同一であるという主客同一が起きている

ようにも思えてしまう。物象的なプロセスで起きていると個々人が認識し

ている事象は、自分勝手な尺度による内在主義的な信念の度合いによっ

て、事象が起きていると個人が思い込んでいるだけで、確率的にも主客同

一であるかどうかを確認する術を持っていない。

　主観と客観が同一であると自覚できていると思われる主客同一は、瞑想

の瞬間や深い眠りの瞬間に起きていることが、脳の分析からも解ってきて

いる。誰でも、偶然や奇跡と思える経験をしたときに、なんとなく自分だ

けではない何かの存在を感じることがある。贖罪（Atonement）によっ

て神に許しを得るという心象や、他力本願でみられる感謝に手を合わせる

心象には、物理的な物象が具体的にあるわけではない。感覚的な主客同一

は、一神教でも多神教でも、信心という心が作用する神秘主義的な心象か

ら生まれていると考えられる。

　瞑想によって起きる主客同一と思える「体感」と、仏教的な「色即是空・

空即是色」という「悟る」ことで生まれる主客同一は、別物であると思わ

れる。瞑想でも悟るでも、行動が伴うが、どちらも不確実性を示す統計的

な確率を持たないので、物理的には人体という境界を持っていても、心の

心象としては確率が存在しているように思える境界を、内部に持つことが
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できているということになるだろう。

　一神教でも仏教でも、輪廻転生が語られるのは、継続性を持つ物理的な

境界と遺伝的な継続性が持つ境界について、世代間を乗り越える因果性を

心象の内側に持つ必要があるので、信仰には必要不可欠な意識となってい

ると考えられる。不確実性が可視化されている境界では、マンガのように

境界を線描することで認識することができている。境界の存在を観る側の

心象に委ねるという可視化は、水墨画や印象派の絵画でも認識できる。

　不確実性が現象として現れる領域では、ミクロ経済とマクロ経済の関係

性と同様、内部と外部との間では、必ず合成の誤謬が生じている。合成の

誤謬が生じる領域では、ニュートン力学的に思考した方が、客観的な信念

への正当性が高くなる場合が多い。ニュートン力学が科学的な客観性を

持っていると認識共有されるまでは、事象の起きている現実は、神の仕業

であると信じるか、慣習に従った迷信に頼るしかなかった。現在でも、日

常生活で起きている現象を確信するときに、わざわざ量子力学や相対性理

論で思考する不確定性を持ち出すことは、ほとんど必要としない。

　不確実性が客観的に信じられると説明できる事象は、主体が主観として

信じているパラメータについて、客観的な合意を得られている場合に限ら

れる。事象の客観性に合理性があると主体が思えば、客観性の部分集合で

ある主体の信念は、主観であっても客観性があると主張できる。

　社会性を持つ人間という生き物の集団は、客観的な同意という民主主義

的な合意や妥協ができる方法を見つけ出している。合意は、相互に妥協で

きる境界を見つけ出し、境界を挟んで半数以上を占める側の決定に全部が

従うという、約束事を可能としている。権威主義や専制主義や独裁国家で

は、主観が客観的に妥協する権利や、信じることへの主観の自由を持つ権

利は与えられていない。

2.4　境界がもつ均衡
　社会性という不確実性の豊富な世界にある境界は、自由で民主主義的な

環境であれば、合意という均衡の領域を人為的に維持できる。合意に基づ

いた保障が確保できない物理的な均衡には、東日本大震災のプレートの歪
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みが瞬時に解放されて大地震が起きてしまったように、境界にはティッピ

ング・ポイント（Tipping Point）という急激な変化点を内包していること

が多い。物理的な歪みが大きければ大きいほど、ティッピング・ポイント

が発生する確率は高くなり。復元力が失われレジリエンスを保てなくなる。

　レジリエンスを保っている生命体の内部にはティッピング・ポイントを

持つ異なる機能を発揮する細胞があるが、異なるパラメータにより各々が

持つ機能の境界では、それぞれが相互に均衡を保っているように働いてい

る。P,ナースは『生命とは何か』（WHAT IS LIFE ？）の著書の中で、

生命体が地球上に存在している条件として三つの仕組みを上げている。第

一に「進化する能力として遺伝システムが変動する仕組みを持つ」、第二

に「生命体は物理的な境界を持つ存在である」、第三に「代謝による再生

が可能である」と提示している。

　P,ナースは、生命体が存続する三つの条件の中で、物理的な境界につ

いて、“生命体は周りの環境から切り離されながらも、その環境とコミュ

ニケーションをとっている。この原理は、生命に特有な性質をはっきり示

している一番単純なもの、すなわち、細胞から導き出される。5 ”と説明し、

細胞が細胞により自らの境界を創り出していることを指摘している。

　人体の細胞はDNAの変異によるDiversity（多様化）の進化によって、

現在の人間の形質を生み出してきた。われわれは、手足、目鼻、内蔵、等々

が、部分最適化されていることが自然であると思っている。人間の特徴量

はそうであるかもしれないが、それは人間による身勝手な思い込みであ

る。長い時間をかけた進化と退化によって生み出された形質の部分最適が、

地球環境では独自の代謝と再生能力と免疫を持っていて、その個体がレジ

リエンスを持つ全体最適に見えているにすぎない。

　全体最適が保持できないような怪我や病気にかかると、医者に治療をし

てもらい薬を飲むという人為的な手段によって、レジリエンスを取り戻そ

うとする。人為的な手段で、生命体の欠落した部分最適を取り戻し、全体

最適が持続できる科学的な手段を持っているのは、人間という社会性を持

5 P,ナース（2020）、竹内薫訳（2021.3）、『生命とは何か（WHAT IS LIFE ？）』、

ダイヤモンド社、235
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つ生命体だけである。医療という科学が、自然環境と人間環境の境界に、

新しい境界を生み出し続けている。どこまでが倫理性を確保できる医療と

いえるのか、人為的である治療という境界は、どこまで許されるのか、誰

も答えを持っていない。

　人体の細胞は、外見的には皮膚という細胞によって、外部環境に晒され

ていることによって、外敵に襲われる可能性のある多くの脅威から、内部

環境である体内活動を守っている。全身の皮膚は体内と体外の境界の役割

を果たしていることになる。顔に位置する口から排泄口までは、全身の皮

膚細胞と連続性を持っていることからすれば、内部である胃壁も腸壁も、

外部環境を共有すると同じ境界に接していて、内部環境を維持し活動をし

ていることになる。

　全体最適でバランスしていると思われている外部環境は、胃壁や腸壁の

ように部分最適化を常に目指している内部環境の細胞に対して、大腸が大

腸菌を必要としているように、同一目的を共有している境界を持っている

と考えてもよいのかもしれない。可視化できている境界では、皮膚が傷つ

いたときは自然免疫によって治る。新型コロナウイルスの感染のように、

ウイルスが侵入してしまった細胞群では、獲得免疫が発揮してくれる細胞

群が中和抗体を造り出してくれることによって、正常細胞を防御してくれ

ている。

　mRNAワクチンの接種は、人体に中和抗体を作り出せる疑似免疫を持

たせることで、人為的に細胞に一定期間レジリエンスを保持できるよう

に、記憶をさせている。人為的な防御策が許される範囲の境界は、ウイル

スの脅威に対して人体としてどこまで許されるのか、ウイルス感染への脅

威を排除できるという集団免疫が得られる確率的に最適値である境界はど

こにあるのか、我々は倫理的にも科学的にも、まだ答えを持っていない。

2.5　能動化する境界
　ワクチン接種によって人体に生み出された獲得免疫の記憶が、どの程度

継続するかは、まだ不明である。集団を構成しなければ生存できない人類

の体内である個々人の内部環境は、感染した細胞内でしか活性化し増殖し
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ないウイルス量と、中和抗体によってウイルス増殖を抑える獲得免疫抗体

の量との、人体内における不確実性に依存してしまっている。感染拡大を

阻止したい人間の集団は、個々人の体内が感染に対する境界を持たないた

め、不確実性のレベルも科学的に確認ができていない。

　個々の持つウイルスへの免疫が、人為的なワクチン接種によって、どの

程度の不確実性を低減できているかが解らない状態では、個々の集団や、

集団が集まっている総体が集団免疫を獲得できている、と確率的に示す手

立てがない。集団免疫が生み出されるという考え方は、一人の感染者が集

団内の他へ感染を引き起こさなければ、細胞なしでは自己増殖できないウ

イルスは死滅するので、その集団はウイルスに対して集団免疫を持ったと

同じことになる。

　パンデミックは、ヒト・ヒト感染によって起きるので、感染者が外部と

接触を断てば、ウイルスは拡散できず、死滅する。感染者を隔離すること

と、拡大防止のための地域ロックダウンは、やむを得ない選択肢となった。

隔離とロックダウンを強制することについて、国家統制的であるべきか、

個人の倫理的自由裁量に任せるべきかについて、最適解の境界が見つから

ないまま、世界の議論は大きく分かれた。

　今回のパンデミックでは、人類の科学的知見を総動員して、短期的に

mRNAワクチンを開発した。臨床試験を進めながら確率的な安全性を見

極めつつ、感染重症度が起きる確率が高い基礎疾患保有者、高齢者やソー

シャルワーカーを優先してワクチン接種を開始した。ワクチン接種は世界

規模で展開され社会活動を継続できるよう集団免疫を目差し、人間集団が

活動する社会性のレジリエンスを高めることに、あらゆる努力を注いだ6。

　生物学者である福岡伸一は「生命とは何か？」との問いに「生命とは動

的平衡にあるシステムにある」と述べている。かろうじて一定の状態を保っ

て均衡している重要性について、「動的平衡」という言葉で説明を試みて

いる。均衡を保っているように見える人体のレジリエンスは、外部環境と

内部環境の境界で動的に平衡を維持しているという考え方である。

6 畑中邦道 (2021,12)、『能動化するレジリエンス』、国際経営フォーラムNo22、神

奈川大学　国際経営研究所、9
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　福岡伸一は『動的平衡』の著書の中で、人体という生命体について“可

変的でサスティナブルを特徴とする生命というシステムは、その物質的構

造基盤、つまり構成分子そのものに依存しているのではなく、その流れが

もたらす「効果」であるということだ。生命現象とは構造ではなく「効果」

なのである。7 ”と述べ、その流れ自体が「生きている」ということを証

明する科学的根拠になると主張している。

　環境には時間という変数があるため、「流れ」という感覚を意識するこ

とによって、人間側が「生きている」ことを確認できている。「流れ」は

一瞬を共有している同時態が均衡してVariety（多様性）を持っているが、

Variety（多様性）の結合や構成や特徴量や相関性は、瞬間、瞬間に変化

しているにもかかわらず、われわれは「生きている」という自覚に対して、

過去から現在、現在から未来へと連続性があるという確率が、相当に高い

と誰でもが信じている。

　パンデミックは、「生きている」という「流れ」の確率を不明確にした

ため、集団も総体も、連続性と継続性に疑問符を持たざるを得なくなり、

個々人は不確実性の世界に身を置いているという現実を突きつけられた。

連続性や継続性が同一に近い確率で進行することを想定できていなけれ

ば、将来を予測しても、予測による実現性への信頼性は得られなくなる。

　逆に、継続性や連続性が同一に近い確率で起きていることを確信できれ

ば、予測や推論が可能になり、信頼性も高く得られることになる。起きた

事象の確率が事前に判っていれば、将来的に起きる可能性の事象が起きる

確率を想定できる。ベイズ統計による推論が可能であるという重要な根拠

ともなっている。パンデミック後に混乱が起きたのは、感染拡大は継続性

と連続性を絶つのではないかという恐怖感から、不確実性を自ら造り出し

てしまっていたことによるものであった。

　パンデミックが起きている最中における多くの事象では、継続性と連続

性のあるパラメータは、置き換われらなかった。不確実性の領域にある境

界は、継続性を持つ異なったパラメータの領域を、連続性を持って「流れ」

7 福岡伸一 (2009,2)、『動的平衡』、木楽舎、232
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として維持していた。リモートワークによって、世界が変わってしまった、

とメディアは喧伝したが、ヒトの作業は変わらなかったし、オペレーショ

ンも変わらなかった。変わったのは、ヒトとヒトとの頻繁な接触が減った

ことによる、創発や合意の機会が大きく減ってしまったことである。接触

を避ける為に生じた、社会性を持たない人間性が増えたことは、将来の不

確実性が増加する要因となるだろう。

　ベイズ統計による推論は、ある事象が発生していたという事前確率を仮

定したとき、その後に確認できる事後確率を事前確率に置き換えて事後確

率の発生確率を更新していくことができる、という論理にある。事後確率

が事前確率に正当性を与える確信度が高まれば、仮定した事前確率が過去

に発生していたことも確信してよいことになる。あたかも因果関係が統計

的な確率で成立するがごとき推定を可能にしているように見える。

　T,ベイズ自身は、敬虔な牧師であり数学者でもあり哲学者でもあった

ので、現在信じている事後確率による神の存在を確信できれば、事前確率

でも神が存在していた確率が高い、と発想していたのかもしれない。神が

心の中に存在していれば、主観と客観が成立する不確実性の境界にも神が

存在していても数学的にはおかしくないと考えていたのかもしれない。不

確実性を表す確率が存在することと「神の仕業」との間には、自己矛盾を

起こしていなかったものと思われる。個人の心にある不確実性が高まれば

高かまるほど、神の存在は確信的に高まったであろう。

2.6　国民と国家の境界
　科学は一神教の世界観で加速的に発展した。神が造り出したとしか考え

られない現象を説明するには、仮説による実証実験が必要になる。実証実

験で観測できる事象が起き得る確率である尤度（Likelihood）が見つかり、

事象の再現性が確認できれば、頻度統計から発生確率による客観的な確信

度が持てる。仮説による実証実験により尤度を見つけ出す科学は、「神の

仕業」に近づく努力をしているのかもしれない。

　『サピエンス全史』を著したY,ハラリは、『ホモ・デウス』の著書での

中で、脳のニューロンを模倣するAI（人工知能）やDNA遺伝子組み換え
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技術、ネットワーク技術によるテクノロジーの進化は、科学が神に近づこ

うとしていることの兆しではないのか、と警鐘を鳴らしている。『21 
lessons』（2019）の著書の中では、現実の世界は虚構なのではないのか

として、“国家は本当に苦しむことができるのか？目や手、感覚、意識、

熱情を持っているのか？刺したら血を流すのか？もちろん、そんなことは

ない。戦争に負けたり、州を一つ失ったり、独立を失いさえしたりしても、

依然として痛みや悲しみや、他のいかなる種類の悲惨さも経験しえない。

体も、心も、感情も、全く持っていないからだ。8 ”と述べている。

　ロシアによる2022年2月のウクライナ侵攻で起きたことを、あたかも

予測していたように、国家と国民の関係を考察していた。国家とそこに生

きる人々には、国家的な客観と個人的な主観とには大きな隔たりがあるこ

とを指摘していた。国家と個人との間には明らかに境界が存在し、主客同

一にはなり得ないとして、社会性を成り立たせている部分集合という国家

は心の虚構なのではないか、と疑問符を付けている。

　現実の国家とそこで生きる人々が肌で感じる痛みや悲しみの集合が、国

家の痛みや悲しみと主客同一として個人個人も覚醒することは、通常では

起き得ない。2022年2月24日以降のウクライナの国民国家は、ロシアに

よる突然の軍事侵攻によって、国家は国境で維持できていることについ

て、主客同一的に一気に目を覚した。西ヨーロッパの各国も、不確実性を

持つ国境が、合意に基づく自由民主主義である国民国家として守らなけれ

ばならない境界であることについて、直感的に気がついた。

　Y,ハラリは国民が国家と主客同一的になる難しさについて、人間的な

解決策を瞑想に求めているが、主客同一への安易な誘導は危うさも伴う。

民衆が心の虚構という意識を持たずに主客同一に近づいてしまうと、ファ

シズムが生まれてしまう可能性もある。心の虚構は、自由な市場経済でも

必然的に起きている。均衡が所与としてある、と相互に信じているが故に、

交易や取引が成立している。グローバルな経済機能は、国家に国境という

境界があることは当たり前であることを前提にして、経済的安全保障やサ

8  Y,ハラリ (2018)、柴田裕之訳 (2019.11)、『21 Lessons』、河出書房、395
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プライチェーンの最適化がなされている。

　2022年2月24日のプーチンによるウクライナ侵攻の意思決定は、不確

実性の狭間にある国境という境界を、プーチン的歴史観によって一方的に

移動することができる、という思考からなされてしまった。心の虚構であ

るのにも関わらず、所与の枠組みであるとして、新しい国境を設定してし

まった。2022年9月30日にプーチンは、ウクライナ国土である東部4州

をロシアに併合する、と一方的に発表した。

　東部4州の住民が、自らの住民投票によりロシア領になりたいと申し出

たため、併合してあげることになった、という虚言によるロジックを展開

した。物理的な境界は、意図する側の力によって移動をしてもよい、とい

う前例を作り出してしまった。主観的にも客観的にも、国境という境界は、

可視化されていて、合意という基準によって保証されている確信を、人為

的に一方的に崩してしまった。

３．心象と現実の不確実性

3.1　偶然と境界
　国家にせよ、宗教集団にせよ、特徴量を持つ母集団が、進化という変異

も起こさず社会性も変化しないまま、Diversity（多様性）を維持できて

きた、ということは実際には起きていない。生体系であろうと、都市化の

変遷であろうと、国家の盛衰であろうと、特徴量が継続性を持っているよ

うに見える事象や現象を物語化すると、高い確率で再現性が繰り返されて

いると思えてしまう錯覚を起こす。

　「歴史は繰り返す」という再現性があるがごとく語られる物語性は、認

識できている現在の事象や現象は、何らかの原因によって起きた事後確率

を持っているという思い込みから、過去の事象や現象に原因らしき要因を

見つけ出し、あたかも因果性があるように物語化しているに過ぎない。事

後確率が発生したからといって、全て同じ事象や現象が起きていたという

事前確率が成立していなければ、「歴史は繰り返す」は、真とはいえない。

仮説に対して統計データを取るには、ある領域に対してデジタル表示がで
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きる尺度をパラメータとして持っていなければ、計測もできない。

　測定結果を [1・0]としてデジタル表示ができれば、2進法のコンピュー

タを使って、予測のシミュレーションも可能となる。仮説で設定できるパ

ラメータにより得られる統計データの分散分布は、回帰直線を底辺にした

場合、統計処理をすれば、中央値を持つ正規分布が得られる。中央値が高

く出てくれば、特徴量の再現性は頻度統計的に信頼性があることになる。

　再現性のある条件を見つけ出そうと、新しい分野での研究開発で実験を

繰り返しているとき、回帰直線を底辺にした中央値を持つ分数分布が得ら

れることは、なかなか起きない。分布が2σ（シグマ）程度しかないと、

エラーや特異点が出てくることが多い。エラーや特異点は、統計処理をす

るときには除外しなければならないが、エラーや特異点を再現させると、

実は開発目的を達成するのに必要な真のパラメータを持っていた、という

偶然との出会いの瞬間を経験することがある。筆者も光薄膜半導体の研究

開発中に、理論値に合わず特異点としてエラー扱をしていた手順が、実は

真のパラメータをもつ手順であることを、偶然見つけたことがある。

　「下手な鉄砲も数打てば当たる」という確率よりも、当たらなかった理

由を解決する方が、当たる成功確率は高くなる。事業経営でも、当たらな

かった理由を優先的に解決したときの方が、「数を打つ」よりも偶然に出

会うチャンスは確実に増える。成功は継続性を生み出すので偶然が起きた

確率があるように思えてしまう。失敗は継続性を絶たれるので必然性の確

率が高いように思えてしまう。偶然性からすれば、失敗は運が悪かったと

いう確率が存在していたことであり、成功は運が良かったという確率が存

在していたことになる。偶然性は、同じ確率で起きている可能性が高い。

継続性を絶たれる失敗は必然性を強く感じるため、失敗の中に成功の偶然

性が起きていても、気づかないことが多い。

　トライ・アンド・エラー（Try and Error）は、トライできる不確実性

のある領域にあるパラメータの見極めを必要とするが、エラーは成功に結

びつく新しいパラメータを見つける機会ともなるので、経営現場でもエ

ラーを大切に観察しておく必要がある。トライ・アンド・エラーが可能と

なる領域は、不確実性が豊富で多様性に満ち満ちているが、まだ知識と
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なっていない領域が存在しているという可能性が高い。

　人間は「ある」とも「ない」とも仮説が立てられない領域を、心象とし

て持っている。仮説が立てられない領域に境界があるかどうかは、未知で

あるので誰にも分からない。神仏を信仰できるという宗教心は、不確実性

に満ちた多様性の豊富な環境に生きている人間の心が創り出している領域

でもある。直感は、脳が経験則から反応しているだけかもしれないが、偶

然や奇跡の確率は、現実に存在している不確実性の領域にしか存在してい

ない。

3.2　「神の仕業」と境界
　宗教心の領域は、不確実性が確率的に明示できないからといって、単純

に「ない」として除外することは、難しい。現実に、社会性を持つ人間の

集団では、宗教的行事は多く見られる。宗教心の領域では、主観と客観が

同一に感じられるという、主客同一の領域が思い込みの心象として生み出

されている可能性が高い。宗教も神秘主義も、不確実性のある人間社会で

信じられていることなので、未知の世界であるとはいえない。宗教的に語

られる奇跡や偶然は、不確実性があるがゆえに起きた、あるいは起きる可

能性を持っていることを意味している。

　知っている世界における主観は、奇跡や偶然や神秘性を認識することが

できている。奇跡や偶然や神秘性が未知なのであれば、もともと知るすべ

を持たない領域は認識できないので、語ることもできない。神秘性を語れ

るということは、既知である境界内にある不確実性について、「ある」と

いう確率を説明するのではなく、「信じる」という度合いについて説明し

ていることを示している。

　宗教には、知ることができる手引き書として、聖書のような記述書が、

必ず必要になる。知らないことを知るためには、手引き書であれ、真似て

学ぶ対象であれ、誰かの手引きが必要不可欠となる。手引きをする誰かは、

不確実性を生きている人間そのものである。人間は主観を持つことができ、

主観は客観を共有できると信じることができるという生きものでもある。

　主観が知りたくない客観は、知ろうとしないので未知のままになる。知
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ることによって不確実性は確実に増え続けるため、過去に主観が自分勝手

に設定していた不確実性の濃淡の境界を、設定し直さなければならなくな

る。不確実性の濃淡の境界が変わるということは、意思決定の基準が変わ

るということにもなる。よりよい意思決定をするためには、より多くの不

確実性を知る必要がある。予測の精度を上げる推論の正確さは、入手でき

る知識と経験と情報の量に依存している。

　心が持つ不確実性であれ、パンデミックや地政学的に実際に起きている

ことであれ、知ることによって生まれる不確実性は、「ある」という偶然

性を含めた確率が、主観的にも客観的にも、確信できている境界の内側に

ある、「ありえる」ということを前提にしている。「ありえる」という可能

性は、 「ありえなさ」の不可能性について、全てを説明できるわけではな

い。

　R,ドーキンスは、神の仕業とする「ありえなさ」（不可能性）について、

科学が「ありうる」ということを証明してきた、と『神は妄想である』

（2006）の著書の中で述べている。石像のマリア像が手を振る奇跡が起き

えるかについて、確率的にはゼロをいくら積み重ねても終わらないかもし

れないが、結晶構造をもつ原子が一方向に一様に揺らぎを起こせば「あり

うる」はずだとして、神の仕業ではないことを主張している。

　“ありえなさの一方の極には、私たちが不可能と呼ぶまだ起こっていな

い出来事がある。奇跡とは極度にありえないような出来事である。”“ミ

ドル世界における進化は、きわめてありえない出来事に対処する能力を私

たちにもたらさなかった。しかし、広大な天文学的空間、あるいは地質学

的な時間のなかでは、ミドル世界ではありえそうもないものに思えた出来

事が必然的なものになるかもしれない。9 ”と述べ、科学が真実を見つけ

だせなかったミドル世界に対して、現在から未来への進化は、全く違った

ものになる可能性がある、と主張している。

　R,ドーキンスは、 『神は妄想である』を出版した10年後に『さらば神よ』

（2019）を出版しているが、その著書の中で、“何が起こるかに不確定要

9 R,ドーキンス（2007）、垂木雄二訳（2007.5）、『神は妄想である（THE GOD 
DELUSION）』、早川書房、549
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素（いわゆる「偶然」や「運」）が多く、しかも特定の結果を望むときは

いつも、人は祈る、または迷信的習慣を身につける傾向がある。迷信その

ものは、祖先が生き延びる助けにはならなかっただろう。しかし周囲にパ

ターンを探す――出来事のあとにほかの重要な出来事が続くことに気づ

く努力をする――傾向は、役だったかもしれない。そして迷信はその副

産物だった。”“つまり、存在しないパターンに気づく（迷信のような偽

陽性のまちがいの）リスクと、パターンがあるときにそれに気づかない（偽

陰性の間違いの）リスクバランスだ。パターンに気づく傾向に自然淘汰は

味方した。迷信と宗教的信仰は、その傾向の副産物だった。10 ”と述べ、

遺伝子が子孫に残す多様性（Diversity）の選択は、代々の親が伝える遺

伝子が、あるパターンに気づいて子孫に残そうとした結果であって、神の

仕業ではない、と主張している。

　K,イェーツは、『生と死を分ける数学』（2020）の著書で、数字が示す

多くの観察結果を踏まえ、“進化は困難な環境に見事に適応するさまざま

な生物を造り出してきた。だが、完璧を求めることと、やみくもに可能性

を探索する進化とは別物だ。進化は、通常、与えられた環境でどの解より

もうまく機能する解を見つけるが、だからといって最良の問題解決法がみ

つかるわけではない。”“多くの種が模範的に適合していると感じられる

のは、本物の「完璧な」解がどのようなものなのかを想像するわたしたち

の力に限界があるからで、別に、進化が真の最適解を見つけているわけで

はない。11 ”として、遺伝子アルゴリズムは、ナップザック問題（容量の

限られた入れ物に大きさも便益も異なる品々を入れ込みその便益を最大に

する）を世代間で解決している可能性がある、と指摘している。R,ドー

キンスもK,イェーツも、神の仕業が「ある」とは、信じていない。

10 R,ドーキンス（2020）、太田直子訳（2020.7）、『さらば神よ（OUTGROWING 
GOD』、早川書房、274

11 K,イェーツ (2019)、富永星訳 (2020.10)、『生と死を分ける数学 (The Maths of 
Life and Death)』、草思社、265
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3.3　共有という境界
　遺伝子は勝手にリスクとメリットとのバランスをとるために、種の多様

性（Diversity）を維持できるように、進化や退化を続けてきたと信じら

れている。多様な不確実性に対して、人間という特徴量を持つ種という違

いを認識している境界は、人間が勝手に設けた違いの度合いがあるだけで

ある。人類という種の定義は、人間が勝手に境界を造り出して、他の生物

と違いがあると思い込んでいるだけである。

　遺伝子に神が宿っているとすれば、Diversity（多様性）を生み出して

きた境界が持つ不確実性も、神の仕業が創造したことになる。自然淘汰や

遺伝子変異は、ランダムな不確実性によって起きていると科学は主張す

る。不確実性の領域で起きている事象の全ては、科学が証明できると期待

されているが、全てに対して確率的な確かさを立証することは、今のとこ

ろ不可能である。全ての不確実性は、不確実であると「確信」できる確率

を持っているとは、まだ立証できていない。立証できるまでは、神の仕業

が介在しているという「ありえる」は、否定できないことになる。

　生命体が進化または退化しているということは、生命体の内部を構成し

ている遺伝子が、不確実性のある「流れ」を継承しているという事実認識

がある。継続性は、細胞分裂によって複製を繰り返す遺伝子配列が、複製

という境界を越えるたびにランダムな確率で変異を起こすことができる仕

組みとなっていると思われる。仕組みが、なぜ生み出されたのか、まだ分っ

ていない。

　生命体のDNAが同じ遺伝子配列がある部分を子孫に残しているという

ことは、起源は同じ化学反応により生みだされ、種として枝分かれし、い

ま存在している生命体の種が分岐してDiversity（多様性）を生み出して

いる、という証拠になっている。今、変異が起きているという事実は事後

確率として認識できるが、いつ、どのように、どのような規模で事実が起

きたかを知りたい事前確率は、偶然性も必然性も含めて推測するだけで分

らない。

　複製をする遺伝子配列にはCas9（キャスナイン）というDNAを結合

している部分があり、このCas9を切断して新しい遺伝子配列を組み込む
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と、遺伝子編集が可能となることが知られている。2012年にJ,ダウドナ

によって開発された技術である。遺伝子編集ができるCas9と呼ばれる部

分が、生命体の突然変異を生み出す境界となっているのかについては、ま

だ具体的に分っていない。Cas9は、ウイルスが細胞内へ侵入して複製を

可能にする部分でもある。

　何らかのウイルスが遺伝子配列に変異を及ぼした結果が、種の多様性を

生み出してきた、という可能性は否定できない。逆説的には、生物多様性

というDiversityが人間側から観察できるのは、DNA連鎖にあるCas9と

いう結合部分があり、結合部分のRNA連鎖がある種の境界の役割を持っ

ていたおかげで、今の人類が生存している、ということになるかもしれない。

　人間が知ることができている生物多様性が、枝分かれというDiversity
（多様性）のおかげで、今の生態系がVariety（多様性）に富んでいて、

バランスを保っていると思い込んでいる客観性は、真実であるかどうか

は、誰にも分らない。本当らしさを人間側の都合によって決めて情報共有

をしようと働きかけているだけであって、何を持ってVariety（多様性）

が豊富であるという認識を持てるのか、という疑問さえ、客観的に共有で

きるかどうかには、誰も答えられない。

　濱田陽は、共有性のあるコモンズの概念を拡大することによって、人々

が持つ認識に客観性が生み出される、という考え方を提示している。『生

なるコモンズ』の著書の中で、“わたしたちは、自然、生きもの、人、つ

くられたもの、人知を超えるものについて、多様な見方、経験、認識を積

み重ねてきている。これらの事実を確認するのは、必要な一致を志向する

ことと多様性を重んじること、そのいずれもが欠かせず、いかなるバラン

スを見いだすことができるのか、という問題に意識を向けておきたいから

だ。人知を超えるもの自体は、一般的に科学の研究対象ではないが、人の

能力で把握しうるものと、しえないものの境界は絶えず変化しており、科

学は、人の能力で把握しうるものの領域を、しえないものの領域を前提に

しつつ、広げていこうとする営みともいえる。12 ” と述べている。

12 濱田陽 (2022.5)、『生なるコモンズ』、春秋社、177,178
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　また、不確実性のある環境を、「自然」「生きもの」「人」「つくられたも

の」「人知を超えるもの」と区分して、区分の境界について、“つまり、五

つの存在の間に事前の明確な境界はなく、懸念する立場の違いによってグ

ラディエーションになっている。”と、説明している。共有性のあるコモ

ンズというフレームワークを設けることによって、境界を区分でき、境界

は懸念する立場からの観察者によって、曖昧なグラディエーションとして

見えている、という主張である。

　パラメータが同じ共通性を持っていないと、主観と客観を共有しようと

するコモンズは成り立たないが、人々の意識がバランスしようと仕向けて

いれば、「自然」「生きもの」「人」「つくられたもの」「人知を超えるもの」

は、境界がグラディエーションになっていても、コモンズを目指せば、バ

ランスを維持でき、進化していけると主張している。物理的な領域の認識

は科学が広げていくので、コモンズという意識を向ければ、必然的に広

がっていく、と主張したいようである。

　五つの領域に、客観性のある不確実性が存在しているのかについては、

全く説明がない。濱田陽は、人間が主観によって「知っている」と思い込

んでいる不確実性に対して、内部環境と外部環境の境界は、コモンズとい

う意識を持てば説明できるとしている。コモンズという意識のパラメータ

が存在しているとは思えないが、具体的な説明はない。意識を向ければ客

観性のあるコモンズが成り立つという主張は、物理的な不確実性が確率的

に存在している空間を否定しなければならず、矛盾が生じてしまう。

3.4　リスクのある境界
　現在の気候変動問題や、人間社会に特有に発生し続けている富の格差問

題、環境汚染やマイクロプラスティック問題は、エネルギー消費には排出

物が必ず出るリスクに対処してこなかったことで起きている。技術革新に

よって最適化できると思い込んで起こしてしまったことを排除できるの

は、新たな技術革新しかない。今のままで脱成長を実施したらリスクは増

え続ける。技術革新を否定する脱成長論や、コモンズという理想論による

イデオロギーでは、解決できない。
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　人類は、DiversityやVarietyを失い続けているかもしれず、継続性を

考えると、今、手を付けなければ取り返しがつかないことが始まっている

可能性はあり得るだろう。過去のビックデータや人間の経験則からアルゴ

リズムを組み込んでいるAI（人工知能）は、すでに危険な領域に足を踏

み込んでいる可能性が高い。不確実性の境界を明確にしないまま、過去の

人間が勝手に定義やフレームワークにより扱ってきたアルゴリズムやプロ

グラミングを、人工知能に組み込んでしまっている。

　人類にとって危険な作業を進化させていることに、注意を向ける必要が

ある。生命体に近似する活動ができるように組み立てられるAI（人工知能）

ロボットや、頭脳に似せた自己学習をするディープ・ラーニングのアルゴ

リズムは、人類が維持してきた環境の均衡と倫理性に対して、すでに問題

を生じさせている可能性がある。幼児が遊びながら学習することができる

オモチャや絵本には、AI（人工知能）が搭載されていることが、すでに

起きている。

　人間が感知できていないが、AIロボットにとっては最適化を選択して

しまうという、人類が取捨選択してきた最適化に関係なく、アルゴリズム

に従って勝手にAIに導かれてしまう可能性がある。AI（人工頭脳）は、

人間が自覚できていない環境圧力を感知してしまい、人間が必要とするも

のではなく、弊害ともなる可能性を選択して、自覚のないまま環境に変革

をもたらしてしまうことを起こし得る。機械であるAIロボットと、生命

を持つ人間社会との境界では、人間の倫理性が優先するというルールを

作っておくことを必要としている。どのような環境においても、人間側が

優先的に倫理性によって判断をくだせる仕組みを、AIロボットと人間と

の境界には持たせておく必要がある。

　筆者は 『AIの進化と事業リスク』（2016）の論文で、事業創出をAIロ
ボットには任せられないし、不確実性が生み出すリスクは得られる便益性

（利潤）よりも大きく危険であることについて、“AIロボットが、独自にミッ

ション、ビジョン、シナリオを創りだし、アルゴリズムしかない内部に、

主観から成り立つDiversity（多様性）を構築し、組織によって外部環境

のVariety（多様性）をフィードバックしてインタラクティブに取り込み、
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正誤を判断し、善悪の倫理性を確立し社会的責任を負う、ということは起

こりそうにはない。事業創出の機会を、AIロボット自身で創り出すこと

はあり得ないが、どこまで許され、どこまでが共存圏で、どこが人間に寄

与するのか、まだ、不確実性の発展途上にある。13 ”と分析をしておいた。

AI（人工知能）のアルゴリズムは、人間が知覚できる前に、ナップザッ

ク問題を解き明かし、次世代AI（人工知能）に引き継いでしまう可能性

がある。その時が突然現れたら、人類は、自分の周りの世界が変わったこ

とを、神の仕業と思い込んでしまうことを起こしてしまうかもしれない。

3.5　勾配をもつ境界
　生命体は、遺伝子（DNA）の変異による進化または退化を続けていて、

Diversity（多様性）を増やし続けているはずである。増やし続けていな

ければ、集団は遺伝子が固定されたクローンだけとなって、不確実性を持

たない均一な遺伝子集団になってしまう。人類という種は、もしクローン

集団となってしまったとき、無性生殖のクローンと同じ仕組みで子孫を増

やし続けることができるかどうかは、分らない。DNA連鎖から解ること

は、過去から続いている人間の遺伝子はクローン化を選択せず、多様性を

増やし続けてきた、という事実である。

　これからの将来も、自然に任せれば遺伝子はクローン化を選択せずに。

多様性を増やす選択をしていく確率は高い。中国では、人為的に思想をク

ローン化することができるという、監視国家による思想のクローン化が進

んでいる。生命体までクローン化はしないと思うが、一人っ子政策を強制

できる仕組みを持っている国家体制である。多様性を増やすことは、増や

し続けるためのエネルギーに加え、多様性が生み出す異なる境界が増える

ことによって、各々の境界が持つ均衡を維持するエネルギーが必要になる。

クローン化した均一性の社会では、多様性の境界が減少するので、均衡を

維持するエネルギーしかかからない、と思い込んでいる可能性がある。

　生命体の外部環境が内部環境の細胞にある遺伝子（DNA）を代謝して

13 畑中邦道（2016,12）、『AIの進化と事業リスク』、国際経営フォーラム、神奈川

大学　国際経営研究所、19
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いるとすれば、外部環境と内部環境との間で、エネルギーの受け渡しが行

われている境界があるはずである。生命体が生死という一定の期間を持っ

ているのは、それを決めている細胞レベルの生殖や代謝や免疫といった動

態的に均衡を保つ仕組みを持っていなければ、可能にはならない。

　N,レインは、著書『生命、エネルギー、進化』の中で、細胞では還元

と酸化の化学反応であるレドックス（Redox：酸化還元反応）が起きてい

て、プロトン（陽子）の濃度差（水素イオン濃度）を持つプロトン勾配と

いう境界によって、供与体から受容体へ電子が移動することでエネルギー

が得られている、と説明している。またプロトン勾配があることは、電荷

的に均衡を保ちながら代謝を行うことができる理由ともなっているとし

て、“地球上のあらゆる生命は化学浸透共役を利用しており、膜をはさん

だプロトン勾配を使って炭素とエネルギーの代謝を促している。14 ”と述

べている。

　細胞がプロトン勾配を持っていることで、生命を維持する細胞が持つ均

衡を保つことができている可能性はある。ある閾値をもつ境界がその役割

を持っていて、適正な代謝を促していることはあり得る。細胞分裂を開始

するミトコンドリアの細胞は、世代を繋ぎ進化する遺伝子（DNA）連鎖

を持っているので、遺伝子は、均衡を維持しようとすると同時に、プロト

ン濃度の不確実性によって変異を促し、ミトコンドリアに多様性

（Diversity）を生み出す機能を持たせていることはあり得るであろう。

　プロトン勾配は、物理的には半導体が持つ特性とよく似ていると考えら

れる。半導体が有しているホール電子（陽子）の特性は、ある閾値までは

電気的にOFF状態の絶縁体でありながら、ある外圧が掛かると一気に陽

子なだれを起こしON状態となって、マイナスイオンである電子が流れ出

し伝導体に変わる。カスケード（Cascade）のような性質を持つ境界を特

徴量として持っている。細胞膜が境界として持つプロトン勾配も、おそら

く半導体が持つカスケード現象のような、特有の閾値を持つ境界を持って

いると思われる。

14 N,レイン (2015)、斉藤隆央訳 (2016.9)、『生命、エネルギー、進化 (THE VITAL 
QUESTION)』、みすず書房、326
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　カスケード現象（Cascade effect）は、川が急に増水したとき土砂災害

を起こさないように、川の流れを小さなダム状構造で連鎖させておく砂防

ダムと同じような効果を発揮する。カスケード効果を発揮する構造は、

いったん流れ出すと、継続して流れたままになり、上流の流れが減少すれ

ば流れは止まってしまうスイッチング効果を持つ。スイッチング効果は、

不確実生のある境界に、閾値という変化点を持ち込むことが可能であるこ

とを示している。半導体が持つ特性はデジタル処理に適しているため、コ

ンピュータの2進法によって振り分けることができる、[1・0]による計算

方式や、記憶装置を始め、論理回路に活用できている。

3.6　ベイズ統計的な不確実性
　不確実性しかない現実の世界では、不確実性の環境が違うと感じられる

境界には、パラメータの違う客観性を持つ閾値が存在しているはずであ

る。閾値は、主観と客観が合意している必要がある。自宅の土地に隣接す

るお隣との境界は、両者が立ち会いのもと、主観と主観が合意することに

よって、境界線が引かれ、図面上での登記を可能とする。地政学的な領土

の境界を主張する国家間には、登記はないが国際法の合意がある。

　本来は両者の合意による客観性への担保が原則であるが、独裁主義や専

制主義の国家では、合意なき実効支配を正当化してしまうため、事前確率

も事後確率も自己都合により選択できる。あたかも歴史が証明しているが

ごとき新しい歴史観を作り出し、物語化を正当化させる。客観的に納得で

きない物語であっても、主観は妙に脳が納得してしまうことを起こしてし

まうことがある。事業の成功物語を特集するノウハウ本は、ヒトの脳をよ

く騙す。

　I,スチュアートは著書『不確実性を飼いならす』（2021）（THE MATHE-
MATICS OF UNCERTAINITY）の中で、脳の神経細胞が起こすニュー

ロンの発火現象とネットワーク結合の強さの仕組みがベイズ統計的である

ことから、脳による意志決定プロセスもベイズ統計的に起きているのでは

ないか、と述べている。ある事象が、過去から継続的に確認できる事前確

率を持っていれば、現在起きている事象の事後確率は、主観的に確信して
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よいと判断できる確率は高くなっている可能性があることを指摘してい

る。脳が、ノウハウ本に騙されるのは、必然なのかもしれない。

　脳で起きていそうな意志決定プロセスは、起きそうな事後確率に対し

て、事前確率を確信していれば、瞬時に記憶と相互の照合ができ、その結

果、発火現象が起きネットワーク結合によって伝搬が始まり、意思決定に

よる行動がなされているということは起き得る。誰でも、経験則が意思決

定の動機となっていることを、なんとなく実感できている。運動選手が瞬

発力を発揮できるのは、練習により事前確率に高い確信が持てたことによ

り、起きる事後確率への確信の度合いも高くなると予知できるため、次の

瞬間への反応ができると考えられる。

　脳は、後追いにより認知している機能しか持たないので、常に事後結果

から事前を追認している、とするポストディクション（Post diction：後

付け認知）の考え方もあるが、行動は意思決定後でなければ起きないとす

れば、運動選手の瞬発力はベイズ統計的な反応をしていると考えた方が、

合理性があるように思える。I,スチュアートは、実際にベイズ統計的な処

理方法を利用して、惑星の引力が相殺される空間で宇宙飛行体を最小のエ

ネルギーで方向転換させた例や、心臓のペスメーカーの電磁波を制御でき

ている例を上げている。

　事前確率と事後確率を持つ不確実性は、複雑系の世界でもある。バタフ

ライ効果として知られる「北京の蝶の羽ばたきがニューヨークの気象を変

える」といった複雑系の理論である。今では当たり前になってしまった北

京のスモッグのPM2.5が、蝶の羽ばたきであるとしたら、個々人の善意

による活動の集合によって、気候変動の変異幅を最小にできる、という期

待は裏切られてしまう。現実に裏切っているかもしれないバタフライ効果

の不確実性は、パラメータも境界もない混沌というカオスという複雑系を

内包している。個々が確信する事前確率を集めた集合体の事後確率は、事

前確率の確信度の集合とは異なる結果をもたらす。

　偶然性を実感するのは、事前確率も事後確率も主観的である場合が多

い。主観性の強い偶然性は、偶然性を信じたいがゆえに自己の認識が視野

狭窄に陥ってしまい、偶然起きた結果について仮説である事前確率を、実
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際に起きたことの事後確率によって立証できた、と信じてしまうことはよ

く起こす。事業経営の現場でも、思い込みの経験則によるマネジメントや、

実行が伴わない理念ありきや、そうありたいという願望だけの予算計画の

実行で、よく起こしている。

　思い込みは、宝くじが当たる気がして買ったら当たった、という偶然で

しか起きないことに対して、再現性があると信じてしまうのと、よく似て

いる。現実の宝くじは、当たらない方の確率が遙かに高い。不確実性のあ

る領域における宝くじの例が示すように、買わなければ当たるという偶然

性は起き得ない。偶然性は、買ったか買わなかったか、という意思決定に

境界を持っている。不確実性のある環境では、常に境界を決める意思決定

を必要としている。

　I,スチュアートは脳による意思決定について、“その決定は、ベイズの

確率モデルで得られる結果と非常に似ているからだ。”“脳をベイズの意

思決定マシンと捉えると、不確実性に対する人々の姿勢の多くの特徴を説

明できる。特に、迷信が私たちの生活に、なぜすんなり根付いたのかが説

明できる。ベイズ統計では、確率を信念の度合いと解釈する。15 ”と説明

して、確率が五分五分と思われる現象は、信じても信じなくてもいいこと

を意味しているとも述べている。ベイズ統計的に意思決定ができることは、

全ての現象の認識は後追いであるとしてしまうポストディクションでは説

明できない。不確実性が認められる領域では、事後確率を信じることに

よって、初めて意思決定ができる。信じる前提が、たとえ迷信であっても、

信じた結果の事後確率は、必ず何らかの形で起きている。

3.7　心象が現実化する境界
　意思決定を必要とするYES、NOの境界では、YESの内部にいる観察

者とNOの内部にいる観察者との間では、相互の違いの中にある不確実性

を、客観的に認めあい、信じあえるということが起きにくい。不確実性に

対して、個々は主観的なパラメータを自由に設定できるため、個々の脳は

15 I,スチュアート (2019)、徳田功訳 (2021.11)、「不確実性を飼いならす (DO DICE 
PLAY GOD ? THE MATHEMATICS OF UNCERTAINITY）』、白揚社、286
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ベイズ統計的に異なったパラメータにより、異なった確信の度合いを見出

し、勝手に事前確率と事後確率の物語を紡いで、各々が違った判断を下し

てしまうからである。

　脳が記憶する対象には、無意識の境界が存在していると考えられる。信

じることが難しく、知識として持っていても有効性がないと脳が判断すれ

ば、目の前で起きている事象にも興味をもたず、記憶もせず、疑問を待た

ないで無視していることは、よく起きている。反応せずに無視できるとい

う、免疫力のようなレジリエンスを脳が持っているのは、人間が社会性を

維持するために脳が獲得した重要な機能かもしれない。

　人類という社会性を持った存在としては共通である認識ができても、経

済環境も統治環境も自然環境も違っていれば、不確実性の濃淡さえも相互

に認識できないことを起こしてしまう。YESとNOの異なる母集団に、

同一のパラメータで分散データを取ると、両方に同じ様な正規分布が現れ

る。このことは、YESとNOの母集団の分散データをとっても、そのデー

タからは所与の条件以上には、統計的な推論はできないことを示してい

る。つまり、所与として与えたフレームワークの境界を超えた推論はでき

ないということである。脳は、事後確率を推論できる対象にしか、関心を

示すことができない範囲の境界を、どこかに持っているのかもしれない。

　宇宙空間を含め、今の一瞬で起きている現実の全てが確実に起きている

事実であると個々人が認識することは、そもそも不可能である。起きてい

る不確実性を、想像するしかない。想像できる世界は、個人がもつ観察力

や洞察力を含めた「視野の限界」、事象の確実性について論理的に判断し

思考できる「合理性の限界」、主観から共同主観までの集団内が持つ境界

までを働きかけることによって認知できる「働きかけの限界」、という認

知レベルの壁に阻まれている。認知できる範囲内でしか、客観的に事実で

あるという確信は持てない。

　統計的に採ったデータから事象の発生頻度の確率が高いと判断される

と、その事象は再現性が高いと一般的には認知できる。しかし、確率は過

去に決めたパラメータと尺度で測定した結果である。統計データは過去の

パラメータの尺度による、ある期間の蓄積データにすぎず、未来というこ
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れから起きることについて、確率の頻度からは物語を説明できない。過去

のデータから予測する天気予報は、傾向を示す確率は示せるが、当たらな

いと感じることの方が多い。

　確率的に起きそうであるという判断は、信頼性を判断する側である個人

や集団が持つ客観性の基準に依存する。客観性は、集団が共有する共同主

観に従属している。客観的な信頼性は、統計的確率によって確定できてい

るわけではない。事実と認識していることへの信頼性は、認識している集

団側が確信性をもっていると信じている度合いに依存している。キリスト

教徒が多い国であるとか、イスラム教徒が多い国であるとかで、制度や慣

習に違いが出てくるのは、集団側が確信性を持っていると信じている度合

いが、国家レベルにまで至っているからである。

　宗教が国家を統制することは、イスラム教圏では多く起きている。宗教

的教義の方が、国家の法制度よりも上位となることは、2021年8月30日

にアメリカ軍がアフガニスタンから完全撤退した後、タリバン政権が強制

している女性差別のような例でも見ることができる。宗教的歴史観は、ベ

イズ統計的な思考から生み出されているが、その教義が国家を統制する法

制度よりも信頼に足る権力を持ってしまうことが、現実的に起きてしまう。

４．境界への異なる挑戦

4.1　パンデミック後の境界
　2022年2月24日、ロシアがウクライナに戦争を仕掛けた。戦争を仕掛

けたのは、ロシアの大統領であるプーチンの意思決定によるものである。

ロシアとウクライナの国境は、パンデミックによる国境封鎖というロック

ダウンによって、経済的にも軍事的にも国境という境界に地政学的な不確

実性が高まっていた。第一次世界大戦がスペイン風邪の流行があって収束

したとすれば、今回のウクライナ戦争の時期は、異なる種類のウイルスの

出現と新しいmRNAワクチン接種と接種率の違いが生み出した、意図的

な戦争であったと考えるのも理由の一つとなろう。

　2022年4月の時点で、ウクライナのワクチン接種率は35％で、ファイ
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ザーとアストラゼネカによるもので、2021年11月時点での接種率は20％

であった。ロシアは自国開発の「スプートニックV」というワクチンで、

2021年11月時点では接種率40％であったので、2022年2月の開戦前には、

ロシアの兵士は全員が接種していたであろう。ロシアは2022年2月15日に、

ワクチン接種による免疫有効率は91.6％であったと科学雑誌に発表してお

り、アフリカ諸国を中心に世界50カ国へ輸出していることを公表した。

　開戦後、国連でアフリカ諸国がロシアを非難できない下地作りを、ワク

チン輸出と武器輸出によって行い、独裁政権支援のための民間軍事傭兵組

織ワグネルの派遣も行っていた。中国も一帯一路の国を中心にアフリカ諸

国にも、シノファーム製ワクチン（シノバック）を輸出しているが、寄付

が5000万回分で輸出は10億回分となっており、経済援助に名を借りた経

済債務による縛りを、ワクチン輸出でも強めている。

　プーチンは、国境付近で軍事演習をしている最中、軍事侵攻をする直前

の2月4日に北京オリンピックに参列し、習近平と会談をした。習近平と密

約を交わしたかどうかは定かではないが、北京オリンピックが終了した2月

20日の4日後の2月24日に、ウクライナに侵攻を開始した。軍事演習と見

せかけていた国境近辺の兵士を、ウクライナの首都キーウに向かわせた。

　一人の人間による意思決定が、国境を越えて戦争を仕掛けることがで

き、一方的に境界を破壊するティッピング・ポイントを作り出すことがで

き、国境という境界を任意に変える可能性があるという現実を、世界は

知った。戦争犯罪が起きていようがいまいが、成功すれば正当性はロシア

側に生じる。ウクライナへの侵攻が成功すると、戦争を一方的に起こして

よいことを認めることになり、実効支配をすれば国境を支配者が任意に動

かしてよいことを認めることにもなる。

　均衡を一方的に破壊するというプーチンの意思決定には、ウクライナへ

の不信感があったといわれている。不信感という心象ほど、根拠が示せな

い不確実性が極度に高くなる境界を持つ領域はない。戦争を仕掛けること

で、不確実性を低くできると思い込んだのかもしれないが、大きな間違い

を犯した。短期決戦により、ウクライナ政権を壊滅させロシアの傀儡政権

に置き換えれば、国境という境界が持つ不確実性が低下して、ロシアの安
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全保障が高まり経済的利得も増加する、と信じたのかもしれない。

　ウクライナ側からすれば、ロシアによる軍事侵攻は、過去の歴史的経験

からも、軍事力で領土を侵略され、都市は破壊され、人権まで蹂躙されて

しまう可能性がある、という危機感を持ったであろう。地政学的に起きて

いる両者の不確実性の高い国境という地続きを境界とした対立は、世界の

専制主義的国家グループと自由民主主義的国家グループとの対立にまで拡

大してしまった。地政学的、地形学的、地経学的に、境界の持つ独立性を

確保できなくなるほどの不確実性を高めてしまった。

　核を所持しているために可能となる脅しと報復権は、世界の人類環境を

瞬時に滅亡させる可能性がある。国境という境界は、共有性があると錯覚

を起こしてしまうほど、多くの異なったパラメータによって均衡が保たれ

ている。ロシア語を話すロシア派の民族をウクライナの圧政から解放する、

というプーチンのロジックは、共有性によって均衡が維持できている境界

を、人為的に解放するという名目を採用すれば、境界を作り替えることが

できるというロジックである。ロシア語を話す民族はロシアに属すべきだ

とするプーチンのロジックは、統計学的にも意味を持たないため、正当性

を見出すことは難しい。

　同一言語圏は同一国であるというロジックが成立してしまうと、中国や

ロシアのような多民族の言語が国家内にある場合、自国内では統一言語化

への強制的な均一化が目的化してしまう。チベット族の漢民族化政策で起

きたことや、現在の新疆ウイグル地区の強制収容所で起きているようなこ

とを、国際社会が認めてしまうことになる。

　アメリカの大学入試で行われている「平等性」を確保するための「人種

差別からの解放」という、アファーマティブ・アクション（Affirmative 
Action）のようなロジックも、受験合格者の事後確率を人為的に変更で

きてしまうという意味では、能力という境界に不透明感を与えてしまって

いる。不透明な不信感は、不公平感を生み出だしてしまい、社会性が持つ

均衡というレジリエンスを壊しかねない。
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4.2　ファシズムという不確実性
　自由民主主義国民国家とはいえない専制主義的な政治体制と統治行動を

採るロシアや中国における監視社会では、国民の多くは監視してくれてい

る方が、社会性としての客観的な安全性は高いと考えている。犯罪が少な

くなるし、コロナ感染拡大の封じ込めも、ワクチン接種も、地域ロックダ

ウンという強制力によって成功しているように見えている。しかし、国境

を隔てた自由民主主義の国民国家からは、信頼性に欠けているように見え

てしまう。

　専制主義や一党独裁主義である国家では、監視と粛正が正常を示す基準

であるため、国民としてのあり方を自ら考え、個人が自由に民主的に国家

のあり方に参画するということはできなくなる。制度として強制されてい

る空間を共同で認識することは、国民としての「義務」であり、権利は国

家の所有となる。主権は独裁側や先制主義側にあるため、国民や民営企業

には自由な主権は認められず、専制主義政権が経営を指導しているという

形を取る。

　自由民主主義の国民国家からは、異常とも思えるロシアによる軍事侵攻

がウクライナに向けて始まってしまった。一方的な戦争侵攻の開始を命じ

たプーチンは、帝国的でありたいという歴史観によるファシズム的な志向

を持っていた。ウクライナを侵略するという意思決定には、ベイズ統計的

な事後確率が成立するという確信があったものと思われる。

　2014年にクリミア半島を収奪した経験からの事前確率を過大評価して、

3日間でキーウを陥落できると事後確率を予測していたことは、間違いな

いであろう。長期戦に持ち込まれてしまったプーチンは、国境という境界

が持つ合意による均衡を、最も不安定で予測不可能に近い不確実性へと導

いてしまった。核の脅威は、戦争における不確実性の極にある。

　国際政治学者のM,ラリュエルは著書『ファシズムとロシア』（2021）

の中で、プーチン的ファシズムについて、“筆者が「準ファシズム」と呼

ぶもの、すなわちファシズムに関連するいくつかの概念上の特徴――メ

タ・イデオロギーと啓蒙されたエリートへの信奉、集団的教化と国家暴力

の要求、戦争を通じた国家の再生というユートピア――を共有していると
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もいえる、文化的にロシア化された教義は、容易に発達しうるだろう。そ

れらは、ロシア・ナショナリズムやロシア保守主義の古典的ストックの一

部とみなされ、人々にとって受け入れ可能な教義の、より広いスペクトラ

ムの過激な極として存在する権利を与えられている。16 ”と述べ、現在の

ロシア国家統治体制は古典的ストックの再現性を示している、と指摘して

いる。

　プーチンというリーダーが率いるロシアの国家体制は、黒百人組、大国

主義のノスタルジー、ツァーリズム、ユーラシア主義、といった過去の歴

史で経験した自尊心を高揚させることで、体制が維持されている。起きて

いた事実を回想して、国民とプーチンは主客同一であるかのように粛正と

いう強制を相互に認め合うことで、あたかも近日中にロシアが世界の中心

的覇権を実現できるかのように振る舞っている。歴史的な回想に事前確率

を確信しているため、次に起きるかもしれない事後確率が高くなるはずで

あるという錯覚を起こしたようである。

　史実として語られるできごとが発生したかもしれないという事前確率的

な解釈は、「善」であれ「悪」であれ、後世の知者が後付けによって造り

出した物語である。現時点で起きている不確実性について過去の事前確率

を探してみると、過去の事前確率があったから現在の事後確率が生まれて

いるとして、因果関係があるように思えてしまう。探し出せる事象は、ほ

とんどは主観の思い込みであって、因果関係が証明できるような真の確率

は、そこには存在していない。

　不確実性のもとで起きた偶然のできごとが、後世から見ると「善」と解

釈でることもあり得るし、「悪」であると解釈できることも起き得る。後

世の社会通念が変われば、特徴量を入手するために統計的にデータをとる

パラメータも、変わってしまう。時間の経過は、誰にも止めることはでき

ない。エントロピーが常に増加している世界では、環境は必ず変化している。

　プーチンの政治哲学を研究しているA,カザコフは、著書『ウラジミール・

プーチンの大戦略』（2020）の中で、2000年から「統一ロシア」のリーダー

16 M,ラリュエル（2021）、浜由樹子訳（2022.2）、『ファシズムとロシア（IS 
RUSSIA FASCIST?）』、東京堂出版、288
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となり、権力統制の独裁権を握り、反プーチン派を粛正し、天然資源を活

用した経済的な安定化を果たしたことについて報告している。ロシア的な

民主主義のあり方として、国民と志向を同じくしているという同胞意識を

育て、プーチンのプーチンによるプーチン的ロシアを作り上げたとして、

政治学的なイデオロギーを中心に、著書の中でプーチン論を展開してい

る。2020年に出版された著書であるが、2021年にプーチンが大きな行動

を起こすことを示唆し、“2021年を待ってみようではないか”と読者に問

いかけている。

　プーチンは2022年2月24日、ウクライナの首都キーウを3日で堕すつ

もりで侵攻を開始したが、2022年のウクライナは、そんなに柔ではなかっ

た。A,カザコフが示唆していた通り、2021年の2月に侵攻していたら、戦

況は変わっていたかもしれない。新型コロナウイルスの出現で、侵攻開始

が一年遅れたとすれば、スペイン風邪が第一次世界大戦の戦況を変えたと

同様、パンデミックという自然災害が、ウクライナに味方したと考えられ

る。ウクライナは、侵攻が始まるまでに軍事的な防衛準備に時間が稼げた。

4.3　地政学というと不確実性
　2019年5月に誕生したばかりのウクライナのV,ゼレンスキー大統領が、

2021年2月にロシアから首都キーウに突然の軍事侵攻を受けていたら、3

日で大統領府を逃げ出さざるを得なかったかもしれない。2021年2月に軍

事侵攻しようと目論んでいたプーチンの野心は、新型コロナ対策で一年計

画が遅れたために、情報はことごとく敵対国に漏れ出していた。アメリカ

のバイデン大統領は、2021年11月に、ロシアが軍事侵攻を起こすことを

指摘し、世界中に対応の準備を促していた。

　A,カザコフは著書の中で、結論的に“プーチンは、多数の秤皿・極か

らなる天秤という複雑なシステムを構築するために戦っている。そして、

ロシアをたくさんある秤皿の一つではなく・・・天秤そのもの、つまり中

心にあって能動的に作用する存在にしたいと考えている。十分な軍事力と

政治的意思を有し、他の力の中心・極を釣り合わせる能力を持つ存在であ

る。必要とあれば、新しく登場した攻撃者を「平和・世界に強制的に従わ
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せるために」残りのすべての極をまとめあげる能力を持つ存在である。17 ”
と述べ、プーチンを擁護支援している。

　ロシア皇帝アレクサンドル一世は、1815年9月にヨーロッパ各国をキリ

スト教でまとめ上げようと「神聖同盟」（Holy Alliances）という構想を

打ち出したことがあった。成立はしなかったが、ロシアが「神聖同盟」の

構想を提示できたのは、まだ奴隷制度が残っていた時代のできごとであ

る。プーチンの思考回路には、「神聖同盟」への回帰志向が見え隠れして

いる。習近平が「中華民族の偉大なる復興」を掲げて、「一帯一路」によ

る世界秩序の均衡を図ろうとしているのにも、同じような志向がみられる。

　習近平は2017年11月にオバマ大統領に対して、二つの大国で太平洋を

二分しようと、持ちかけたことがある。プーチンは、主権国家は、ロシア、

インド、中国、アメリカだけであり、同盟国は主権国家ではない、と明言

している。自国が国境を接する外延には、粛正も監視も内通も権力集中も

通用しない領域があることを認めたがらない。

　自由民主主義と多様性を認める不確実性に富んだ国々の存在を、敵対国

家と見なしている。大国の言い分に従わない方が間違っている、という過

剰な反応さえ見せる。奴隷制があった時代と同様、力ずくで脅かせば民衆

を奴隷化でき、実効支配をすれば属国化させることが可能だと信じている

ようである。属国には、道徳的「善」や「恵み」を与えてやることができ

る、という大国意識がある。

　ロシアは武器輸出により、輸出先の国家防衛能力を握り、天然ガスや石

油エネルギー資源を低価格で輸出することによって、経済的優位性を確保

している。中国は、経済援助を名目に、一帯一路のルートを確保するため

に、拠点国に公共施設を中国人労働者により作り、結果として返済不能に

させ、債務国家に陥れ属国化させている。

　独裁政権は、国家内部の不確実性を減らそうと努力をする。密告制度に

よる粛正や、強制収容所での洗脳学習、ネットの情報統制、等により不確

実性を極力減らす方向を目指す。デモが起きる状況は、不確実性が高い状

17 A,カザコフ（2020）、佐藤優監訳（2021.7）、『ウラジミール・プーチンの大戦略』、

東京堂出版、439
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況にあると判断するので、取り締まりが強化される。不確実性は、クーデ

ターか革命が起きない限り、表には出てこない。ロシアの国家体制は、内

部環境の不都合を隠蔽し続け不確実性を隠し続けなければ、体制が維持で

きない状態にまで追い込まれているのかもしれない。

　グローバルな世界は、多様性が増せば増すほど、内部と外部の境界は生

物体の免疫力が発揮するレジリエンスと同様、動的に均衡するシステムを

持っている。ロシアと中国は、多様性が増えることよりも均一性により独

裁的統制がしやすくなる方向に、国家を運営している。内部環境の不確実

性を隠蔽すると、均衡を生み出す機能に適切なフィードバックが掛から

ず、新しい均衡は生み出されないので、内部統制がなされているはずの境

界が突然崩壊するという危険性を常に抱えている。

4.4　新しい地政学
　2022年に、ウクライナを舞台にして起きた戦争は、プーチンの思い込

みに近い一方的な意思決定で始まった。ウクライナはグローバル規模で食

料を輸出できる国ではあるが、ロシア産の天然ガスをヨーロッパ諸国へ送

り込むパイプラインによって課税収入を得ているという、地政学的に不確

実性の高い状況におかれていた。ロシアがリーダーシップをとる「ユーラ

シア経済連合」への参加が必然であるとロシアから圧力を掛けられていた

一方で、経済的、軍事的には、自由民主主義国家としてEU（欧州連合：

European Union）に入りたいと思い描いていた。

　エネルギーや産業についてグローバルな地政学に詳しいD,ヤーキンは、

著書『新しい世界の資源地図』（2020）の中で、ロシアがウクライナを見

下す目は、“ロシアにとってのウクライナはロシアの一部であり、そのつ

ながりはキエフ大公国時代や、1654年のモスクワ大公国のツァーリへの

忠誠まで遡ることができた。プウーチンはこのロシアの考えを次のように

要約している。「ウクライナは国でさえない。ウクライナとは何か、領土

の一部は東欧に掛かっているが、大部分は我々からの贈り物だ」。”と、

プーチンの言葉を引用して述べている。ウクライナ国家は、ロシアによる

地政学的な政治統制支配と経済的な従属があって初めて成り立っている、
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ロシアからの「贈り物」なのだ、という歴史的認識がある。

　プーチンの言う「贈り物」とは、旧ソビエト時代の豊かな農地、ヨーロッ

パ最大級の原子力発電所、工業都市、IT産業、等をウクライナが引き継

いだことを指していると思われる。旧ソビエト連邦が崩壊したのち、空母

がいらなくなったウクライナは、旧ソビエト製の空母を客船として中国に

売り渡した。中国が初めて所有した空母「遼寧」は、ウクライナから譲り

受けた空母を改修したものである。

　中国もロシアも、少数民族と多言語民族を領土内に持つ国家である。国

内を政治統一するには、マルクス・レーニン主義的な統率が適していると

考えているのであろう。多言語多民族のコミュニティを一言語によって統

制できる共産主義が、民衆を「平等」にできる一番良い選択であると信じ

ている。民衆が「平等になる権利」には、人権という個人の自由が含まれ

るが、民衆を「平等にできる権利」とは、民衆を均一に統制できる独裁権

力を国の指導者が独占して持っていることを指している。権力を維持する

には、監視と粛正が可能である体制を必要とする。個人の自由は、平等に

反することになるので、認めるわけにはいかない統治システムとなる。

　習近平が2017年に発表した「中華民族の偉大なる復興」と、2014年に

発表した「一帯一路」の構想を抱いた歴史観による覇権主義は、プーチン

が「ウクライナは国でさえない」と発言した認識とほぼ同じ意味を持って

いる。習近平は力ずくで香港の「一国二制度」の境界を反故にして、中国

への本土編入を実行した。ロシアからみたウクライナ国家は、ロシアから

の贈り物である、という思考と同じ発想が垣間見える。中国本土から見た

香港や台湾の位置づけは、自国の領土であるが「一国二制度」を許してあ

げているが、近い将来には正式併合しなければならない、という権力支配

の意識がある。

　ロシアの領有権侵害は地続きで起きたが、中国の南シナ海での領有権侵

害は、珊瑚礁を埋め立てた人工島をいつの間にか造り出し実効支配をす

る、ということで起きている。実効支配は「孫子の兵法」で言う「戦わず

して勝つ」を、時間を掛けて徐々に進めていた結果である。世界が問題意

識を持ち始める前に、人工島に住民を移住させた。住民には中国本土と同
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じ市民権が得られるように、新しい行政区を造り領有してしまった。住民

の市民権を仮想敵国から守るという口実は、戦闘機を発着させる航空基地

化にまで進展し、兵站の備蓄には大きな欠陥を持つ航空母艦よりも強力な

戦闘能力を持つエリアを、いつの間にか完成させてしまった。

　中国は、南シナ海に九段線を引き、実効支配をして中国国内法を適用し

ようとしている。中国からすれば、南沙諸島や南シナ海の海域は中国が国

家としての国境という境界を設定しているので、中国領土であると確信し

ている領域となっている。中国は、南沙諸島や南シナ海での船舶の安全航

行のため、あらゆる船舶の航行の安全を監視し安全を確保していると説明

している。人工諸島の近海での航行や漁獲は、中国側が領海を侵犯してい

る思えば、一方的に船舶を拿捕することは可能である。ベトナム漁船でも

フィリピン漁船でも、拿捕されれば中国国内法により裁判にかけられる。

中国が領海であると主張する九段線は、南シナ海を含む第一次列島線とし

て、台湾、尖閣、石垣、沖縄、奄美をも含み、日本列島の鹿児島県沖まで

引かれている。第一次列島線は、中国では小学校の地理の教科書に『国恥

地図』として掲載されていて、中国が領有する本来あるべき領土領海であ

る、と教えられている。

4.5　ロシアと中国の挑戦
　ウクライナ戦争では、帝国主義的権威を振りかざしたロシアは、2022

年10月にロシアへ強制併合した占領地域の一部をウクライナ軍に奪還さ

れてしまった。兵力の消耗も激しく、総動員令を出さざるを得ない状況に

追い込まれた。ロシアの急速な消耗は、世界的なエネルギー市場や、外交

力、経済力に大きな影響を及ぼし、国家的な衰退を余儀なくされる可能性

が高くなっている。

　中国では、習近平の権力続投により、「中華民族の偉大なる復興」と「一

帯一路」構想は盤石のようにも見えるが、不動産バブルの崩壊が始まって

おり、ゼロコロナ対策もあって、経済成長が急速に減少している。自由民

主主義国家であっても、ロックダウンを余儀なくされた国家は、一時金支

給というベーシックインカムに代表されるような共産主義的な政策が実施
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された。パンデミックのような国家規模での統制が必要になる政策対応に

は、共産主義的統制や権威主義体制が適していると多くの主張があるが、

まだ答えは出ていない。

　パンデミックが起きた直後、世界中が膨大な量のマスクを必要とした

が、世界の需要の80％以上を中国の生産に頼っていることが判明した。

中国はマスクの生産と世界各国への供給をコントロールする実権を握り、

覇権を握ったような強権的なマスク外交を展開した。パンデミックは「一

帯一路」により世界中に伝搬し、各地で医療崩壊を起こした。中国は武漢

市での初期対応を隠蔽し機密扱いしてしまったため、発生源から拡大する

経緯を知る手段となる事前確率が把握できず、事後確率を予測する手立て

もなく、世界はパニック状態に陥った。

　マスク外交は、中国の「一帯一路」構想が成功しているかのような印象

を与え、世界は中国の権威主義に従属させられる可能性があることに気づ

き、怯えはじめた。「一帯一路」に参加した弱小国を債務国家化に陥れる

ことに成功した。ウイルス発生初期を隠蔽し、武漢市を隔離した強制手法

は、感染拡大の抑え込みに成功した事例となった。国家規模の隔離戦略で

あるロックダウンは、世界各国の標準となった。

　マスク生産でさえ中国抜きでは世界のサプライチェーンが繋がらず、世

界の製造製品の中国への依存度は、群を抜いて高くなってしまっている。

経済特区から始まった海外からの委託製造は、合弁事業という税制優遇と

低賃金と技術移転により、世界の製品供給基地としての地位を確立した。

高速道路網や高速鉄道網のインフラ整備と、不動産開発による地方都市の

活性化により、都市戸籍の中間所得層が高収入を得られるようになり、世

界第2位の経済大国になった。

　世界第2位の経済大国である中国は、一帯一路構想を始め、強権外交に

転じた。それまでは、エネルギーや食料、半導体といったハイテク産業、

GAFA（Google, Amazon, Facebook, Apple）といったグローバル・プ

ラットフォーム が、世界の地政学を大きく変える鍵を握っていた。パン

デミックが起き、サプライチェーンが中国により分断されたことが判る

と、怯えを自覚した自由主義諸国は、中国から距離をおく政策に大きく転
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じた。

　ロシアは、製造業のサプライチェーンの鍵を握っている中国と、仮想敵

国を共有し連帯することに魅力を感じていた。D,ヤーキンは『新しい世

界の資源地図』の中で、プーチンが2020年の4月に「東に向かう」と発

表し、中国との関係を強化する政策を実行に移そうとしたとき新型コロナ

ウイルスの流行が始まってしまったことを、報告している。「東に向かう」

と「国家事業」である「パワー・オブ・シベリア」の資金は、感染拡大を

食い止める対策費に置き換わってしまい、プーチンの思惑は、ワクチン開

発とワクチン接種とロックダウンにより一年先に延ばされてしまったと、

報告している。

　2020年にパンデミックが起きず、プーチンの思惑である「パワー・オブ・

シベリア」が計画通り進んでいれば、ウクライナへの軍事侵攻は、中国と

の合意のもと、2021年の2月に開始され、圧倒的な経済力、軍事力で短期

決戦に終わり、2022年における泥沼状態には入り込むことは起きなかっ

たかもしれない。計画性という時間軸に境界を持っている予測では、パン

デミックのような緊急事態が起きたとき、手持ちの戦略的資源の優先順位

を変えてしまう。

　D,ヤーギンは著書の中で、“「パワー・オブ・シベリア」の開通には、

エネルギーがロシアと中国の戦略的パートナーシップの一番の土台になっ

ていることが示されている。もちろん、両国のパートナーシップが支える

要素はほかにもある。「完全な主権」の主張においても、西洋が押しつけ

ようとする「普遍的」な価値観や規範に対する拒絶においても、国家主導

の経済運営においても、米国の「覇権的」な地位と「一極支配」への反発

においても、両国は一致結束している。しかしエネルギーは、この新たな

地政学的な連携の中核をなす要素だ。かつての両国の関係がマルクスと

レーニンにもとづくものだったとすれば、今の関係は石油と天然ガスに根

差したものだと言える。18 ”と述べ総括している。

18 D,ヤーギン（2020）、黒和篤詞訳（2022.3）、『新しい世界の資源地図（The 
New Map: Energy, Climate, and the Clash of Nation）』、東洋経済新聞社、

113,153
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　ロシアのウクライナへの侵攻が、あまりにも稚拙で前近代的な手段で

あったため、天然資源の豊富なエネルギー大国が自作自演のために仕掛け

た、冷戦時代から持て余していた戦車や弾薬の在庫処理ではないか、と思

えてしまうほどの印象さえ抱かせた。2022年9月中旬のウクライナ軍によ

る東部地区への電撃的な反撃攻勢に敗走し、プーチンは「特別軍事作戦」

に対して予備役30万人を新規投入する、と発表せざるを得ない状況に追

い込まれ、ふたたび「核」の脅しを西側諸国に仕掛けた。本格的な戦争を

誘発させようと、一歩前に踏み出してしまった。

　パンデミックにより侵攻計画が一年遅れたということは、遅れた間に手

の内があからさまになることは覚悟の上であったはずである。当然、迎え

撃つウクライナにして見れば、精神的にも経済的にも軍事的にも、支援国

家への根回しにも、パンデミックへの対応以外は、準備に十分時間が得ら

れていたことになる。2014年にクリミア半島をロシア領に簡単に奪われ

てしまった屈辱を、ウクライナ国民は共有していた。団結心は、強固になっ

ていた。ウクライナ東部地区は、軍事的には戦闘員として一流といわれた

伝統的な自主的農民集団が組織したコザック隊の発祥地でもある。

　ウクライナ大使も経験した黒川祐次は著書『物語　ウクライナの歴史』

（2002）の中で、ウクライナの重要性と将来性について、“第一には、大

国になりうる潜在力である。”として、「石油・天然ガスは採掘されないが、

国土面積ではロシアに次ぐ第2位、人口はフランスと同じ多さであり、農

業は世界の黒土地帯の30％、世界的食糧危機が起きたら救えるのはウク

ライナだけだと言われていること、工業・科学技術面では旧ソ連最大の工

業地帯で科学者・技術者の水準は高く層も厚く、教育水準も高く国民性は

堅実で忍耐強い」と指摘している。

　“第二は地政学的な重要性である。”として、「西欧社会とロシア、アジ

アを結ぶ交差点にある大国で、過去からもウクライナがどうなるかで、東

西のバランス・オブ・パワーが変わってきたし、これから大きく変わる」

と指摘している 19。新しい不確実性による地政学的な国境という境界の持

19 黒川祐次 (2002.8)、『物語　ウクライナの歴史』、中公新書　255,256
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つ意味は、ウクライナ戦争によって大きく変るであろう。中国の経済成長

鈍化も含め、グローバルな不確実性のパラメータが変わる時代を迎えてい

る。

4.6　ハイブリッドという境界
　日本の経営学には、「売り方よし」「買い方よし」「世間よし」という「三

方よし」を経営戦略とする研究は多いが、なぜ偽旗戦略の研究が少ないの

か、よく不思議がられる。第二次世界大戦後の日本企業の国際化は、江戸

時代に海外から鎖国を開かされたように、海外企業による日本企業への製

造委託によって日本企業の国際化が始まっている。武器生産ができた日本

の製造業は、人材的にも世界に冠たる技術力を持っていた。日本製品の海

外進出では、商社が介在して国際市場に進出している経緯がある。

　商社という機能は、資源に恵まれていない国が、資源を輸入し加工して

輸出するという仕組みが生み出した日本独特のものである。戦後、日本は

基軸通貨であるドルの保有が足らなかったので、輸入と輸出のバランスを

取れば、ドルを使用する必要が少なくなるので、商社活動は日本の国家戦

略として必要不可欠な仕組みとなった。輸入先と輸出先が同じであれば、

結果的に相互補完や相互援助を志向するため、仮想敵国的な発想は生まれ

なかった。日本の製造業が商社経由であったので、他国のように国際化に

おける偽旗戦略のような経営思想を必要としなかった。

　ロシアや中国では、国家資本主義であるように国有企業が多い国では、

国家が関与する国境を越えた事業戦略としての偽旗戦略は、必要不可欠な

経営戦略となっている。国境を境界とする偽旗作戦は、国家的な情報戦で

もあり、いざというときは企業として破壊工作まで行う。自作自演も含め、

国家戦略の重要な位置づけを持っている。グローバル企業の事業経営でも、

競争戦略の一つとして偽旗作戦が採られることがある。企業買収をする前

に、買収先へコンサルタントや顧問を送り込み企業価値をコントロールす

る手段は、偽旗戦略になりやすい。偽旗戦略では、賄賂が経営戦略の成否

を決める手段になり得ることさえ起こす。

　偽旗作戦は、カルト宗教集団が採る常套手段でもある。自集団が他者の
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嫌がらせによってダメージを被ったかのように自作自演して、集団内に危

機感を煽り、忠誠心や信仰心へのマインドコントロールをする。独裁主義

国では、国民に忠誠を誓わせる手段でもあり、粛正を正当化させる手段と

もなる。事業経営の現場でも、SNSでフェイク情報を拡散するといった

ネガティブキャンペーンは、偽旗作戦の一つとなっている。

　日本における偽旗作戦は、正義感や道徳観から嫌われている戦略であ

る。過去の戦争への反省が、強く影響しているのかもしれない。1931年

の満州事変では、柳条湖付近で満州鉄道が破壊されたが、日本の関東軍の

偽旗作戦による日本側の自作自演であった。柳条湖事件は、その後の中国

大陸への侵攻を正当化させてしまった。1937年に起きた盧溝橋事件は、

中国共産党による偽旗作戦の発砲事件であったともいわれるが、いずれに

しても戦争の発端を作りだしたし、軍事行動への言い訳となった。

　ロシアや中国による他国での偽旗戦略は、長中期間にわたる愛国心の強

さ示す行動となっている。ロシアによる偽旗戦略は、2014年にウクライ

ナ領土であったクリミア半島を併合したときに採用された。クリミア半島

に在住する住民投票の結果、ロシア化が望まれたため民主的にロシア併合

が決まった、ということになっている。情報作戦と軍事作戦と偽旗作戦の

統合戦略は、自作自演の軍事行動のみならずサイバー技術を駆使した、ハ

イブリッド戦略であったと西側諸国からは評された。

　2014年にクリミア半島で成功した事例にならって、2022年9月にウク

ライナ領の東南部の4州で、ロシアによる住民投票といわれる詐欺的手段

を使い仮想ロシア領帰属をプーチンが認証することで、勝手にロシア領土

であると境界を決めた。今回の偽旗作戦は、クリミア半島の詐欺的な住民

投票らしきものとは違い、ロシア領土と一方的に承認した地域にウクライ

ナが国土奪還を果たそうと軍隊を進めれば、ロシア国内領土への直接的な

侵略戦争である、と宣言したことになる。

　ウクライナが国土奪還を目指せば、ロシアは侵略されたといって、戦術

核を使うことができてしまう。4州のどこかに戦術核を使っても、自国内

での核実験である、というかもしれない。ウクライナによるロシア占領地

域への領土奪還は、ロシアにとっては国家存亡の危機であるとして、防衛
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策として核爆弾を使用できるというプーチン流のロジックにより、西側諸

国を脅し分断を図っている。

　深刻なのは、ロシア領土と勝手に見なされた地域の男性をロシア軍の戦

闘員として召集する罠も潜んでいる。ウクライナ軍が領土奪還作戦を展開

すれば、ロシアが意図したように、同士討ちとなり、この地域の兵士とな

る男性を大幅に減少させることができる。仮想ロシア領内で起きる住民を

巻き混むことを狙ったロシアによる殺害は、ウクライナ側によるジェノサ

イドであると偽旗作戦により喧伝するであろう。プーチン流のロジックが

正当性を持ってしまうと、中国が実効支配した南沙諸島や、中国領土と見

なしている台湾にも、同じロジックが成立してしまう。

4.7　偽旗戦略という境界
　P,バーニョスは、著書『国際社会を支配する地政学の思考法』（2017）

の中で、偽旗作戦について“争いと競合の状況において、国家や権力機

関は、第三者に責任を負わせるように仕組んだ秘密作戦を再三にわたって

用いてきた。これがいわゆる「偽旗作戦」である。この言葉は、戦争中、

敵を混乱させるために違う国の旗を揚げていたことに由来する。この戦略

の目的は、責任をとらせようとしている第三者よりはるかに優位に立つこ

とである。この場合の「第三者」とは、明らかな敵かもしれないし、敵対

者にかわるのを望まれている者かもしれない。あるいは、また別の当事者

に敵対的存在をつくり出すために利用される国や組織かもしれない。20 ”

と、説明している。

　「孫子の兵法」の中にも、「偽旗作戦」の記述がある。孫子の基本的な兵

法は、「戦わずして勝つ」という戦略思考であるが、用間編の（二）の中

段で、“郷間なる者は其の郷人に因りてこれを用うるなり。内間なる者は

其の官人に因りてこれを用うるなり。反間なる者は其の敵間に因りてこれ

を用いうるなり。死間なる者は誑事を外に為し、吾が間をしてこれを知っ

て敵に伝えしむるなり。（郷間というのは敵の村里を利用して働かせるの

20 P,バーニョス（2017）、金関あさ・他訳（2019.12）、『国際社会を支配する地政

学の思考法（Asf se domina elmundo）』、講談社、237
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である。内間というのは敵の間諜を利用して働かせるのである。死間とい

うのは偽り事を外にあらわして見方の間諜にそれを知らせて [本当と思い

こませ] 敵方に告げさせるのである。）21 ”と説いている。

　現在の中国では、電磁波によって敵の脳に直接干渉し混乱させる「制脳

作戦」、国民は敵国の個人情報や機密情報を民間企業から水面下で抜き取

る義務を持つ「国防動員法」、フェイクニュースや広告を駆使して社会分

断を煽り中国に有利な世論を造り出す「智能化戦争」が、「偽旗作戦」に

新たに加わっている。実際には、軍事力による実効支配、敵国内の情報操

作で分断を起こし味方を作る、敵国への自国ルールの適用合法化、経済借

款による債務の罠、賄賂と国政への参画、なりすまし住民、国際機関の占

有、サイバー空間の攪乱や乗っ取り、等がハイブリッド戦略として展開さ

れている。

　境界の内側にある国家の内部を独裁的な権威主義という権力によって統

制するには、外部に敵を作り出さなければならない。「偽旗作戦」は、カ

ルト宗教集団が内部統制に採る手段と同じく、外に敵を作り出して国家へ

の忠誠を誓わせる。忠誠を誓わせるには、外部には戦争危機を造り出し国

家存亡を盾にし、内部には粛正という監視社会を造り出すしか方法がな

い。粛正の恐怖により民衆を縛りつけたスターリン時代の旧ソビエト連邦

は、自らを崩壊に導いた。

　I,ブレマーは、中国の健康コードや信用システムについて、著書『対立

の世紀』（US VS. THEM）の中で、“社会信用システムは、国家がその

国民を信用できるかどうかを決めるために使用できるツールだ。もし国家

によって信用できる人間と判断されれば、その人の未来は限りなく開かれ

たものになる。だが、もし信用ができないと判断されれば、その人の未来

を失ってしまう。中国は一党独裁国家だ。中国のリーダーたちは、裁判所

がこの新しい権限を憲法違反と判断するかもしれないという懸念なしに、

このシステムをいかに使用するかしないかを自分たちで決めることができ

る。彼らは自分たちの仲間内でのみ結果について責任を持つ――ただし

21 金谷治訳注（2000,4）、『孫子』、岩波文庫、177
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反対意見を封じ込めることができる間のことだが。このような壁は、いま

だかつて存在したことがなかった。22 ”と述べ、監視社会の行き先が分か

らないことを畏怖の念を持って述べている。

　不確実性のある境界に新たに登場した監視と権力と独裁の壁は、世界の

GDP第二位の経済大国となって以降、全ての分野で覇権を握ることを目

指している。中国方式の世界覇権主義は、これからどのような不確実性を

生み出すのか、誰にも分らない。新疆ウイグル地区では、強制収容所での

強制思想教育がなされ始めている。民衆の言語も思想も均一化することに

よって、14億人という膨大な人数の思想統制ができ、行動のコントロー

ルがしやすくなっている。不平不満は粛正によって抹殺できるので、今は

仕組みとして優位に働いている。国民は、自国が世界で一番よい効率的で

効果的な民主主義の手段を選んでいる、と確信している。

５．学習と確信の境界

5.1　「ある」と「ない」
　われわれは物事について判断するとき、最初に思考するのは、その物事

がそこに「ある」か「ない」かの確認から始めるだろう。「ある」と判断

できるのは、過去に経験した記憶から事象を近似的にでも再現できると信

じれば、再現の可能性は主観的には「ある」と勝手に主張ができる。一方、

再現性が「ある」という客観的な確認には、確率的な再現が立証され認識

が共有されている必要がある。客観的な「ある」は、確率的に「ある」こ

とを予測してもいい、という条件を有していることになる。

　「ない」は、あるべきものがないと主観が思えているから「ない」と感

じているのか、「ない」を知ることができていないので「ない」と思って

いるのか、「ない」は主観でしか判断できない。客観的に「ない」を証明

することは、科学の力を借りても不可能である。不確実性が存在している

世界しか知らない我々は、そもそも確率が存在していない世界を説明する

22 I,ブレマー（2018）、金子豊訳（2018.6）、『対立の世紀（US VS. THEM）』、日

本経済新聞出版社、194
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ことができない。

　「ある」の判断は個人の主観によるだけかもしれないし、客観的に集合

体が共有している共同主観からも生まれているかもしれない。物理現象の

ように、事前に初期状態が決定しているにもかかわらず、人間側からは知

覚できない、可視化不能な不確定性原理のようなことが起きていることも

ある。「ある」ことは実在するので確信でき客観性を証明できるが、「ない」

こととは、実在していても自覚できていない事象であるかもしれないし、

あるいはそもそも物理的に実在が証明できないので、心の中に主観として

持っている確信だけであるのかもしれない。

　「ある」には不確実性や不確定性が客観的にも実在しているが、「ない」

には、そもそも不確実性や不確定性を客観的に見いだす手段がないので、

「ない」としか表現できていないのかもしれない。主観だけに限れば、不

確実性や不確定性を想定できる「ある」という領域について、再現性や存

在確率を示すことができるので、客観性を主張することができる。逆に、

「ない」は再現性や存在確率を示すことができないので、主観的に「ない」

を主張するしかないことになる。

　歴史的な観点からすれば、社会や経済の変遷は、主観的にも客観的にも

神学的世界観から見た「神の仕業」によるもの、と信じられてきた経緯を

見ることができる。アダム・スミスの「見えざる手」は、「神の手」であ

るかもしれない。「見えている」と思い込んでいる人間社会でしか起きな

い交換経済により起こる必然性は、「善」と「悪」に境界を持つ「神の仕業」

の結果である、と解釈できるかもしれない。

　経済学者であるT,セドラチェックは、著書『善と悪の経済学』（2011）

の中で、イエスの比喩の大半は、経済の言葉あるいは経済の文脈で語られ

るとして、“自己の効用（すなわち快楽）の正当な追求と規則の厳守はあ

る種の共生関係にあり、どちらが欠けてもならないが、最大化の対象では

ない。むしろ逆に、世界は人間に与えられ、人間がそこから楽しみを得ら

れるようにしたと説く。旧約聖書が説くのは、現世の快楽を禁じる禁欲的

な宗教ではない。ただし、神から与えられた規則を放擲して快楽を追求し

てはならない。”“市場の行動や消費の形態が神の与えた倫理規範の中に
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とどまるようにする。23 ”と解説している。

　神が倫理規範を持ち、その規則に人間が従っているとすれば、神は倫理

規範を持っている存在である、と考えることもできるであろう。現に、宗

教心は、多くの人間の行動を制約していることは事実ではある。宗教心に

正当性があるかどうかは、別問題である。「善」「悪」を知る禁断の知恵の

木の実を食べてしまったアダムとイブの物語は、経済学のスタートだった

かもしれない。

　個人の「信じる」という心に存在する神には、神が最後の審判を下す「善」

「悪」があるので、個人の意志がどうであれ自己の利益への追求は全体の

幸福に繋がる、と信じることが起きても不思議ではない。一神教を信じて

いる世界では、個人の「善」「悪」の不確実性の確信は、世界が終わると

きに神から下される裁きに「ある」、と思考する。神が与える予定の「善」

「悪」があるとすれば、J,ベンサムが提示した「最大多数の最大幸福」は、

神の仕業からすれば正当性を持つことになる。「多数」という「最大値」

を正規分布的に持つ社会では、神の与える「善」は最大値付近では有効性

を発揮するが、正規分布の「多数」の境界から外れた収入の少ない下位層

の「少数」は、幸福という「善」から見放された「悪」を、神が与えるこ

とになってしまう。

　最大多数の幸福ということの統計的に意味することは、少数を含んでい

る集合の個々の全てが幸福になる、ということではない。正規分布の裾野

は、不幸であっても、富の格差があっても、極端にいえば奴隷であっても、

神が与えた社会的な総体の多数が幸福であれば、人類は救われる、という

考え方である。最大多数という考え方は、人権を認めない世界観では通用

していたかもしれないが、現在の世界観からは客観的な正当性は見いだせ

ない。

　A,スミスの「みえざる手」にも、同じことがいえる。市場経済の結果

で生み出されている富の格差は、「善」「悪」に裁きを下す「神のみえざる

手」によって生じていると見なしてよい、という思考を生み出してしまう。

23 T,セドラチェック（2011）、村井章子訳（2015.7）、『善と悪の経済学（ECONOMICS 
OF GOOD AND EVIL）』、東洋経済新聞社、100
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T,セドラチェックも指摘しているように、キリスト教の「善」の主要概

念である贖罪（Redemption）とは、奴隷を買い戻して解放することを意

味していた。買い戻す行為が「善」を生み出す根拠となりうるので、買い

戻すための献金が「善」である、という話ができあがってしまう。

　「善」の行為、市場における「見えざる手」、「最大多数の最大幸福」が、

「神の仕業」という「神の裁き」の事前に起きていることが期待されてい

る事象とすれば、現世の不確実性は「神の仕業」によって起きている、と

いう物語も成立してしまう。現在の資本主義経済の構造が一神教の「善」

「悪」から生まれているという、T,セドラチェックの分析は、大きく外れ

てはいないだろう。

　T,セドラチェックは 『続・善と悪の経済学：資本主義の精神分析』

（2015）の著書の中で、“ひとつの形だけの経済や成長が可能なのではなく、

きっと真の幸福をもたらす持続可能な複数の形があるはずだ。そのために

科学は、高度に発展した数学や推計統計学などの道具をもっており、もし

かしたら近い未来そこに、システムや市場参加者の体系的な心理学的知見

も加わるかもしれない。必要なのは、経済的思考を少なくするのではなく

て多くすること、論理を減らさずに今より増やすことだ。24 ”と、神の倫

理性のみに頼らず、不確実性を単純化せず、多様性（Diversityと
Variety）を増やすことだと提案している。

　外部にある多様性にある適切な必要多様性の因子を内部にフィードバッ

クすることによって、内部がより豊かになっていくというアプローチが、

人類の選択として求められるだろう。不確実性の境界がある領域では、「神

の仕業」に身を任すのではなく、自らが不確実性を増やすことによって、

常に新しい均衡を生み出す方法論が求められている。

　不確実性を減少させるために、不都合は隠蔽し、多様性を否定し、平等

という名の下に均一性を強制する監視社会は、倫理性を超えた人為的な作

為から生み出されている。神が「善」「悪」の裁きを下す均衡は、人為的

24 T,セドラチェック（2015）、森内薫・他訳（2018.6）、『続・善と悪の経済学：資

本主義の精神分析（Lilith und die Damonen des Kapitals）』、東洋経済新聞社、

368
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よりも自然発生的であると思われるので、「流れ」の均衡が持つ確率的な

偶然性によって存続していると考えても良さそうである。人為的な不確実

性が造り出している均衡は、レジリエンスの観点から見ても、自然発生的

な不確実性が生み出す均衡よりも、作為がある分だけ確率的には壊れやす

いはずである。

5.2　「教師あり」の学習
　生まれたばかりの赤ちゃんは、最初に母親のお乳を飲むときに、そこに

「ある」と確信しているとは思えない。一回目が成功すれば、「ある」と記

憶され確信が持てるので、目が見えなくても触覚と嗅覚で探し当てよう

と、二回目以降を頑張るだろう。最初の泣き叫びによって、母親がお乳を

あてがわなければ、その後に「ある」という確信は生まれないであろう。

　人間には生きるための本能がある、という仮説を前提にする考え方もあ

るが、行動科学的に観察すれば、生まれたばかりの赤ちゃんには、贈与と

学習の関係が成り立っている、と理解する方が合理的であろう。どのよう

な学習においても、ある種の伝承による贈与の仕組みが存在しなければ、

学習は始まらない。世代間の伝承は、贈与の一形態である。

　確信を促す学習とは、「ある」ということを教えることが可能な「教師

あり」か、あるいは「無償の贈与」から始まっている「教師なし」のいず

れかである。「教師なし」のAI（人工知能）によるディープ・ラーニング

の自己学習アルゴリズムでは、倫理性を含めた伝承による贈与という人間

性を持たせることは不可能なので、クローン人間の集団が崩壊するよう

に、自己選択的に崩壊する可能性が高い。

　AI（人工知能）が人知を超えるというシンギュラリティに境界がある、

と一部では予測されているが、伝承による贈与がない「教師なし」では、

人知は超えられないであろう。囲碁や将棋のようなゲームは、範囲とルー

ルが与えられているので、基本的に「教師あり」のAI（人工知能）である。

ビックデータを使わなくても、2台のコンピュータで戦わせ自己学習させ

ておけば、機械的に人間に勝てるゲーム展開ができるようになる。ゲーム

に勝つだけのAI（人工知能）は、創造力を生み出す人間の頭脳の仕組み
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を超えているわけではない。

　赤ちゃんが一回目の授乳に成功する例のように、「ある」とも「ない」

とも判断できない領域に、「贈与」により「ある」ということが一回でも

起きれば、その領域には「ある」という再現性が生まれる確率が生じるこ

とが確信できるので、二回目以降は、探し当てられる確率が増大する。「倫

理性」を持つ「教師あり」と「無償の贈与」は、伝承を可能にしている社

会性を持つ人間集団にしか起きていない。

　経験が増して、「倫理性」と「教師あり」と「無償の贈与」が、不確実

性の中に境界を持つ「ある」という確信の度合いが高くなれば、確率的な

成功とリスクを天秤にかける自己判断ができるようになる。自分が必要と

思うときに行動を起こすか、必要なければ行動を起こさない、という選択

ができるようになる。自由選択ができるという成功体験をすれば、自分の

意志によって意思決定ができるように成長していく。

　再現性と確信性が生まれる領域である不確実性の有無が、「ある」と「な

い」との境界を分けていると考えられる。「知らないことを知らない」といっ

た、事象の全体の初期状態さえ想像できない「分かろうとしない」という

主体は、主観的な不確実性の認識さえ持っておらず、不確実性の中にパラ

メータを異にする境界が存在していることも、想像ができていないはずで

ある。例えば、不確定性が「ある」という認識は、確率的な不確実性が「あ

る」という認識が成立していなければ、確信には至らない。

　「ない」は「知らないことは知らない」という、知るすべがないと確信

している場合にしか「ない」という認識は生まれない。「ない」に「ある」

が存在する可能性については、人類が遭遇していない未知の領域であるの

で、誰にも分らない。「ない」ところに「ある」が確信できる信念は、宗

教的な心の信念と同じかもしれない。神仏を信じるように、心の中に物語

としての因果性を確信している状態は、「ない」ところに「ある」を意図

して創出している可能性もある。「神の仕業」や「神様だけはお見通し」

ということに確信が持てる人には、神は存在しているからである。

　「知らないことは知らない」という場合、本人は存在している環境その

ものを観察し認識する手立てを持っていないため、不確実性を知ることが
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できていない状態にある。「知らないことを知らない」は、本人が不確実

性について、客観的に持つべき知識を持っていないということを、自分自

身が自覚していないので、贈与があっても学習することを放棄している状

態にある。

　学習の機会が「ある」と「ない」との差は大きく、「神の仕業」という

神についても、学習しなければ「信じる」ということさえ知ることはない

ので、信仰心は起きようがない。逆にいえば、信仰は「学習」がなければ、

生まれない。自分が生まれた集団の環境が、ある宗教性に疑問を持たない

環境であったとすれば、「学習」は「贈与」がある社会性の中で再現性を

伝承していくので、生まれた瞬間から「神の仕業」は「ある」ことを確信

することになる。

5.3　定義優先の錯覚
　I,スチュアートは著書『不確実性を飼いならす』（THE MATHE-
MATICS OF UNCERTAINITY）の中で、「不確実性は自然の固有の性

質である」という物理学的な不確定性を根拠にした前提について、“不確

実性は無知から生じる”と反論し、“知識をいくら付け加えていっても、

起こる事象を予測可能にすることはできない。なぜならば、システム自体

が、自分が何をするのかを「知らない」からである。”“量子の不確定性

を予測可能にすることは今後も不可能だと思うが、決定論を用いて説明す

るのは可能ではないかと私は考えている。25 ”と述べている。決定論から

推論しようとするベイズ統計学的な思考を推奨している。

　量子領域や宇宙領域で起きている不確定性は、必ずしも不確実性を説明

する根拠ではなく、物理現象では、「起きることの原因が事前に分からな

くても事後確率が分かれば、事後確率を事前確率に戻して事後確率を確定

できれば、原因となる事前確率を決定論として起きていた確率がある、と

して扱っていいのではないか」とも提案している。

　筆者も同感である。「ある」と確信できる事後確率があれば、ベイズ推

25 I,スチュアート『不確実性を飼いならす』（THE MATHEMATICS OF UN-
CERTAINITY）、p307
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論のように、原因が存在している事前確率は「ある」と確信して、決定論

的に事後確率を統計的に積み上げて推論することは、近似的であっても不

正解とはならない事象を説明できる。

　筆者は、『パンデミック後の持続可能性』（2021）の論文の中で、新型

コロナウイルスの発生源が限りなく武漢ウイルス研究所から漏れ出した可

能性が「ある」ことについて、“監視社会大国になっている中国で、人々

への監視が行き届いていたにもかかわらず、初期感染情報を国家機密扱い

としてしまった。”“発生源の事前確率がとりあえずでも分かっていれば、

その後の事後確率の数値を積み上げることによって、感染拡大の要因分析

が統計学的にできたかもしれない。26 ”と、発生の初期を示す事前確率は

「ある」、という確信について指摘しておいた。

　新型コロナの発生源について起きたことは、事象が起きていた事実があ

るにもかかわらず、「ある」か「ない」を確定しなかった。「ある」と「な

い」との境界に、不確実性を持つ何らかの現象が事前確率として起きてい

たにもかかわらず、「コウモリ由来」として、それ以上は「知らない」あ

るいは、「知らないことにする」ということを認めてしまった。既知であ

る不確実性の領域から可能性を推論することには、諸事情から不都合が生

じたため、「できない」、あるいは「しない」、あるいは「したくない」と

いう、人為的な意図があったものと思われる。起きた事実の事後確率は判

明しているので、ベイズ推論ができないように、事前確率を隠蔽していた

ことになる。

　「ある」という認識は、主観的にも客観的にも、そこに不確実性を自覚

できなければ、「ある」という認識は生み出されない。不確実性を持つ集

合がパラメータの違う集合を内包している場合、何らかの回帰直線を共有

する確率的な不確実性を見つけることができる。集合と集合との間に、同

一性の存在が認められず乖離している状態であれば、独立したパラメータ

を持つ確率的な不確実性が個々に存在しているはずである。集合と集合が

共有している部分を持ち、集合の境界がグレーゾーンであっても可視化さ

26 畑中邦道（2021.12）、『パンデミック後の持続可能性』、国際経営フォーラム

No.31，54、5
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れている領域があれば、パラメータが一致している領域が「ある」ことを

否定することはできないので、可視化されている部分には確率を共有して

いる事象が存在していることがあるかもしれない。

　Diversity（多様性）が系統的な境界を持っていると説明できれば、

Variety（多様性）においても、個々それぞれに境界を持っていると説明

できるだろう。それらの境界は、客観的な説明を可能としているように見

えているが、境界の性質や、位置付けや、基準は、定義をすれば主観的に

自由に変えられる。定義が自由にできるということは、推論が可能となる

不確実性が「ある」境界を、自由に設定できるということでもある。

　例えば、マルクス主義について語ることのできる人が、マルクスの名前

を使えば客観性が増すと思えば、平等である度合いと、不平等である度合

いを、フレームワークを使って定義してしまうことが可能になる。パラ

メータも示さず、概念的な主観の境界を設定しても、マルクスの名声が権

威的な客観性を帯びているので、客観性があると説明できてしまう。共産

主義のイデオロギーは、革命思想を持っているので、推論を必要としない。

権威主義や専制主義や独裁国家のイデオロギーには、不確実性について推

論するパラメータを必要としていない。

　共産主義国家においては、誰かが計画し独裁的に平等であると定義し

て、分配の割り振りをしてしまえば、平等であることが成立してしまう。

計画経済が成り立つのは、定義が先にありきのイデオロギーによるもので

ある。自由民主主義国家では、人権を基盤にした合意や妥協という境界を

持っているので、人権が施行する賛否については、科学的なパラメータに

よる推論の提示が必要になる。

　研究分野における専門性という境界も、自由に設定し勝手に定義すれ

ば、専門領域を成立させることができる。定義が先にありきなので、定義

の枠内で起きた現象や関係性は、あたかも客観性があるように説明でき

る。定義を先にしてしまえば、もし特異点として例外事象が現れてしまっ

ても、除外できるし、無視あるいは専門外のできごとである、として立証

しないままで済まされる。先行研究によって定義を設定すると、客観性が

あるように説明できるが、研究は先行研究の定義の枠を超える取り組みが
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できなくなるので、視野狭窄に陥り、研究のイノベーションは起きない。

あと追い研究になり、不確実性への挑戦はできなくなる。

　定義という境界の設定を先行させる職種に、事業経営のコンサルタント

がある。必ず定義やフレームワークを先に示しておく。間違った結果が出

ても、定義の枠外で出現した例外であると言い訳ができる。成果が出れば、

定義に正当性があった事例として、他にも転用ができる。契約社会での契

約書は、定義に始まって定義で終わるという、膨大な文章が交わされるこ

とが起きる。訴訟が起きる可能性がある場合には、不確実性を軽減するた

めに、定義の枠組みを定義したり、言葉の使用定義を定義したり、覚え書

きを添付することも起きる。

　パンデミックは、国境という境界に新しい定義を持ち込んだ。K,ドッ

ズは『新しい国境　新しい地政学（BORDER WARS）』（2021）の著書で、

“公衆衛生の「境界」はあなたと共に移動し、間違いなく「健康」と「不

健康」を分かつものとなる。”“公衆衛生の専門家は、私たちが精神と肉

体の健康を損なう新たな流行病に直面しているのだと警告した。しかし私

たちは、同時に「境界」という流行病に直面している。そのことで私たち

は、このような市民生活への深い介入が、自由で民主主義的な国々の性格

を大きく損なうことになりはしないかと、問わずにはいられなくなるかも

しれない。27 ”と、地政学の境界が新しい国家の性格を生み出す可能性に

ついて、懸念を報告している。

　地政学の専門家のK,ドッズでも、2022年2月24日のロシアの行動を、

全く予測していなかった。予測可能である事項については、気候変動によ

る島礁国家が消える境界や、海洋資源の収奪、海底ケーブルによる情報の

境界、北極圏、宇宙空間、等が新しい地政学を生み出すとして、詳細を検

討している。中国が、世界的に新しい地政学を人為的に生み出しているこ

とにより、地政学的な境界に不確実性を増している要因がある、と報告し

ている。

　ロシアと中国の関係については、“ロシアは、ウクライナをいじめるこ

27 K,ドッズ（2021）、町田敦夫訳（2021.12）、『新しい国境　新しい地政学（BORDER 
WARS）』、東洋経済新聞社、349,130
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とはできるが、投資や戦略的協力の面では中国に依存している。” “ロシア

の南部および東部の国境地帯に対する中国の影響力が強化されるのではな

いかと懸念を抱いたままだ。強力なシノフォビア（中国人に対する嫌悪感

や恐怖感）も手伝って、ロシア人の多くは、旧ソ連の「へそ」だった中央

アジアで中国が振る舞う経済力に、動揺を覚えている。” と、分析している。

　中国が新しい地政学を定義してしまうのか、ロシアの暴挙が新しい地政

学を生み出すのか、どちらにしてもパンデミックで世界中の社会的持続可

能性の境界がいったん寸断されてしまい、不確実性が極端に高くなってし

まった後である。プーチンの賭けが正当性を持つのか、習近平の独裁権力

が正当性を持つのか、自由民主主義の社会がレジリエンスを発揮できるの

か、不確実性はどちらに味方をするのか、誰にも分からない。人類にとっ

てより良い偶然が起きる確率が高くなっていてほしいと願うしかない。

5.4　誤った確信
　政治分野での発言は、意図して定義ができないように発言する。不確実

性の境界と定義の枠組みは、意図してグレーゾーンにしたままにする。政

治的な発言は、法整備によって実行可能になるので、政治的発言によって

定義してしまうと、民主主義国家では立法するまでに野党が反対して法律

が成立しなくなることがある。定義がないグレーゾーンの境界は、不確実

性への推論が難しく、政治的な忖度が生まれてしまうことも起こす。

　専制主義や独裁主義には、汎用性のある客観的な定義の境界が存在して

ない。ファシズム的なプーチンが率いるロシアには、ウクライナに対して

抱いているイデオロギー的な感情がある。イデオロギーでは、科学的な推

論ができないが、マルクス主義者によく見られるように、あたかも科学的

な裏付けを持っているように見せかけることによって、ロジカルな解釈が

成立しているかのように説明できてしまう。

　プーチン個人の確信か妄想か分らないが、科学的であるべき地政学を、

一方的な主観による地政学に置き換え、国際合意を無視して、勝手に戦争

を仕掛け、勝手にグローバル経済を壊してしまった。マルクス主義を標榜

し、技術革新を放棄するという脱成長のコミュニズム論にも、世界規模に
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よる専制主義的秩序観への期待が見え隠れしており、イデオロギーの危さ

が露呈しはじめている。

　小泉悠は、『「帝国」ロシアの地政学』（2019）の著書の中で、プーチン

的ロシアの大国意識からくる秩序観が造り出す境界の定義について、“こ

のような秩序観からすると、ロシアにとってのウクライナは自力で独立を

全うできない「半主権国家」であり、「上位者」であるロシアの影響下に

あるものと理解されよう。つまり、ウクライナはロシアの一部またはそれ

に準ずる領域ということになる。したがって、プーチン大統領の演説に登

場する「ウクライナ」は、その前に「ロシアの一部であるところの」とい

う修飾語を付けて読むべきだろう。28 ”と述べている。

　小泉悠が表現した修飾語は、プーチンのアイロニカル（ironical）で身

勝手な定義を優先する演説に、よく出てくる。プーチンの修飾語は、科学

的ではない定義を許し、あたかも正当性のある根拠として使うことを認め

させてしまった。国境という境界を、科学的な裏付けのないアイロニー

（irony）によって、一方的に侵略することを目的化してもよい、という印

象を造成させ、ロシア国民はプーチンに全権を委託してしまった。

　2022年2月24日に始めたウクライナへのプーチンによる「特別軍事作戦」

は、定義も根拠も、理念も目的も、全く見当たらない不可思議な戦争で

あった。ウクライナの首都キーウを3日で堕とし、ゼレンスキー大統領を

追い出し、ロシア傀儡政権を短期に樹立し、ウクライナ国家をロシアの統

制下における、というシナリオは、どのくらいの確率で成立し得るのか、

考えようともしなかったと思われる。不確実性のある領域では、パラメー

タの違う境界を持った確率が、それぞれ存在する。科学的な思考を持たな

いリーダーは、失格である。

　ロシアの軍事能力に詳しい小泉悠は、『現代ロシアの軍事戦略』（2021.5）
の著書の中で、ロシアによるクリミア半島占領について、“わずか10日足

らずの間にこれだけの大兵力を送り込むロシア軍の動員能力と機動力は、

たいへん大きなものであると言わざるを得ない。”“のちに西側から「ハ

28 小泉悠 (2019.7)、『「帝国」ロシアの地政学』、東京堂出版、159
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イブリッド戦争」と呼ばれた手法の実際は、こうした軍事力に支えられた

ものであった。もしロシアが大挙してクリミアに押し寄せていなければ、

ウクライナの軍や治安機関はいずれ麻痺状態を脱し、少数の特殊部隊や親

露派デモは排除されてしまったに違いなく、テレビ放送やインターネット

接続も回復されてクリミア住民に対する情報操作も不可能になっていたは

ずだ。つまり、クリミアにおける事例は、ハイブリッドな手法を用いるも

のであっても、非軍事的闘争として西側でイメージされる「ハイブリッド

戦争」ではなかったことになる。29 ”と説明している。

　西側が推論した「ハイブリッド戦争」という定義が、プーチンの思考を

誤らせたのかもしれない。西側が定義した「ハイブリット戦争」らしき戦

略が成功し、住民投票という見かけ上の民主的な手段が功を奏したため、

クリミア半島を占拠できロシア領になった、と勘違いしてしまったのかも

しれない。情報ネットワークやサイバー空間を支配し、制空権を統制でき、

地上の領域を軍事力で占領し、住民がロシアの国家統制への従属を選択

し、食料やエネルギーの経済安全保障をロシアに委ねる、等々、同時並行

して実施できていなければ、成功していないはずであった。

　住民投票という新しい戦略の結果について、クリミア半島のロシア化を

世界が黙認してしまったことで、プーチンは不確実性のある国境の境界

は、武力行使をすれば簡単に移動できる、と確信してしまったと思われる。

軍事的な偽旗戦略だけでは、国家はそう簡単には侵略、占領、統制はでき

ない。プーチンは、科学的ではないアイロニーによる定義の枠組みを使っ

て、定義も検証できるパラメータも見いだせない、初めて聞く「特別軍事

作戦」なるシナリオを信じて、戦争を起こしてしまった。

　事業経営の現場でも、アイロニカルな経営トップの成功体験から生まれ

る再生計画は、必ず失敗する。外部環境も内部環境も、時代の背景が異なっ

てしまうので、環境のパラメータが変わってしまっている。経営計画は、

不確実性を見極めるパラメータの定義のし直しと、戦略的視野の枠組みの

境界をどのように設定するのか、常に初心に戻って、不確実性の境界を決

29 小泉悠 (2021.5)、『現代ロシアの軍事戦略』、ちくま新書、129
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める必要がある。

さいごに

　筆者は、ロシアのウクライナへの軍事侵攻の前と後とで、認識が大きく

変わっていたことを、2021年から2022年にかけて経験した。2021年5月に、

小泉悠著の新書版『現代ロシアの軍事戦略』が刊行されたので、刊行直後

に読んでみた。2022年2月にウクライナへの侵攻が始まった後、自分自身

の視点がどう変わっているかが気になり、2022年5月に『現代ロシアの軍

事戦略』を再度購入し直し、再読を試みてみた。

　2021年5月に読了したときに付箋を付けてキーワードを記しておいた

ページは、19ページであった。1年後の2022年5月に再読して、付箋を付

けてキーワードを記したページは16ペーであった。付箋は1ページを除

いて、全て違ったページに付けられ、異なったキーワードが記されていた。

　外部環境の変化で、自分自身の思考が変わり、新しいキーワードが自分

自身の内部環境に大きく影響を及ぼしていることが分った。ウクライナへ

の軍事侵攻があった前と後での、不確実性への関心が、新しい文献や報道

から得る知見の増加によって、思考プロセスそのものと、そこから定義する

フレームワークのパラメータが、大きく変わっていたことに気づかされた。

　筆者の知見による推論や予測が、いかにいい加減であるのかを恥じ入っ

た。予測に基づいている論考が的確性を欠くものであったことを、自ら知

ることになった。推論による予測と、因果性を生み出すベイズ統計的思考

による論考の確信性は、大いに揺らいだ。既知となった知識に主観性を持

たせていた領域は、環境の変化と新たに加わった知識によって不確実性の

パラメータが大きく変わってしまっていることを自覚した。思考の枠組み

を決めている境界を勝手に変化させ、自分自身が新しい物語を紡いでし

まっていたのである。

　事業経営の現場では、外部環境の変化に対して朝令暮改は当たり前のよ

うに行われるし、経営論やマーケティング論を直接現場に適用することは

失敗するリスクが大きいため、ほとんど行われない。理論は理論として汎
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用性のある根拠だけを利用することはあるが、事業には独自性があるので

経営思考に応用的に組み込むことはあるが、理論による現場への直接的な

マネジメントは行わない。「QCの七つ道具」を使ったカイゼン運動を経

営全体にまで広げたTQC（Total Quality Control）が登場したが、全て

失敗し姿を消した。BSC（Balance Score Card）による経営も、曖昧な

指標をデジタル化することには貢献したが、データ化が難しく、結果の経

営評価は直感的な点数付けとなってしまい、能力主義の点数化が遅れてい

た日本の企業経営では、失敗が多かった。理論が無能なのではなく、事業

とは自らを創りだすもので、個々に違うという自覚を持たず、経営には汎

用性があると思い込む他人任せの経営に、多くの失敗を見た。

　本論では、不確実性の内部環境と外部環境とにある境界は、常に更新さ

れる情報の質と量により、勝手に移動することについて論じてみた。予測

するために仮説的に設定していたはずのパラメータは、環境変化により、

設定し直さ無ければならないことについて、検討ができた。思考による推

論の根拠となる不確実性の境界は、主観によって変わっていくが、常に科

学的でなければならないことについて、不十分ではあったが多くの指摘が

でき、各々についての概要は考察できたように思う。

　境界を決めるパラメータの設定では、観察する立場により論旨が逆転す

ることは、不確実性が成立している領域では、必然的に起きることも論じ

ることができたと思う。確率論的に科学的であればあるほど、見え方が

違ってくる。気候変動は地球規模のパラメータが必要となるであろうし、

地域の異常気象のパラメータは複雑系に依存度が高くなるだろう。地球規

模であることからすれば、気候変動とウイルス感染であるパンデミックに

共通パラメータがあることになるが、確率を推論できるパラメータを探す

ことは、非常に難しい。

　パンデミックと国家統制について、評価し推論できるパラメータを探す

ことも難しい。本論でも取り上げたが、居酒屋の経営とパンデミックにつ

いて、評価し推論できるパラメータを探すことは、難しかった。ロシアが

ウクライナに侵攻した事実について、自由民主主義とファシズム的な専制

主義の国家について、パラメータを探し出して、分析した上で、評価し、
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推論する、という細かい作業は、2022年の戦争中における執筆であった

ため、できなかった。

　概念だけのフレームワークによって、「強い」から「弱い」から、とい

うプーチン的な身勝手な意思決定は、プーチンのみならず事業経営でも許

されてはならない。宗教性やイデオロギー的な共感があったとしても、国

際的な国家の評価は、プーチン流のベイズ的な推論は間違いであることを

正さなければならないし、戦争犯罪は決して許してはいけない。

　パンデミック後に起きた、サプライチェーンの欠落や、ウクライナ戦争

で起きている不確実性への検証は、今後、多くのパラメータが見つかるで

あろうし、統計的な特徴量による研究も報告されるであろう。統計的には

過小であるため無視されてしまうかもしれない領域についても、もう少し

深掘りした研究も必要とされるであろう。パラメータの設定による不確実

性への境界があることによって、環境の内部は具体的にどのような影響を

受けるのか、フィードバックやバイアスによるフィードフォワードは、ど

のような効果や不利益性を生みだしているのかについて、本論では考察で

きなかった。今後の研究課題としておきたい。
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研究論文

顧客の事後評価に基づく価格決定の可能性：
はづ別館の事例研究

Possibility of Pricing Based on Customer's Ex-post Evaluation: 
Case Study of Hazu Bekkan

大 﨑 孝 徳

アブストラクト：

　価格は売り手が設定するという常識に反して、顧客が商品・サービスを

消費後に満足度に応じて価格を決定するという新たなプライシングの動き

が広がりつつある。本稿では、顧客の事後評価に基づくプライシングに対

する先行研究を踏まえ、1982年よりこのプライシングを実施し、日本に

おける草分け的存在である、はづ別館への事例研究を行い、実際の運営に

おけるメリット・デメリットの確認、効果的な運営を妨げる要因と対抗策、

残された課題を明らかにしている。

キーワード：プライシング、顧客、事後評価、サービス、PWYW （PAYW）
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はじめに

　マーケティングの代表的なフレームワークである「マーケティング・

ミックス」。形ある商品なら4P（商品・価格・流通・販売促進）、無形で

あるサービスなら7P（商品・価格・流通・販売促進・人・プロセス・物

的証拠）など、極めて有名な枠組みである。このうち価格は商品、流通、

販売促進と比較すると、研究における未開拓の範囲は大きいかもしれない

が、その重要性に関して疑問の余地はない。例えば、以前、大手食品メー

カーにインタビューを行った際、「健康ブームを受けて、豆乳でトクホ（特

定保健用食品）の認証を得たものの、売価が10円アップし、売上が大き

く落ち込んだ」という話を聞き、価格のパワー、恐ろしさを実感したこと

がある。

　価格は数字で表示されるため、誰もが簡単明瞭に判断でき、他社製品と

の比較も極めて容易である。また、たとえばトマトでも価格が高ければ、

「きっと高品質でおいしいに違いない」、安ければ「何かワケアリのはず」

と、多くの消費者が感じることだろう。つまり価格は、（正しいかどうか

は別として）品質の高低も表すシグナルや、広告の役割すら担っていると

もいえる。

　このようにきわめて強力なマーケティング・ミックスの１要素であるプ

ライシングではあるものの、実務における実際はコストベースや競争・競

合価格ベースなど、極めて単純な伝統的プライシングが主流である。一方、

Free（商品やサービスの無償提供）、自動値下げ方式など、新たなプライ

シング手法が現れていることも事実である。本研究では、顧客の事後評価

によるプライシング、つまり、実際に商品やサービスを消費した後、顧客

が評価を行い、価格を決定するという手法 （PAYW: Pay as you wishや

PWYW: Pay what you wantなどとも呼ばれる） に注目する。

　具体的には、一般的なプライシングの概要を確認後、顧客の事後評価に

よるプライシングに関する先行研究調査を実施し、メリット・デメリット、

課題などがどのように議論されてきたかについて確認する。次に、顧客の

事後評価によるプライシングに関する詳細な事例研究が未だ実施されてい
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ない状況を踏まえ、1982年より、このプライシングを実施し、日本にお

ける草分け的存在である、はづ別館への事例研究を行い、実際の運営にお

けるメリット・デメリットの確認、効果的な運営を妨げる要因と対抗策、

残された課題を明らかにする。

１．プライシングの実際

　まず、プライシングの実際に関して、Raju and Zhang （2010）の研究

を参考に検討していく。“何カ月も手塩にかけて育てた作物の収穫の際、

「さあ、収穫の時だ。気楽にやろう」という農業従事者はいない”という

書き出しは衝撃的である（p.10）。つまり、企業は長い時間をかけて市場

調査や製品開発を行い、市場に製品を投入するといったことには注力する

にもかかわらず、こうした努力を収益につなげるために重要な役割を果た

すプライシングには関心を払っていないと指摘している。また、多くの企

業が採用している、コストプラス法、競争に基づく価格設定、需要に基づ

く価格設定などについて、極めて単純で場当たり的であると、痛烈に批判

している（pp.11-12）。

　コストプラス法の利点として、シンプル、公正、財務的健全性などが指

摘されるが、贈答品の場合は高価格のほうが好ましいケースもある。また、

コストを売価に転化させることが可能となる場合もあり、コストを最小化

しようという意欲が起きない。さらに、売上が計画を下回る場合、財務的

健全さは保証されないと指摘している（pp.12-17）。競争に基づく価格設

定に関しては、泥沼の価格競争に陥る危険性を（pp.17-19）、一方、需要

に基づく価格設定に対しては、顧客ごとに売価が変わる不透明性および不

公平感から生じる顧客の離反を危惧している（pp.20-27）。

　また、価格のパワーに関して、自社の収益を高めるために引けるレバー

は、価格、売上数量、変動費、固定費の４つしかなく、価格を１％上げれ

ば収益は10.29％向上するといったデータを踏まえ、とりわけ価格がもっ

とも大きな影響を与えると、多くのデータが語っているにもかかわらず、

もっとも軽視されていると述べている（pp.28-31）。こうした企業におけ
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るプライシングの問題点に対して、PAYW（買い手が価格を決定）、Free
（商品やサービスの無償提供）、自動値下げ方式、購入価格指定方式など、

新たなプライシングを紹介している。

　日本の研究に注目すると、守口（2012b）は、価格水準の決定の重要性

は利益に対する効果という側面から論じられているだけではなく、売上や

シェア、消費者の購買行動や心理への影響、ブランドのイメージやロイヤ

ルティに対するインパクトなど、広範な角度から議論されてきた一方で、

課金方式の重要性、企業の業績や消費者行動に対するインパクトなどにつ

いては、ごく少数の研究が焦点を当ててきたにすぎないと指摘している。

　また守口 （2012a） は、プライシングの分類に関して、何を基準として

価格を設定するのか？（Cost-based pricing：コスト基準価格設定や

Value-based pricing：価値基準価格設定）、店頭段階における販売価格

の変動パターン（High-low pricing：ハイ・ロー型価格設定、Everyday 
low pricing：EDLP）、料金の積算方法の相違、つまり課金方式の違い

（Usage-based pricing：従量課金制、Outcome-based pricing：成果ベー

ス課金制）、新製品の価格戦略（Skimming pricing：上澄み吸収価格戦略、

Penetration pricing：浸透価格戦略）、顧客獲得と利益確保の価格戦略

（Captive pricing：囲い込み価格設定）といった整理を行い、プライシン

グはそもそも、「価格設定」を意味する用語であるが、価格設定基準、店

舗段階での価格変動パターン、価格戦略、課金方式などの幅広い意味合い

を包含していると指摘している。さらに、実務における価格手法のバリ

エーションとして、例えば携帯電話業界における従来型の基本料と通話料

というTwo-part pricing：二部料金制に加え、Flat rate pricing：定額

課金制、Per product pricing：個別課金制、小売業界における100円均

一のようなSingle  pricing：一律価格制、年会費を徴収するTwo part 
pricingを応用した課金方式にも注目している。

　またプライシングの今日的動向として、Free（オンライン上のサービ

スを中心として無料で提供するプライシング）や顧客の自己申告によって

価格設定が行なわれるPAYW（申告ベース課金制）手法も取り上げている。

こうしたプライシングのバリエーションが拡大している要因として、「デ
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ジタルコンテンツを中心とする限界コストの低さ、取引や利用データの自

動保存による積算の自由度の高さといった強みを持つ電子商取引の一般

化」と「競争のグローバル化、製品やサービスのコモディティ化を中心と

する価格競争の激化」の２点について言及している。

２．顧客の事後評価に基づく価格決定

　Kim, Natter, and Spann （2009） は、顧客による値決めの先駆的研究

を行っている。まずPWYWを「消費者が支払う価格を最大限コントロー

ルできる新しい参加型価格設定メカニズム」と捉えている。問題意識とし

て、先行研究により顧客参加型価格設定は消費者の購買意欲を高めること

が示唆されているが、PWYWを利用する売り手は、消費者がその支配力

を悪用して、まったくお金を払わないか、売り手のコストを下回る価格を

支払うというリスクに直面する可能性があることに注目し、３つのフィー

ルド・スタディを通じて、支払われる価格がゼロよりも有意に大きいこと

を明らかにしている。さらに、支払い価格に影響を与える要因を分析し、

PWYWが販売者の収入増につながる可能性さえあることを指摘している。

しかし、特に高価格帯の商品では、大きな取引利益を得ようとするインセ

ンティブが、公正さや忠誠心といった側面より勝ってしまう可能性があ

り、PWYWが適切に機能しないリスクを指摘している。一方、固定費が

高く変動費が低い商品は、変動費が低い分、売り手にとって価格が原価を

下回るリスクが抑えられるため、PWYWに適していると述べている。

　Raju and Zhang （2010） は、PAYWについて、ダウンロード音楽の具

体的事例を挙げて、考察している（pp.36-38）。イギリスのロック・バン

ドであるレディオヘッドは2007年に10曲入り最新アルバム“イン・レイ

ンボウズ”というアルバムを発表した際、PAYWを採用している。つまり、

このアルバムを購入（ダウンロード）する顧客は０円を含め、自由に価格

を決定することができる。結果、180万人以上がダウンロードし、60%は

無料ダウンロードであったが、40%は平均2.26ドルを支払い、何層もの

仲介業者を介して販売する一般的な場合と比較し、おそらく多額の利益が
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もたらされたというコムスコアの調査結果を紹介している。その他、いく

つかの事例研究を踏まえ、成功するPAYWプログラムに共通する５つの

特徴として、（1） 限界費用の低い製品、（2） 公正な顧客、（3） 信頼性を失

うことなく、多様な価格で販売できる製品、（4） 買い手と売り手の強いつ

ながり、（5） きわめて競争的な市場を指摘している（pp.50-61）。

　守口（2012b）は、課金方式に関して、個別課金制、定額課金制、従量

課金制（Usage-based pricing）の他、成果ベース課金制（Outcome-based 
pricing）、申告ベース課金制（Pay as you wish pricing）、上記の複数の

方式を併用する併用型課金制（Hybrid pricing）の６つに分類している。

このうち、まず顧客の後値決めと間接的に関連する成果ベース課金制に関

して、以下の通り、考察している。まず、顧客が企業の場合、広告のクリッ

ク数や人材の採用者数など、ビジネス上で重要となる客観的な指標で成果

を測定することが可能な場合が多く、成果ベース課金制はBtoB領域の企

業に広く普及している一方、BtoCの領域では、消費者が価値を客観的に

指標化することは困難であり、こうした手法はあまり見られない。確かに

ダイエット関連商品においては、客観的な数値で捉えることができる場合

もあるが、その他の要素の影響を測定することはできず、商品による効果

だけを識別することは難しい。

　一方、申告ベース課金制は製品やサービスを販売する企業側ではなく、

顧客側が支払い金額を決定するという方式であり、ごく一部の企業が採用

している特殊な課金方式の一つである（守口 2012b）。また、申告ベース

課金制は顧客側が自分の評価や満足度を基にして料金を設定する方式であ

り、顧客の主観的な評価に基づいた成果ベース課金だと捉えることもでき

る。いずれにしても、申告ベース課金は採用する企業側にとって、価格を

非常に低く設定されてしまうリスクが伴うと指摘している。

　兼子・上田 （2022） は、PWYWをNYOP（Name your own price：始

めに売り手が価格を設定するが、その価格は買い手には示されず、買い手

は自身が希望する価格を提示する。買い手が提示した価格が、売り手が設

定した価格を上回れば取引は成立するという流れ。）とともに、売り手が

個人の支払い意思額を基に個人単位で異なる価格設定を行うパーソナライ
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ズド・プライシング（Personalized pricing）という枠組みで捉えている。

これらの手法には、消費者自身が支払い意思額に相当する価格を決めるた

め、支払い意思額を基にした個人単位の価格差別を可能にするという点に

共通する特徴がある。また、これらの手法とCRMベースド・プライシン

グやダイナミック・プライシングとの関連にも注目している。ちなみに、

パーソナライズド・プライシングには、消費者に関わる多くの情報が必要

とされるためプライバシーの問題が生じることや個人ごとに購入価格が異

なることに対する不公平感を招くなどの問題があるため、現実にはその実

施に高いハードルがあると指摘している。

　奥瀬（2012）は、PWYWについて、参照価格概念と価格戦略の観点か

ら検討している。まず、PWYWのメリットとして、パブリシティ効果、

価格設定そのものの困難性の排除、価格と販売数量間のトレードオフの排

除、従業員のパフォーマンスの向上に及ぼす効果を指摘している。一方、

PWYWの問題点として、支払わない買い手、不当に安い価格を設定する

買い手の存在に注目し、「支払うべき価格（公正価格）を考えようとしな

い買い手」、「検討した結果、支払うべき価格が０（もしくは０に限りない

近い価格）であった買い手」、「支払うべき価格を判断できない買い手」の

３つに分けて考察してる。さらに、PWYWの今後の課題として、「真剣

に考えようとしない買い手への対策、評価への他の影響要因の排除」、「ク

ロスセリング、カニバリゼーションの可能性の検討」、「ペイ・ワット・

ユー・ウォント方式の成功要件についての更なる検討」、「支払わなくても

よいのに支払ってしまう心理の解明」、「国民性、文化・習慣の違いの考慮」、

「交互要因（社会的責任の共有など）の検討」という６点を指摘している。

３．事例研究：はづ別館

　先行研究を通じて、顧客の事後評価による価格決定のプライシング研究

における位置づけ、メリット・デメリット、課題など、幅広く議論されて

いることが明らかになった。しかしながら、Raju and Zhang （2010）を

はじめ、多くの研究で取り上げられているイギリスのロック・バンドであ
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るレディオヘッドの事例はインターネットの記事など２次資料に基づく分

析であり、顧客の事後評価によるプライシングの実際に関して、詳細な事

例研究を通じた仮説の検証などは行われていない。こうした状況を踏まえ、

筆者は1982年より顧客の事後評価によるプライシングに着手した「はづ

別館」に対して、個別訪問面調査を実施した。

　先行研究では、多くの研究者がレディオヘッドの事例をもとに音楽配信

サービスなど、変動費が低い商品が顧客の事後評価による価格決定に適し

ていると指摘している。一方、今回対象とする「はづ別館」は温泉旅館で

あり、食事や接遇など個別の顧客に対する手厚いサービスが必要となり、

音楽配信サービスとは対極に位置しているといえる。つまり、先行研究に

従うならば、顧客の事後評価によるプライシングに適さない商品となる。

にもかかわらず、「はづ別館」は30年におよび、このプライシングを継続

してきた極めて興味深い事例であり、調査を通じて、顧客の事後評価によ

るプライシングに関する、実際の運営におけるメリット・デメリットの確

認、効果的な運営を妨げる要因と対抗策、残された課題を明らかにする。

　なお、個別訪問面接調査は2021年11月25日14時から17時および26日

10時から12時、はづ別館において、株式会社はづ・代表取締役会長・加

藤浩章氏に対して実施した。

・はづ別館とは？
　はづ別館は1949年に愛知県の湯谷温泉で創業された温泉旅館である。

湯谷温泉は愛知県新城市、鳳来峡の板敷川沿いに位置し、山に囲まれた静

かな環境の温泉地である。開湯は奈良時代と伝わる古湯で、その歴史は

1300年以上と言われている（Aichi Nowホームページ）。はづ別館は湯谷

温泉で５番目に古い温泉旅館となっている。

・顧客の事後評価によるプライシングに着手した動機
　現在、代表取締役会長を務める加藤浩章氏は２代目であり、1972年、

26歳の時に先代より経営を引き継いだ。当時は好景気に支えられ、日本

中の温泉街が繁栄を誇っており、はづ別館の経営も順調であった。しかし、
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加藤氏が経営を引き継いだ翌年のオイルショックにより、状況は一変す

る。日本中が不景気に陥るなか、はづ別館も深刻な状況となる。つまり、

客が全く来ない状況になってしまった。こうした状況を打破すべく、当時、

集客の中心であった旅行会社に出向き、度重なる交渉等を行ったが、何を

どうしても客が来ない日々が続く。

　こうしたなか、加藤氏は「商売の仕方を変えなければならない」と覚悟

を決める。当時は「発想の転換」、「知恵を出せ」、「心の時代」といった言

葉がしきりに叫ばれる時代でもあった。自らが行っている商売を一から見

つめ直した結果、ふと思うことがあった。「自らがつけた価格（定価）」は

正しいのか？ということであった。旅館の料金に限らず、住宅や洋服や靴

など、ほとんどの商品やサービスは客が消費する前に売り手が料金を決定

している。これは間違っているのではないか？客が未だ体験・消費してい

ないサービスにお金を出さない、つまり、旅館に客が来ないのは当然では

ないか？ということである。

　各商品やサービスに対して、消費者の消費後の評価や満足度は異なって

おり、本来、こうした各消費者の評価や満足度など価値観に応じて価格は

決定されるべきではないか？との考えに行きついた。つまり、売り手が先

に価格を決定する定価というものに納得がいかなくなったわけである。客

が価格を決める、つまり客の価値観を反映したシステムならば、客は安心

して利用できる。また、客の納得感、満足度は向上する。もちろん、旅館

側の納得感、満足度も向上する。

　こうした経緯を踏まえ、1982年、加藤氏37歳の時に「客が享受したサー

ビスを評価し、その価値観で価格を決定する」というシステムを開始して

いる。その後、加藤氏が一線を退くまでの30年、はづ別館において、こ

のシステムは実施された（基本は個人ごとに価格を決定、団体客の場合は

部屋ごとに決定）。現在は、はづ別館では実施してないが、系列の旅館に

おいて、企画商品プランの１つとして客室限定などの形式で実施している

場合もある。
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・実施に際しての懸案事項
　前例のない「客が享受したサービスを評価し、価格を決定する」という

システムの実施に際し、加藤氏に不安は全くなかった。「自らが誠実に取

り組めば、多くの客は相応の金額を支払ってくれる」と確信があった。「旅

行会社に頼らなくても、これならいける！」と疑わなかった。

　また、サービス開始に際し、誰にも相談はしなかった。当然、前例のな

いサービスゆえ、経験した人もおらず、仮に相談しても反対の意見が大多

数であったのではないかと加藤氏は語っていた。母や妻は反対こそしな

かったものの、大きな不安を抱えながらも、加藤氏についてきてくれたよ

うである。しかしながら、多くの解決すべき課題があり、実際に思いつい

てから実施までに数年かかった。

　ちなみに、「客が享受したサービスを評価し、価格を決定する」という

システムの伏線と呼べるような取り組みが、はづ別館では行われていた。

湯谷温泉の近くに鳳来山という山があり、夜になると、どこからともなく

「仏法僧」という声が聞こえてくると話題になったことがある。NHKも

取材に来る騒ぎとなり、調査の結果、「コノハズク」という鳥の鳴き声で

あることがわかった。加藤氏はこれを活かし、地域を知ってもらうための

活性化策として、宿泊客に対して、鳳来山に行き、「仏法僧」が聞こえなかっ

た場合、宿泊料無料のキャンペーンを実施し、大好評を得たという経験を

持っていた。ちなみに、このキャンペーンは富士山が見えなかったら宿代

無料といった他の旅館のサービスを参考に考案されている。こうした過去

の成功体験もあり、「客が享受したサービスを評価し、価格を決定する」

というシステムを決断できたと語っている。

・「客が享受したサービスを評価し、価格を決定する」というプライシ
　ングの反響
　このプライシングを開始したところ、全国の新聞社やテレビ局などから

取材依頼が殺到した。その数はすさまじく、80 ～ 120本／年にもおよび、

こうした状況が25年ほど続いた。あまりの取材依頼の多さに旅館から逃

げ出したこともあるそうだ。こうした報道のおかげで、はづ別館には日本
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中から客が殺到するようになった。それまでは、豊橋や浜松など、中部・

東海からの客が大半を占めていたが、市場が一気に拡大し、全国区の旅館

へと変貌を遂げたわけである。さらに、ロイター通信社からの取材もあり、

日本を超え、ニューヨークからも客が来た。また、記事においては、はづ

別館同様、湯谷温泉という名前も取り上げられ、地域にも大きく貢献した

と思われる。

・模倣
　誰かが上手くいけば模倣つまり真似をする者が現れるのは世の常であ

る。はづ別館により客値決めプライシングが開始された後、お菓子屋、レ

ストラン、美容院、映画館など、多くの企業が同様のプライシングを開始

したが、どれも一年を待たずして終了している。単なる集客目当て、つま

り短期的利益にのみに注力するだけでは継続できない困難さが、このプラ

イシングには存在している。つまり、自らの信念に基づく長期的な覚悟が

強く求められるということである。

・より高い価格をつけてもらうための取り組み
　システム開始当初は、顧客満足度を高め、１円でも高い価格をつけても

らえるように、気持ち的には「お背中を流しましょうか」と言いたくなる

ほどだった。しかし、こうしたことをあまりに意識すると息切れしてしま

い、このシステムを継続することは難しいと実感する。よって、接遇・掃

除・料理などにおける最高のもてなしを自然体のままできるように日々努

めた。つまり、「より高い価格をつけてもらうための取り組み」を特別に

意識することなく、日々淡々と最高のもてなしを行うことに徹した。

・顧客の評価
　はづ別館におけるプライシングの詳細は、まずチェックイン時に「泊っ

て、感じたままの価値観で・・・朝、お書入れ下さいませ」と書かれた用

紙が客に渡される。その用紙に客が価格を書くわけである。また、「感じ

たままの感想をぜひどうぞ。（お気づきの点、何なりとご記入ください。）」
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という欄もある。裏面には氏名・住所・年齢・職業を記入するようになっ

ている。

　はづ別館の適正価格がいくらなのか？は難しい問題である。しかし、安

定した経営を継続していくには１泊２食で１万～１万５千円程度以上は必

要になる。一方、顧客がつけた実際の価格を見ると、100円～ 15万円と

幅は極めて大きいものの、平均すると１万円は大きく超えている。ちなみ

に、15万円など、高額な料金をつけてくれた客に対しては、あらかじめ

決めている上限の金額を受け取り、超えている部分は受け取らないという

ルールになっていた。また、関東・中部・関西など、客の居住地域による

価格差という特徴も確認できる。例えば、関東からの客は全般的に価格が

高く、関西からの客は値付けの幅が大きい。さらに、年齢・性別・職業な

どによる傾向の違いも確認できる。加藤氏は、このシステムを採用し、30

年を経て、人と地域性いうものが本当によくわかるようになったと語って

いる。ちなみに、大変満足だったと記入しながらも5,000円程度の価格を

設定する客、極めて稀ではあったが冷やかしのような価格を設定する客の

リピート利用、低額の常連客の利用に関しては、予約受付の際、はづ別館

側から適正と思われる額を提示することもあった。

・スタッフの反応
　こうしたプライシングに対して、はづ別館のスタッフ（従業員）はどう

捉えていたのか？もちろん肯定的に捉えるスタッフも多かったが、低い価

格をつけられた場合、自らのサービスに何か落ち度があったのか？と自信

をなくすスタッフもいた。また、低い価格が続くと、はづ別館の経営は大

丈夫なのか？自分たちの給与は本当に支払われるのか？と心配するスタッ

フもいたようだ。また、口にこそ出さないものの、あまりに低い価格の場

合、客に対する不信感を抱いてしまったスタッフもいた。はづ別館の運営

には少なくとも常時20人のスタッフが必要となる。

　こうした状況を踏まえ、会計は加藤氏が前面に立って行い、値付けに関

する情報をスタッフと共有するようにしていた。ちなみに、客の値付けと

スタッフの報酬を連動させるようなことは一切行われていなかった。理不
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尽な値付けに、つらい思いをされたことも少なくはなかったのではないか

と推測されるが、それでも加藤氏は性善説に立ち、「多くの客の支えによ

り、ここまで商売を継続できたことに感謝している」と語っている。

　ちなみに、スタッフの管理に関して、研修や教育など、形式ばったこと

は行わず、客の声が書かれたカードをもとに、「こういうお褒めの言葉が

あった」、「こういう指摘があったので気を付けよう」など、前向きな助言

を行い、スタッフへの大きな権限移譲のもと、スタッフ自ら積極的に創意

工夫できるような環境づくりに努めた。

・インターネットの影響
　インターネットの進展により、「楽天トラベル」や「じゃらん」などの

サイトを通じた予約が勢力を強めている。はづ別館では独自のサイトを構

築し、予約システムも整備しているが、自社サイトを通じた集客は難しい

状況となっている。毎年、来てくれるリピーターと呼ばれる固定客の割合

は５％程度である。結果、「楽天トラベル」や「じゃらん」に掲載しなけ

ればならなくなった。掲載に際しては、当然ではあるが、価格の提示が求

められる。また、加藤氏が第一線から退くタイミングとも重なり、これら

を機に、30年続けた、はづ別館における顧客の事後評価によるプライシ

ングも終了することになった。

・顧客の事後評価によるプライシングの今後の展開
　５～６年前、テレビの取材時に、跡継ぎである息子が「やります」と宣

言したしたため、どういう形式になるかはわからないが、恐らく今後も続

いていくだろう。加藤氏は、客値決めシステムに関して、「自分が始めた

ことであったため、使命感のようなものがあり、続けてきた」と語ってい

る。もちろん、息子がやるというなら頑張ってほしいが、重要なポイント

は息切れせず、いかにして自分のものに自然となるかであると指摘してい

る。加藤氏は性善説で頑張ってきたが、「100円の価格に耐えられるか？」

が成否の分かれ目になるとのことであった。

　もっとも、社会の変化、それに伴う価値観の変化を意識することは重要



96

国際経営フォーラム No.33（2022）

である。昔の旅館は、客が事前にわざわざ散髪に行き、いい服を着て綺麗

にしてくる特別な場所であった。しかし、今はカジュアルな服装で自前の

シャンプーを持ってくるなど、時代は大きく変わっている。最近しきりに

耳にする「おもてなし」に関しても、かつては、靴を揃える、畳の角を踏

まないなど、あらゆることがおもてなしだった。テーブルにベルなど置か

なくても、呼ばれなくても、気を配り、当たり前のことは当たり前のこと

として実行した。しかし、時代は変わり、放っておいてくれた方が良いと

いう客が増えてきた。よって、おもてなしの有様も変わっていくように思

われるとのことであった。筆者も記憶があるが、昔は宿泊料が10,000円

であれば、1,000円程度、接客担当者に手渡すといった客の気遣いは当た

り前のごとく見受けたが、現在ではそうした慣習も消えてしまっている。

旅館においても、合理的なサービスに徹するところが増えてきている。

　客値決めシステムは旅館・客双方が自然に気づかい合うという暗黙の

ルールのもとではうまく回っていたが（もちろん、息切れせず、徹する経

営者の強い覚悟が求められるが）、現在のようにドライな関係が広まる世

の中においては様々な工夫が必要になってくるように感じられる。

　この点に関連し、加藤氏は、「価値観」と同様に「評値」という言葉を

流行らせたかったと語っている。例えば、50円のボールペンなら一般に

安いと言われるが、購入した消費者が書きにくいと感じれば、50円でも

高いとなる。よって、はづ別館では、例えば宿泊料を10,000万円と宿側

が一応設定するが、客がチェックアウト時に6,000円と判断すれば、その

金額でよいという取り組みを行っていたこともあり、これを加藤氏は「評

値」と名付けた。

　筆者は、取材にあたり、はづ別館に宿泊し、特別に客値付けシステムを

体験させていただいた。チェックアウト時にいくらと記入すべきか？これ

は大変難しいというのが実感である。もちろん、もてなしてもらった相手

に失礼があってはいけない。かと言って、大盤振る舞いすることが正しい

とも思えない。こうしたことを考えていると、宿の価値を評価するという

よりも、まさに自分の価値が試されるように感じた。恐らく良識ある多く

の客は大いに頭を悩ませることになるだろう。
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　最近、目にする客値決めのシステムは売り手が最低料金のようなものを

決めたうえで、満足度に応じて料金を上乗せして支払うものが多い。この

システムは欧米を中心に古くから一般化しているチップと実質的には変わ

らない。つまり、売り手が決めた定価の＋αであるため、大きなリスクを

伴うことはない。しかし、はづ別館が行っていた客値決めは本体価格その

ものを客に依存する。このシステムを継続して行っていくには、客もしく

は人間への信頼、経営者としての強い覚悟が求められる。

おわりに

　顧客が実際に商品やサービスを消費後、評価し、価格を決定するという

新しいプライシングが音楽配信など変動費が低い商品・サービスの領域を

中心に始まっている。本稿においては、こうしたプライシングの適用が難

しいと考えられる温泉旅館「はづ別館」に対する事例研究を通じて、顧客

の事後評価に基づくプライシングの実際を確認した。

　結果、まずメリットとして、大きなパブリシティ効果があったことが明

らかになった。もちろん、他では見られない目新しさといった要素も影響

しているだろうが、それ以上に顧客の評価に基づく価格決定の公正さ、大

きなリスクを伴うプライシングへの挑戦といった要素に大きな注目が集

まったと思われる。結果、当時は旅行会社を通じての集客が主であったが、

顧客からの問い合わせの増加、つまり直販の割合が増え、仲介料の支払い

の減少に伴う収益の向上が見られた。

　また、高値を付けてくれた顧客の影響も大きなメリットである。顧客へ

の信頼感、きっちりとしたサービスに対する公正な評価などは経営者や従

業員の自信やモチベーションを大きく高め、サービスの質の向上にも大き

く貢献している。

　一方、デメリットも明らかになった。多くの先行研究でも指摘されてい

る通り、不当に安い価格を設定する買い手の存在である。はづ別館でも

100円の価格をつけた顧客がいた。低価格をつけられると、収益が悪化す

るという問題に加え、従業員が顧客に対して不信感を抱き、モチベーショ
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ンが大きく低下するという問題すら生じてしまう。しかしながら、こうし

た顧客は極めて少なく、顧客がつけた価格の平均はコストを上回る良識的

なものであった。

　もちろん、不当な値付けを最小化させる取り組みも見られた。まず、フ

ロントにて価格を書き入れる用紙がチェックイン時に渡され、チェックア

ウト時に価格を記した用紙を金額とともに渡すというシステムになってい

る。よって、顧客には価格に関して、じっくり考える時間が与えられるこ

とになる。また、対面でのやり取りも不当な値付けの最小化に貢献してい

ることだろう。さらに、用紙には単に価格だけでなく、感想を記載する欄

に加え、氏名・住所・年齢・職業を記入するようになっている。このよう

に感想をしっかり記載させること、改めて身元を明らかにすることも効果

的に作用していると思われる。

　また、マネジメントにおける工夫も見られた。従業員への直接的な影響

を抑えるために、経営者自らが会計の処理を行い、必要に応じて値付けに

関する情報をスタッフと共有するようにしていた。さらに、過去のデータ

を踏まえ、顧客の選別も行っている。また、不当な値付けに動じない長期

的なビジョンや経営者の覚悟も重要なポイントであり、オーナー制の組織

ゆえ、実行できたという側面も否定できないであろう。

　顧客の事後評価によるプライシングの今後の課題としては、変化する環

境への対応が挙げられるだろう。従来、旅館と顧客の関係はお互いが気遣

い合う関係であったものの、現在ではドライな関係を求める顧客が増えて

きている。こうした環境においては、売り手側が参考価格のようなものを

提示したうえで最終的には顧客が満足度に応じて価格を決定する、加藤氏

の言う「評値」といったものも必要になるかもしれない。もしくは、何ら

かの方法でサービスに顧客を積極的に参加させる仕組み、つまり単なる売

り手と買い手から価値を共創するパートナーのような関係構築を実現でき

れば不当な値付けは最小化できるだろう。
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東京証券取引所コーポレート・ガバナンス・コード2021と
議決権行使のIT化

―ITとIRの両者の関係を含めた検討―

小 島 大 徳

1　企業経営の中核としての議決権行使の IT化そして IR

　議決権行使のIT化は、IT技術が発達したことにより、株主権利の中核

としての議決権行使を効率的かつ迅速に実施でき、それにより企業の事業

活動だけではなく、IR活動、広報活動、などへも波及していくのである。

もちろん、企業の監視体制を強化し、透明性を向上することで、自己統治

を促す側面も持ち合わせる。

　従来、議決権行使のIT化は、遠隔地に住む株主への議決権行使のしや

すさに力点を置かれた議論が交わされてきた。インターネットの普及する

前は、紙による議決権行使が通常であり、委任状も書面にて交わされてき

た。ところが、高度に分散化する株主は、株主総会の定足数を満たさない

状況が現れはじめ、それと時を同じくして、議決権のIT化が議論され、

スムーズに導入されるに至った。

　その後、議決権行使のIT化は、法令の整備が遅れる形ですすみ、現在

では、いちおうの定着をみた。議決権行使のIT化は、企業の側からすると、

株主招集に係る経費の削減や集計作業の迅速で効率的な業務遂行という効

果をもたらしている。また、株主がからすると、遠隔地から日数のかかる

郵送書面投票をする必要がなく、議決権行使にかかる考慮期間も長く取れ

ることになる。

　ただ、議決権行使のIT化は、理論的には企業経営に役立つ利点を数多
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く数えることはできるのだが、実務的にはきわめて高度なIT技術が必要

であり、その両者を埋めることができないでいる領域に関して、問題が露

わになっていると思量するのである。

　そこで、ここでは、議決権行使のIT化や要求され、発達した経緯と、

現在の状況を、コーポレート・ガバナンス・コードを使用して検討する。

それにより、議決権行使のIT化が、企業経営に対して期待されている事

項について整理を行うものである。それにより、議決権行使のIT化につ

いて、理論と実務が接近する課題について提示する。そして、最後には、

ITとIRの関係について概要と課題を提示する

2　東京証券取引所のコーポレート・ガバナンス・コードと議決権行
使の IT化

2.1　議決権行使のIT化の系譜
　企業の議決権行使のIT化は、2000年代にはり活発化してきた。伝統的

には、企業の議決権行使には、総会屋が絡んでいたことと、普段積極的に

議決権行使をしない株主に対する議決権行使を促進する効果があるが、企

業側は消極的であった。

　しかし、度重なる企業不祥事がもととなり、コーポレート・ガバナンス

が叫ばれるようになり、企業に対するチェック体制を構築する流れの一環

として、議決権行使のIT化が取り入れられるようになった。

　また、開かれた株主総会を標榜するようになり、企業側は、株主総会を

情報発信の場、あるいは個人安定株主の獲得の場として使用するという動

きも活発化した。それにともなって、法整備も徐々に行われることになる。

多くの場合、証券委託会社に議決権行使の業務を委託することになるが、

個人株主の増加に伴って、議決権のIT化が猛烈におすすめられることに

なる。
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2.2　OECDコーポレート・ガバナンスと議決権行使のIT化
　そもそも議決権行使のIT化を打ち出したのはOECDコーポレート・ガ

バナンス原則（OECD原則）であった。OECDは2004年に本原則を公表

してから、幾度の改正を経て、現在の原則の公表に至っている。

　OECDが最初に公表した原則であるOECD原則 -2004-とみると、すで

に議決権行使のIT化についての既述がある。まず、これについて検討する。

Ⅲ．株主の平等な取扱い

5. 株主総会の過程や手続きは、全ての株主の平等な取扱いを実現

するべきである。会社手続きにより、投票が不当に困難となったり、

コストがかかるものとなってはならない。

　直接的なIT化の言及には触れていないが、「コストがかかるものであっ

てはならない」とその当時、徐々に浸透していたIT技術に注目しつつ、

動向を見守るように株主総会における議決権行使について言及が行われて

いる。そして、これと相まって、OECD原則が特に力を入れている第Ⅱ

章をみることで、さらにこれらの問題意識は、強調されることになる。

C. 株主は、株主総会に有効に参加し投票をする機会を有するべき

であり、投票手続きを含む株主総会を律する規則について情報提供

されるべきである。

1. 株主は、株主総会の日時・場所・議題について、十分にかつ適

時に情報提供されるべきであり、また、総会での議決事項に関して

も十分にかつ適時に情報提供されるべきである。

2. 株主は、合理的な制約のもと、年次外部監査に関連する質問を

含め、取締役会に対して質問し、株主総会の議題を提案し、決議を

提案する機会を有するべきである。

3. 取締役会メンバーの指名や選出のようなコーポレート・ガバナ

ンスにかかる主要な意思決定に株主が有効に参加することが促進

されるべきである。株主は、取締役会メンバーや幹部経営陣に対す



104

国際経営フォーラム No.33（2022）

る報酬の方針について、自身の意思を周知することができるべきで

ある。取締役 会メンバーや従業員に対する報酬のうち、株式に関

連する部分については、株主の承認にかからしめられるべきである。

4. 株主は、自身で、あるいは不在者投票により、投票できるべき

であり、両投票方法により投じられた票は同じ効果を有さなければ

ならない。

　OECDは、株主の権利を最も重視した内容となっており、その中心と

なるのは議決権行使であることを前提として、会社は株主に議決権行使に

かかる情報を即時、適切、十分に提供するように求めたのである。

2.3　OECD原則の各コードへの影響
　こうしたOECD原則で打ち立てられた方針は、事実上の標準として各

国のコーポレート・ガバナンス政策に影響を及ぼす。そして、技術の進展

に伴い、OECDの議決権に関する問題意識は、実務上、具体化されてい

くことになる。つまり、企業側は、できるだけ議決権行使をIT化し透明

性のある企業経営を行おうとし、証券取引所を中心とする機関は議決権行

使のIT化することを事実上ルール化しようとする動きにでるのである。

　そもそも、原則の公表とあいまって、議決権のIT化は、2000年代に入

り活発化する。企業の実務が先行し、それに続いて法整備がなされてきた。

このように、とくに注目を集めている議決権行使のIT化について、『東京

証券取引所コーポレート・ガバナンス・コード』を分析する。

3　東京証券取引所のコーポレート・ガバナンス・コードと議決権行
使の IT化

3.1　東京証券取引所のコーポレート・ガバナンス・コード
　幾度の改正をへて、最新版の東京証券取引所のコーポレート・ガバナン

ス・コードは、2021年に公表されている。このコーポレート・ガバナンス・

コードは、事実上上場規則に類する性質を持ち、すべての上場企業が遵守
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を要求されるものである。

　その中で、議決権行使のIT化については、いまもなお、コーポレート・

ガバナンス・コードの主要な位置を占めており、重要性を強調しているの

と同時に、まだまだ解決し、展開していかなければならない事項だと認識

しているのがみてとれる。

　ここでは、コーポレート・ガバナンス・コードにおける議決権行使の

IT化の位置づけから、実際の議決権行使状況の分析をおこなうため、コー

ドを分析し、内容を具体的に順次、検討する。

3.2　東京証券取引所コードにおける議決権行使の位置づけ
　原則1−1は、コーポレート・ガバナンス・コードの最初においており、

上場会社における株主総会と、そこでの最も重要な権利行使である議決権

行使をについて規定する。これは、コーポレート・ガバナンスのなかでも、

議決権行使が最も重要であることを表明している。

【原則1-1.株主の権利の確保】

上場会社は、株主総会における議決権をはじめとする株主の権利が

実質的に確保されるよう、適切な対応を行うべきである。

　この原則1−1は、OECDの株主の権利と同様の流れのなかで策定され

ている。東京証券取引所のコーポレート・ガバナンス・コードは、OECD
原則の強い影響の下で策定されていることがよく理解できる。そして、こ

れを受ける形で策定されている議決権行使のIT化は、世界標準としての

コーポレート・ガバナンスの形を強く意識されたものであり、それを具体

化するという役割を持っていることが理解できる。

3.3　株主総会における議決権行使の現実と課題
　東京証券取引所のコードは、OECD原則をそして会社法を具体化する

ために、より詳細な議決権行使のIT化について言及する。東京証券取引

所のコードは、上場企業への事実上の上場規則となっているため、これら
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を日本に上場しているすべての会社は、遵守する必要がある。

【原則1-2.株主総会における権利行使】

上場会社は、株主総会が株主との建設的な対話の場であることを認

識し、株主の視点に立って、株主総会における権利行使に係る適切

な環境整備を行うべきである。

［補充原則1-24］上場会社は、自社の株主における機関投資家や海

外投資家の比率等も踏まえ、 議決権の電子行使を可能とするための

環境作り (議決権電子行使プラットフォームの利用等 )や招集通知

の英訳を進めるべきである。

特に、ライム市場上場会社は、少なくとも機関投資家向けに議決権電

子行使プラットフォームを利用可能とすべきである。

　ここでは、議決権行使に係る適切な環境整備とは何か、株主と建設的な

対話をするために議決権行使とどのような関係にあるのか、という疑問を

持たざるを得ない。そして、議決権電子行使プラットフォームとは、いか

なるものを想定し、現在のプラットフォームにはいかなる弱点があるのか

について検討する必要もある。

　前者については、技術的な進展の可能性に含みを持たせつつ、株主の対

話に資する視ステムの開発を期待する規範的なコードであると評価するこ

とができる。そして、甲社については、従来の電子メールやWebフォー

ムによる議決権行使ではなく、双方向型の技術革新への期待とともに、会

社の株主との対話が積極的姿勢による姿を要求していると考えられる。

4　東京証券取引所コードの問題点と課題

4.1　事案の当日提出・再投票における議決権行使のIT化
　上述のように、東京証券取引所コードが、明確に議決権行使のIT化を

明記しないのには、疑問を呈することができるのであるが、これは、次の
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ような問題点があるからだと考えられる。つまり、当日提出議案や再投票

議案への対応という問題である。議決権行使をIT化しても、当日に会社

側が議案審議を求めた場合や、株主による議案提案があった場合、あらか

じめ透明性のあるシステムがあったとしても、それらをすり抜けることが

できる。現実に、M&Aや評価が分かれている役員選出議案については、

あらかじめ詳細を株主に公表することなく、株主総会の当日に議案が提出

される事例が後を絶たない。これでは、いくら議決権行使のIT化を推し

進めたとしても、従来の方法では限界がある。

　現実に、再投票や当日提出議案に対する議決権行使に対する各社の対応

は、かなりまちまちである。多くの場合は整備されていない。そして、企

業防衛策に関する定款の変更議案、敵対的買収にかかる議決権行使の再投

票などの事例には対応できていない。そこで、もう一歩進んだ議決権行使

のIT化と情報開示、くわえてIR問題について、基本に立ち返り理論も実

務も再構成する必要がある。

4.2　対話と議決権行使のIT化を両立する必要性
　東京証券取引所コードは、株主との対話についての基本姿勢を下記のよ

うに記す。

【原則5-1.株主との建設的な対話に関する方針】

上場会社は、株主からの対話 (面談 )の申込みに対しては、会社の

持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するよう、合理的な

範囲で前向きに対応すべきである。取締役会は、株主との建設的な

対話を促進するための体制整備・取組みに関する方針を検討・承認

し、開示すべきである。

　上記は、極めて理念的であり、コードとしては、具体性に欠けるもので

あるが、「開示」をすることに重きを置くべきであると言及していることに、

一定の評価をすることができる。企業の継続的な対話・情報開示とあい

まって、議決権行使のIT化は図られるべきである。つまり、継続的な対話・
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情報開示は線上に存在する時の流れのなかで常に行うものであり、議決権

行使のIT化は点としての株主総会における瞬間的な株主の意思表明を行

う場としての役割とまとめることができる。

　これらの線（IR）と点（議決権行使のIT化）の両者が、どちらも達成

されてはじめて、企業経営の健全化の土台ができあがるものであると考え

るべきである。

5　議決権行使の IT化と IRの関係

　株主と上場会社の対話に、議決権行使のIT化を持ち込むというのは、

一見、無関係にも考えられる。しかし、コードは、企業の行く末を左右す

る議決権行使については、機関投資家が主体となった議決権行使であるた

め、対話というキーワードを持ち込んでいると考えられる。その点におい

て、議決権行使の前段階として、対話環境の整備を行おうとしていると考

えられる。

　本稿では、議決権行使のIT化についてOECD原則そして東京証券取引

所コードをとりあげて、株主の権利としての議決権行使の機会を重視する

立場で論じてきた。この立場は、コーポレート・ガバナンスの土台を形作

るものである。そして、企業経営の健全な運営と、企業競争力の強化に資

するものである。

　つぎなる課題は、IRの一部として議決権行使のIT化の位置づけと、両

者の関係を検討する必要がある。その際には、このような対話型であり即

時に議決権行使ができる環境を前提とした株主、なかでも機関投資家と企

業の対話とはいかなるものなのかという課題に取り組んでいく必要があ

る。
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研究論文

持続可能な開発に対する一考察 :
仏教思想の観点から

Sustainable Development: Viewpoint of Buddhist Thought

小森谷浩志

要旨

　資本主義は、現代的な企業経営手法と相まって、効率と生産性の向上に

寄与したことは疑うべくもない。資本主義とは、単に利潤を得るシステム

を表現する言葉であったはずが、問題は、いつの間にか最高の目的へと転

化してしまったことではないだろうか。本稿の目的は仏教思想の視点から、

経済価値を第一とする資本主義を問い直し、地球と人間にとって持続可能

性を加味した開発のあり方を検討することである。仏教思想の中核「四法

印」を中心に、自覚、知足、感謝、慈悲の四つの観点を抽出、経済成長偏

重は必ずしも健全な生き方につながらないことを明確にした。そして、仏

教の四つ観点を枠組みとして、三社についてインタビュー及び非参与観察

により検証し、多元的な価値が尊重される企業のあり方を考究した。

キーワード:四法印、自覚、知足、開発（かいほつ）、慈悲、開花
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1　はじめに

　2017年 9月 6日から 4日間にわたりカナダのモントリオールで

「REFLECTIONS 2017」と銘打ったカンファレンスが行われ、世界20

数カ国から組織開発に取り組む研究者や実践者約300名が集結した。組織

論や戦略論の泰斗ヘンリー・ミンツバーグが主催したこのカンファレンス

のテーマは「Rebalancing Society（バランスを取り戻そう）」であった。

行き過ぎた金融資本主義、経済至上主義へ疑問を投げかけ、次なる社会の

あり方を問い直すものであった。

　モダンマーケティングの父フィリップ・コトラーも参加、ミンツバーグ

との合同セッションも行われた。コトラーからはマーケティングの功罪に

ついての言及もあり「マーケティングが不必要な消費を煽ってしまった」

と、ある意味反省の弁もあり印象的だった。ミンツバーグからは「消費を

礼賛する結果、自分たちを、そして地球を消耗させている」という指摘が

あった。そして、二人からE・F・シューマッハ 1の引用もあり、提案さ

れたキーメッセージは「Less is More（少ないことは豊かである）」であっ

た。なお、シューマッハ（1986）は「仏教経済学」という章を設け「欲

求の充足より人間の純化」、「財の増殖よりも解脱」の重要性を指摘してい

る。

　本稿は、このカンファレンスからのインスピレーションに負うところが

大きい。本稿の目的は、有限な存在としての地球における、持続可能性を

加味した開発について、仏教思想の視点をもとに検討していくことであ

る。それは、『スモール・イズ・ビューティフル』の副題にあるように「物

質ではなく人間が重要である経済学」であり、経済価値至上主義からの転

換の試みともいえよう。本稿は大きく次のステップで論述していく。まず

基点となる仏教思想について検討する。続いて資本主義がもたらした課題

の中でも、身に降りかかる危機として昨今惨事が絶えない、環境について

1 『スモール　イズ　ビューティフル　再論』には、シューマッハを「無限の成長

概念の肯定に異を唱えた最初の経済学者」として紹介しており、興味深い。
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新型コロナウィルス感染症を通じて見えてきた側面を概観する。そして、

仏教思想を土台にこれからの経済活動を考究する。最後に仏教思想の視点

と照らし合わせながら、三社の事例を検証する。三社については、経営者

及び従業員に対してのインタビューを数回、併せて一社については非参与

観察を行った。

2　仏教思想の中核とそこからの示唆

　仏教は、仏陀を開祖とし紀元前五世紀に生まれた。今日に至るまで、ア

ジアの各地を始め、欧米にも広がり社会情勢や時代の要請を経て、きわめ

て多様な変化を遂げながら展開してきた。「仏陀」とはサンスクリット語

のbuddhaを由来とし「目覚める、悟る、気づく、理解する」などの意で

あり、固有名詞ではないことに注意が必要である（水野 2006）。仏教の目

指すところは、悟りであり、目覚めであり、「覚者」となることとなる。

あくまでも自分が自分であることが主題となる「自覚宗教」（秋月 1989）

といえる。多様な思想展開の中でも、諸行無常、諸法無我、涅槃寂静の「三

法印」に一切皆苦を加えた「四法印」が仏教全体の根本原理であるといえ

る（末木 2006）。この後、主に末木（2006）に従って、「四法印」それぞ

れのポイントを論じていく。

　まず、「一切皆苦」の原理である。仏教ではこの世界を苦しみに満ちて

いると考える。ここでいう苦しみとは、サンスクリット語のduhkha（ドゥ

フカ）で「〜し難い」ということであり「思い通りにならないこと」であ

る（三枝 1990）。

　二つ目の「諸行無常」は、あらゆるものは時間的に変化し、一瞬間とて

同じ状態にとどまらないということである。無常は苦の原因とも考えられ

る。変化するから、病・老・死がやってくるからである。

　三つ目の「諸法無我」は、一切の不変の存在を認めないということであ

る。例えば、目を単独で体から取り出した場合、目の働きはできず、目は

目でなくなる。他の器官との関係が織りなされて、目は目足り得るのであ

る。
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　最後に、「涅槃寂静」は、苦なる状況を脱した理想の境地を指す。ニル

ヴァーナの音写語で、炎を吹き消すことで、貪欲、瞋恚、愚痴などの煩悩

が鎮まった状態をいう。最高の理想は仏教ではある意味曖昧であり、常に

自ら問い直すべきこととして開かれているともとれよう。

　こうしてみると、苦しみが生じる原因と、それを消し去る修練方法が仏

教の本義といえる。仏陀が最初に行った説法といわれる、初期仏教の中心

的教義、「四諦八正道」とも通じるものである。思い通りにならないこと

へ固執、執着するのではなく、無執着こそが仏教の目指す姿勢である。京

都の瀧安寺にある蹲で有名な「吾唯足知」が想起される。つまり、足りて

いないと、外側に求めて躍起になるのではなく、自分の内側に向き合い、

満たされているという内側からの感謝の中にいるということだろう。ここ

まで仏教の根本原理「四法印」を辿ることで、自覚、知足、感謝の三つが、

仏教の本質として見えてきた。これは、止まるところを知らない、欲のエ

スカレーションによる経済価値の最大化という、経済至上主義の原則とは

明らかに異なる姿勢である。

3　資本主義のもたらしたこと

　資本主義は、現代的な企業経営手法と相まって、効率と生産性の向上に

寄与したことは疑うべくもない（渡部 2003）。生活向上のための様々な技

術が開発され、消費者の権利を守る法制度や規制も整備された。

　コトラー（2015）が指摘するように、資本主義とは「企業が潜在的ニー

ズや満たされないニーズを探り出し、それを満たすことで利潤を得るシス

テム」である。問題は単なるシステムが、目的へと転化してしまったこと、

しかも最高の目的のように君臨する錯誤が起きていることではないだろう

か。そして、近代文明の輝かしい恩恵の反面、その落とした濃い陰は地球

の生命圏に深刻な打撃を与え続け、生命の存在そのものまでも脅かすこと

になり、それは現在も進行しているといえよう（清水 2003）。
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3.1　経済学の基本をなす考え方
　Smith（1776）は「われわれが食事を望めるのは、肉屋や酒屋やパン

屋の博愛心からではなく、彼ら自身の利益に対する関心からである。彼ら

の人間性にではなく、自己愛に訴えかけ、自分自身の必要性ではなく、彼

らの利益に語りかけるのだ」と述べた。伝統的な経済学の原理によると、

市場の参加者が自分の欲望に従って合理的に行動しさえすれば「見えざる

手」が市場を良い方向へ導いてくれるということになる。

　しかし、消費を最高の目標とする生活様式は、われわれに真の満足をも

たらすものなのなのだろうか。経済学の根本概念である「生産と消費」は、

人間やそれを取り囲む地球にとって最適な尺度なのだろうか。デイリー、

ファーレイ（2014）は「成長信仰は、空っぽの土地、手つかずの魚の群れ、

広大な森、強靭なオゾン層があった世界においては役立ったが、混雑と圧

迫に満ちた世界を創ってしまった」とし、「経済学的思考は、自らが加担

した状況の変化に適応しようとせず、結果として、大規模で急激な生態学

的変動を正当化したばかりか、間接的にそれを引き起こしてしまった」と

指摘する。結果として貧富の格差、暴力やうつ病の蔓延や自殺者の高止ま

りが顕になっており、さらには地球という有限の資源に負荷を強いている

は自明の理である。

　一部の人が得る、目に見える利益が、その他の人たちや社会に目に見え

ないコストを支払うことを経済学では「外部性」と呼ぶ。Mintzberg（2015）

は「経済学理論の二つの大きな礎石―コストを負担できるなら、なんで

も消費してよいという考え方―と、外部性の害を他人に押しつけてもよ

いという考え方の下の地中で、実際になにが起きているのかを直視したほ

うがよい」と警笛を鳴らす。外部性は、先述した仏教思想の根本原理の一

つ、すべてはつながり関係しているという「諸法無我」と対照的な、分離

を基礎とした考え方であることが分かる。
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3.2　環境への負荷
　地球環境を考える上で一側面に過ぎないものの、2020年3月24日にお

けるCNNの報道 2に従って新型コロナウイルス感染症時に起こった環境

への影響を考察していく。CNNは、新型コロナウイルスの感染拡大を受

けて何百万人もの米国人が在宅勤務に切り替え、学校や公共の場も閉鎖さ

れる中で、大気汚染が改善された、衛星画像が映し出している様子を報道

した。CNNよると、衛星画像は3月の最初の3週に撮影されたもので、

前年同時期に比べて米国上空の二酸化窒素の量が減ったことを示してい

た。米環境保護局によると、大気中の二酸化窒素は主に燃料を燃やすこと

によって発生し、自動車やトラック、バス、発電所などから排出される。

ウイルス感染拡大防止のために外出禁止などの厳重な対策を打ち出したカ

リフォルニア州では特に、二酸化窒素の濃度が目に見えて低下していた。

新型ウイルスの影響が大きいワシントン州西部のシアトル周辺でも、過去

数週間の二酸化窒素の濃度は大幅に減少した。二酸化窒素の変化を表す画

像は、デカルト研究所が加工した衛星画像を使ってCNNが作成した。大

気汚染の改善については、米航空宇宙局（NASA）や欧州宇宙機関（ESA）

の衛星画像でも、中国が打ち出した厳重な対策のおかげで二酸化窒素の排

出量が激減したことが示されていた。米スタンフォード大学の研究者は、

このおかげで5万~7万5000人が早死リスクから救われた可能性があると

指摘している。NASAの研究者は「特定の出来事のためにこれほど広い

範囲で激減が見られたのは初めて」と述べ、「全米で多くの都市が、ウイ

ルスの感染拡大を最小限に抑える対策を講じているので、驚きはない」と

話している。

　アメリカで特に推進された西洋近代経済は、人間の欲望を解放し、自然

から搾取することで、人間が肥える一方で自然の枯渇を助長している

（Drengson、Yuichi 1995）。「外部性」によって発生したコストは、巡り

2 CNNホームページ「米大都市の大気汚染も改善、衛星画像が映し出す新型コロ

ナ対策の効果」より

https://www.cnn.co.jp/usa/35151251.html（2022年9月5日アクセス）
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巡ってわれわれ、一人ひとりに返り、その代償はとてつもなく重く伸し掛

かってこよう。安全な水が飲めなくなったらどうだろう、窓を開けて流れ

てくる外の空気が汚染されフィルター無しには有毒であったとしたらどう

だろう、空が淀み太陽光の恩恵を受けられなかったとしたらどうだろうと

考える必要があるのではないだろうか。人類の地球における傍若無人な振

る舞いがこのまま許されないのであれば、まずは、強い執着、欲を原動力

とした金融資本主義がもたらした虚無の深淵を直視することが求められよ

う。

　さらに、地球は人類だけでなく数多くの生命によって織りなされる世界

であることを今一度深く認識する必要もあろう。それは、森の中に一歩足

を踏み入れたとき、道端に生い茂る草を見たときに、頬をなでるそよ風に

触れたときに感じるものかもしれない。地球上の多くの人が急き立てられ

るように、物欲を刺激し、生産して、消費するという人間観をベースとす

る経済学の教義とは異なる立ち位置が求められていることは確かといえそ

うだ。これまでの延長線上の発想を根本から改め、可能な限り自然に倣っ

た循環型の経済と社会の模索と実践が必須なのである（Senge2010）。

4　仏教思想を土台とした価値転換

4.1　これまでの経済活動
　ここまで見てきたとおり、大きく捉えると現在の経済活動は「あれが欲

しい、これも欲しい」という、欲を基点として「消費」につなげ、購買者

は「専有」し、満足するという図式が成り立つ。ところが、専有した「満

足」は、一時だけでやがて満足の原因が「不満」へと変化する。例えば新

車も数年乗ると故障することもあるかも知れないし、新しいモデルと比べ

て古ぼけて見えてくることもあろう。その不満が次の消費へと向かわせる。

このサイクルが回ることで経済活動が進展、さらなる開発が進む。一方、

仏教では満足が不満に転化し、欲に際限がないことを、喉が乾いた人が水

を求めるが如くに例えて「渇愛」という。好ましい対象に対する愛着であ

り、好ましくない対象に対する嫌悪の両方をいう、強い執着のことである。
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　われわれは、生命が輝く地球の美しさを次世代に引き継ぐことも、破壊

してしまうこともできる分かれ道に立っていると捉えることができよう

（Senge 2010）。次世代が、自然の恩恵を享受できるように、この地球を

少なくとも現在と同じように住むことができる場所として引き継ぐ責任が

あると考える。地球や人類という全体視野を取り戻し、次なるシステム、

持続可能な開発を模索し実践することが求められているといえよう。欲の

エスカレーションを基点とした経済活動が限界であるとすると、これから

の経済活動、開発のあり方は、どうなるべきなのだろうか。この後、仏教

思想の視点から検討を加えたい。

4.2　開発概念の整理と「開花」
　これまでの開発は、主として物質的な豊かさを追い求める、経済成長に

主眼が置かれてきた。先進国が発展途上国に対する、上から下への指導で

あり、他律的な経済発展の促進である（西川、野田 2001）。

　根本からの転換には、物質的な豊かさだけに囚われない、経済発展だけ

ではない、精神的な豊さや人間的な成長などを加味した開発が鍵になり、

それは押しつけられた開発ではなく、自律的な開発となろう。

　開発（development）の語源を辿ると、deという否定語に、包みの意

のvelopで、包みを解くとなる。つまり、包まれていたものが、開かれる、

解き放たれることを含意する。また、「かいほつ」と読む、仏教用語でも

ある。

　生きとし生けるものすべてに仏性が宿るとする、仏教思想の基本に従え

ば、解き放たれた、包みからは、人間の本来性が発現するということにな

ろう。本来性とは、先に見たように、無常、常に変化する世界において、

無我、唯一絶対の個があるのではなく、相互につながっていること「縁起」

に目覚めていることである。分断していない、つながっているという観点

から、主に二つのことが導かれる。一つに他者の痛みや苦しみも自分のこ

ととして感じ、慈悲心を抱いて接することができる。二つに、様々な恩恵

で、満たされており、必要なものが手に届くことに対する感謝である。

　比較優位に注力した、争い合いによる、無限の成長は、最高位の目標の
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座を譲る必要があろう。仏教思想の視点に立つと、外側にある他の誰かに

なるために、物質的に消費するのではなく、自分自身を敬い、内的な観点

で本来の自分に目覚めることが本質となる。こうしてみると、もともと仏

教用語としての「開発」は、「開花」、ことに自己の本来性の「開花」へと

深化する必要があるといえる。

4.3　仏教思想に基づいた経済活動
　キャリコット 3（2009）は仏教について、下記の環境哲学者ボーディー

比丘の言葉を紹介している。「万物が条件づけられており、相互に結びつ

き、どこまでも相互に依存しあっているという哲学的洞察、または幸福は

要望の制御を通じて見出されるべきだという命題、さらに自己放棄と瞑想

を通じて悟りに達するという目標、そしてすべての存在に対する不傷害と

限りない慈悲の倫理、そうしたものを通じて、仏教は敬意、配慮、哀れみ

を特徴とする自然界との関係の本質的な要素のすべてを提供している」。

　主に四法印と四諦から導出した「自覚」、「知足」、「感謝」に加えてボー

ディーが指摘する「慈悲」を考察した際、これまでの伝統的な経済学の基

本的な立ち位置である、経済成長の圧倒的な優位性（デイリー、ファーレ

イ 2014）を原動力とした経済活動とは違う風景が広がってこよう。

　それは、すべては変化する「無常」な世界において、欲に駆られた消費

ではなく、慈悲から「支援」し、専有ではなく「共有」し、目先の満足で

はなく中長期を見据えた「知足」への転換といえよう。欲をどんどんエス

カレーションさせ、外側と比較し、外側に何かを求めるのではなく、もう

既に満たされている、恵まれているという、内側からの喜びの実感への転

換である。経済的な価値だけ、物質的な目に見える豊かさだけを唯一最高

とするのではなく、経済的な価値以外にも多様にある、様々な価値を加味

する思想を根底に据えることが肝要であろう。

3 アメリカ合衆国における環境倫理学の創始者であり、世界中の伝統的で多様な

土着思想が提供するエコロジー的世界観を研究、膨大な研究業績を誇る。その

集大成ともいえるのが『地球の洞察』である。
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5　開発から開花への道

　ここまで、仏教思想から導出した四つの観点から、持続可能な開発に対

する検討を続けてきた。結果、持続可能な開発とは、固有の本来性の「開

花」と結びつくことが見えてきた。続いて、四つの観点、自覚、知足、感

謝、慈悲そして、開花を枠組みとして、事例を考究する。本稿では、G C
ストーリー、MAISON CACAO、谷川クリーニングの三社 4に対して各

社数回にわたるインタビューを行った。

5.1　認識の範囲を拡大する
　看板関連の施工事業と介護事業を営むGCストーリー株式会社は、2005

年創業以来 ,理念を大切に進んできた。社名のGCとは、Growth for 
Contribution （貢献のための成長）を由来とし、それがそのまま理念と

なっている。社長の西坂勇人は「貢献とは役に立つということであり、そ

の源泉は感謝である」という。

4 三社は、よりよい会社への道を歩む活動として2014年に発足した「ホワイト企

業大賞」における大賞受賞企業である。ホワイト企業大賞では、20項目からな

るアンケート調査とともに十数名の有識者からなる委員が数名で直接企業へ訪

問、企業見学と長時間に及ぶ経営者や社員へのインタビューによって、「働く人

の幸せ、働きがい、社会貢献」を基準に毎年大賞を授与している。これまで18

社の企業が大賞を受賞している。
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　また、幸福経営を標榜する西坂は、幸福を「認識の範囲の拡大」と定義

する。「認識の範囲が拡大すると今まで認識していなかった苦しみも知る

ことになり、幸福とは違うのでは」という質問に対し「認識が宇宙にまで

広がったら、苦しみではないでしょう」と言い切る。

　ここからも、G Cストーリーでいう貢献の範囲は、自部門、会社、社会、

地球、宇宙、次世代まで範囲を広げてのつながり合い、助け合いと捉えて

いることが伝わってくる。自分のことしか考えられなかった人が、友人の

ことも、チームや会社、ひいては社会、地球と広がり、最終的には宇宙全

体とも一体化するという壮大なイメージが西坂にはあるのだろう。

　同社には個々人の使命を掘り下げ、仲間と相互に共有するユニークな仕

組みがある。入社が決まると「パーソナルミッション」に取り組む。「パー

ソナルミッション」とは、生まれて来た意味を明らかにしていく試みで、

両親や祖父母などの家系分析までもしていく。「何で生まれてきたのか」、

「生まれてきた意味は何なのか」を探究し、深く考え、一つの文章へと綴っ

ていくという。自分が大切にしていることは何で、この先どの方向性に進

み、何に命を使っていくのかを入社時点で全員が掘り下げ、しかも全社員

と共有するのである。

　そして「パーソナルミッション」は、自らの成長が誰のどんな貢献につ

ながるのか」という理念と重ね合わせられ、共鳴が起きて、理念が自然な

形で文化となっているように見受けられる。ベースにある考え方をもとに、

進むべき方向性にブレが生じることが少ない経営が実現できているのであ

ろう。

　一方で、2010年以降、理念を強調したことで「真面目に、一生懸命頑

張らないといけない」が強くなり過ぎることの弊害も出てきた。正義や正

しい道徳を過渡に追求し、できない自分を責める社員もおり、一部では

あったもののメンタルヘルスにも支障が表出した。このままではいけない

という思いから、2014年から「自律分散組織」へと舵を切る。2018年に

は会議と役職を廃止し、社長は出社しないようにするという徹底ぶりは驚

愕に値する。

　自立分散組織にとって欠かせない重要ポイントは「社長が手放すこと」
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という。社員は社長が何をすれば喜ぶのかなど、本当によく上を見て、正

解探しをしている。社長が、昔の自分はこうだったとか言ってしまうと、

たちまちそこに飛びつく。上にある正解探しをするのではなく、正解は何

かを自分の頭で考え、考え抜いて、仲間とも対話を重ね、最適解を導き出

す自律性が重要となるのであろう。手放してはいるが「社長は一番祈って

いて、愛がある」ともいう。放任ではなく、自律性を最大限引き出すため

の、絶妙な距離感、間合いを図っているように見受けられる。

　西坂は今回のコロナウィルス感染症について「国の経済発展という認識

から、コロナも含めた生態系、地球全般の一部としての認識主体に人類が

バージョンアップを求められているような気がしてなりません」という。

国という範囲の限定、しかも経済発展という一つの物差しを超えた「認識

の拡大」が求められているということだろう。人類全体、地球への貢献ま

で視野に入れた社会の公器としての会社は、社会と会社の境界線をも溶解

させ、新しい姿へと変容を遂げるのかも知れない。自分を掘り下げること

は、自分に固有の声を、この世界に響かせることであり、それこそが大い

なる自己の「開花」へとつながっていくと考えられる。自分を掘り下げて、

自分の狭さを超え、互いにつながる試みに取り組んでいる姿があった。な

お、G Cストーリーに関しては、2019年1月27日常務取締役萩原典子へ

対面、2021年1月26日代表取締役社長西坂勇人へオンラインにてインタ

ビューを行った。

5.2　百年先に思いを馳せる
　2018年6月のG20大阪サミットの機内手土産、同年10月の即位の礼で

の各国元首への手土産、その両方に選出されたのは鎌倉に本社を構える

チョコレートブランドMAISON CACAOの製品であった。

　同社のチョコレートの原料として使用されるカカオは全てコロンビア産

であり、それには深い理由がある。社長の石原紳伍が、見知らぬ街を見て

みたいという動機で訪れたコロンビアのカカオ農園にはチョコレートドリ

ンクを飲みながら楽しそうに談笑している人たち、生産者と生活者が近く

で寄り添っている姿があった。これが同社の目指す「心豊かな文化創造」
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の原点であるからだ。

　「このブランドを何年続けたいのか」自らに問いかけた時、出てきた答

えは「百年」だったという。すると生産者との世代を超えた繋がりは欠か

せないと思えた。ところが、次なる生産者となる子供たちの生活環境を見

ると、愕然とするものがあった。コロンビアはコカインの原料となるコカ

の木の栽培が盛んな世界の70%を占める麻薬大国である。ほとんどは違

法栽培であり、政府の強制排除作戦は効果が上がっていない。治安は悪く、

暴力が横行し、教育が行き届いていない劣悪な現状が目の前に広がってい

た。未来のファーマーたちが、読み書きができるようになって欲しい、教

育環境を届けたいという思いが湧き上がってきた。その思いが2016年自

社農園の近くに学校を建設するに至らせる。初年度50名だった生徒は、

2020年には新校舎も増設、わずか3年のうちに500名が通う学校へと成長

している。この取り組みによって、国外企業としては世界で初めてコロン

ビア政府公式の認定マークも授与されており、いかにコロンビア政府の感

謝の度合いが大きいかが分かる。

　また、大阪出身の石原がなぜ鎌倉の土地を選んだのかも、文化をつくる、

百年続くブランドという観点からであった。川端康成の著作『美しい日本

の私』に感化され、禅の文化を育み、発信する鎌倉の土地に至った。狭く

簡素な空間によって、無限の広がりを表現する茶室のようにありたいとい

う美意識が、ブランドに宿っているように見える。

　既存の製菓作りに囚われない、生物学や酒蔵にも学ぶことで生み出され

たユニークな作品は、世界でも認められている。イギリスの世界大会アカ
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デミーオブチョコレート2018では、ブランドエクスペリエンス最高金賞

を受賞しA N A国際線ハワイ便でも採用されている。

　グループインタビュー及び販売店舗の非参与観察からは「文化をつくり、

伝える」という壮大な使命を、働く人たちが爽やかに楽しんで仕事にして

いる印象をもった。そして、人の成長と喜ぶ笑顔を大切にし、実践してい

るように伺えた。現在のファストファッションや、欧米の多くの伝統的な

ブランドは、後進国と呼ばれる国に過酷な生産を強いた犠牲の上で成り

立っている側面があるといえよう。一方、同社では、生産から製造、販売

までを家族（MAISON）として、あたたかい目線で捉えている点が極め

て特徴的である。コロナ禍においてカカオの輸入量を減らす国が多い中、

同社は倍の量のカカオを仕入れている。地元の企業と共同で文字通りゼロ

から水道を引くところからスタート、当時コカの木が栽培されていた場所

を、カカオを作る農園に転換してきた。今では2000軒となったカカオ栽

培の契約農家との約束を守り、安定的なカカオ栽培を継続させ ,現地の安

定的な収入の確保に努めている。2020年12月にコロンビアを訪れた際に

は「悪い人が来なくなって、安全に住めるようになった」と感謝の言葉を

かけられた。現地には家族が増えるとカカオを植える風習がある。石原の

カカオが植えられ「君も家族だよ」といわれたのが最高に嬉しかったとい

う。なお、メゾンカカオに関しては、2020年12月2日代表取締役社長石

原紳伍、取締役人事責任者石原なつみ、社長室広報責任者成実瞳子へ対面

でのインタビュー、製造、店舗販売、製品開発を担当する3人の社員へ対

面でのグループインタビュー、2021年1月17日に石原紳伍へ追加のオン

ラインでのインタビューを行った。併せて、四店舗（鎌倉小町本店、チョ

コレートバンク、NewWoMan横浜、グランスタ東京）に対し6回、合計

8時間の非参与観察を行った。

5.3　内面の心象風景の投影
　茨城県神栖市を中心に18店舗を展開する谷川クリーニング。二代目社

長の谷川祐一が、創業社長である父親から、家業を引き継ぐようにいわれ

戻ってきたのは約17年前、29歳のとき、当時、会社は倒産寸前の大変な
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状態であった。

　工場に行って挨拶をしても働いている人から返事がなく、何度も挨拶を

すると「うるせー」と言われたりしたこともあったという。また胸倉をつ

かまれて殴られたりしている人はいるは、泣いているパートさんまでいる

はで、最悪の雰囲気が漂っていたという。その状態から谷川社長は、経営

改革に乗り出す。社員を一人ひとり呼び出し、面談をしてはダメ出しをし

て、規律やルールを徹底させていく。不採算店舗を閉め、採算が取れそう

な場所へ出店、5年で売上は倍に、社員も40名から50名に増えた。ただし、

社員の退社が後を絶たず、入っては出ての繰り返しだった。

　当時、家族関係は悪く、特に父親とはほとんど口をきくこともなく、口

を開けば悪態の応酬で、「あのやり方どうなっているのだ」と側にあるク

リスタルの灰皿で殴られることもあったという。気性が激しい父親、売り

言葉に買い言葉で、「てめえ、この野郎、表に出ろ」と怒鳴られ、表に出

てみたら鉈を持って立っていて、切りつけられ、流血したこともあるとい

うから、想像を絶する激しさ、険悪さだったことがわかる。

　そのような状況において、大変なことが起こる。これまでは、父親に一

方的にやられるだけだったのだが、バックドロップで投げ飛ばしたとこ

ろ、父親が卒倒、動けなくなったのである。さらに「お前の妻と子供にも

同じことをしてやる」という父親の捨て台詞に、気づくと父親の首を絞め

ており、近くにいた母親に体当たりされ、ハッと我に返ったそうである。
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母親からも罵倒され、「何かが違う」と強く思ったという。お互い、会社

を良くしようと思ってやっているのに、なぜこんなにいがみ合い、対立し

て、喧嘩が絶えないのか、強い疑問が湧き上がってきた。

　元々商売がうまくいかなくてお金がなくて苦しんでいた父と母、お金が

儲かれば楽になると思っていたが、儲かってお金が増えても苦しくなるば

かりだった。このままでは父、母、自分の誰かが自殺するか、それとも殺

すか、とにかく最悪の事態になるだろうというギリギリのところまで来て

いたという。

　このままではいけないと、心理学など人間の生き方やあり方に関する学

びを始め、これまでは「どうせ分かり合えない」と諦めていた父親との関

係を本気で良くしようと決意する。まず初めにやったことはシンプルで、

先輩からのアドバイスで挨拶をすることにしたという。ところが、そう簡

単にはいかず、こちらがいくら変わっても大きなマイナススタート、父親

から挨拶が返って来ることはなかった。そこで先輩に相談すると、「本気

でやっていますか」と質問され、そこから本気の挨拶が始まり、2 ヶ月後

には、父親からも挨拶が返って来るようになるという変化が表れる。やが

て、父親も母親も精一杯頑張って、自分を育ててくれていたのだ、愛して

くれていたのだと見方が大きく変わっていく。創業者としての父親の苦労

や痛み、恐怖も理解することができてきたという。自分は父親が憎くて懲

らしめたかったのではなくて、笑って、豊かに、仲良く暮らしたかったの

だという気づきに至ることとなる。

　そして、父親との関係性が改善すると不思議なことが起こりはじめる。

関係性の健全化に相応するように、人間を見る目、経営への関わる姿勢が

変わっていったという。一番の変化は、社員は裏切る、悪いことをするか

ら、枠の中に入れて縛らなければという不信感が消えていったことであっ

た。仕組みを作り、ルールを作り、教育して社員を変えなければという考

えも無くなった。以前は会社として仕組みやルールを整備しなければと

思っていたが、もともと人間は自律的で、善良であるという考えへとシフ

トしていき、現在では就業時間や店舗備品の購入など、各自の判断に任せ、

なるべくルールを無くす方向にしている。谷川社長に寄り添い、伴走して
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きた妻の麻美さんは次のように言っている。「すごくおもしろいなと思う

のは、会社で起きていることって社長の内面的なものが全部そのまんま映

し出されているのです」。谷川社長の心象風景が、親子関係、会社経営に

映し出されているということである。社長が親子関係を修復して、人や会

社を見る目が変わった途端に、その写鏡として、会社の雰囲気が変わり、

働く人たちが変わっていったのである。

　現在、谷川社長は、入社希望の方との面接にほとんどの時間を割き、一

人当たり2時間を2回、年間200名以上の人と関わっている。応募者には、

子育て中のお母さんが多く、必ず出る質問に「子どもが熱を出したときに

休めますか」があるという。以前はルールや仕組み、制度で何とかしよう

としていたが、どれだけ細かく規定しても、働く人を守れないとわかり、

現在は次のように答えているそうです。この言葉は現在の谷川クリーニン

グを象徴するものだろう。「僕にも分からない。ただ、あなた自身が良き

人で、周りの人から大切だと思われていたら、たぶん周りの人はあなたの

ことを助けてくれる。あなたのためにいろんな手を尽くしてくれると思い

ます」。ルールや制度を減らし、生命を慈しむような経営、良好な関係性

を土台として、安心して自分で考えて自分で動く、健全な組織文化が醸成

されてきているのがわかる。さらには、応援し合い、助け合い、支え合う

のは、働く仲間同士だけでなく、顧客にも広がっていることが驚きである。

店舗の飾り付けを手伝ってくれる顧客、裁縫が得意で手伝ってくれる顧客

もいて、働く人と顧客の境界もある意味あいまいになってきているとい

う。それは、まるで「自然治癒」のように、お互いの補い合いで働いてい

る。また、谷川社長は、採用時の面談はするが、入社以降はあえて面談は

しておらず、必要以上の介入を控えている。以前は、困った時にはアドバ

イスしていたが、現在は、困った当人が、周りの人や先輩に相談して、「泣

いて、笑って、自分で掴んで、育てるのではなく、勝手に育つ」、つまり

自分で経験して学んでいくような環境ができているという。一人ひとりの

持てる力と、組織の相互支援の力を信じ、学習や成熟を促している様子が

伺える。それは「生態系」がそうであるように、権力を駆使するような階

層性は存在しない。多様性を生かし、誰もがその力を十全に発揮できるよ
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うに、谷川社長自らは司令塔にならないようにしているのである。必要な

剪定だけをして、多様な生物がそれぞれの持ち味を活かし合って生息する

森を健全化している、庭師（landscape gardener）のようでもある。ルー

ルで縛る存在から、生態系を見守る存在へ転換したといえるであろう。そ

してこの転換は、谷川社長自身の内側世界の成長、成熟、変容が大きなポ

イントであった。なお、谷川クリーニングに関しては、2021年3月20日

代表取締役社長谷川祐一へオンラインでのインタビュー、2021年10月13

日谷川祐一、谷川麻美夫人へオンラインでのセミナーで対談、インタ

ビューを行った。

6　考察

　本稿の目的は、有限な存在としての地球における、持続可能性な開発に

ついて、仏教思想の視点を枠組みとして検討することであった。三社の事

例からの示唆を、仏教思想の中核から導出された視点、「自覚」、「知足」、「感

謝」、「慈悲」から考察する。

6.1　自覚
　三社では共通して「私は、もしくは私たちはいかなる存在なのか」、「自

分たちが大切にしていることは何なのか」存在意義や価値観を問う、根源

的な質問が投げかけられていた。各自が自分の内側に向き合うことが奨励

されていた。個人の中核的な価値観や人生でなすべき使命について深く思

量する姿があった。さらに、三社それぞれやり方は異なるが個人の使命と

組織の使命の共鳴が丁寧に扱われ、重視されていた。組織の存在意義を対

話する機会が持たれ、個人の感情や信念に引き寄せられていた。結果、お

題目だけの理念には無い、日々の判断基準や方向性を示唆するようなエネ

ルギーに満ちたものとなっていた。しかも、ここでいう存在目的は固まっ

た正解ではなく、メンバーたちによって常にアップデートが繰り返され、

変化していく動的なものであった。
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6.2　知足
　利潤最大化を追いかける姿は無かったのが印象的であった。短期の利益

よりも、中長期的な存在意義が優先され、重要視される。売上や利益、生

産性など数値化される目標の達成よりも、存在意義が、「誰のために何を

する存在なのか」が問い続けられている。つまり、利益は目的では無く、

あくまでも存在意義を追求する活動の結果生じる副産物に過ぎないと捉え

られていた。企業の規模拡大に関しても目標ではなく、力量に見合った成

長であり、地域から求められて出店するケースもあった。また、現在働い

ている人の力をいかに健全に発揮してもらうかに注力しており、外から機

能や能力だけで優秀な人を採用するという発想は見当たらなかった。

6.3　感謝
　日々頻発する大小のさまざまな問題を学習のきっかけ、ヒントにする態

度が顕著であった。失敗を隠蔽したり、ごまかしたりするのではなく、オー

プンに語り合い、成長の機会にしていた。互いの個性や能力、強みの発揮

を歓迎し、引き出す態度があった。貢献に感謝する健全性に満ちていた。

今回の新型コロナウイルスのように自分たちの力を超えた、コントロール

を超えた状況には、工夫や努力はすれども、無理に抗わず、冷静に状況を

見ながら、厳しい状況にすら感謝して取り組む姿勢があった。組織は部品

の集合体の機械ではなく、生命ある有機体としてみなされ、組織という生

命体との出会い、ご縁を喜ぶ姿があった。

6.4　慈悲
　お互いに親しみ深い存在として大切にされていた。鎧を身につけ、武装

して張り合うのではなく、個人の価値観や使命を相互に理解し、尊重し合

う態度が顕著であった。「根っこでつながっている感覚がある」という言

葉が示すように、深い相互理解から配慮、思いやり、支援が自然に起こり、

協働が生まれていた。惜しみなく貢献し合う姿も見られた。一方で、時と

してぶつかり合うことを恐れず、敬意ある対立は存在していた。また、基

本的には任せることが多いものの、相手の成長や存在意義と照らし合わせ
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て、耳が痛いことも言い合うようなフィードバックもあった。

7　さいごに

　2017年9月10日、カンファレンス「REFRECTIONS 2017」において

モントリオールから日本への帰路、折しもCNNで流されているニュース

は、フロリダを襲った大型ハリケーン「イルマ」の甚大な被害の惨事であっ

た。カンファレンスでのミンツバーグの提言は「世界を搾取する者と戦う

第一歩は、鏡の前に立って、鏡の中の人物と向き合うことだ。しかも今す

ぐに」だった。われわれ人類は、人類が中心で、自然を従わせて生きてい

るのではなく、自然の一員として、生かされているという謙虚さを思い出

す必要があろう。経済成長一辺倒では必ずしも人間らしい、健全な生き方

につながらないことは確かである。経済価値偏重ではなく、多元的な価値

が尊重される社会が求められよう。その観点からすると、持続可能な開発

という問いの立て方は適切でないかも知れない。先述の通り、開発とは「か

いほつ」と読ませる仏教用語でもある。そもそも、地球に無限の資源があ

るかのようなこれまで続けられてきた「開発」の必要があるのかどうかを

見直す、問い直すことが求められていると考えられよう。

　そして「Rebalancing Society（バランスを取り戻そう）」ができるかは、

一人ひとりの行動にかかっていることも肝に銘じることが求められよう。

まずは、高みの見物や犯人探しではなく、自分も現状を作り出している一

味であるという認識が第一歩となろう。なお、本研究の今後の課題として

大きく次の2点を挙げておきたい。一つは今回踏み込むに至らなかった、

伝統的な資本主義の根本にある「専有」とは相反する概念「共有」につい

ての考究である。もう一点は、最適量の生産や地域との連携などの実践事

例のさらなる検討である。萌芽、実験は既に至るところで始まっている。

引き続き研究を続けることとする。
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研究ノート

高度外国人材の活用促進に向けて
―ものづくり中小企業の事例より―

湯 川 恵 子

１．はじめに

　グローバル経営の進展に伴い、人種や国籍の異なる従業員を効果的にマ

ネジメントすることは、日本企業にとっても喫緊の課題となっている。こ

うした外国人材活用によるダイバーシティ・マネジメントの背景には大別

して２つの理由がある。１つにはわが国が抱える少子高齢化の急速な進展

による生産労働人口の減少によって、海外から外国人材を呼び込むことが

必要不可欠になっているという理由である。つまり不足する労働者の穴埋

めとしての外国人材活用の側面である。もう一つは、より積極的な理由と

して、長期的かつ戦略的視点で外国人材のもつ知識やスキルに期待し、グ

ローバル化に適応しつつ日本企業が持続的な成長を期待するという理由で

ある。後者の視点は、外国人材が「異文化の担い手」として、日本企業に

インパクトを与え、日本の組織文化を変化させる可能性を有している反

面、その能力を発揮できていないといわれている（守屋、2020）。

　日本企業にとって多文化理解が良質な外国人材を呼びこむことにつなが

ると考えられるが、一方で日本企業が外国人材を取り込んでいく意思がど

の程度あるのかという姿勢には課題が多い。仮に経営者の判断で外国人材

を日本企業に採用したとしても、現場での受け入れが難しいといったケー

スもよく聞かれる（湯川、2021）。そこには日本独自の雇用慣行を変えな

いまま、文化的社会的に異なる文脈にある外国人材を適応「させようとす

る」日本企業との齟齬が生じるのは当然の帰結であり、こうした状況が続
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けば、世界的な人材争奪戦のなかで外国人材が日本企業で働くという選択

肢が厳しいものとなり、ひいては外国人材に「選ばれない日本・日本企業」

に転落することになるだろう。このような状況から脱却するための処方箋

を求めていくのは当然のことといえる。

　かつて、ナショナルが炊飯器を香港で売り出す際に、「日本のモノを中

国人にどう売るか？日本のヒット商品は、どうすれば国境を越えるか？」

という問いに、日本のモノを中国人が中国人の感性をフル活用して商品を

作り、販売を中国人に一手に任せ、現地のリズムで売ることで、人口680

万人の香港で800万台の大ヒット商品となったといわれている。日本人が

いくら考えても中国人が欲しくなる商品のアイディアは沸いてこないし、

ましてや感性を理解するのは不可能である。それならば、と当時の松下電

器は日本企業でありながら、進出国の人材の力を借りてヒット商品を生み

出したのである（中野・王、2005）。一昔前のサクセスストーリーのよう

にも聞こえるかもしれないが、日本企業が培ってきた日本的な集団主義的

組織風土や独特な文化・制度に影響を与え、日本企業の文化や風土を、多

様性を活かす文化や風土に変革していくことは、経営のグローバル化の進

展とともにますます重要性が高まると考えられる。そして組織変革の担い

手として、外国人材がその主体になる可能性があると認めていくことが、

グローバル経営を志向するこれからの日本企業においてますます重視され

なくてはならない。

　そこで本研究では、外国人材活用促進の可能性を探るために、日本企業

に付加価値をもたらす人材として着目されている「高度外国人材」に焦点

を当てる。そのうえで、高度外国人材を実際に受け入れている日本の中小

企業の経営管理者層への聞き取りから、外国人材受け入れのメリットと受

け入れの際の留意点をまとめ、主に日本の中小企業における高度外国人材

受け入れのヒントを整理していく。
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２．外国人材のなかの高度外国人材～日本で働く外国人材の現状

　わが国には、さまざまな外国人の方々が在住・在勤・在学しており、こ

の数はコロナ前までは、年々右肩上がりで増加傾向にあった。しかし、コ

ロナ以降は緩やかに減少しているものの、日本の水際対策もあり、2021

年度は、「技能実習」や「留学」は大きく減少しているが、「技術・人文知

識・国際業務」や「高度技能職」では若干の減少、そして特定活動で

20%、特定技能では200%を超える増加となっている。

表１　在留資格別　在留外国人数の推移

平成29年末 平成30年末 令和元年末 令和2年末

(2017) (2018) (2019) (2020) (2021)

2,561,848 2,731,093 2,933,137 2,887,116 2,760,635 100.0 -4.4

2232026 2409677 2620636 2582686 2464219 89.3 -4.6

永 住 者 749191 771568 793164 807517 831157 30.1 2.9

技 能 実 習 274233 328360 410972 378200 276123 10.0 -27.0

技術・人文知識・国際業務 189273 225724 271999 283380 274740 10.0 -3.0

留 学 311505 337000 345791 280901 207830 7.5 -26.0

定 住 者 179834 192014 204787 201329 198966 7.2 -1.2

家 族 滞 在 166561 182452 201423 196622 192184 7.0 -2.3

日 本 人 の 配 偶 者 等 140839 142381 145254 142735 142044 5.1 -0.5

特 定 活 動 64776 62956 65187 103422 124056 4.5 20.0

特 定 技 能 1621 15663 49666 1.8 217.1

永 住 者 の 配 偶 者 等 34632 37998 41517 42905 44522 1.6 3.8

技 能 39177 39915 41692 40491 38240 1.4 -5.6

経 営 ・ 管 理 24033 25670 27249 27235 27197 1.0 -0.1

高 度 専 門 職 7668 11061 14924 16554 15735 0.6 -4.9

50304 52578 55056 45732 41759 1.5 -0.9

329822 321416 312501 304430 296416 10.7 -2.6

教育・企業内転筋・教授・介護・
宗教・医療・興行・文化活動・芸
術・報道・研修・法律会計業務

総 数

中 長 期 在 留 者

特 別 永 住 者

在 留 資 格
令和3年末

構成比
(%)

対前年末
増減率

(%)

注）出入国在留管理局「令和３年末現在における在留外国人数について」報道発表資

料（2022年３月29日）（https://www.moj.go.jp/isa/publications/press/13_00001.
html）を抜粋、一部割愛、整理して作成

　日本で働く外国人のなかで、政府が受け入れを推進する「高度外国人材」

は、2008年に出された「高度人材受け入れ推進会議報告書」の以下の定

義が引用される。

　「我が国が積極的に受け入れるべき高度人材とは、「国内の資本・労働と

（単位：人）
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図１　在留資格別　在留外国人数の推移（主要在留資格）

出典　出入国在留管理局「令和３年末現在における在留外国人数について」報道発表

資料（2022年３月29日）より引用（https://www.moj.go.jp/isa/publications/
press/13_00001.html）

図２　在留資格別 在留外国人の構成比 （令和３年末）

出典　出入国在留管理局「令和３年末現在における在留外国人数について」報道発表

資料（2022年３月29日）より引用（https://www.moj.go.jp/isa/publications/
press/13_00001.html）

（万人）
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は補完関係にあり，代替することが出来ない良質な人材」であり、「我が

国の産業にイノベーションをもたらすとともに、日本人との切磋琢磨を通

じて専門的・技術的な労働市場の発展を促し、我が国労働市場の効率性を

高めることが期待される人材」と定義付けることができる。」

　ここには２つの重要な視点がある。第一に、「日本人との切磋琢磨を通

じて」の部分であり、第二に「専門的・技術的な労働市場の発展を促し、

我が国労働市場の効率性を高める」の部分である。前者は、現有の日本人

従業員との協働による職場の活性化の側面に期待しており、後者は昨今の

人手不足の穴埋めとして以上に、日本の労働市場を質的に変化させる契機

として外国人材が活用されるべきであるという視点に立っていると理解で

きる。

　しかしながら、現実には日本企業の人材難が大きく問題視されるととも

に、この穴埋めとして技能実習制度が活用され、さらに2018年に「特定

技能制度」が創設されている。特定技能創設の意義を「中小・小規模事業

者をはじめとした深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や国内

人材の確保のための取組を行っても、なお人材を確保することが困難な状

況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる

外国人を受け入れていく仕組みを構築する」と定め、人材難を認めながら

も、あくまでも一定の専門性や技能を担保する仕組みとはなっているが、

技能実習制度の後の在留期間引き延ばし策としての「特定技能制度」とい

う見方もあり、場当たり的に制度が設計されているといわれても致し方な

い状況の上に、こうした在留資格で働く外国人と彼ら /彼女らを雇用する

企業の問題を大きく取り上げた報道は後を絶たない。

　以上のように、日本における外国人材活用には、プラスの面とマイナス

の面の双方が存在するが、本研究ではプラスの面、すなわち日本の労働市

場を外国人材活用によって質的に変容させうる可能性に言及するべく「高

度外国人材」に焦点を当てていくことにしたい。
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３．高度外国人材を受け入れる中小企業の事例

　本章では、筆者が2022年６月10日に「ものづくり日本会議」（日刊工

業新聞）にて開催された座談会「「多様な人材・働き方」高度外国人材活

用のすすめ」の内容をまとめたものである。この座談会では、実際に高度

外国人材をすでに雇用している中小企業２社および高度外国人材を主に建

設業に紹介する人材派遣業の１社にお話を伺った内容の整理である。伺っ

た内容は以下の５点である。

①　受け入れのきっかけとこれまでの受け入れ実績

②　高度外国人材受け入れのメリット

③　高度外国人材受け入れにおいて難しいと感じる点

④　高度外国人材活用の際に工夫している点

⑤　今後の高度外国人材活用の方向性

3.1　事例①株式会社ウチダ
【企業概要】

所 在 地　大阪府大東市

創　　業　1965年10月

資 本 金　3,000万円

事業内容　自動車用ボディー部品のプレス金型の設計製作

売上高と従業員数　2020年度　売上3,276百万円　従業員125名

2021年度　売上2,765百万円　従業員125名

拠　　点　国内２か所、海外２か所

　　　　　（中国・上海およびベトナム・ホーチミン）

①　受け入れのきっかけとこれまでの受け入れ実績

　得意先が2000年以降に中国に進出し、その流れで金型も中国で現地生

産しようという話になった。そのなかで、2003年に中国人を初めて採用

した。現在は125名の社員中、８名が高度外国人材として在籍している。
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表２　ウチダの高度外国人材採用の経緯まとめ

No 入社年 国籍 経緯

１ 2003年 中国人 ウチダではじめての高度外国人材。当時、中国進出も視

野に入れ社内でも中国人を採用したいという希望があっ

た。前社長がたまたま出入りしていた中華料理店の従業

員（アルバイト）だった中国人を採用した。

２ 2007年 韓国人 職安（ハローワーク）から応募

３ 2009年 ベトナム人 職安（ハローワーク）から応募。リーマンショックによ

り経営が傾いた同業他社から転職してきた。

４ 2013年 中国人 留学生を新卒で採用

５ 2019年 ベトナム人 2017年にベトナムに現地法人を設立。2019年にそのベ

トナム現地法人から企業内転勤で１名を受け入れた。

６ 2019年 イギリス人 ウチダの顧客だったイギリスの部品メーカーの日本現地

法人が撤退。いったんイギリスに帰国したが、家族（妻）

が日本人であったこともあり、日本で再就職先を探して

転職してきた。

７ 2020年 ミャンマー人 職安（ハローワーク）から応募

８ 2021年 韓国人 同業他社から転勤してきた。ウチダのHPを見て応募し

てきた。

※上記８名中の2名（No.1および3）が、現地に出向している

　受け入れの際に、最初の壁になるのが日本語能力だが、ウチダでは初期

に採用した２名が日本語が堪能だったという。さらにその後に、同じ国の

人が入社してくるケースも出てきており、この場合、後から入ってきた外

国人材が職場に溶け込みやすいという利点があるということだ。

②　高度外国人材受け入れのメリット

　第一に、エンジニアとしての能力が高いということが挙げられた。特に

ベトナム人の採用では、国立大学卒業レベルの学生が入ってくるので知識

レベルも高い。一方で、日本の大学生には昨今エンジニアに興味を持って

もらえないこともあり採用は困難な状況となっている。中小企業は好不況

の波があり、コロナウィルスの影響で就職状況が良くなかった2020 ～
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2021年は日本人の新卒が採用できたが、その前までは募集をかけても反

応はなかったという。学生にとって売り手市場の時は、日本人の大卒がエ

ントリーしてくる可能性は低く、外国人の方が来てもらえる可能性がある

ということだった。募集に関しては、自社のHPに日本語と英語で掲載し、

採用試験は日本人と同じように実施している。

　第二に、海外事業との橋渡しをしている点である。ウチダの場合、２つ

のケースを持っている。１つはベトナム人を採用し10年ほどつとめてく

れた中で、そのベトナム人従業員からベトナム進出を提案され、現在、ウ

チダがベトナムにも海外拠点を置くきっかけを作ったそうである。２つ目

は、韓国人のケースで、日本語の他に英語も堪能であったこと、さらにウ

チダでは営業部門を置いていないこともあり、海外ビジネスにおいてはこ

の韓国人が中心となっているとのことだった。海外ビジネスでは時差もあ

り、労働時間が日本に合わせると不規則になることから、この韓国人が働

きやすいように年俸制に切り替え、彼が働きやすいようにしたとのこと

だった。また在宅勤務も可能にし、一定の裁量を与えて仕事をしてもらう

ように、一般の従業員とは管理の仕組みを変え、働き方を変えたそうであ

る。以上のケースからも、日本企業の海外への足掛かりを高度外国人材が

作ったこともメリットとして挙げられよう。

　第三に、高度外国人材のバイタリティが極めて高いということだ。モチ

ベーションが高く、バリバリやりたい人が多く、教育のステップが遅かっ

たり、甘いところがあると、物足りなく感じて「もっとやりたい」という

要求をぶつけてくるほどであるという。また「自分はできる」というアピー

ルが強いそうである。ただ一方で、教える側からすると、「まだそこまで

の理解度には至っていない」「技術が次のステップに進むにはまだ未熟」

といった外国人材と教育指導する側のギャップが問題になることもしばし

ばあるようである。

③　高度外国人材受け入れにおいて難しいと感じる点

　能力のステップアップに関する考え方の違いが一番大変だという。教育

に対する考え方のギャップでともいえるが、メリットにあげたバイタリ
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ティは、程度を超えると問題になるという。ウチダでは、高度外国人材に

「もっと（上位の仕事を）やらせてほしい」といわれることも多いそうだが、

指導者からすると実際にはそのレベルに達していないことも多く、判断レ

ベルの違いが問題になることがあるそうである。そうした問題が起きたと

きには、お互いの歩み寄りで解決しており、特に高度外国人材にとって指

導者に歩み寄り、その意図を理解できる人は会社でも長続きする傾向があ

るという。また教える側の日本人にとっても、こうした意思疎通の経験に

よって、次に同じような問題が起きたときに、行動が変わるという効果も

得られた。

　この歩み寄りができなかった具体例もうかがった。当時、外国人社員が

「こんな仕事をしたい」と申し出たことがあった時に、指導者がまだその

レベルは難しいと考え、かつ、今は目の前の仕事をしてほしい、と思って

いるといったことが生じたことがあったそうである。双方の話し合いで、

その外国人社員は、しばらくは現有の仕事に従事していたが、結局は、指

導者の意図が理解されていなかったことから結果として退職をしてしまっ

たそうである。このケースからも、双方の理解の歩み寄りや共有は、外国

人材定着のためには重要な要素となる。なおウチダではこれまで3名の高

度外国人材が離職しているそうだが、そのうちの2名が、本人が考える

キャリアアップのペースと会社が考えているペースが合わずに離職して

いったそうである。

　有り余る外国人材のバイタリティはメリットにもなるが、日本人から見

るとそれが時には「がつがつしすぎている」とも受け止められ、社内で培っ

てきた段階を追った教育のステップと高度外国人材のキャリアアップに対

する考え方にギャップが生まれやすいことに留意しておく必要があると考

えられる。

　また、国籍の違いから生じる価値観の違いも、外国人材を初めて迎え入

れるときには問題になることがある。たとえばトイレの使い方などである。

文化の違いや生活習慣の違いが生まれることは想定の範囲内ではあるが、

何が起こるかは実際に受け入れてみなければわからないことも多い。ゆえ

に最初の外国人を受け入れるときは特に苦労したとのことだった。しかし
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ながら、そうした価値観の違いも、周囲の理解と人間関係によって乗り越

えられるという。周りに相談できる人間関係を築けない外国人は価値観の

ギャップは埋まらないままでいることもあるが、会社になじんでいる外国

人ほどうまく日本人と人間関係が築けているうえに、会社への定着率も高

いという。結局は、人間関係は外国人か否か、というよりは本人の個性の

問題が大きいということだった。

④　高度外国人材活用の際に工夫している点

　歩み寄りのためのコミュニケーションについて、が最も配慮している点

であった。周りのメンバーがうまく外国人材を理解して、彼ら /彼女らに

歩み寄って一緒にチームで仕事ができるようにする配慮が、結果として外

国人材に長く働き続けてもらう秘訣だという。また管理者としては、現場

だけで話し合いを進めると、私情も入るので難しいとのことで、管理的な

立場の人間が、必ず両方から意見を聞き判断を下すことでトラブルを解決

しているとのことだった。

　また、歩み寄りの際に必要な要素を伺ったところ、信頼関係の構築が一

番だとのことだった。そのためにコミュニケーションが重視され、そこで

は語学力は大きいという。現有外国人社員の日本語の能力は、最初に採用

した２名の方は非常に高いレベル、それ以降に採用された方はそこそこの

レベルとのことだった。しかしエンジニアとしての能力が高いので、仕事

上のコミュニケーションは取れているとのことだった。また日本の考え方

にも十分なじんでいるとのことだ。

　２つ目の工夫点は、上のメリットにも挙げたが、日本語および英語が堪

能な韓国人の採用によって、海外ビジネスを円滑に行ってもらえるように

年俸制に変更し、勤務時間を柔軟にできるよう配慮し、在宅勤務も整え、

一定の裁量で働けるように制度を変更したという。また中国人、ベトナム

人は現地の責任者として裁量を与え職務に従事してもらっているそうであ

る。そうした意味で、一人ひとりに合わせて、会社の制度を整えていく工

夫をとっている。

　第三には、人事考課についてである。二人の上司が外国人従業員に、例
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えば「営業として」「エンジニアとして」何を求めているかによって評価

すると同時に、本人が「会社にどう貢献したいか」が一致するようなコミュ

ニケーションをとりながら人事考課を行っている。双方の考え方のベクト

ルを共有するように、必要な時にコミュニケーションをとるようにしてい

るそうである。

⑤　今後の高度外国人材活用の方向性は？

　この流れは続くはずと考えている。ウチダでは理念を共有し、仲間に加

わる意思のある方であれば、日本人 /外国人に関係なく採用を続けていき

たいとのことだった。

3.2　事例②日高工業株式会社
【企業概要】

所 在 地　愛知県刈谷市

創　　業　1964年４月

資 本 金　1,000万円

事業内容　熱処理加工

従業員数　152名（2020年11月現在）

拠　　点　国内拠点４か所（海外拠点はなし）

①　受け入れのきっかけとこれまでの受け入れ実績

　日高工業で最初に高度外国人材を受け入れたのは2006年ごろ。海外進

出の計画があったなかで、当時、アセアンに入ったばかりのベトナムに進

出を計画、現地で会社を立ち上げたときに、日本人を何人も雇って派遣は

できないので現地のベトナム人を採用することにしたそうだ。コーディ

ネータを介して現地の理系大学を卒業した３名のベトナム人を採用し教育

は日本で行った。しかし2008年のリーマンショックで日高工業は海外進

出を断念。当時いたベトナム人のうち２名が退職し帰国、１名は現在も日

高工業に残ってリーダーとして活躍している。家族も帯同し、子供も日本

の学校に入学しており、家族とともに日本で生活の基盤を築いているとの
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ことだった。

②　高度外国人材受け入れのメリット

（1）　日本人の考え方や意識が変わるという点

　高度人外国人材は勤勉で、新たな知識に貪欲である。外国人を日本の職

場に入れたとき、最初は、日本人が「後発国出身の従業員」として偏見を

持つという。しかし、日本人従業員が取得できていない技能検定に一回で

かつ短期間で合格する実績を上げると、日本人も負けていられないと思う

ように意識が変わり、結果、日本人の意欲の底上げにつながった。

（2）　技術・技能の担い手としての期待

　中小企業では、求人を出しても思ったように採用することは難しいし、

ましてや工業高校卒業の日本人すら入ってこないという現状がある。名古

屋には大きな自動車メーカー（競合）が多く、人材はそちらに流れてしま

い、日高工業では理系の日本人大卒はここ15年くらい入ってこない状況

にある。エンジニアの空洞化に対する危機感を高度外国人材が埋めてくれ

ているという。またこうした高度外国人材は、定着してくれると日高工業

に信頼を置いて安心して働いてもらえるそうだ。

（3）　高度外国人材が次々に入社するプラスの連鎖が起きる

　日高工業では、新しい人材を、高度外国人材が紹介してくれるケースが

連鎖している。外国人同士の知り合いの連鎖で９人が入社している。当初、

１名でスタートしたのが、紹介を通じてその後８名が入社している。知り

合いの中で働いているので、離職しないというメリットもでている。日高

工業の技能伝承では、特にベトナム人に助けられている側面が大きい。

③　高度外国人材受け入れにおいて難しいと感じる点

　第一に、外国人材の意欲と会社の方針のギャップである。一例として、

外国人材はある一定のレベルに達すると、「来年、係長の試験をうけさせ

て欲しい」と主張してきたことがあったが却下した経験がある。会社の仕

組みとして、階層別教育を順番を追っていく制度設計なので、いくら意欲

をもった人材でも、その意欲は認めるが、制度は日本の会社なので、全体
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のバランスを欠くことになる。しかも周りの同じレベルの日本人よりも先

に試験を受けさせると、当然、日本人から不満が出てしまう。職制を募集

して、それを求める会社制度なら問題ないが、現在の仕組みの中で、一気

にジャンプアップすることは難しい。しかも外国人材にとっても、ステッ

プアップの必須条件にしている試験の壁を越えなければならないが、日本

語の壁もあり、なかなか受からないというのが実情である。

　第二に生活習慣の壁である。ベトナム人をベトナムから直接採用したの

で、最初の段階では、そもそも日本の生活ができない。住居のアパートも

中小企業で社宅があるわけではないので、保証人もいない。日常の買い物

の仕方もわからないため、来日当初はほとんど付きっきりでサポートした

そうである。当時は、社長がアパートまでついて行き、病院も付き添い、

日本で働くことの不安の解消をするのが課題となったそうである。

　加えて、現地で採用するときには、家族のつながりを大切にするベトナ

ムでは、現地の親のＯＫをとることも重要とのことだった。そのために現

地で食事会を何回もして会社のＰＲを行い、安心して送り出してもらえる

よう信頼関係の構築に奔走したという。

　第三に、言葉の壁の問題である。たとえば日本語検定Ｎ３でもレベル感

が随分違うという。言葉が通じないことで、日本人との摩擦が起きやす

かったり、細かいニュアンスが伝わりにくいそうだ。第三者が、じっくり

聞くと、大したことは言っていないにもかかわらず、例えば「おまえ、そ

こ、じゃま」という表現では、現場では揉めることがあるそうだ。外国人

材にとっては、ただ、その物をどかしてほしかっただけにもかかわらず、

単語の羅列で会話をするので、日本人独特のニュアンスが伝わらず、雰囲

気が険悪になるそうだ。一方で、現場においては日本人もきちんとした日

本語を使わず、省略して話をするので外国人材には、なにを言っているか

がわからないこともある。たとえば、主語を省く、指示語を多用、など日

本人同士であれば伝わる表現も、外国人材には理解ができないということ

だった。指導者の日本人には、ゆっくり、きちんと、なにをどうしてほし

いか、を説明するように指導している。
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④　高度外国人材活用の際に工夫している点

　教育については、会社として高度外国人材に何かしてあげられているか

というと「ＮＯ」と認めざるを得ない。結果、本人の努力が大きい。しか

し、先輩外国人社員が、後輩外国人社員に教えていくという連鎖が生じて

いる。外国人社員同士で教えあう仕組みが暗黙に出来上がっている。ゆえ

に会社としては、同じ国籍の先輩に新しい外国人社員をつけて、すぐに学

べるように配慮している。

　資格取得の面では、日本語の壁がある。会社としては、ベトナム語で過

去問題を併記したものを渡すことはしているが、同一の問題が出るわけで

はないので限界がある。

　一般的なレベルでのコミュニケーションという意味では取れていると感

じている。しかしレベルは日本語検定N2、N3レベルなので不十分でもあ

る。

表３　日本語能力試験（JNPT）のレベルの目安

レベル 認定の目安

N1 幅広い場面で使われる日本語を理解することができる

N2
日常的な場面で使われる日本語の理解に加え、より幅広い場面で

使われる日本語をある程度理解することができる

N3 日常的な場面で使われる日本語をある程度理解することができる

N4 基本的な日本語を理解することができる

N5 基本的な日本語をある程度理解することができる

注）日本語能力試験（JNPT）ホームページ内「N1 ～ N5：認定の目安」

（https://www.jlpt.jp/about/levelsummary.html）より抜粋して作成

　日本語が十分ではない彼らの会話は、単語を組み合わせて会話をするの

で、日本人からすると怒っていたり、機嫌が悪く聞こえることがあるとい

う。たとえば、「それ、だめ、やらない」といったような表現なので、日

本語のもつ細かいニュアンスが伝わらないという。そういう時は、むしろ

日本人の同僚や上司の側に説明して、誤解を解き、外国人社員に理解を示

していくように教育している。周りの日本人の理解促進を促しているとの
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ことである。

　また、問題が起きたときには、当事者を入れて相談をするように心がけ

ているそうだ。言葉の壁が大きいので、そこをお互いに理解していくこと

で解決に導く姿勢をとっているとのことだった。

　人事考課においては、日本人と外国人材は同じに評価をしている点であ

る。最初に入ったベトナム人は「日本人と同じに評価してくれる会社」と

して、日高工業を評価しているという。人事考課も日本語、ポルトガル語、

ベトナム語で評価表を渡して、５段階評価をしてもらっている。そのなか

で、「３」の評価をつけてくる外国人従業員が多いとのことだった。ここ

からも、高度外国人材は、客観的に自分の能力を評価している様子がうか

がえ、評価は上司の評価との乖離もほとんどないそうである。むしろ日本

人よりも正しく自分自身の能力を評価しているようにみえるとのことだっ

た。

⑤　今後の高度外国人材活用の方向性は？

　日高工業では、今いる外国人材が優秀なので今後も働き続けてほしいと

考えている。彼ら /彼女らの優秀さを感じると、技能伝承をしていく担い

手として期待ができるはずである。一度、そうした方々を会社に採用する

と他社もその良さがわかるはずである。外国人材にとって、日本で働く魅

力は、治安の良さや子育てのしやすさであり、一方でそうした要素が自国

では不安があるそうだ。今後も優秀な外国人材に働いていただきたいと考

えているが、彼ら /彼女らの能力をいかに給料に反映するかを考えていか

なければならないとのことだった。しかし実際にこれを実現するのは難し

いとも考えている。

3.3　高度外国人材派遣を行う企業の視点：株式会社ビーバーズ
　ビーバーズは、建設業界専門の転職支援を行い、そのなかで高度外国人

材紹介を行っている。ビーバーズの視点を通した高度外国人材の姿を以下

に整理したい。

　まず、ビーバーズで考える高度技能人材には４つの要素があるという。
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①　海外もしくは日本の大学や大学院を卒業 /修了した外国人材

②　専門知識を保有する外国人材

③　日本語が堪能な外国人材

④　主に「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で働く外国人

　高度外国人材に対するニーズは増加しており、その理由の多くは人手不

足だという。しかし一方で、高度外国人材を活用していくことへの理解向

上も促進されつつあるという。また、外国人材活用に踏み出すきっかけと

なっている要素には、「日本人従業員の刺激になる」「日本人従業員以上の

専門性を保持している」といった点にあるとのことだった。多くの日本企

業にとって、国籍や文化的背景、言語の異なる外国人材を採用することで

生じるトラブルが外国人材活用に踏み切れない理由にあるようだが、こう

したトラブルは未然に察知すればほとんど解決できるものが多く、かつ些

細なことが多いとのことで、そうした目配りができるか否か、がカギにな

るようである。

　高度外国人材は、「高度人材としてのプライドを持っている」という印

象がある。ゆえに、採用企業としては「この仕事をしてほしい」と思って

採用しているが、高度外国人材の側は、キャリアアップを志向する人が多

いので、会社が考えているキャリアプランと高度人材が考えるプランに

ギャップが生じてくる場合があるという。

　評価方法については、評価基準や給与形態は外国人材と日本人と変える

べきではないことを前提として、高度外国人材を採用したい企業が変えて

いかなければならいポイントは「求人票」と「キャリアプランの明示」で

あると指摘している。たとえば、ベトナム人では給与は額面で受け取れる

と勘違いすることが多く、日本の制度に則るといわゆる総支給と手取りが

異なるのは日本人では当たり前であっても諸外国ではそうなっていないと

ころもあることを理解すべきだとしている。この点を細かく外国人材に理

解してもらえるかが、離職率を下げるポイントにもなるそうである。また、

キャリアプランを明記することも重要である。外国人材は、自分の評価を

不安に思うことが多いという。３年、 ５年、 10年後に企業が自分をどう評

価するかをどのように考えているのか、ということを、現段階のもので構
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わないので明示すると定着しやすいそうだ。「求人票」と「キャリアプラン」

の書き方を少し変えれば離職リスクを回避できる効果は大きいという。

　また言葉の壁では、建設業はあまり高度なコミュニケーションを必要と

しない業界の特性もあり、比較的大きな問題にはならないとのことだっ

た。

　さらに採用企業の受け入れ課題は２つあることを指摘している。

①　バイタリティがありすぎる、がつがつしすぎている。できるように

なったから、次これをやりたい、という主張が強すぎるため、受け入

れ企業が困惑することがある。彼らのバイタリティを、活かしながら

日本企業のやり方に調整していくことが求められる。

②　外国人材は働き方にこだわりを持っている。たとえばベトナム人は、

日本人以上に家族を大事にするので、定時に仕事が終わったら、家族

が大事なので帰宅する。時間内に生産性を上げて、ワークライフバラ

ンスを大事にするという考え方をもっている。他方、日本人ならば暗

黙のうちに同僚を手伝うという習慣が備わっている点で、働き方の違

いへの対処は課題となる。

　しかし、こうしたことは裏を返せば、今後日本の企業がグローバルの人

材を求めていくときに考えていかなければならないことである、その延長

線上にジョブ型雇用などの働き方や制度の変革があると考えられる。現在

の日本企業からみると課題は課題だが、日本企業が高度外国人材に合わせ

ていくことが、国として向かっていくべき方向ともある意味で合致してく

るものともとらえられる。

　兎角、外国人材活用は、単なる人手不足解消と考えられがちであるが、

そこからの脱却が必要である。たとえば、技能実習生と高度外国人材によ

る相乗効果や日本人と外国人材との刺激の与えあい、といった国籍を超え

たハイブリッドな労働市場の創出が日本企業の生産性を向上していくと考

えられる。またこうした取り組みにいち早く取り組めるかが、人材獲得競

争に勝ち残っていけるか否かを決めるだろうということだった。
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４．まとめ～高度外国人材受け入れのメリットと留意点

　以上の調査から見えてきた高度外国人材活用における共通のメリットや

留意点を整理してみたい。

　まずメリットについては、第一に高度外国人材のバイタリティに日本人

従業員が影響され、相乗効果で意欲が高まる点である。知識や技術を学ぶ

意欲や、昇進に対する積極的な考え方がプラスの影響を与えているという

ことである。

　第二に、高度外国人材が高度な知識や技術の担い手として活躍してくれ

る点である。そもそも採用段階でエンジニアとしての能力が高い。その理

由は、現地の国立大学卒業以上の外国人材が入社するので、同じレベルの

日本人を採用しようとしても中小企業では難しく、そうした意味で外国人

材の能力に期待が持てることが分かった。一方で、ベトナム人のように技

術的にも日本からすると後発国出身であるために、日本人従業員が悪く言

えば、「技術的に下にみる」傾向もあり、他方でそうした後発国出身の外

国人材が日本人でも１回で合格することが難しい技能試験を、彼ら /彼女

らの努力で一発合格すると、明らかに日本人従業員の意識も触発されると

いう第一のメリットにも関連したメリットが生じる。

　第三に、高度外国人材の活用によって、海外進出の選択肢が広がったり、

海外取引の円滑化が図られる点である。ウチダの事例にあったように、ベ

トナム人の採用からベトナム進出にこぎつけたケースや、高度外国人材が

母語、日本語の他に、英語もできたりすると、海外との取引を進める可能

性が広がる。今回お話を伺った２社においては、経営者が海外進出を検討

するとともに、当該国の外国人材を採用することの両輪に、そのタイミン

グでの経営環境の如何で海外進出の可能性をもつことにつながる。外国人

材にとっても、自分自身の出身国での展開が生まれ、その橋渡しを担うこ

とはメリットになると考えられる。

　また、高度外国人材活用の際に障壁になることは大別して２つ挙げられ

る。第一に高度外国人材のバイタリティが行き過ぎると、「ガツガツして

いる」という言葉に現れているように、組織のなかで扱いに困る事態を引
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き起こすことである。外国人材としては、「もっと学びたい」「もっと昇進

したい」という強い意欲があっても、教育の階段を飛び越して駆け上がる

ことは難しい。この難しさには、一方で、そもそも外国人材がその技術を

習熟するレベルに達していなかったり、昇進に必要な資格を取得できるほ

どの技術を有していない場合が多い。他方で、日本企業の用意している

OJTを中心とする教育制度では１つずつ階段をあがる仕掛けになってい

るので、外国人材に合わせて制度設計を変更するか、いわゆる日本流の教

育体系に外国人材を適応していくか、では後者が優先されており、制度変

更は必要な場合もあるが、日本企業の競争力の源泉でもある人づくりの理

念を曲げてまで対応するかどうかというのは悩ましいところといえる。

　第二に、日本語でのコミュニケーションの壁である。ウチダの事例にも

あったが、エンジニアとしての能力が高いので、仕事遂行上のコミュニ

ケーションはそれほど問題にならないという反面、職場の人間関係、そこ

からの信頼関係を築いていくうえでは、やはり日本語の語学力の程度が問

題になることが多いようである。日本語能力試験（JLPT）のレベルが

N3であっても、実践的な日本語でのコミュニケーション能力が現場レベ

ルでは問題になることもしばしばあるとのことだった。

　最後に、以下の表にものづくり産業の中小企業における高度外国人材活

用のメリットと障壁についてまとめた。

表４　高度外国人材活用のメリットと障壁

活用のメリット 活用の際に障壁となるポイント

① 高度外国人材の仕事への姿勢に影響

されて、日本人従業員の意識が変わ

ること

① さまざまな場面で顕在化するギャッ

プの問題。例えば、昇進意欲とでき

ることのギャップや学びたい意欲と

できることのギャップなど② 中小企業において高度な知識や技術

をもった外国人材が、その担い手に

なっていること
② 日本語の壁

③ 高度外国人材が海外進出の可能性を

広げること
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５．おわりに～研究における今後の課題

　本稿では、高度外国人材受け入れ現場の声から受け入れのメリットと留

意点を整理した。結果、わが国の中小企業が直面する人材不足の単なる穴

埋め策や外国人活用による短期的な企業業績向上を目的とする受け入れと

いうこと以上に、高度外国人材の活用が日本企業における経営文化を変革

していく可能性を拓くものであることが理解できた。外国人材の活用が職

場を活性化させるなどのメリットがあることは、これまであまり認識され

てこなかったが、活用事例が広まっていくことで、高度外国人材活用に乗

り出す企業が増えてくると考えられる。

　しかし、日本の中小企業における人材のグローバル化がどの程度進むか

否かはまだ不透明な部分も多い。企業の本音の部分では、人材難が外国人

材の採用動機になっていることに加え、一方で、外国人材受け入れのため

に整えなければならない雇用の枠組みや日本語の問題、そして中小企業が

果たして外国人材受け入れによる質的変化に積極的に乗り出していく意思

があるか否か、といったように、乗り越えなければならない課題は少なく

ない。高度外国人材受け入れのきっかけは人材難であったとしても、日本

の中小企業が外国人材のもつ専門知識や技能を企業の付加価値の源泉とし

ていくとともに、外国人材活用が日本企業の職場を活性化させるといった

メリットを享受できるように受け入れ環境を整えていくことで、中小企業

は質的に変容していくことができるし、もはや外国人材活用は世界的に見

ても不可避であることは否定できないい事実として受け止めていかなけれ

ばならないだろう。

　最後に今後の研究課題を述べる。そもそもダイバーシティ経営の大前提

は、多様な人材がもつ能力を経営成果につなげていくことにある。ところ

が、中小企業をはじめとする日本企業による外国人材受け入れによるダイ

バーシティ経営の現状は、人材不足の穴埋めや生産性の維持といった受け

入れ企業の業績に直結する成果が強調されている。しかし、高度外国人材

活用によるダイバーシティ経営の成果はそれ以上のプラスの効果を生むこ

とが本研究からも明らかになった。外国人材活用促進によって、外国人材
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がもちこむさまざまな制度的・文化的背景が、日本企業がもつ経営文化と

融合し、結果として日本企業が質的変化を遂げることで真の意味でダイ

バーシティ経営が実現するというプラスの効果が期待できる。しかしこの

実現のためには、受け入れ側の日本企業の問題も大きいと言わざるを得な

い。そこで今後の研究では、ダイバーシティとインクルージョンの視点か

ら高度外国人材活用促進について紐解いていきたい。
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研究ノート

人間中心設計による横浜みなとみらい地区
MaaS研究ことはじめ

飯 塚 重 善

１．はじめに

　鉄道をはじめとする公共交通は，自家用車に比べて，安全性，環境性，

そして，運転免許もなく誰でも利用できるという観点から優れたシステム

ではあるが，インフラへの投資や維持管理コストの観点から大量輸送や高

速輸送によって効果を発揮する仕組みだともいえ，大都市や長距離都市間

輸送での活用に適している．日本では，公共交通は受益者負担を求める事

業ではないため，人口密度の小さいエリアや，需要が小さい区間では公共

交通の維持が困難になってくる．さらにドライバー不足という課題もあり，

物流を含めて運行の自動化が必要となってくる．また，自家用車利用が主

体の過疎地においては，高齢ドライバーの免許返納後の移動手段確保と

いった点も不可避であり，モビリティサービスをどのように確保するのか

が喫緊の課題となっている．そして，大都市においても，交通事故防止，

渋滞の発生，環境問題の観点から，効率的なモビリティ社会の構築は重要

であり，そして個人の移動の最適化という観点からも，ICT（Information 
Communication Technology）を活用したモビリティサービスの向上は

有益である．くわえて，インバウンドを中心と観光への対応もモビリティ

での課題となっている．

　さらには，人口減少・少子高齢化に加え，近年の新型感染症の影響を受

けて旅客の輸送需要がかつてないほどに減少し，各地で交通事業の大幅な

見直しが求められている．その一方で，技術のめざましい発展や人々のラ
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イフスタイル・価値観の変化によって，地域交通のあり方に対する新たな

考え方も生まれつつあり，各地で官民や異業種の共創による『リ・デザイ

ン』が始まっている．こうした課題を解決できる可能性を持つ考え方とし

て，昨今，「MaaS」（Mobility as a Service：モビリティ・アズ・ア・サー

ビス）が注目されている．MaaSは，さまざまな交通手段を一つのサービ

スとして捉える新しい交通インフラの在り方である．

　本稿では，MaaSの現状を整理するとともに，横浜みなとみらい地区で

のMaaS実現に向けた人間中心設計による取り組みの考え方を示す．

２．MaaS とは

　モビリティ業界において，MaaSが世界的潮流となっている．国内の各

地でも，官民連携，もしくは交通事業者やメーカーが独自で，実証や実用

化を図る動きが加速しており，公共交通をはじめとした従来のモビリティ

サービスに変化の兆しが見え始めている．本章ではまず，MaaSの現状や

動向を整理する．

2.1　MaaSの概念
　近年の技術革新により，モビリティの世界においても大きな変革が進

み，自動車産業では， 「CASE」 と呼ばれる変革が注目されてきた．CASE
は，Connected（繋がるクルマ），Autonomous（自動運転），Share & 
Service （シェア・サービス），Electric （電動化）の頭文字をとった造語

である．これは，従来の自動車は，道路さえあれば自由にどこにでも運

転を楽しみながら車を走らせる，という概念であったものが，鉄道をはじ

めとする，公共交通のような自動車を目指すようになった，とも受け止め

られる．CASEが求められるようになった背景は，IoT（Internet Of 
Things） とAI（Artificial Intelligence）による新たな社会の実現である．

とりわけ自動運転は，2015年以降に，急速に技術革新や社会制度の変革

が進み，社会実装が期待されるようになっていた．こうした背景から，

自動車産業において，自動車のサービス化，既存の交通事業者によるモ
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ビリティサービスとの連携・融合，そして，移動の目的であるあらゆる

産業との連携が進められてきた．さらに新規産業として，サービスのモ

ビリティ化という動きもあり，個人の移動の最適化のみならず，社会全

体の最適化を図るツールとして，モビリティが認識されてきている．こ

のような動きが「MaaS」と呼ばれ，モビリティに関わるあらゆる産業

が注目している．

　MaaSは，北欧フィンランドのヘルシンキ市で誕生した．ヘルシンキ市

のモビリティに関わる課題を解決するために首都ヘルシンキ市都市計画課

の交通エンジニアであったSonja Heikkilä氏が生み出した概念で，フィ

ンランド政府によって欧州各国に紹介された．Heikkilä氏によれば，

MaaSの主体は，移動者のニーズに合わせて移動手段の最適な組み合わせ

を作り，一つのサービスパッケージとして提供する新しい「モビリティオ

ペレーター」のことである [1]．自動車産業が存在しないフィンランドでは，

ヘルシンキにおけるモビリティの改善として，自家用車から公共交通への

移転を促すことを目的に，ICTを活用したサービスを提供し，MaaSとし

て注目を浴びた．

　なお，MaaSは意味や文脈が公表される媒体によって異なることが多

く，その定義は多様化している．例えば，ITS（Intelligent Transport 
Systems：高度道路交通システム）の世界会議で設立された欧州MaaS 
Allianceによれば，「幅広い種類の交通サービスを一つのサービスとして

統合し，ユーザーが必要なときに自由にアクセスし選択できるようにする

もの」と定義されている [2]．日本では，2018年に国土交通省 国土交通政

策研究所が発表した資料 [3]で，「MaaSとは，ICTを活用して交通をクラ

ウド化し，公共交通か否か，またその運営主体にかかわらず，マイカー以

外のすべての交通手段によるモビリティ（移動）を一つのサービスとして

捉え，シームレスにつなぐ新たな「移動」の概念である．利用者はスマー

トフォンのアプリを用いて，交通手段やルートを検索，利用し，運賃等の

決済をおこなう例が多い」とされている．

　また，利用者によっては，一つのモビリティサービスだけでなく，複数

のモビリティサービスを組み合わせて使うニーズが発生すると考えられ
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る．例えば，自宅から駅まではシェアードバン 1を活用し，そこから電車

に乗って最寄り駅まで行ったのちにバイクシェアサービスを利用して最終

目的地に行くという場合，現状ではそれぞれのサービスや交通機関ごとの

アプリを立ち上げて検索・予約・決済をおこなう必要がある．こうした新

しいモビリティサービスのイメージにおいては，スマートフォンのアプリ

から検索・予約・決済をおこなうことが一般的となってくる．そこで複数

のモビリティサービスを一つのアプリに統合し，まとめて検索・予約・決

済をおこなえることを目指したのがMaaS＝モビリティ・アズ・ア・サー

ビスである．ここで，“アズ・ア・サービス（as a service）”とは「一つ

のサービスとして」という意味であることから，本来のMaaSは，カーシェ

アリングや鉄道などの交通サービスが個々の事業者によって提供されてい

たとしても，利用者としては“一つの（as a）”交通サービスのように利

用できることを意味する．いわばスマホの移動サービスの利用画面を統合

するような概念がMaaS だといえる．

　いずれにしても，MaaSが目指すのは，スマートフォンアプリやWeb
サービスといったICTを活用して，自動車を自分で運転しなくても，環

境にやさしく，文化的で持続可能な暮らしと地域づくりを可能にすること

である．そして，地域住民や旅行者一人ひとりのトリップ単位での移動

ニーズに対応して，複数の公共交通やそれ以外の移動サービスを最適に組

み合わせて検索・予約・決済等を一括でおこなうMaaSというサービス

によって，移動が便利になるだけでなく，新たな移動手段（AIオンデマ

ンドやシェアサイクル等）や目的地などで関連する他のさまざまなサービ

スや機能と組み合わせて最適化することである．MaaSは，人々の「移動」

という行動を変化させ，新たな価値創出を促すことができるものとして注

目を集めている．

1 路線バスのように事前に決まったルートを時刻表に従い規定料金で運行するの

とは異なり，“バーチャルバスストップ”というウェブサイトの地図上のみに表

示される“仮想的なバス停”を設定し，顧客の需要が見込まれるルートを自由

に設定して運行するというサービス
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2.2　MaaSレベル
　MaaSは，各移動サービスの連携・統合の深度によって5段階にレベル

分けすることができる．図1は，スウェーデンのチャルマース工科大学の

研究者が発表したもので，MaaS開発における指標として有用なことか

ら，日本でも国土交通省などが採用している．

図1　MaaSのレベル

　まず，レベル0は「統合なし」で，各々の移動サービスが統合されず各

事業者が個別にサービスを展開している段階を指す．既存の交通事業者が

それぞれに提供している交通サービスやカーシェアリング，レンタカー予

約サービス，配車サービス，駐車場予約など，現在の交通システムのほと

んどがこれにあたる．

　レベル1は「情報の統合」で，各々の移動サービスの料金や所要時間，

時刻表，輸送エリア，距離などさまざまな情報を同一プラットフォーム上

で統合した状態を指す．利用者には，料金や時間，距離など各移動サービ

スに関するさまざまな情報が提供される．レベル1の代表的な例として，
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ジョルダンやナビタイムジャパンなどが手掛ける経路検索・乗換案内サー

ビスなどが挙げられる [4][5]．グーグルマップによるルート検索や所要時間

の案内など，マルチモーダルなルート検索サービスも，これに該当する．

　レベル2はマルチモーダルなルート検索に加え，ワンストップで予約や

支払い，発券ができる統合型のプラットフォームによるサービスを指す．

「予約・決済の統合」で，同一プラットフォーム上で複数の移動サービス

の検索をはじめ予約や決済も可能となる．例えば，A地点からB地点まで

移動する際，MaaSアプリで経路を検索するとさまざまな移動サービスを

交えた経路が提案されるが，その一つを選択すると，複数の移動サービス

を組み合わせたまま予約や決済などができるようになるイメージである．

利用者は，スマートフォンなどのアプリケーションで目的地までの移動手

段を一括比較し，複数の交通サービスを組み合わせて予約や支払いができ

るようになる．これにより，複数の移動サービスをワンストップで予約・

決済することが可能となり，利用者の利便性が大幅に向上することとなる．

　レベル3は「サービス提供の統合」を指す．各移動サービスがプラット

フォーム上で一元化され，一つのサービスとして扱われる．専用の料金体

系を持つなど，モビリティサービスのパッケージ化や定額制が実現される

段階となる．例えば，A地点からB地点まで移動する際，さまざまな移動

サービスを組み合わせて経路を選択することができるが，いずれの手段を

選択しても同一料金が適用されるなど，エリア内のすべての移動サービス

が一つの事業者によって統合され運営されているかのようなサービスが提

供される．また，一定区間内ならば，どの交通手段を使っても一律料金が

適用されたり，月定額料金で一定区域内の移動サービスが乗り放題になっ

たりするプラットフォームがこれに該当する．個々の移動サービス単位の

料金設定ではなく，移動する経路ごとに一括料金が提示されるイメージで

ある．この段階に達するとサブスクリプション 2を導入することが可能と

2 「料金を支払うことで、製品やサービスを一定期間利用することができる」形式

のビジネスモデルのこと．もともとは予約購読や定期購読を指し，日本でも新

聞や定期購読の雑誌などが主たる例として知られていた．略して「サブスク」

と呼ばれることもある．
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なり，月定額などでエリア内のさまざまな移動サービスを乗り放題にする

こともできるようになる．フィンランドのモビリティアプリケーション

「Whim」[6]はこのレベルに相当する．

　レベル4は「政策の統合」を指す．国や自治体，事業者らが都市計画や

政策レベルで交通のあり方について協調していく段階となる．例えば，各

移動サービスの乗り継ぎに必要となる交通結節点・ターミナルを再配置し

て利便性を高めたり，まちづくりと連動させる形で新たな商業地や住宅地

を形成したりするなど，エリア全体の政策と結び付けた取り組みがおこな

われることになる．よって，国家プロジェクトの形で推進され，MaaSの

最終形態に位置づけられる．

　なお，日本のMaaSのレベルはまだ0〜1レベルとされているが，自動

車メーカーや鉄道会社を中心に，上位レベルのMaaS実現に向けた議論

が活発におこなわれている．

2.3　地域の特性に合わせたMaaSの考え方
　国土交通省において，地域の課題は，都市の規模や立地等により大きく

異なり，それに合わせた課題対応策が求められるとしており（図2），さ

らに，地域を類型したうえで，各地域の特性や課題を起点に地域毎のモデ

ルを示している（図3）．

図2　地域による実現サービスの差異
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図3　地域類型別の新たなモビリティモデル

　そして，本研究の対象である横浜みなとみらい地区に該当する「都市圏

における新たなモビリティ（大都市型）」については，以下にようにまと

めている．

　 ● 　地域特性：既に交通サービスが充実しており，特に鉄道利用が多い．

移動ニーズは多様．狭隘な道路が多い

　 ● 　既存の交通サービス：鉄道，バス，タクシーなど

　 ● 　地域課題：移動ニーズの更なる多様化．訪日外国人の増加．交通渋

滞や満員電車等の日常的な混雑．イベントや災害等に起因する突発

的な混雑

　また，これらを踏まえたうえで，大都市型の新たなモビリティの目的と

サービス内容例を図4のように示している．これによれば，複数の公共交

通を中心に，新しい移動サービスを統合するMaaSになると考えられる．

　一方で，「都市」「地方」といった地域の類型を並列に考えるのではなく，

「都市」と「地方」をつなげる役割を「観光地」に期待するという意味で，

以下に示すような「観光地」における新たなモビリティを整理したうえで，

観光地における新たなモビリティの目的とサービス内容例を示している

（図5）．
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図4　都市圏における新たなモビリティの目的とサービス内容例

　 ● 　地域特性：分散して存在する観光スポットと多様な観光ニーズ

　 ● 　既存の交通モード：鉄道，バス，タクシー，レンタカーなど

　 ● 　地域の課題：地域の主要産業としての観光産業の活性化．訪日外国

人の急増．既存公共交通の混雑

図5　観光地における新たなモビリティの目的とサービス内容例
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　観光地型MaaSは，地域の人口規模や交通体系の状況に関係なく，観

光客向けのサービス提供を主眼としたMaaSを想定している．そこで観

光MaaSの取り組みとしては，観光周遊を促進する交通手段の提供に加

え，観光スポット情報の配信や観光施設との連携などが特徴として挙げら

れる．

　なお，こうした分類はあくまでも目安であって，地方型や都市型と重な

る観光地型MaaSや，都市部と地方部の両方に適用できるMaaSもあり，

それぞれの特性を明確にすることが日本のMaaSの現状の理解に役立つ

と考えられている．

2.4　国内外の動向
　海外では，欧州を中心とする数多くの都市でMaaS の社会実装が進展

している．例えばMaaS の概念提唱がおこなわれたフィンランドでは，

2016年からはMaaS Global社製の「Whim」[6]が首都ヘルシンキで運用

されているほか，地方都市Hameenlinnaや観光都市Yllasなどの都市で

MaaSに関する実証がおこなわれている．またドイツでは，自動車メー

カー Daimler社の子会社moovel社（現REACHNOW社）が，公共交通

機関やタクシー，カーシェア，レンタルサイクルなどを統合し，都市交通

をシームレスにネットワーク化するサービスの開発に2015年から取り組

んで展開しており，ドイツを超えて欧米各地で導入が進んでいる．そして，

ロサンゼルス市役所がゼロックス社と共同開発したルート検索アプリ

「GoLA（ゴーエルエー）」は，公共交通26社のほか，タクシーや空港シャ

トルバス（FlitWays），配車サービス（Lyft），カーシェアリング（Zipcar），
自転車シェアリングなど，さまざまな交通手段を指定することができる．

電気自動車やSUVなど車両の好みや，徒歩や乗り継ぎにかかる時間の限

界値を詳細に指定することができ，一部の移動手段は，このアプリを通じ

て予約や決済までを可能としている．

　これらの海外動向を受け，国内においてもMaaS への注目が高まり，

各所で取り組みが開始された．MaaSに関して国が初めて具体的な言及を

示したのは，内閣官房が2018年6月に公表した『未来投資戦略2018―
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3 次世代エネルギー・社会システム実証地域（平成22年6月），環境未来都市（平
成23年12月），国際戦略総合特区（平成23年12月），特定都市再生緊急整備地
域（平成24年1月），グローバルMICE 戦略都市（平成25年6月），国家戦略特
別区域（平成26年5月）

4 企業等の会議（Meeting），企業等による報奨・研修旅行（インセンティブ旅行）
（Incentive Travel），国際機関・団体，学会等による国際会議 （Convention），
展示会・見本市，イベント（Exhibition/Event）の頭文字を使った造語で，こ
れらのビジネスイベントの総称

「Society 5.0」「データ駆動型社会」への変革─』[7]においてである．成長

戦略における重点分野の一つである「次世代モビリティ・システムの構築」

において，公共交通全体のスマート化を実現する手段として，自動運転の

実用化と並んで言及された．そして国土交通省が，2019年からMaaS等の

新たなモビリティサービスの推進を支援する「新モビリティサービス推進

事業」の公募を開始し，全国の牽引役となりうる先行モデルを19事業選

定し，取り組みの実現に向けて支援を開始した．また，経済産業省も新し

いモビリティサービスの社会実装に取り組み，事業計画策定や効果分析に

協力するパイロット地域を選定し，各地の取り組みが効果的な社会実装に

繋がるよう支援をおこなっている．そして，国による主要なMaaS関連

事業として，全国各地でのMaaSや新たなモビリティサービスの実証実

験を支援するとともに，最新の知見の共有や地域関係者の連携を深めるこ

とを目的に，国土交通省および経済産業省が2019年度に開始したプロジェ

クト「スマートモビリティチャレンジ」[8]の枠組みにおいても進められて

いる．さらに2021年度には，国土交通省による施策を主軸にした「日本

版MaaSの推進」[9]として，MaaSによる地域交通の改善，まちづくり等

に関する方針と工程表が示され，MaaSを地域交通の再生および観光客の

潜在需要の掘り起こしに資するものとして，モデルの創出などを支援して

いる．

2.5　横浜市の状況
　横浜市は，日本の複数の国家戦略プロジェクト 3に指定される重要度の

高い都市であり，日本経済を牽引する「国際的なビジネス拠点」をはじめ，

「環境」，「MICE」4な　ど，都市の新しい機能，役割について日本を先導
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する役割を担っている．また近年では，東アジア域内の相互理解促進や文

化の国際発信力強化に取り組む「東アジア文化都市」の初代代表都市に選

定されるなど，文化面においても，国際的な注目を集めている．

　その一方で，全国の自治体同様に取り巻く状況が大きく変化しており，

人口減少・超高齢社会の到来，地球温暖化や災害に強いまちづくりへの対

応など，さらなる成長・発展を図っていくためには，都心部の機能強化が

必要不可欠だとしている．なかでも都心臨海部では，公共交通や歩行者，

自転車を中心とした交通体系を強化・拡充し，まちを眺めながらの移動自

体が楽しく感じられるようなまちづくり，ネットワークづくりを展開し，

地域全体の回遊性を高めていくこと，そして，まちの賑わいづくりに寄与

する新たな交通の導入や，港町の特色を生かした水上交通ネットワークの

拡充により，更なる観光客の呼び込みや交流人口の増加，まちのホスピタ

リティ向上を目標として掲げている．また，整備・導入に際しては，駅を

はじめとする交通結節点間や拠点的な施設を結ぶ環境配慮型のモビリティ

の導入を進め，行動範囲を広げる交通手段として，地区内移動の利便性を

高めて公共交通利用者の利便性を高めるとしている [10]．

　そうしたなか，横浜市においてもMaaSの取り組みがおこなわれてい

る．“高低差の激しい地形”であることは横浜市内に多く見られる特徴と

いえ，これによる課題として高齢者等の交通弱者のバス停へのアクセス，

バス利用を通じた駅へのアクセスに制約がある．こうした課題に対する取

り組みとして，横浜市，京浜急行電鉄，横浜国立大学，日産自動車の連携

による乗合型移送サービス実証実験「とみおかーと」[11]が挙げられる．

そして，東京急行電鉄株式会社が，「次世代郊外まちづくり」の一環として，

郊外住宅地の維持・発展を目的に，さまざまなモビリティサービスを組み

合わせた「郊外型MaaS（利用者の目的や嗜好に応じて，最適な移動手段

を提示するサービス）実証実験」を，田園都市線「たまプラーザ駅北側地

区」を中心に2019年1月下旬から3月下旬まで実施した[12]．このなかでは，

たまプラーザ駅から渋谷駅へ向けた，Wi-Fiやトイレを完備した24人乗

りのハイグレード通勤バスや手軽な地域移動に便利なオンデマンドバスや

パーソナルモビリティ，マンション受民同士のカーシェアリングといった
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4つの実証実験がおこなわれた．また，ソフトバンク株式会社とトヨタ自

動車株式会社の共同出資会社MONET Technologies（モネ・テクノロジー

ズ）株式会社が，高齢化が進み，地域の需要に合った移動手段の充実が模

索していた旭区若葉台エリアにおいて，アプリで出発地と目的地，日時を

指定した予約登録によって同社の配車プラットフォーム搭載のオンデマン

ドバスの指定場所まで来てくれる，というサービスの実証実験を3月19

日から26日にかけて実施している．

　ただし，本研究では，都心臨海部に位置するみなとみらい地区を対象と

していることから，以下では，この地区に関係する取り組みを挙げる．

（1）　横浜MaaS『AI運行バス』実証実験 [13]

　国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）と

株式会社NTTドコモが横浜市と共同で，横浜MaaS『AI運行バス』の実

証実験を，2018年10月上旬から12月上旬まで，みなとみらい21，関内エ

リア周辺で実施した（実際には，2018年度に続く2度目の実施）．この実

証実験は，リアルタイムで最適な車両・ルートを導き出すAI配車機能に

加え，店舗・商業施設がブログ感覚で施設情報の告知や集客のためのクー

ポンをリアルタイムに利用者に伝える情報配信機能を統合し，MaaSプ

ラットフォームへ進化させた「AI運行バス」を運行するとともに，250以

上の観光・グルメ・アミューズメント等の商業施設との連携によって，エ

リア内の回遊性向上の効果を検証する，という目的でおこなわれた．対象

エリアに33カ所の乗降ポイントを設置してその結果を検証したところ，

観光客だけでなく地域住民や通勤ニーズでの利用も多かったようである．

（2）　「my route（マイルート）」横浜版 [14]

　2020年7月から，トヨタファイナンシャルサービス株式会社が展開する

スマートフォン向けマルチモーダルモビリティサービス「my route」が，

4つ目の実施エリアとして横浜都心臨海部にサービス提供エリアを拡大し

た．「あらゆる移動手段を含めたルート検索」や「予約・決済」といった

基本機能に加えて，横浜ならではの交通サービスや観光情報との連携や提

案も進め，移動の分散化に取り組み，そしてコンテンツ制作も充実させて

いくものとしている．



168

国際経営フォーラム No.33（2022）

３．UXデザインに基づく取り組み

　内閣府が掲げた「Society 5.0」[15]では，“従来のシステムでは，人間が

仮想空間に存在する情報にインターネット経由でアクセスし，必要な情報

を選び取ったり，分析したりしていたが，Society 5.0では仮想空間と現

実空間を高度に融合させたシステムを取り入れることで，ビッグデータを

AIが解析し，その結果が現実世界の人間にフィードバックされるように

なる”，すなわち，「サイバー空間とフィジカル（現実）空間を高度に融合

させたシステムにより，経済発展と社会的課題の解決を両立する，人間中

心の社会（Society）」としている．Society5.0を前提としたモビリティサー

ビスはライドシェア，スクーター，自動運転以外にも数多く存在し，大き

なインパクトを社会にもたらす可能性を有している（図6）．

図6　「Society 5.0」における交通分野の新たな価値の事例

　こうした考え方を実現していくうえでは，IoTやAIなどのデータと解

析技術（Data & Analytics）がもたらすテクノロジー面での進化だけで

なく，都市におけるあらゆるサービスや社会システムを人間中心で設計す

ることが肝要である．すなわち，ものづくりだけでなく，こうしたサービ
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スデザインや社会システムデザインにおいても，使いやすさや，サービ

ス・システムに対する利用者側の要求事項を考慮したHCD（Human 
Centered Design：人間中心設計）[16]の考え方を採り入れていくことが重

要となる．

　本章では，HCDを基に「UXデザイン」の考え方を述べるとともに，

HCDプロセスの一環として実施した，みなとみらい地区でのフィールド

ワークの内容を記す．

3.1　UXデザインの考え方
　HCDとは，モノや技術中心ではなく，使う人間を中心に据えて，人の

要求に合わせたモノ作りをするためのプロセスを体系化したものである．

そしてHCDプロセスとは，商品やシステムを「ユーザビリティ

（Usability：使用性）」の良さや，「利用者の観点」に軸を置いた設計をお

こなうことである．HCDの基本プロセスを図7に示す．このプロセスでは，

評価の結果，ユーザーの要求が満たされていなければ，繰り返しおこなう

ことになる．また，各プロセスの手法も多く存在しており，それらの例を

表1に示す．

図7　HCDプロセス
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表1　HCDプロセスにおける各プロセスの手法の例

プロセス 手法

① 利用状況の把握と明示（調査） ・　オブザベーション（観察法）

・　フォーカスグループインタビュー

・　デプスインタビュー

・　ご近所リサーチ

② ユーザーの要求事項の明確化 ・　上位下位関係分析

・　ジャーニーマップ

・　ペルソナ／シナリオ法（構造化シ

ナリオ法）

・　KJ法
③ ユーザーの要求を満たす解決策の策定 ・　ブレーンストーミング法

・　ストーリーボーディング

・　ペーパープロトタイピング

・　デジタルプロトタイピング

④ 要求事項に対する設計の評価 ・　思考発話プロトコル法

・　パフォーマンス測定

・　ヒューリスティック評価

　そこからさらに，豊かなユーザー体験（User eXperience：以降，「UX」
と記す）ができる商品やシステムをつくっていくためには，ISO
（International Organization for Standardization：国際標準化機構）

が制定した国際規格であるHCDの原則（ISO9241-210:2010）[17][18]に従っ

て設計をおこなう．

　UXとは，ユーザビリティにおける「操作性」「認知性」にくわえて必

要とされている，人間の「感情」に注目した概念であり，製品やサービス

の購入から利用した結果までの一連の流れを通じて得られる経験や満足を

表すものである．ここでの「体験」とは，使いやすさや使い心地，印象や

感動のことを指す．すなわち，ユーザーが楽しく，心地よくなるためには

どうすれば良いのかを考えるのがUXの基本である．

　このUXをデザインするには，顕在化されたユーザーの「声」だけでな

く，まだ加工されていないユーザーの「体験」を聞いて分析をすることで，

ユーザー自身が気づいていない潜在的なニーズについても把握することが
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必要になってくる．そして，UX調査という手法は，データと知見を生み

出すのに優れており，この調査をHCDプロセスのどの段階においても，

適宜実施することで，製品・サービス開発の取り組みを正しい方向に進め，

想像上のニーズではなく，真のユーザーニーズに一致させることができ，

ひいては優れたUXを実現できるようになる．

　UX調査は，収集するデータの性質によって，「定量調査」と「定性調査」

に分けて考えることができる．まず，定量調査とは，人数，点数，割合な

ど数値データやカテゴリデータを収集し，演算・集計する調査方法で，代

表的なものはアンケート調査である．集計結果を分析することで，集団の

全体像や傾向を把握することが可能となる．一方の定性調査は，数量化し

づらいデータを収集し，分類・構造化することで，人々の行動や言葉から

UXの質を調査する方法である．インタビューや観察などがこれにあたる．

一般に，定量調査では不特定多数のユーザーに対して“浅く・広く”調

査することで全体の傾向を把握できるのに対して，定性調査では特定の

ユーザーの発言や行動を“深く・狭く”調査することで，数値化できな

い価値観や心理描写など，ユーザーの声や体験に関する深い洞察を得るこ

とができるとされている．

　さらに，調査方法を目的という観点から分類すると，「検証的調査」「探

索的調査」に分類することできる．検証的調査は，あらかじめ，ユーザー

のニーズについて（いくつかの）仮説が立てられ，その検証のために用い

る調査である．顕在化したユーザーニーズの確認のための調査といえ，ア

ンケートやユーザビリティテスト，A/Bテストなどがある．一方，探索的

調査は，ユーザー自身もニーズを認識していないような，潜在的なユー

ザーニーズを発見するための調査で，インタビューや行動観察などがあ

る．

　定性調査における探索的調査の代表的な手法としてエスノグラフィ

（フィールド調査）がある．フィールド（現場）とは，街角や職場など，ユー

ザーが日常生活を送っている場面が取り上げられることが多く，その

フィールドで発生する現象をよく観察，あらゆる事象を記述し，パターン

の発見・モデル化をおこなう手法である．
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　ただし，定性調査だけでは，多くのユーザーのデータが取れずに，偏り

が生じ，逆に，定量調査だけでは，ユーザーの本音が分からない場合もあ

ることが考えられる．UXを向上させるデザインをおこなうためには，こ

れらの調査方法を効果的に組み合わせて実施することが肝要である．

3.2　フィールド調査の実施
　3章で示したように，「Society 5.0」で挙げているMaaSを実現するた

めには，サービスや社会システムを人間中心で設計することが重要であ

る．そして2.5節で示したように，みなとみらい地区には，新たな移動サー

ビスとして活用の余地がある移動手段が存在する．しかしながら，“知ら

れていない”，“利用方法がわからない”，“デザインや機能が悪い”，“高

価で使えない”，“道路整備・教育・周囲の理解などが足りない”といっ

た要素が潜在的にあると考えられる．その結果，実用的なMaaSを実現

しようと，鉄道，バス，タクシーなど，いくつかの移動サービスを組み合

わせようにも組み合わせられない，といった状態に陥っていると推測され

る．例えば，2.5節で挙げた「my route」に関していえば，アプリの使い

勝手，すなわちユーザビリティに課題があると捉えられていることが起因

しているためか，普及しきれていない状況にある．こういったサービスを

展開するにあたっても，やはり，HCDプロセスによるUXデザインが必

要だといえる．

　そこで，みなとみらい地区での実用的なMaaSを検討するにあたって

は，まず，「ひと」を観察し特性や考えを十分知ったうえで，MaaSのモ

デル設計やデザインに活かしていくこと，それにはHCDプロセスを導入

し，HCDプロセスに則って進めることが肝要だと考え，みなとみらい地

区のフィールド調査を実施した．以下では，調査の概要と得られた結果を

示す．

（1）　フィールド調査の概要

　筆者の所属先である神奈川大学 経営学部で2022年度（前期）に開講し

た『ヒューマンセンタードデザイン』の受講者27名で3人×9グループを

構成し，グループ単位で，約2週間の期間（2022年7月）でフィールド調
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査を実施することとした．

　なお，HCDプロセス（図7・表1）に倣えば，「利用状況の把握と明示」

の結果を基にして「ユーザーの要求事項の明確化」へと進むことになるが，

“みなとみらい地区をフィールドとしたMaaSに関するフィールド調査”

は，表2に示すように交通手段だけでも多岐にわたり，視点（対象範囲）

が極めて大きいことから，まずは大まかに調査対象を限定して観察できる

ようにする方針とした．具体的には「ペルソナ仮説」を設定し，それを意

識したフィールドワークをおこなうこととした．以下に，設定したペルソ

ナ仮説（全9タイプ）を示す．

　 ● 　20代会社員の男女グループ（同期）

　 ● 　ベビーカーを伴う起動力のあるパパとママの観光＆ショッピング

　 ● 　暇をつぶしている高校生

　 ● 　地方から観光に来た60代の夫婦

　 ● 　地方に住む親の観光（案内）

　 ● 　地方同郷の友人（男）の観光（案内）

　 ● 　東京から休日遊びに来た30代前半の両親と5歳の男の子

　 ● 　東京在中の学生／会社員（20歳前後）の女子のみグループ

　 ● 　日本に来たばかりのバリ可愛い韓国人留学生（大学院生）

　なお，あらかじめ，みなとみらい地区とその周辺に関わる交通機関の洗

い出しをおこなった（表2）．そのうえで，フィールド調査を実施した．
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表2　みなとみらい地区周辺の交通手段

交通手段 補足

鉄道 JR根岸線

みなとみらい線 横浜駅～元町・中華街駅

横浜市営地下鉄ブルーライン

バス 横浜市営バス 路線バスのバス停は多数あり

ベイサイドブルーの運行：横浜駅前（東口バス

ターミナル）～山下ふ頭

ピアライン 桜木町駅～横浜ハンマーヘッド

赤い靴 桜木町駅を起点に，横浜赤レンガ倉庫や横浜中

華街など

ロープウェイ 桜木町駅前～横浜ワールドポーターズ前

シーバス 横浜駅～山下公園，赤レンガ

シェアサイクル 『baybike』貸出返却場所：横浜都心部に70箇

所以上（横浜・西区エリア，横浜・みなとみら

いエリア，関内・元町中華街エリア，山手・本

牧エリア，野毛・関外エリア）

三輪車 決められたポイントで料金発生

水陸両用バス 乗車場所2箇所（日本丸メモリアルパーク，赤

レンガパーク）のみ

電動キックボード 横浜市西区・中区の一部で走行可

人力車 みなとみらい，ベイエリア，中華街を中心に運行

タクシー

（2）　結果
　ここでは，フィールド調査によって抽出された特徴的だと考えられるこ

と，気になった事象等を列挙する．

　 ● 　豊富な移動手段が存在している

　 ● 　移動手段によって支払い方法が異なる

　 ● 　各交通機関に関して，どこでチケット購入・借用・乗車できるのか

がわかりづらい

　 ● 　みなとみらい地区にはショッピングモールが数多く存在し，それら
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の建物同士の距離も近い．このことは，“買い物中や観光中ではバ

スなどはあまり使わず，自宅からの移動手段として電車が最も使わ

れている”という実情を生み出していると考えられる

　 ● 　横浜駅およびその周辺の駅は，乗降者数が非常に多いため，一度に

乗り降りする人の量も多く，電車の乗り降りのしにくさを感じる

　 ● 　ベビーカーを伴う電車の乗り降りに際して，車椅子向けのようにス

テップが用意されるわけではないため，ベビーカーを畳んで乗り降

りするか，子供を乗せたままベビーカーを持ち上げて乗りこまなけ

ればならず，危険な印象を受ける

　 ● 　ベビーカーを伴う電車の乗り降りにあたっては，ベビーカーが場所

を取ってしまう，親がなだめても子供が泣いたり騒ぎ続けたりして

しまい，周囲の目が気になっている

　 ● 　ホームに設置されたエレベーターの少ないため，エレベーターを探

すのに時間と手間がかかる．エレベーターを使用せずに階段を使用

するにしても，ベビーカーを持ちあげて登らなければならない

　そして，みなとみらい地区でのMaaS実現に向けては，上記のような

点から，以下に示す要件が導出された．

　■　周囲の目を気にしないで移動ができるようになりたい

　■　電車での乗り降りをスムーズかつ安全におこないたい

　■　エレベーターを探す手間を無くしたい

　もちろん，これらだけがみなとみらい地区でのMaaS実現のための十

分要件ではない．今後もさまざまな視点でのフィールド調査を継続してい

く必要がある．

４．考察

　3章で挙げられた要件は，まさにユニバーサルサービスに対するものと

同義である．ユニバーサルサービスとは，より多くの人に公平な情報やコ

ミュニケーション，サービスを提供することといえる．また，同じく3章

で挙げた「Socirty5.0」へと社会全体の前提も大きく変わりつつあるなか，
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人々の考え方・講堂・価値観のパラダイムも「ユニバーサル」対応を標準

とする方向へとシフトしていく必要がある [19]．そして，ユニバーサル社

会とは，「年齢，性別，障害，文化などの違いに関わりなく誰もが地域社

会の一員として支え合うなかで安心して暮らし，一人ひとりが持てる力を

発揮して元気に活動できる社会のことである．このユニバーサル社会を実

現する上では，障害者が障害のない者と同等に生活し活動する社会を目指

す，ノーマライゼーションの理念が重要であり，特に移動は社会参加をす

るために重要な手段となってくる．こうした移動環境を構築するうえでは，

ハード面だけでなくソフト面での対応も重要である．MaaSは，個別の自

動車による自動運転などの技術だけではなく，バスや鉄道，タクシー，さ

らにはライドシェアサービスなどを含む公共交通を統合して，個人の移動

の最適化を目指すものであり，このソフト面において大きく貢献できると

考えられ，それがソーシャルイノベーション，すなわち社会問題を解決す

るための技術革新やビジネスモデルの変革につながると考えられる．

　ここで，「インクルーシブデザイン」に着目する．インクルーシブデザ

インは，イノベーションの手法として注目されている考え方である．塩瀬

は，イノベーションとインクルーシブデザインの関係について，以下のよ

うな見解を示している [20]．

　■　新しいアイデアや方式の導入と開拓，既存要素の新たな組み合わせ

から，社会的に意義のある新しい価値や社会の変革をもたらすこと

こそがイノベーションである

　■　革新的な技術シーズと潜在的な社会ニーズとの結びつき，新たな事

業展開につながる市場共創型のイノベーションは「デザイン・ドリ

ブン・イノベーション」と呼ばれ，デザインに対する期待が高まっ

ている

　また，井坂は，インクルーシブデザインの考え方が，通信会社，流通企

業，消費財メーカー等の一部の商品やサービスには実際の適用が見られ始

めていることを指摘しつつも，現時点では一般的なサービス開発手法とは

なり得ておらず，その普及の阻害要因として，企業における旧来型組織お

よび経営戦略の問題点を挙げている [21]．こうしたことから，まだまだ社
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会的な理解が進んでおらず，今後，一般化していくためのモデル提示が必

要だといえる．

　さらに，塩瀬は，ユニバーサルデザインのジレンマとして，「多様なユー

ザーへの対応」を挙げている [20]．すなわち，“どんな人にとっても”使い

やすい製品を目指すことにより，誰のためのものかはっきりしない中途半

端なものができてしまうことを意味している．また，ユニバーサルデザイ

ンは対象者のアクセシビリティやユーザビリティが中心となり，社会的排

除といった社会課題そのものへのアプローチは取りづらい．そこで，イン

クルーシブデザインには，このユニバーサルデザインの限界を克服するこ

とが期待されている．

　ユニバーサルデザインおよびインクルーシブデザインはいずれも，デザ

イン思考や参加型デザイン，3章で示した人間中心設計に近い考え方を持

つ概念であり，デザインのアプローチや対応の点が異なるだけである．そ

こで今後は，このインクルーシブデザインに着目するとともに，HCDプ

ロセスの導入を通じて，UXデザインアプローチによるMaaS実現を目指

すこととしたいと考える．

５．おわりに

　今，世界中でMaaSの実用化に向けた動きが活発化している．日本でも，

Maas推進のめに，国や企業がさまざまな取り組みを実施している． こう

した取り組みをサービスとして提供するためには，車両や物流，ICT環境

の整備だけではなく，電力などのインフラや都市計画との連動も重要に

なってくる．さらにMaaSは，自動運転やAI，オープンデータなどを組

み合わせて活用し，次世代の交通を生み出すものであり，その結果，安心

安全かつ無駄を省き，より良い社会の実現に貢献するとされている．こう

して，これまで交通事業に参画してこなかった業種や，MaaSによる課題

解決を社会貢献として捉えた企業が新規参入することも想定される．すな

わちMaaSには，“これまでになかった業種や領域を結びつけることで，

新たな市場を創出する”期待も持たれているといえる．
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　また，MaaSの進展により，個人の移動の最適化が図れるのみならず，

事業者としての最適化を含めた，モビリティ社会全体の最適化が期待され

る．それと同時に，自動車における自動運転やシェア・サービスの技術も

進展し，利用者目線での社会受容性の議論や，社会ニーズ，地域のモビリ

ティの視点，関連産業との連携が進み，モビリティサービスのエコシステ

ムが確立することが期待されている．こうしたMaaSの発展のためには，

データの共有方法の確立，運賃や事業免許などの制度に対する検討など，

技術開発のプレイヤーだけではなく，政府，交通事業者，利用者，他の交

通関係者を巻き込んだ取り組みが急務である．監督官庁をはじめ，サービ

スを提供する側，サービスを受ける利用者においても，モビリティサービ

スがどうあるべきかを考えていくこと，そして，子ども，高齢者，障害者

などもデザインプロセスに巻き込み，課題の気づきを，アイデアをカタチ

にし，普遍的なデザインを導出するインクルーシブなデザインアプローチ

も必要となる．HCDやこうした参加型デザイン方法論も採り入れながら，

モビリティ・イノベーションの実現に寄与していきたいと考えている．
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研究ノート

デジタルアーカイブのデザインに関する一検討

飯 塚 重 善

１．はじめに

　ICT（Information and Communication Technology，情報通信技術）

が飛躍的に進歩したことから，誰もがどこででもブロードバンドの恩恵を

享受し，安価にデジタル機器やソフトウェアを購入でき，かつ効率的に大

量のデータを処理できるようになった．こうした背景を受け，近年，「デ

ジタルアーカイブ」という言葉をよく耳にするようになってきた．以前は，

国が主導するなかで，美術館・博物館などが文化財や古文書などをデジタ

ルアーカイブして後世に残す動きであったが，その流れの一端が昨今で

は，地域の人たちが地域に眠っている貴重な資源を掘り起こし，保存して

情報発信するという新たな動きとなってきている．地域で暮らす人が地域

を知り，地域に親しみ，地域の魅力を内外に発信したいとする動きが活発

化するなか，その一つの手法としてデジタルアーカイブが注目を浴びてい

る．さらに，昨今の新型コロナウイルス感染症の影響により，テレワーク

や遠隔教育が広がるとともに，自宅から多様なコンテンツにアクセスする

需要が急速に高まり，遠隔でのさまざまな活動等を可能とする社会の実現

に向けては，デジタル技術を用いてコンテンツを利活用できる環境を整備

することが重要になってきており，デジタルアーカイブ構築の必要性をさ

らに高める状況になってきている．

　本稿では，まず，デジタルアーカイブの動向やメリット・意義，必要な

機能，活用例について整理し，それらを踏まえて，ユーザー体験を視点と

したデジタルアーカイブデザインの必要性について述べる．
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２．デジタルアーカイブとは

　本章では，デジタルアーカイブの定義，動向やメリット・意義，必要な

機能および活用例を示す．

2.1　デジタルアーカイブの定義
　「デジタルアーカイブ」という語は，公文書や記録文書，またはその保

管場所を示す言葉である「アーカイブ」と，「デジタル」を合わせた和製

英語であるが，しだいに海外でも無理なく理解されるようになった．まず

「アーカイブ」（archive）には，『保存記録・保管場所』という意味があり，

消したくないデータを専用の保管場所に保存する機能と言い換えることが

できる．本来は，公文書や古文書，公共性が高く歴史的重要性のある記録

資料をまとめて保存・管理する施設や機関事業のことを指すが，必ずしも

過去の記録の集積にとらわれずに，新たなデジタルコンテンツのアーカイ

ブ，インターネット上のファイルの保管庫といった広い意味合いで用いら

れているようになってきている．

　デジタルアーカイブは，公文書などの公的資料に限らず，出版物や芸術

作品といった文化財なども含む知的財産をデジタル化したうえで保存し，

さらにそのデータをインターネット上で公開することで，多くの人が共

有・利用できる仕組みを指す．そして，文字や絵画・写真に限らず，音声

や映像などデジタル化が可能な情報のほぼすべてを取り扱うことができる

点がデジタルアーカイブの特徴といえる．

　日本では，1990年代の中頃から，美術館や博物館で所蔵されている歴史

的文化財を精細にデジタル化して保存し，後世に継承していく活動として

始まり，「電子図書館」，「電子美術館・博物館」などのキーワードが「マ

ルチメディア」，「ハイビジョン」などと並んで見受けられるようになった．

この頃は，アナログ媒体をデジタル化することによって，将来のために文

化資源を残す取り組みが中心であった．光磁気ディスクの採用など，パソ

コンはいわゆるマルチメディア対応になり，ハイビジョン技術の非放送分

野への活用も盛んに検討され，これら技術のトライアル，アピール，プレ
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ゼンテーションの絶好の場として，そして文化資産の劣化・損傷・消滅に

よるリスクから回避するためのデジタル記録の手法として用いられるよう

になった．

2.2　デジタルアーカイブの動向
　前節で示したように，日本のデジタルアーカイブの取り組みは1990年

代から始まり，その後，技術の進歩や社会的ニーズの高まりを背景に徐々

に普及してきた．本節では，その変遷を振り返る．

　まず，デジタルアーカイブの概念が提唱された1990 年代半ば以降，イ

ンターネットの発展とともに，公共図書館や博物館，美術館などを中心に

デジタルコンテンツが盛んに開発された．この頃のアーカイブの対象は，

印刷物や作品といった有形の文化資源が中心であった．公的機関や大学が

保有する貴重な文化資源のデジタル化が進み，電子図書館が普及した．し

かし，財政制約もあり，2000年代後半には目立った活動が見られなくなっ

た．

　そして，2011年の東日本大震災後，アナログ資産の保護，記憶の継承と

いう観点から，デジタルアーカイブの重要性が再認識されはじめるように

なった．そしてアーカイブの対象も，科学関係データ，自治体資料，産業

遺産・資料，災害資料へと拡大した．また，国の「知的財産推進計画

2015」[1]において，デジタルアーカイブの推進が政府全体の施策として取

り上げられた後，デジタルアーカイブに関わるガイドラインが策定され，

デジタルアーカイブ学会 [2]やデジタルアーカイブ推進コンソーシアム

（DAPCON）[3]といった関連組織が発足し，著作権法改正によってアーカ

イブの利活用促進に向けた制度整備が進められた．

　2020年以降は， 国の分野横断統合ポータルである「JAPAN SEARCH」[4]

の公開に伴い，各機関が有するデジタルアーカイブ間の連携が促進される

と考えられる．デジタル化された文化資源のみならず，ボーンデジタル 1

1 作成，発生当初からデジタル形式で記録され，印刷されたメディアを持たず，

電子メディアによってのみ作成され流通する情報
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な作品を含むデジタルコンテンツの利活用が期待される．よって，2020年

以降はデジタルアーカイブがさらに普及し，新規参入者や新規サービスが

増える可能性がある．

2.3　デジタルアーカイブのメリット・意義
　デジタルアーカイブは，文字や図表，画像や映像，音声など膨大な情報

を劣化させることなく保存や複製でき，さらには分野を横断した連携・共

有を可能とする．つまり，インターネット上で“いつでもどこからでも

アクセスができる”ことに利用価値があるといえる．以下に，デジタルアー

カイブのメリット・意義を示す．

（1）　資料の破損･劣化防止

　貴重資料はできるだけオリジナルの状態で長く活用したいものであり，

劣化によって資料が判読不能であったり，必要な個所の参照が困難であっ

たりすると，せっかくの文化資産は後世に継承していくことが非常に難し

くなってしまうことから，年数を重ねた資料では「劣化による損傷」に注

意が必要となる．

　そこでデジタル技術を活用することによって，記録精度が高い状態で保

存ができ，オリジナル資料へのアクセスや閲覧回数を制限し，物理的な損

傷や劣化を予防することができる．そして，破損を恐れることなく貴重資

料を利用者に提示することができる．原資料を保護するために制限がある

複写についても，コンピュータも用いた出力により提供が可能となる．

（2）　新しい表現の実現

　いくつかの資料の映像を部分的に切り出し，再合成することや，さまざ

まな解説・音声などを加えることにより，オリジナルの資料をより拡張さ

せた形態で情報提供ができるようになる．

（3）　時間的，地理的な制約を超えた資料共有

　デジタルアーカイブを活用した資料は，インターネットを通じて公開さ

れ，不特定多数の人がいつでもどこからでもアクセスができるようにな

る．また，“特定の場所に行かないと見ることができない”といった制約

は無くなり，世界中のより多くの人が資料を共有でき，学校教育や生涯教
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育，研究に役立てることが可能となる．

（4）　さまざまな角度からの資料検索

　データベース化することによって，さまざまな角度から資料の検索する

ことができるようになる．これにより，資料を新たな観点から見ることが

可能となる．

（5）　管理コストの削減

　デジタル形式でアーカイブすることによって，管理するための手間や時

間，膨大な空間を必要としていた資料保管スペースなどの作業コストや時

間コスト，スペースコストを削減できる．

2.4　デジタルアーカイブの主な機能
　デジタルアーカイブシステムに一般的に備わっている主な機能を以下に

示す（図1）．

図1　デジタルアーカイブの一般的な機能

（1）　検索・横断検索

　単にデジタル化するだけであれば，スキャニングすれば済むが，それだ

けでは，“使えない”データを蓄積しているだけとなって利用価値は高い
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とはいえない．そこで，デジタルアーカイブシステムの最も重要な機能は

検索機能である．充実した検索機能を備えることによって，ユーザーがス

トレスなく目的のコンテンツまでたどり着くことができるようになる．そ

して，全文検索対象項目の中からフリーワードで検索したり，カテゴリご

とに検索したり，日付や数値などの範囲を指定して検索したりといった，

さまざまな検索方法を目的に応じて選択することができる．

　さらに，デジタルアーカイブの拡張性，発展性といえる機能が，複数の

データベースを同時に検索できる横断検索機能である．これを実現するた

めには，デジタルコンテンツの各項目に付与する「ID」，「年代（作成年度）」，

「資料名」，「作成者（部署名）」，「場所」，「備考等」といったメタデータが

必要になる．そして，SRU（Search/Retrieve via URL），SRW（Search/
Retrieve WebService），Open Searchといった情報検索用API（後述）

を用いて，コンテンツに付与されたメタデータを取得することで，外部

サーバーのデータベースの情報にもアクセスできる．

（2）　標準規格のAPI提供

　デジタルアーカイブが積極的に活用されるためには，なるべくユーザー

にとって扱いやすい検索システムであることが必須である．そこで，他の

デジタルアーカイブシステムとリンクして，シームレスに利用できること

がユーザーにとっての利便性につながる．

　そのためには，サーバー間で柔軟にメタデータのやり取りが可能になる

ように，API（Application Programming Interface）が必要となる．

APIとは，デジタルアーカイブのようなオペレーティングシステムやアプ

リケーションソフトなどが，他のシステムやアプリケーションソフトに対

して，機能の一部を利用できるよう提供するインタフェースのことであ

る．標準的な検索用のAPIとしては，SRU，SRW，OpenSearch，
OpenURL，Z39.50などがある [5]．こうした標準規格のAPIを複数提供

しているデジタルアーカイブシステムであれば，他機関のデジタルアーカ

イブやその他のサービスとの連携が可能になる．

（3）　アクセス管理

　ウェブアクセス状況，通信履歴などのログ（記録）を採取することで，



187

デジタルアーカイブのデザインに関する一検討

管理者が，デジタルアーカイブがどのように利用されているかを詳細に把

握することができる．利用状況を正確に把握することで，ユーザーのニー

ズを適切に読み取り，そこから効果的なデジタルコンテンツの充実化を図

ることが可能となるため，システムへのアクセス状況を把握することは極

めて重要である．また，これらのデータを用いて，「閲覧数ランキング」

や「ダウンロード数ランキング」などを作成することも可能となる．

（4）　多言語対応

　デジタルアーカイブは，インターネットを通じて，日本国内のみならず

全世界に公開されることになる．そこでコンテンツの活用を促進するため

には，ユーザーインタフェース（User Interface．以降，「UI」と記す）

の多言語化が鍵となる．すなわち，ユーザーが日本語以外に，英語や中国

語，フランス語，ドイツ語などに表示言語を切り替えてストレスなく閲覧

できるようにすることが必要となる．多言語対応システムであれば，分野

を横断した統合ポータルの構築や，海外のポータルサイトとの連携等の可

能性も広がると考えられる．

（5）　画像・動画の配信・ダウンロード

　デジタルアーカイブのコンテンツには，テキストだけでなく，画像や動

画，音声などのデータも含まれるため，こうした画像や動画データをユー

ザーが特別なソフトウェアを用意しなくても閲覧，視聴できるようにする

必要がある．さらには，ストリーミング配信という形式で動画や音声を視

聴する方法もあれば，ファイルをダウンロードする方法もあり，いずれに

しても，ユーザーが必要に応じた方法でデジタルコンテンツを観賞できる

ようにする必要がある．

（6）　バックアップ機能

　資料をデジタル化した場合，最も気をつけなければならないことは，

データの消失である．この問題の解決には，デジタルアーカイブのバック

アップ機能が必要である．

　デジタルアーカイブがクラウドサービスを利用している場合には，クラ

ウド上にバックアップデータを保管するサービスがある．さらに自然災害

による被害などを勘案して，遠隔地のデータセンター等へのバックアップ
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サービスを提供しているシステムもある．

（7）　スマートデバイス対応

　情報通信白書 [6]によれば，現在の日本では，59歳以下の年齢層ではス

マートフォンの普及率がパソコンの普及率を上回っているという状況にあ

る．そのため，デジタルアーカイブの閲覧も，パソコンだけでなくタブレッ

トやスマートフォンといったスマートデバイスを用いることが今後も確実

に増えていくと考えられるが，そうしたスマートデバイスは，ディスプレ

イサイズや解像度がパソコンとは異なること，またタップやスワイプと

いったパソコンにはない操作があることから，スマートデバイスに対応し

た専用のUIデザインが必要となる．

（8）　SNS連携

　スマートデバイスの普及とともに，Twitter，Facebookといったソー

シャルメディアによる拡散効果も非常に重要な要素となってきている．

ソーシャルネットワーキングサービス（Social Networking Service：
SNS）による共有を簡便なものにすることで，デジタルアーカイブへの

新たな流入を期待できることから，デジタルアーカイブの検索結果画面に

SNSへの投稿ボタンを設置することも検討する必要がある．

2.5　デジタルアーカイブの活用例
　現在，デジタルアーカイブは，美術館・博物館・図書館等だけではなく，

民間企業でも活用されている．本節では，デジタルアーカイブシステムが

活用されている典型的な事例を示す．

（1）　図書館

　国立国会図書館では，収集・保存している総数350万以上のデジタル化

した資料をインターネット上で簡単に検索・閲覧できるサービス「国立国

会図書館デジタルコレクション」[7]を提供している．そして，図書館のデ

ジタルアーカイブのポータルサイトとして国内最大規模の国立国会図書館

サーチ [8]は，全国の図書館，公文書館や博物館・美術館と連携し，1億件

以上のデータ検索が可能になっている．また，書籍等，文化財，メディア

芸術といったさまざまな分野のデジタルアーカイブと連携した国の分野横
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断型統合ポータル「JAPAN SEARCH」[4]では，多様なデジタルデータ

を検索・閲覧・活用できるようになっている．

　このように，公共の図書館施設が，図書資料のデジタル化とデジタル

アーカイブの構築をおこなうと，まずレファレンス機能をアシストし，資

料の有無確認といったユーザーからの簡単な問い合わせが削減でき，職員

の負担が軽減される．さらにデジタルアーカイブシステムの横断検索に

よって，自館に無い資料を照会することが容易になる．また，特定の地域

の図書館で連携すれば，資料の不足を補い合うことができ，相互に利用者

の増加が期待できる．さらには，図書館の所蔵する貴重図書類は，保存の

必要上，閲覧回数を制限したり，閲覧時の取り扱いを職員が管理したりす

る必要があるが，これをデジタルコンテンツとして公開すれば，多くの場

合，現物資料を閲覧のために持ち出す必要がなくなり，これも職員の負担

軽減になり，さらには，資料を未来に安全に伝承する意味でも非常に大き

な効果がある．

　そして，図書館でのデジタルアーカイブシステムの活用は，新規ビジネ

スやサービスの創出，教育の教材利用，地域活性化，研究活動の活性化等

に活用されることが期待されている．

（2）　博物館・美術館

　実物の作品は，いつでも公開できるわけではなく，さらに保存の面を考

えれば展示期間は限定せざるを得ず，展示スペースも必要になる．また，

ケース越しでは，作品の細かな部分が鑑賞できないという問題もある．

　一方，博物館・美術館のデジタルアーカイブでは，所蔵作品のデジタル

画像が主なコンテンツとなる．作品を超高精細のデジタル画像にしてデジ

タルアーカイブで公開すれば，展示の制約にとらわれず，多くの人に作品

を鑑賞してもらうことが可能となる．このようなメリットがあることから，

デジタルアーカイブ導入を進める博物館・美術館は多い．

　たとえば，文化庁は全国の国・公・私立博物館・美術館等と連携してポー

タルサイト『文化遺産オンライン』[9]を公開しており，これは各館のデジ

タルアーカイブコンテンツのメタデータを検索できるシステムとなってい

ることから，12万件以上の文化財の情報にアクセスすることができる．ま
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た，「東京国立博物館デジタルライブラリー」[10]では所蔵する和書，洋書，

漢籍等について全文の画像をインターネット上で見ることできる．さらに，

東京国立博物館，京都国立博物館，奈良国立博物館，九州国立博物館の4

つの国立博物館と奈良文化財研究所は，連携したデジタルアーカイブの活

用を進め，それぞれが所蔵している国宝・文化財を高精細な画像で鑑賞で

きるサイト「e国宝」[11]を公開しており，国立博物館の所蔵品を横断的に

検索できるほか，拡大縮小しても細部まで鮮明に閲覧することができる．

さらには解説文も多言語で収録されている．これらを自宅で時間をかけて

見ることもできれば，実際に博物館を訪れ，実物を前に解説を聞きながら

鑑賞するといった楽しみ方もできるようになっている．

（3）　公文書館

　公文書館においても，公文書をデジタルアーカイブで保存・公開するこ

とで，誰でも自由に資料を参照できる環境を実現することができる．

　例えば，公文書管理法のもとで収集された情報は，国立公文書館と自治

体の公文書館を中心となって，インターネット上で“いつでもどこでも，

誰でも自由に，そして無料”で公文書や重要文化財，大判資料，色彩豊

かな巻物等のデジタル画像の検索，閲覧，印刷，ダウンロードが可能なシ

ステム「国立公文書館デジタルアーカイブ」[12]を構築している．これに収

納された資料は高精細の画像ビューアで閲覧でき，さらにデジタル画像と

解説を一緒に印刷することもできる．また，国立公文書館，外務省外交史

料館，防衛省防衛研究所から歴史的公文書の提供を受けデジタル化・公開

しているアジア歴史資料センターのデジタルアーカイブ [13]は，日本だけ

でなく世界中の日本・アジアの近現代史関係の研究者に利用されている．

　そして2019年，日本政府は『行政文書の電子管理の促進に向けた基本

方針』[14]を打ち出している．これは，業務の効率化や文書の改ざん防止

などの理由で，行政文書は作成から保存，移管までを一貫して電子化しよ

うとする動きである．このようしてデジタルデータとして最初から作成さ

れる公文書の数が増加していくなかで，情報の保存や利用に関しては，デ

ジタルアーカイブがこれからさらに大きな役目を果していくと考えられ

る．
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（4）　地方自治体

　祭りや伝統芸能といった地域独自の文化，そして地域の産業を，画像や

音声，映像などのデジタルデータとして記録することは，地域の文化資産

の保存という意味で意義がある．以前は，国主導で重要文化財等をデジタ

ルアーカイブで後世に残そうとしていたが，近年は自治体主導で，祭りや

伝統芸能など地域独自の文化や地域の産業を画像や音声，映像などで記録

し情報発信する動きが活発になってきている．

　たとえば姫路市では，地方創生への取り組みの一環として複数自治体と

連携し，デジタルアーカイブ「はりまふるさとアーカイブ」[15]を構築して

いる．これによって地域の貴重な歴史的資料のデジタル化を進め，イン

ターネットを通じて積極的に情報発信を図ることで，国内だけでなく世界

中からの観光客誘致を計画し，さらに小中高の教材としても活用されてい

る．

　さらには，自治体主導のもと，地域の図書館や美術館のデジタルアーカ

イブを連携させることで，巨大な地域文化のデータベースを構築し，広く

全世界から注目を集めようという動きもある．現在，地域の文化の多くは

継承者不在でいつ失われるか分からない状況にある．そこで，地域の文化

をデジタルアーカイブによって広く公開し，誰でも閲覧できるようにする

ことで，その地域の人々が郷土文化を学習し，地域アイデンティティの再

認識，地域起こし，地域復興，地域の絆の形成につながると考えられる．

（5）　教育機関

　大学図書館のデジタルアーカイブは，主に書誌データを登録している公

共図書館のアーカイブとは異なり，教員や学生の論文などの学術成果物を

登録・公開している．これは論文を発表した教員らからすれば，今まで以

上に多くの人が自身の成果を目にする機会が増える可能性が高まることを

意味する．そして大学としても，デジタルアーカイブを通して所属する教

員や学生たちの研究結果を公開することで，教育機関としての価値をア

ピールすることにもつながる．

　また，大学が研究資料として収集したものの中には非常に貴重なコレク

ションも少なくない．それらを公開することで，世界中の研究者が利用で



192

国際経営フォーラム No.33（2022）

きるようになることも大きなメリットといえる．

（6）　企業

　過去の商品そのものや企画資料，販売促進用の広報物，写真資料や図面

など，企業の歴史をたどることができるものを企業アーカイブという．欧

米では，この企業アーカイブをデジタルアーカイブとして公開すること

で，その企業の持つ経営理念や長い歴史を広く伝えることができ，それが

企業に対する信頼感へとつながっていくと考えられており，企業アーカイ

ブの重要性が広く認識され，以前から大企業がアーカイブの充実に取り組

んでいる．

　日本では，50年史や100年史といった社史を作成して，企業の歴史をま

とめることは慣習的におこなわれていたが，これらが配布されるのは関係

者だけで，その情報が広く普及するには至っていなかった．しかし近年で

は，欧米の大企業と同様に日本でも自社の歴史そのものに価値を見出し，

それを未来につなげていこうという活動の一環として，そして，それによ

る企業理念の浸透，経営方針，企業イメージのアピール，社員教育効果，

企業のブランディングというさまざまなメリットがもたらされるとの考え

から，デジタルアーカイブの構築が進んでいる．

　また，紙ベースの貴重な資料をデジタルアーカイブとして保持すること

によって，資料の劣化を防ぐことができ，保管スペースや資料を探す手間

や時間の削減が可能になる．くわえて，印刷物，電子書籍，ウェブサイト，

PR素材など，さまざまな用途で自由に活用できることになることから，

複数の企業が，“幹部職員の書簡や手記をデジタルアーカイブ化”，“創業

時からの社内報のPDF化，OCR処理で社内共有”，“紙書類を電子化しト

ランクルームを解約し事務所経費を削減”，“経理書類の電子化で業務効

率化”といった方法でデジタルアーカイブをビジネスに積極的に活用す

るようになってきている．
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３．UX視点でのデジタルアーカイブデザイン

　これまでのデジタルアーカイブは，図書館，博物館，自治体，教育機関，

企業，大学などの研究機関で，それぞれ目的を持って作られてきた．しか

しながらデジタルアーカイブは，長期的には，それぞれの時代において，

多くの人の考えや状況が，次の世代に伝えられるような方策が考えられる

べきであり，情報の公開が行政機関や，学校，企業，病院等からの情報提

供とあわせて，人々からの情報提供も必要に応じて収集し，次の世代に伝

えるデジタルアーカイブの開発・構築が必要になると考えられる．よって

今後のデジタルアーカイブは特定の組織や機関がデザインするのではな

く，人々が参加できる方法も用いられるべきであり，デジタルアーカイブ

をサービスとしてさらに広く提供していくためには，使いやすさや魅力を

向上させていくことが求められる．

　「人間中心設計」は，“システム，サービスなどを設計・デザインする際

に，人間にとって使いやすいことに主眼を置く”という考え方であり，設

計者にとっての方法論に留まらず，設計プロセスへの利用者の参加が含ま

れる．

　本章では，まず人間中心設計およびUXの概要を示し，続いて，UXデ

ザインの視点から，デジタルアーカイブシステムのデザインについて考察

する．

3.1　人間中心設計（HCD）とUX
　人間中心設計（Human Centered Design．以下，「HCD」と記す）と

は，システムの構造を設計の中心にするのでなく，使う人のことをきちん

と考えてモノを作るという考え方である [16]．そして，人間中心設計の目

的は，良いユーザー体験（ユーザーエクスペリエンス，User 
Experience．以下，「UX」と記す）を生み出すことである．実際，HCD
とUXの関連性について，ISO 9241-210では次のように明記されてい

る [17]．
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　設計の決定はユーザーエクスペリエンスに大きな影響を与える．

人間中心設計は，設計プロセスの初めから終わりまでユーザーエク

スペリエンスを十分に考慮することで良いユーザーエクスペリエン

スの達成を目的とする．

　一方，UXとは，製品やサービスを使用することで得られるユーザー体

験の総称で，ただ単に“使いやすい”，“わかりやすい”だけでなく，ユー

ザーの行動を導き，ユーザーがやりたいことを“楽しく・心地よく”実

現することを目指した概念である．昨今では，スマートフォンやタブレッ

トなど，さまざまなデバイスが普及したことにより，商品やサービスと

ユーザーの接点も多様化してきている．そのため，インターネットでいつ

でもどこからでも繋がる時間が増えたことや，Webサイトだけでなくア

プリの開発が増えたことが，UXが重視されるようになった要因の一つで

ある．アプリだけを選んでいくなかで，“使いやすい”という視点だけで

なく，「そのアプリを使うことでどんな新しい体験（UX）が得られるの

か？」が求められてきている，ということである．また，IoT（Internet 
of Things）を利用した製品が普及したこともUXの重要性を高めている

と考えられる．モノのインターネット化であるIoTを利用した製品が進ん

だことで，IoTを通して利用動向などが企業側へもフィードバックされる

など，商品提供後もユーザーと企業の接点が持ちやすくなった．IoT化で

ユーザーと企業が繋がりやすくなったことで，ユーザーが企業と接点を持

ちたいと感じるUXデザインを生みだせるかが重要になってきている．

　また，UIはモノとユーザーをつなげる界面といわれるものであり，画

面デザインでいえば，文字の大きさやメニューの場所，申し込みボタンの

色・文言といった視覚的な情報がUIに相当する．これらの工夫や改善を

おこなうことで，作業効率や使いやすさの向上を実現できる．また，UI
と一緒に使われることが多い言葉である「ユーザビリティ」とは，簡単に

いえば“使いやすさ”という意味で，サービスや製品が，ユーザーにとっ

て使いやすい状態を「ユーザビリティが良い」「ユーザビリティが高い」

などと表現する．すなわち，ユーザビリティが単純に使いやすさだけを追
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求するのに対して，UXは使いやすさを実現することでユーザーが得られ

る心地よさを追求するものである．よって，UX向上のためには優れた

UIが不可欠なのである．

　たとえば，ある商品が急に必要になってECサイトにアクセスしたら，

わかりやすいWebページで簡単に注文でき，すぐに商品が届いて喜んだ

とする．この時，Webページの「ビジュアルデザイン」や「UI」だけで

なく，配送や梱包といったユーザーとの「接点」，さらに，在庫がある，

きちんと梱包・配送される，間違いなく決済手続きがおこなわれる，と

いったこともUXに影響を与える要素であり，“喜んだ”という感情面の

結果が残る．

　このようにUXは多くの領域を横断した多面的なもので，デザイン，心

理，オペレーションの効率性など，さまざまな視点からアプローチする必

要がある．したがって，最適なUXを実現するためには，ユーザーの表面

的なニーズだけでなく，ユーザーの行動や背景を理解して，真のニーズを

発掘することが重要である．UXの本質は，ユーザーの期待を超える体験

を提供するために，つねにユーザーの立場で全体的に価値提供を考えるこ

とである．

　D.A.ノーマンが，1986年にユーザー中心設計（User Centered 
Design：UCD）という考え方を提唱し [18]，そこから次第にHCDという

概念が生まれた．そのため，基本的にHCDはユーザビリティに主眼が置

かれた概念である．ユーザビリティが優れたサービス・製品が他社との差

別化要因にもなり，顧客満足度も高めた．現代においても，ユーザビリティ

はサービス設計において基本的な一要素ではあるが，ユーザビリティを超

えた付加価値を求められている時代になってきた．そこで，全てのユーザ

ビリティは満たした上で，さらに利用者の感情に訴える付加価値の高い

「体験」とは何か，ということが求められる時代になった．

　以上のことから，HCDはユーザビリティを高めて人々が使いやすくす

るための概念であり，UXはユーザビリティを超えた付加価値の高い「体

験」を設計するための概念だということができる．HCDの実践する方法

として，HCDサイクルが定義されている（図2）．HCDサイクルでは，ユー
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ザー調査として行動観察や

インタビューによって調査

対象者の定性的情報を収集

し，利用像の手がかりにな

るインサイトを分析する．

続いて仮想の代表的なユー

ザー像を一人または数名の

ペルソナとして作成する．

あわせて，ペルソナの思考

や行動の流れをジャーニー

マップ等で可視化して整理

する．ペルソナのイメージ

を図3に，ジャーニーマッ

プのイメージを図4に示す．

すなわち，対象とするユー

ザーの利用文脈を理解して

ユーザー像を視覚化し，

ユーザーの要求事項を満た

す解決策の提案をするため

には，これらのツール群を

図3　ペルソナ （イメージ）

図 4　ジャーニーマップ （イメージ）

図 2　HCDサイクル
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HCDサイクルというより大きなプロセスの中で適切に活用することが必

要となる．そして，解決策の提示方法として，プロダクトやサービスのユー

ザー体験をイラストや画像を使ってストーリー化する手法であるストー

リーボードという手法があり，これを用いて「ユーザーにとって価値ある

体験」をストーリー仕立てで見せることができる．ストーリーボードは，

“ストーリーを視覚化する”点が特徴であり，テキスト（文字・文章）で

説明するより，UXをビジュアルで説明する方がプロダクトやサービスの

理解・検討・評価しやすいといった効果ある．

　以上のことから，ユーザー理解とユーザー体験を中心に見据えたデザイ

ンプロセスであることはHCDとUXで共通しており，HCDサイクルを

用いることで，ユーザー像を把握し，優れたUXをデザインすることが可

能になる．言い換えると，UXとは，プロダクトの使いやすさだけではな

く，マーケティングやブランドなどの要素も含む概念であり，HCDとい

う手段だけで，優れたUXをデザインできるとはいえなくなった．つまり，

HCDはあくまでも手段であって，そのプロセスを通して実現するものが

UX，ということになる．

3.2　デジタルアーカイブのデザイン活動
　今後，デジタルアーカイブが広く活用されるためには，アーカイブする

機関だけでなく，地域住民等が協働で構築するプロセスが肝要となる．す

なわち，参加型デザイン（participatory design）によるデザイン活動で

ある．参加型デザインは，民主主義を理想とし，デザインによって影響を

受けるユーザーの声をデザインに反映させるという，政治的な目的を旗印

として，とくに北欧を中心に参加型デザインが発展してきた [19]．また，

現場を一番よく知っているユーザーをデザインに参画させることにより，

より現実的な解をデザインすることも目的としていた．設計者が，現場の

詳細に関する知識，いわゆる「ドメイン知識」や「業務知識」を得るのは

簡単ではない [20]．とくに，暗黙のルールや前提は，聞いても語られるこ

とがない．知らない設計者が知らないまま設計するのではなく，知ってい

るユーザーを巻き込むことでその知識を利用する．これは前者の政治的な
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目的よりも，よい技術をデザインするという効果に注目したアプローチで

ある．北米における参加型デザインは，この後者の目的を重視してきた[21]．

　このような市民参加型のアーカイブ構築を通じて，一人ひとりがデジタ

ルアーカイブのユーザーであると同時に作り手でもあるという意識を持て

るようにすることで，アーカイブの作成と利活用の循環を生み出すことが

可能になると考えられる．また，地域がボトムアップで関与することが地

域の活性化にもつながるほか，アーカイブされたコンテンツについても，

さまざまな情報が付加されて新たな価値が生まれてくることが期待でき

る．そして，さまざまな活用事例が周知されることによって，地域コミュ

ニティにおいて無価値とされていた資料の価値について再考され，それが

他のコンテンツのメタデータの整備やデジタル化につながるといった循環

が生まれることも期待される．

　デジタルアーカイブの市民参加型のデザインにおいては，多様なステー

クホルダーが関与することになるが，ステークホルダー間の認識の共有が

不足していると，それぞれの立場や役割から，異なる視点で，異なるユー

ザー解釈がなされたまま開発が進むことになる．するとUXに関わるさま

ざまな事柄に対する判断に差異が生じ，結果として，優れたUXを実現で

きないことになりかねない．このような事態に陥ることを防ぐためには，

常にユーザーの視点を忘れないこと，すなわちHCDの考え方が重要であ

る．したがって，まず，HCDプロセスの重要な一要素であるユーザーの

ペルソナ等の定性情報をステークホルダー間で明確にして共有することが

不可欠である．ペルソナ作成の際には，対象ユーザーに対する認識をス

テークホルダー間で共有し，必要に応じてユーザー（ペルソナ）の解像度

を上げ，それをデザインの判断軸に用いるようにする必要がある．なお，

UXを構成する要素は多様であり，新規性，宗教性，ブランド，マーケティ

ング，品質，ユーザビリティ，時間といった極めて多くの要素が，人間の

「体験性」に影響を与えるといわれている．したがって，これらを含めた

ユーザーの「体験」に対する理解について共通の認識を持つことで，

HCDサイクルにおける解決策の作成（図2中 ③）と評価（同 ④）へと適

切に進むことができ，HCDサイクルによる適切なUX デザインに至るこ
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とができる．

　また，デジタルアーカイブの利活用を促進するためには，単にデータが

集約されたアーカイブを構築するだけでなく，利活用しやすいプラット

フォームでデータを公開すること，そしてその使い方（ユーザーシナリオ）

が，よりユーザーに身近でかつ具体的性のある見せ方となっていることが

重要でなる．それには前節で挙げた「ストーリーボード」を活用・展開す

ることで，デジタルアーカイブを利用する動機づけから具体的な利用シー

ン，体験価値までを理解してもらうことが可能になる．

このように，デジタルアーカイブデザインにおいてHCDおよびUXデザ

インの考え方を導入することで，人間中心で，ユーザーにとって価値ある

体験を創出できるデジタルアーカイブシステムの構築が可能になるだけで

なく，アーカイブシステム実装後にも活用できることから，HCDおよび

UXデザインの考え方・アプローチは，あらゆるフェーズで有効に機能す

るものだといえる．

４．おわりに

　デジタルアーカイブに関連するサービスは，まだ，アナログ媒体をデジ

タル化し，管理するサービスが中心であり，コンテンツの利活用に関連す

るサービスは少なく，具体的な事業については手探りの状況にあるといわ

ざるを得ない．さらに，長期保管（数百年，千年）のデータ保管の方法な

どの根本的な問題については，今後の研究を待つしかない状況にある．

　しかしながらその一方では，デジタルコンテンツの利活用を見据えた産

官学による取り組みが進められつつあり，今後は，美術館・博物館・図書

館等だけではなく，民間企業が保有する文化資源向けにも提供されると考

えられる．デジタルアーカイブの普及展開には，“コンテンツホルダーで

ある小規模の美術館・博物館・図書館や，地域資料を扱う機関・団体にとっ

て，デジタルアーカイブの構築はハードルが高く，サーバーの維持管理・

運営にも費用が掛かる”というデジタルアーカイブ構築の課題，そして“デ

ジタルコンテンツを学校の教育コンテンツ，研究機関の研究データ，ビジ
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ネスにおける素材データ等として活用したいと考えるユーザーがいたとし

ても，求めているデジタルコンテンツを見つけにくく，利用条件が整理さ

れていないため，活用しにくい”というデジタルアーカイブ利活用面で

の2つの課題を解決していく必要がある．

　デジタルアーカイブは，時代の先端技術の影響を受けながら発展し，そ

の構築・利活用の手段も多様化してきている．今後はさらに，人工知能

（AI：Artificial Intelligence）や仮想現実（Virtual Reality : VR），拡

張現実（Augmented Reality : AR），複合現実（Mixed Reality：MR）

といった技術革新やアイデアを活かしながらコンテンツの経済的価値を高

めることによって，市場の活性化が進むと考えられる．そうした状況にお

いても，HCDおよびUXデザインの考え方を導入することが肝要である．

デジタルアーカイブシステムの構築にHCDプロセスを適用し，さらに全

てのフェーズにユーザーが参加することで，ユーザーにとって使いやす

い，優れたUXを提供するデジタルアーカイブを実現することが可能にな

ると考える．
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研究ノート

17・18世紀スイスの信仰の亡命者
（Glaubensfluchtlinge）の軌跡

𠮷 田 　 隆

はじめに

　パウル・コッホは、「宗教改革の余り注意されていない諸結果のなかで

おそらくもっとも重要なものは、[信仰のために ] 追放されて故郷を追わ

れた何千人もの熟練手工業者職人たちによる工業力の広い普及であった。

それまでまったく、すくなくとも主として、一、二の場所でしか行われて

いなかった工業が、いまや亡命者の定着したいたるところに植えつけられ

た」（1） と述べ、ルドルフ・ブラウンは、「ドイツの諸領邦は、西ヨーロッ

パ諸国から宗教的亡命者を通して繊維工業の分野におけるさまざまな刺激

と新製法を受け入れた唯一の地域ではなかった。ほとんどドイツ以上にと

いってよいほどに、スイスの繊維工業の発展はこのような [宗教的亡命者

の] 来住の成果である」（2） こと、さらに「①18世紀末にチューリヒで出版

された書物の記述。チューリヒ州にたくさんある、カトリックの地域とプ

ロテスタントとの地域を両方とも見渡せる山に登ってみると、後者の地域

には、新しい家屋やよく耕された畑や果樹園が示すように、勤勉と労働経

済的繁栄が広がっているが、前者の地域にはそれらがまったく欠けている

ことが判る。②同じく19世紀半ばの書物の記述。プロテスタンティズム

は多くの活力を工業から引き抜いたが、もっとも多くの活力を工業に与え

た。実際われわれは、チューリヒの工業を、ルター派の信仰から区別して

改革派の信仰と関連づけることができる」（3） と述べているが、上記の新し

い家屋やよく耕された畑や果樹園、勤勉と労働と経済的繁栄がスイスの
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チューリヒの事例に限定してもルター派と改革派の信仰地域で異なるのは

なぜだろうか。

研究回顧

　マックス・ヴェーバーは、『プロテスタンティズムの倫理と資本主義

の精神』 （Weber, Max, Die protestantische Ethik und der 》Geist《  
des Kapitalismus, Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie, B. 
1, Tübingen, 1920, 大塚久雄訳、岩波書店、1989年、梶山力訳1955年（上

巻）1962年（下巻）以下『倫理』論文）で、 「カルヴィニストのディアスポラ

（散住）を「資本主義観の育成所」 》Pflanzschule der Kapitalwirtschaft《  
としたゴータインの指摘を正しいと述べている（M. Weber, a.a.O. S. 27, 
大塚訳31頁, 梶山訳上巻30頁）。また、ヨーゼフ・クーリッシェル（1878－

1934）は 『ヨーロッパ近世経済史 I，Ⅱ』 （諸田實他訳 , 東洋経済新報社 , 
1983年, 29－31頁, Kulischer, Josef, Allgemaeine Wirtschaftsgeschichte 
des Mittelalters und der Neuzeit, Bd. 2: die Neuzeit, S. 21）で女王メ

アリのもとで迫害されたイギリスの新教徒、異端審問によってスペインか

ら追放されたユダヤ人（マラノス）、アルバ公の恐怖政治のもとで圧迫さ

れた南ネーデルランドの人々、ロカルノから追放されたイタリア人、など

の信仰の亡命者が、新技術、新販路（技術・産業の移転）をもって移住し

たことについて述べ、17世紀から18世紀にかけてスイスの繁栄する工業

は、ほとんどまったく入国した外国人から起こったこと、そしてスイスで

は、チューリヒの絹織物工業は、ロカルノからの改革派の信仰の亡命者に

よって、他のすべての重要な工業部門はナントの勅令の廃止（1685年）

後のフランスのカルヴァン派ユグノーによって、すなわちバーゼルのリボ

ン織業、ヌシャテルの編物業、ジュネーヴの時計工業などがそうであると

も述べている。

　これら信仰の亡命者の散住については、これまで日本、欧米で論究され

されている。

　日本で「信仰の亡命者」について、本格的に研究が始まったのは、1970
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年代後半からで、石坂昭雄「16世紀におけるネーデルラント・プロテス

タントのドイツ散住―その経済史的概観―」（北海道大学『経済学研究』

1977年 , 第 27巻 1号 , 307－349頁 , 以下『経済学研究』）、同じく、

Ishizaka, Akio, Bibliography on the Protestntism-Capitalism 
Controversy in Hokudai Economic Papers, 8: 39-82, 1978, で欧米の研

究文献を我々に提示した。この文献は、私、吉田にとっても信仰の亡命者

の研究を、その後、考える上で非常に役立ち、この場で氏に感謝したい。

さらに同氏論文「『プロテスタンティズム -資本主義論争』をめぐる戦後

の研究動向：ヘルベルト・リューティの所説を中心に」（『経済学研究』

1980年、第30巻1号、195－213頁）、同氏論文「ヴェストプロイセンにお

けるネーデルラント系メンノー派コロニーの形成とその経済活動（1525

～ 1772）（1） （2）」（『経済学研究』1985年 , （1）第34巻第4号 , 33－53頁，（2）

第35巻第1号 , 17－33頁）、 同氏論文「プファルツ選帝侯国（ライン･プファ

ルツ）におけるネーデルラント系カルヴァン派亡命者コロニーの形成とそ

の経済活動（1562 ～ 1622）:ドイツにおける改革派領邦国家とネーデル

ラント系来往者（1）」（『経済学研究』1989年 , 第39巻1号 , 46－69頁）、諸

田實「信仰の亡命者―ドイツ経済史への影響―」（神奈川大学『商経論叢』

第14巻）第1号 , 69－93頁）がある。石坂は、1977年の上掲論文の＜問題

の所在＞で、「カトリックの反宗教改革とオランダ独立戦争を中心に挟む、

16世紀後半の激動は、ヨーロッパ近代史における一大転換期であった。・・・

とりわけ、オランダ独立戦争前後のネーデルラント人の大
ディアスポラ

散住は、それが

自国ならびに移住先に及ぼした経済的・社会的影響の点でならぶものがな

い程である」と述べている（石坂上掲論文 , 307頁）。諸田は、「宗教改革

がドイツ政治史ないし政治思想史に及ぼした影響を考察する場合には、ル

ター派よりもむしろカルヴァン派の影響、とりわけ外国から来住した『信

仰の亡命者』の影響」に注目することが重要であるとする（諸田 , 上掲「論

文」71頁）。また、小倉欣一「信仰難民と経済的革新―近代初期ネーデ

ルラント・カルヴァン派教徒のドイツ移住問題―」（東洋大学経済研究会

『経済論集』第18巻第１号， 1992年10月， 45－54頁）がある。小倉は、ハ

インツ・シリングの、{ 16世紀のネーデルラント避難民―近代初期の信
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教移民の類型化への寄与― }（Heinz Schilling, Die niederländischen 
Exulanten des 16. Jahrhunderts. Ein Beitrag zum Typus der 
frühneuzeitlischen Konfessionsmigration. Geschichte in 
Wissenschaft und Unterricht Jg. 43H, 2, 1992, S. 67-78）から、16世

紀のネーデルラント移民は、ハンブルグとフランクフルトでは近代初期

に商工業中心地となる急速な飛躍への基礎を築いたこと（小倉 , 上掲「論

文」49頁）、しかしカトリック帝国都市、ケルンとアーヘンでは「反宗

教改革と教条的な経済政策が勝利をおさめた」ゆえにハンブルクやフラ

ンクフルトのような経済的発展にネーデルラント移民は貢献できなかっ

た。これはクーリッシェルが上記のKulischer, Josef, Allgemaeine 
Wirtschaftsgeschichte des Mittelalters und der Neuzeit, Bd. 2: die 
Neuzeit, S.250（諸田實ほか訳『ヨーロッパ近世経済史』東洋経済新報社 , 
1982年 , 358－359頁）。踊共二著『改宗と亡命の社会史―近世スイスにお

ける国家・共同体・個人』（創文社 , 2003年）、金哲雄著『ユグノーの経済

史的』（ミネルヴァ書房, 2003年）がある。踊は、ユグノー受入れの際に、

受け入れ側の君主のひとりであったバイロイトの辺境伯は、「スイス諸邦

に義援金を求めると同時に、『ある程度の私財を有し、仕事ができる状態

の者』を送り出してほしいという希望を伝えていた」という。（踊 , 同掲書 , 
74頁）このことはブランデンブルグ＝プロイセンのユグノー受入れに際

して、技能に長けて、裕福な者を選帝候も求めていた。金は、スイスにつ

いては「スイスにおけるユグノーの経済的役割は、イギリス、ドイツなど

のその他の亡命先に比べてそれほど大きなものでもなく、またあまり重要

な意義を有していなかったが、綿工業、時計工業、商業・金融業において

その影響が顕著だった」（金 , 同掲書 , 237頁）とのべているが、そうだろ

うか。金の同書については我々の観点から後述する。

　欧米の研究では、ヴェーバーの問題提起を、包括的に捉えた、Aubin, 
Gustav. Der Einfluβder Reformation in der Geschichte der 
deutschen Wirtschaft, Rede gehaten bei der Reformationsfeier 
derVereinigten Friedrichs-Universität　Halle-Wittenberg am 31. 
Oktober 1929（吉田訳「ドイツ経済史における宗教改革の影響」神奈川
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大学経営学部『国際経営論集』第57号 , 121－139頁）がある。オバンは、

この講演で宗教改革がドイツの経済生活に及ぼした影響について考察する

際に、「人がドイツ国民全体とドイツ経済全体における外国のプロテスタ

ント達の受容という事実にその考察を限定しようとするならば、それは問

題の周辺のみに言及することが肝心でしょう。この事実さえも、宗教改革

と経済生活との間に生じた精神的な関連の検討に基づいて考察される場合

にはじめて、究極のもっとも深い根拠において、その著しい影響を把握す

ることができるでありましょう。事情に精通した方は、この指摘が、その

最初の体系的な論述と解明がマックス・ヴェーバーという偉大な名前に結

びつけられるあの関連を狙うものであることをご存じであります。ヴェー

バーが「プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神」という当時にお

いて意表を突かれたような、驚くべき斬新で人をひきつける気持ちをおこ

させた題名の一論文の中で、それまで対立する両極と見なされがちであっ

た２つの現象の複合の局面を結びつける糸を発見してから丁度1/4世紀が

経過しました。さまざまな学問の専門領域でたたかわれた活発な論争の結

果、ヴェーバーの得た結論はその核心において確証されました。この命題

に対して向けられた攻撃は、この命題の創始者自身が与えた形式に対して

向けられたというよりも、この命題が熱烈ではありますが注意深く考慮し

ない信奉者の手に受け入れられた時にとった形式に対して向けられまし

た。」（Aubin, a.a.O.,S.3-4, 吉田訳121頁）と。たしかに上記の、ヘルベルト・

リューティが（Herbert Luethy、Once again: Calvinism and Capitalism. 
From Encounter, XXII. January1964, p.23－32）で、ヴェーバーの『倫

理』論文をめぐる論争について、ドイツではゾンバルト、トレルチ、ブレ

ンターノ、イギリスではトーニーとロバートソン、フランスではオゼール

とセー、イタリアでは1962年当時イタリアの首相アミントーレ・ファン

ファーニ（Fanfani, Amintore. Cattolicesimo e protestantesimo nella 
formazione storica del capitalismo. Milano, 1934. ファンファニー著

佐々木専三郎訳『カトリシズム　プロテスタンティズム　資本主義』未来

社 , 1968年）、アメリカではタルコット・パーソンズ、スウェーデンでは、

サミュエルソン、 カルヴァンの生誕450周年を記念して、新しい一連の研



208

国際経営フォーラム No.33（2022）

究がもたらされことについてふれている（Luethy, ibid. p. 123.）。そして、

1904年の『原・倫理』論文以降、引き起こされた論争は時折消滅したり

新しく補完されたり追加され、何度も何度も再燃して今日に至っている

と。（4） これは日本の今日でも言いえる。また、村山聡著『近世ヨーロッパ

地域歴史論　経済・社会・文化の史的分析』（法律文化社 , 1995年）、「第

2章」の「研究史的考察―ウェーバーテーゼの地域史研究―」（25－35頁）、

特に、村山の本書で学ばなければならないのは、ヴェーバーが「倫理論文」

でカルヴィニズムはドイツにおいて「経済的文化」に影響をあたえたこと、

「すなわち、ヴッパータールやその他の地方でも『改革派』の信仰は、他

派に比較すれば、資本主義精神の発達することが大きかったようだ。たと

えばルッター派に比してそれがいいちじるしかった」（Weber, 
a.a.O.,S.28, 大塚訳31頁 , , 梶山訳上巻30頁）という指摘について村山は第

7章（95頁以下）で明らかにしている。

　Scoville, Warren C. Capitalism and French Glassmaking, 1649-
1789. Berkeley and Los Angeles, 1950. 同じくScoville, Warren C. The 
Persecution of Hugenots and French Economic Development, 1680-
1720. Berkeley and Los Angeles, 1960,
　Monter, E. Wiliam Calvin’ Geneva.  New York, 1967.（E.W.モン

ターの 『カルヴァン時代のジュネーヴ―宗教改革と都市国家』（E.W.モ
ンター著 , 中村賢二郎・砂原教男訳 , ヨルダン社1978年）で、リヨン出身

のトランブレ兄弟や、ほかのフランス人移民者、とくにトランブレ兄弟の

一人は「1597年に一万5000ジュネーヴ・フロ―リンと評価される《ラシャ

製造業の資産》」を残したこと、またルッカとクレモナからのイタリア人

移民者は、チューリヒのロカルノからの信仰の亡命者も深く関わった

「ジュネーヴで最も利潤の多い資本主義的企業たる《グラン・ボッテーガ》

をその世紀末近くに作ってる」（Monter, a.a.O.,p.182， 同書268頁）とし、

16世紀のジュネーヴ商業の全般的な発展、特にジュネーヴ市の二つの大

きな輸出産業の出版、のちには絹が亡命商人の富と経験によって発達する

に至ったことを明らかにした。

　ところで、禁欲的プロテスタンティズムと事業活動の関係、禁欲的プロ
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テスタント諸派の経済的先進地帯からの亡命者の散住が、その後、散住の

地での経済的発展に果たした意義、いかなる地域のどの社会層にヴェー

バーのいう信仰と事業精神が結びついたのか（石坂昭雄ほか著『新版西洋

経済史』有斐閣 , 1994年141頁）ついて、ヴェーバーは、彼の直接指導の

下で学位論文を書いた学生マルチン・オッヘンバッヒャー（Offenbacher, 
Martin）の「信仰と社会層の形成」”Konfession und soziale Schichtung 
: eine Studie über die wirtschaftlicheLage der Katholiken und 
Protestanten in Baden.” Tübingen, 1900 の、バーデンの旧教徒と新教

徒の経済状態の研究から、「カトリック信徒の雇職人はいつまでも手工業

に止まろうとする傾向が強く、したがって親方職人（Meister）となるこ

とが比較的多いのに反して、プロテスタントの雇職人では、比較的多くの

ものが工場に流入して熟練労働者の上層や工業経営の幹部の地位につこう

とする・・・こうした場合には原因と結果の関係は明白・・・。すなわち、

それらの人々の教育によって得られた精神的特性、とくにこの場合は故郷

や両親の家庭の宗教的雰囲気によって制約された教育の方向が、職業の選

択とその後における職業上の運命を決定している」（Weber, a.a.O.,S.24, 
大塚訳22頁 , 梶山訳上巻21頁）、「うまいものを食わないのなら寝て暮ら

せというざれ言葉がある。そうした場合、プロテスタントは進んで」うま

いものを食おうとするのに、カトリック信徒は寝て暮らそうとするのだ」

（Weber, a.a.O.,S.24, 大塚訳27頁, 梶山訳上巻26頁）といった、いくつかの

我々の関心を引きつけつけるいくつかの事例を提示し、また、16世紀から

17世紀にかけてスイス盟約者団のイタリア語圏共同支配地ロカルノからの

信仰の亡命者が、主としてチューリヒの有産市民の商工業活動（ムーラルト

家、オレリー家ほか）、キャヴェンナ出身のペスタロッツイ家の資産増加を

チューリヒの工業関税とポンド関税の徴収額に基づいて、彼らがチューリヒ

の資本主義的産業の発展に貢献したことを明らかにしたJ. マリニアックの

学位論文“Exportindustrie und des Unternehmerstandes in Zürich 
in XVI. und XIII Jahrhundert”, Zürich und Leipzig : Rasher, 1913.
を引用し、「世界史の、あらゆる信仰の移住者たち」のなかで外面的な政

治状況に加えて、ツヴィングリの聖書注解の影響を受けてカトリックから
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福音主義の信仰に転じた「ロカルノからチューリヒに移住してきたプロテ

スタントの家族ムーラルト（Muralt）や〔キャヴェンナ出身の〕 ペスタロッ

ツィ （Pestalozzi） などは、やがてチューリヒにおいて近代に独自な資本

主義的な（産業的）発展の担い手となった」と述べ（Weber, a.a.O.,S. 24, 
大塚訳26頁 , 梶山訳上巻25頁）、さらにヴェーバーは、彼が意味する「資

本主義の精神」の心情にみたされた担い手たちは、都市貴族の資本主義的

企業家にもいたし、マリニャックの事例研究からは、「向上しようと努力し

つつあった産業的中産者身分（die aufstrebenden Schichten des 
gewerblichen Mittelsstandes）なかにかえって遥かに多くみられたの

だ。・・・16世紀にもすでに事態はそれと同じだったのであり、当時成立

しつつあった産業」は、チューリヒの事例では、＜新しい精神＞をもった

ツンフト構成員やロカルノからの亡命者を含む成り上がり者の手で創り出

されたと言えるとも述べていて（Weber, a.a.O.,S. 50, 大塚訳72－73頁 , 
梶山訳上巻73頁）、上記の「禁欲的プロテスタンティズムと事業活動の関

係、禁欲的プロテスタント諸派の経済的先進地帯からの亡命者の散住が、

その後、散住の地での経済的発展に果たした意義、いかなる地域のどの社

会層にヴェーバーのいう信仰と事業精神が結びついたのか」について、

エーベルハルト・ゴータイン（Gothein, Eberhard, 1853-1923）、マルチ

ン・オッヘンバッヒャー（Offenbacher, Martin, 1877-1942）、マリニャッ

ク（Maliniak J.）の諸研究に論究に即し、補完しながら回答を試みている。

　ここでスイスのみならず、亡命先の各国での信仰の亡命者「ユグノー」

の経済活動を明らかにした、我が国での先駆的研究、上記の金哲雄著『ユ

グノーの経済史的研究』（ミネルヴァ書房， 2003年）を我々の観点から考

えたい。

　本書は、氏の大阪府立大学へ提出した博士（経済学）の学位論文「ユグ

ノーの経済史的」の全文と新たに書き下ろしの序章と終章部分からなって

いる。

　序章ユグノーの経済史的研究の意義の意義、第Ⅰ部ユグノーと近代資本

主義に関する諸見解は、第1章マックス・ヴェーバーのユグノー論、第2



211

17・18世紀スイスの信仰の亡命者（Glaubensfluchtlinge）の軌跡

章ヴェルナー・ゾムバルトのユグノー論、第Ⅱ部ユグノーとナント勅令廃

止は、第3章フランスの資本主義発展におけるユグノーの役割、第4章ナ

ント勅令廃止の経済的影響、第5章ナント勅令廃止の経済的影響、第Ⅲ部

亡命先におけるユグノーの経済的役割は、第6章イギリスにおけるユグ

ノーの役割、第7章オランダにおけるユグノーの役割、第8章ドイツにお

けるユグノーの役割、第9章スイスにおけるユグノーの役割、終章近代西

欧におけるユグノーの経済史的役割から構成されている。

　フランスの新教徒、ユグノーの語源は明らかでないが、スイスでサヴォ

イア公に反対して結集した連合派（Eidgenossen）、フランスのある地方

の民間信仰上その存在が信じられていたユゲ王（Roi Huget）あるいはユ

ゴ ン 王（Roi Hugon）。H.M. バ ー ド は、History of the Rise of the 
Huguenos, London, 1880, 2vols.でこの由来を整理し、カトリック教徒がつ

けた渾名、びた一文の値打ちもないファジング銅貨（英国の最小額青銅貨

で四分の一ペニー）、他ユグノーは“パルパイヨ”（カルヴァン派への軽蔑）

と呼ばれ忌み嫌われていた。（Baird, Vol.I, p.202）（本学所蔵の

Dictionarium Britannicum. London:Printed for T. Cox, 1730. に も

まったく同様な記述がある。一般的はこのように捉えられていたと思われ

る）。木崎喜代治も、『信仰の運命　フランス・プロテスタントの歴史』（岩

波書店・1997年）で「ユグノーという言葉は、当初は軽蔑語であって、

プロテスタント自身がこのことばを用いることはなかった」と述べている

（同書20頁）。

　16世紀後半フランスは、1562年以来のカトリックとユグノー間に続い

ていた宗教戦争は、1593年にアンリ4世が新教からカトリックに改宗する

ことで終止符が打たれた。そして1598年にアンリ4世は新教徒を保護す

るためにナントの勅令に署名する。これにより、ユグノーはすべての公職

につくことできるようになる。フランスのほとんどの地域での礼拝の自由

が認められたのである。

　しかし1685年10月18日、ルイ14世がこの不変勅令廃止に署名した4日

後にユグノーの生活は根底から崩れる。

　S・スマイルは、The Huguenots in France after the Revocation of 
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Edict of Nantes, London, 1881. で、勅令廃止後、ユグノーは弾圧され」

てあらゆる公職から追放された。フランスにはユグノーの図書館員、本屋、

印刷業者はもはやいない。聖書、宗教的啓蒙書の類は没収されて公衆の面

前で燃やされたと述べている。（Smiles, a.a.O., p.14）そして、自分たち

のやり方では礼拝は許されず、好きな賛美歌を歌って訴えられて罰金、投

獄そしてガレー船送り。ユグノーの親たちは自分流に信仰教育を子供らに

行うことさえ禁止された。

　本書で金は、第１にユグノーがフランスの資本主義に果たした役割、し

たがって勅令廃止後の約20万人のユグノーの亡命はフランス経済の発展

にマイナスの要因になった。当時のフランスの全人口は2000万人で、廃

止直前の新教徒の数は150万人から200万人だったと考えられている。こ

の20万人のうち、4万から5万人がイギリス、約1万人がアイルランド、5

万から6万人がオランダ、約3万人がドイツ、約2万2000人がスイス、残

りはヨーロッパの諸地域や、南アフリカ、アメリカに亡命したと述べてい

る（金 , 同掲書240頁）

　第2にユグノーの主たる階層は中小生産者のみならず、貴族、商人、金

融業者など多様な社会層で、禁欲的プロテスタンティズムが中産的生産者

以外の社会層と結びついた。

　第3に少数被圧迫者、ユグノーこそがプロテスタンティズムの倫理の担

い手として西欧における近代資本主義の生成と発展に大きな役割を果たし

たとする。それを明らかにするためにC.ヴァイスの『ナント勅令廃止以

降のフランス・プロテスタント亡命者の歴史』Hisoire des refugies 
protestants de France depuis La revocation de L’Edit de Nante 
Jusque’a nos Jours. 2.Tomes, Paris, 1853.と上記のW. スコヴィルの 
『ユグノーの迫害とフランスの経済発展』 The Perseqution of Huguenots 
and French Economic Development 1680-1720., Berkley, 1960. の豊富

な事例に全面的に依拠して行っている。

　本書で著者は、フランスの資本主義発展に果たしたユグノーの役割、勅

令廃止の経済的影響、フランスの工業化の対遅れをイギリスの工業化との

比較研究を通して「ヴェーバーと大塚史学、そしてゾンバルトから学びな
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がら、それらを止揚」することを試みている（金 , 同掲書241頁）。

　大塚久雄の著作、高橋幸八郎『市民革命の構造』（御茶ノ水書房、1950年）、

中木康夫『フランス絶対王制の構造』（未來社、1963年）への論及はその

ためである。

　「筆者の知る限り大塚氏と高橋氏の文献のなかに直接にユグノーに言及

されている箇所を見出すこと」（金同掲書24頁）は出来ないが中木には

「ピューリタンと同様に、ユグノーと中産的生産者層との結びつきを指摘

し、ユグノーが反特権反封建的であった」という（金同掲書25頁）。果た

してそうだろうか。ユグノーは反特権反封建的であったであろうか。

　この点について大塚は「ユグノーの亡命者のもたらした『技術』によっ

て、ほぼこの頃から基軸たる毛織物工業の発達速度を一層速め」（「欧州経

済史序説」『大塚久雄著作集第2巻』岩波書店 , 1969年 , 135頁）たと述べ、

中木はナント勅令の下で「ユグノー派は絶対王制と結合して上昇する新地

主・上層商人と没落過程に入る中小貴族および農民・手工業者とに分裂」

（中木190頁）を指摘している。ここからすると金が述べているように必

ずしもユグノーが反特権反封建的であったとは捉え難い。

　中木はイギリスとフランスの資本主義の発展構造の相違を次のように捉

えている。

　ユグノーとコルベールを結びつけた特権マニュファクチャーは、商品生

産＝流通（free trade）を前提にしているのとまさに逆であり、さらに特

権マニュファクチャーは、封建的ギルド共同体を土台にして築き上げら

れ、独占商人層による極めて大規模な問屋制支配の体系であったと指摘し

ている。また当時、中央行政をほぼ独占していたコルベール家とル・テリ

エ家の二大門閥グループの闘争は、1683年のコルベールの死後、ル・テ

リエ一門の勝利に帰し、コルベールのグループは、漸次政権から排除され

ていく。

　やがてその矛先は、コルベールの強力なバック・アップによって支持さ

れたユグノー特権マニュファクチャーにも向けられる。そしてル・テリ

エー門の手で1685年ナントの勅令の廃棄が行われ、この件がコルベルティ

ズム弛緩への第一撃となっていると、中木は述べているからだ。この点に
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ついては、イングリッド・ミッテンツヴァイ 編著の「ブランデンブルク

＝プロイセンのユグノー」Hugenotten in Brandenburg-Preuβen / 
Herausgegeben von Ingrid Mittenzwei. Berlin : Akademie der 
Wissenschaften der DDR Zentralnstitut für Geschichte, 1987. 特
に Die Hugenotten in der gewerblichen Wirtschaft Brandenburg-
Preuβensから必ずしもユグノーが反特権反封建的であったとは捉え難

い」ことが理解できる。ミッテンツヴァイは、「ユグノーの知的エリートと、

ブランデンブルグ＝プロイセンにおける彼らの政治生活への影響について

はほとんど知られていない。亡命者が伝統的な封建制度の外に立っていた

ので、彼らが一般的な亡命者のように初期の確立された絶対主義を支持し

たのは、一般に認められた事実である。しかし、具体的にどのように実現

したのか。ユグノー出身の役人たちは、国家機構にどのような路線を押し

付けようとしたのか。

　行政は、どのように機能したのか？これについては、さらなる研究が必

要である。」（Ibid.S.363－364）としている。この指摘は、今後、信仰の亡

命者の亡命国での軌跡を考えるうえで多面的な示唆を与えている。

　Bodmer, Walter Der Einfluβder Refugianteneinwanderung von 
1550-1700 auf die schweizerische Wirtschaft : Ein Beitrag zur 
Geschichte des Frühkapaitalisumus und der Textilindustrie Verlag 
A.G. Gebr. Leemann & Co. Zürich, 1946. SS.118-150.

　以下では、ボドマーの本書、第6章の拙訳を試みることで、17・18世紀

のスイスでの信仰の亡命者ユグノーの経済活動について「紹介」してみた

い。

　著者、ボドマーは、本書で、1940年代当時、入手可能な資料や文献を

系統的に検討・処理することで、150年の間にスイスに移住した亡命者の

スイスでの経済活動を明らかにしている。17世紀から18世紀にかけてス

イスがどのような経済発展を遂げたのか、その全体像を描くことを試み

た。本書の結語（Bodmer, a. a. O., S. 146ff.）では18世紀末のスイスの
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工業の状態から捉えている。

　スイスの18世紀末の時代には、チューリヒ州では、80から100の製糸

工場が年間36,000キログラムの糸を紡いでいた。チューリヒのフローレッ

ト絹の紡績、撚糸、巻き取りには、中央・東スイスで約10万人が従事し

ている。都市部の絹商会は1800台の織機を農村に移し、3分の2は平織物、

3分の1はファコンヌ製品にしていた。絹のガーゼや縮緬を織るために、

1000台の織機を使用している。

　バーゼルの20〜24の商会は2268台のリボン織機を稼働し、そのうち

2242台は農村、166台はアールガウのファブリカント（5）が所有していた。

アールガウ、ベルン、ヴォーの3都市では、絹織物工業の発展は緩やかで、

ジュネーブでは、工業は事実上かききえていた。

　チューリヒでは綿工業の状況も絹織物工業同様に盛況だった。1787年

には、チューリヒ州で1,392台の織機がモスリン生地の製造に使用、2,087

台の織機がインド更紗工業向けの生地を製造し、34,075名の紡績工が

チューリヒの綿ファブリカントの下で働いていた。ユグノーがチューリヒ

に伝えたムスリーヌの生産は、スイス東部にも広がり改善された。これら

の生地の主な生産地は、ザンクト・ガレン、ライン渓谷、両アッペンツェ

ル、トッゲンブルグだった。エメンタールとアールガウでは、年間20万

枚の綿織物を生産した。1785年以前、インド更紗工業はジュネーブで約

3,000人の労働者を雇用し、ヌシャテルでは2,028人の労働者を雇用して

いた。チューリヒには600から700台の捺染台を備えたインド更紗の6工場、

バーゼルには6工場、アールガウには8から9工場、グラールスには4工

場があった。ヴォー、ビール、ベルン、シャフハウゼン、トゥルーガウ、

ザンクト・ガレンにも小規模の工場があった。毛織物工業のみが衰微し、

場合によってはほぼ完全に消滅した。

　ヌシャテル州のレース工場で約4,000人が雇用、時計製造や宝飾品は、

インド更紗の捺染業とともにジュネーブの主要工業となり、1788年に

2,517人を雇用していた。

　他方、亡命者の商品取引と不可分の銀行業務がジュネーブで開花する。

　工業ブームはプロテスタントの州からカトリックの州へも広がる。
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　以上が、18世紀末のヨーロッパ大陸で最も工業化されたスイスの工業

活動の概要である。この発展は、亡命者によるものだけだったのだろう

か？そうはいいきれない！カルヴァン派やツヴィングリ派の労働の倫理的

価値に関する教義は、プロテスタント（福音主義）の州での工業活動の発

展に特に有利な土壌を提供したが、経済生活はツンフトの鎖（Fesseln）
に縛られていた。特にスイスのドイツ語圏では、この鎖を断ち切るには、

外部からの衝撃が必要であった。亡命者という衝撃がこの鎖を断ち切った。

　スイスの工業と商業の発展に決定的な影響を与えたのは、何よりも16

世紀後半の信仰の亡命者、つまり、その後の産業発展の基礎を作ったフラ

ンス人、イタリア人、オランダ人の活動であったといえる。彼らは、絹織

物工業、レースの縁飾り工業、時計製造業、そして綿花や毛織物工業と同

様に、初期の大規模な資本主義、少なくとも紡績業をスイスに持ち込み、

さらに高度な経済上の商業形態をもたらした。スイス経済の発展に対する

彼らの貢献度は、各州での彼らの経済活動を比較研究することで最もよく

知ることができる。

　ジュネーブ、チューリヒ、バーゼルでは工業や商業が盛んになり始めた

が、南ドイツでは経済生活はツンフト体制のままだった。16世紀末から

17世紀初頭にかけてのドイツの帝国都市や農村都市の衰退は、1500年前

後には繁栄した生活の姿を呈していたが、顕著である。ここでは、ツンフ

トや民衆、そしてとりわけ宗派（ルター派、カトリック）の不寛容の結果、

亡命者の経済活動は発展することができなかった。フランクフルトとハン

ブルクは、先見の明のある亡命者政策で例外となった。スイスの北隣、そ

してドイツ全般の広い地域で、今日の工業を生み出したのは、領邦経済政

策をとるブランデンブルグ＝プロイセンのような啓蒙的絶対主義者と移民

したユグノーだった。スイスでは、16世紀の信仰の亡命者が今日の繊維

工業とジュネーブの時計製造の基礎を作った。

　その後、亡命者の流入により、製粉、帽子製造、インド更紗工業、レー

ス製造、靴下製造、革手袋製造、高級絹・綿製品製造など、一時的に非常

に重要な工業や製造工程がもたらされた。またユグノーはインド更紗の捺

染業で初めて常設の集中工場を創設した。
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　16世紀には、イタリア語圏の移民（チューリヒの事例では、ロカルノ

からの信仰の亡命者の経済活動）が経済革新と資本主義の発展の担い手と

して重要であったが、17世紀には、ほとんど例外なくフランス人であった。

それは、反宗教改革の勝利によって、この国の文化的に高度に発達した地

域では、イタリアからの移民の流れがほとんど途絶えたということだけで

なく、スペイン統治下のイタリアが経済的に衰退し、その後継者であるフ

ランスが16世紀から17世紀にかけて大きな経済成長を遂げたからである。

しかし、経済のさらなる発展にとって17世紀の亡命者の移住の重要性は、

新しい製造工程や繊維製品の導入だけでは終わらなかった。 それどころ

か、以前に確立された亡命者家族の同化とブルジョア化によってスイスが

ツンフトという鎖
4 4 4 4 4 4 4 4

で窒息する恐れがあったとき、新たな亡命者はスイスの

工業および商業生活に非常に実り多い事業欲と忍耐の精神を新たにした。

亡命者が要求する工業の発展は、農村部の余剰人口に仕事の機会を提供す

ることで、少なくともチューリヒ州とバーゼル州の農村部の社会状況の改

善にもつながっていく。チューリヒとバーゼルの2つの州は大勢の移民を

受け入れることができたが、ベルン旧市街では工業の発展が不十分であ

り、土地不足と貧困を緩和することができず、移民を受け入れることに消

極的だった。これは、三十年戦争後、例えばアルザス地方など（例えば、

ハナウ・リヒテンベルク伯爵領では70 ～ 90パーセントがベルンのスイス

人だった）帝国内の特定の地方にベルン系移民の割合がかなり高かったこ

とをこれで説明できる。農業の発展では亡命者の影響は比較的小さかった。

基本的には、移住してきたユグノーがヴォー州のブドウ栽培―このブド

ウ栽培ではロカルナ人がチューリヒのワイン造りに影響を与えたかどうか

については、情報が少ない（Bodmer, a.a.O.,150 Joh. Stumpf, Schweytzer 
Chronik, Zurich, 1606, VI. Book, XX. chapter, fol. 497 V.）が、ウェー

ルズ人、おそらくロカルノ人がチューリヒでブドウ栽培に携わっていた証

拠がある―野菜栽培、園芸に限られており、16世紀に試みられた養蚕は、

スイスの気候に適さず16世紀末の信仰の亡命者のツアニーノのように経

済的に大きな意味を持つには至らなかった（7）。
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17世紀後半の信仰の亡命者について

　フランスでのルイ14世の対抗宗教改革が結果としてもたらした新教徒

の大移動は、1550年以来、つまりロカルノからの信仰の亡命者以来、最

も強烈な移民の洪水をもたらした。それは17世紀の80年代に入ると、そ

の勢いは増し、ルイ14世の1685年の10月17日のナントの勅令の廃止草

案の署名を境にピークに達する。それは、人口においてプロテスタントの

都市や、いまだ生活が困窮していた地域の住民の幾倍も凌ぐものだった。

他方、17世紀の90年代の不作と、穀物の供給の禁止がスイス盟約団のあ

らゆる国境にこのような食糧不足を引き起こし、各州は移住したユグノー

の大部分をさらに移動させざるを得なかった。したがって17世紀末の信

仰の亡命者にとって、スイスは通過国だった。もちろん、スイス盟約者団、

スイスのほとんどのプロテスタント教会、またスイス盟約者団でプロテス

タント（福音主義）の立場の州政府と諸個人は亡命者へ避難所と糧食など

の援助を惜しまなかった。したがって、このような慈悲深い協力を行った

スイス人に信仰の亡命者ユグノーは数えきれない感謝をしている。

　彼らユグノーは、様々なあらゆる財産を教会の国家的圧力に奪い取られ

て逃亡してきた。彼らは谷合を通り、ジュラの峠を超えてヴォ並びにヌ

シャテル侯爵領に移住するが、たいていの信仰の亡命者の目標はジュネー

ヴだった。フランスの中心から、ブルゴーニュ北部からの亡命者は、しば

しばリヨン、ベレー、そしてまたローヌ河岸を超えてジュネーヴに到達す

る。ポンシン、ナントテュア、ジュラ山脈を経てジュネーブに至る事例が

多く、南からの亡命者はドーフィネ、サヴォワを経由する事例も多い。な

ぜ、彼らはジュネーブを目指したのか。それは、ジュネーヴでは、彼らの

言語フランス語が話され、新教徒にとっては、安全だと思われた場所であ

り、なによりもカルヴァンの都市だったからである。

　しかし、すでに人口過剰で、ルイ14世の圧力により極めて慎重な人口

政策をとらざるを得なかったこの都市は、多くのユグノーにとって永住の

地とはなりえなかった。短期間の滞在の後、再度、ベルンへ移住している

ジュネーヴからの信仰の亡命者は水陸路で先ず第一にニョンとオーボンへ
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到達し、そこから彼らは陸路、水路など様々なルートでとどまらない限り

様々なルートでヌシャテル湖西南端のイヴェルドンに集合し、そこから徒

歩でチューリヒとシャフハウゼンもしくは船でライン川支流のアーレ川と

ライン川を通ってバーゼルに到達した。他の方法はジュネーブ湖からブ

ローイ渓谷を通ってベルン、ベルンから水路・陸路でバーゼルへ移住を続

ける。

　フランスの経済的構造は16世紀の経過において影響力の強い変化を経

験した。商業は資本主義的発展を著しく強めた。フランスの経済構造は

16世紀の間に大きく変貌していた。商業は資本主義的発展を強め、著し

く成長した。リヨンのみならずニーム、ボーケール、ルーアン、そしてパ

リもまた大市を開催していた。17世紀上半期、この経済的躍進は継続し、

工業の生産過程での発明と改善は多数ある。リヨン、ツール、オルレアン、

セイント・エチネ、モンテペリエ、ニーム、ライムでは、絹織物工業が栄

え、そこではSamt（ビロード）、Taft（琥珀織）、 Lustre（シャンデリヤ・

釣り燭台）、 Satin（繻子）、 Damast（綾織物）、 Crepestoffe（ちじみ・ち

りめん生地）、 Faconnesstoffe（仕立て生地）、 Seidenbander（絹のリボ

ン）、 Goldgewirkte（金糸の織物）等が製造されていた。すでにアンリ4

世の治世の下でシューリによってフランスの南部に家蚕・養蚕がもたらさ

れ成功をおさめた。1656年にイギリス製の織機による絹の靴下の製造が

開始され、急激にこの新しい工業は、フランス国内の大方の絹織物の中心

に広がった。能率の良い綿織物工業がすでに16世紀末にあった。とりわ

け工業の発展は、コルベールの重商主義的な商業政策によって促進を経験

した。北部において綿織物工業が発展し、パリの周辺では鏡マニュファク

チュア、Aubussonでは絨毯マニュファクチュア、Villeneuve-le-Roi, 
Joigny, la Charite, Clemont, Vierzon, St. Armand, Reims, Moulins, 
Auxerre, BourgeとPoitiersではボンネット帽そして最後にAlecons, 
Reims, Bourbonnais, Auvergneとノルマンディーではレースの製造が

発展した。また農業は、すでにシューリの下で広い範囲で促進を経験し、

その成長は、さらに17世紀のブドウ栽培の成功につながる。

　フランスの住民の経済的に活発な部分はまさしく新教徒だった。した
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がって彼らの移住はフランスにとって大きな経済的損失を意味することに

なったが、亡命者に避難場所を提供したプロテスタントの各国にとって彼

らの移住が自国にとって大きな利益となった。外国人を受け入れる能力が

限られているプロテスタント・スイスの個々の州、個々の州の居住民がユ

グノーから得られる大きな利点をどのように利用できたのかがここで問題

となる。

　スイス盟約者団や国民のユグノーへの温かい感情・同情心が、スイスの

新教徒が彼らユグノーを受け入れ、支援するよう動いた・説得されたので

あれば、政治的並びに経済的な動機・契機・要因が、彼らの永住を承諾す

る上で決定的なものとなっていた。外交政策ついての議論は、バーゼルと

ジュネーヴの立場は重きをなした。

　ジュネーヴでは、1685年秋にジェクス地方から多数の信仰の亡命者難

民を受け入れたため、直ちにフランス総督ド・パッシーの非難で地方から

の輸入が禁止され、ジュネーヴ政府は信仰の亡命者に彼らの故郷に帰郷す

ることを半ば命令せざるを得ない窮地に立たされていたから、ジェクスか

らのフランス人はヴォー州に避難することになった。亡命者問題は引き続

きジュネーブ・フランス関係に大きな重荷となり、ジュネーブ市参事会は、

やや遅れて大勢で到着したフランス内陸部からの亡命者のジュネーブ滞在

を認めず、できるだけ早くスイス盟約者団の領域に追放することを決定し

た。それでもなお、ルイ14世は、ジュネーヴに駐在する公使を通じて圧

力をかけたが、王が都市を占領することを目論んでいるという噂は、王の

具体的な計画と相応しなかったにしてもあった。ジュネーブがルイ14世

の重圧から解放されたのは、1689年にファルツ戦争（ドイツ「オルレア

ン戦争」イギリス「9年戦争」）が始まり、戦後フランスの権力的基盤が

弱まり、ルイ14世がスイス盟約者団の新教徒諸州に顧慮するようになっ

てからのことであった。1688年以来、ローヌの都市の居住権を求める亡

命者の受け入数は増加した。しかし、経済状況が思わしくなかったため、

16世紀のような大勢の受入れには至らなかった。

　ジュネーヴはバーゼルと同様、かなりの独 -仏の中継貿易を展開するこ

とができたが、中継貿易は市井の人々、特に政治的に影響力のある貴族階
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級の独占的なもので、特に政治的に影響力の強い都市貴族の独占だった。 
ジュネーヴは、チューリヒやバーゼルのように、ルイ14世の戦争中にド

イツでフランス製品のボイコットを行い、帝国への自国製品の輸出を増や

す方法を知らなかった。なぜなら、商人階級は、大部分が以前からの信仰

の亡命者の子孫で構成されていたので、ツンフトのせいで諸工業から疎外

されていたから、商品取引と銀行業務のみしか関心を示さなかったのであ

る。

　居住者に 卸売業と小売業を営むことが許されておらず、彼らは自分た

ちで製造した商品しか販売できなかった。小参事会は亡命者を受入れる方

向にあったが、大参事会はそうではなかった。1689年に創設され

た”Chambre du Negoce”「商工会議所」は亡命者の工業活動を鋭く監

視するが、人々は新しい工業を導入する人に好意的だった。

　ジュネーヴではすでに長きに渉って衰退の一途をたどっていた絹織物工

業も、わずかながら復活の試みがなされた。約20数名の絹物製造工、梳

毛工、粉屋、染色工、ビロード織工、琥珀織工、靴下製造人が移住してき

た。1684年に、ジュネーブの古参市民、ラート・ガラティンは、これら

の新しい労働者を使って新しい企業を設立しようと試みた。ヘムという名

の金持ちの市民が彼の後に続いた。

　1688年、ニーム出身で、新しいマニュファクチュア設立を目論んだ6人

のユグノーがいた。P. Sarde とJ. Rouquetはクレポン（ちじみの類）工

場の創設をおこなう。Pierre Mourque とPierre Bonioiは絹の縫い糸、

絹のリボン、そして琥珀織の製造業者の企業を創設、最後にニーム出身の 
Lous FelixとJacques Felixの二人は琥珀織マニュファクチュア、リボ

ンマニュファクチュア、靴下マニュファクチュアを創設し、8台の織機を

ニームからジュネーヴに運ばせることも成功した。（フェリックスについ

ては、金、『上掲書』230頁でも指摘されている。）

　しかし、新しくできた小さな絹織物製造企業は、長続きしなかった。市

参事会は外国製生地の輸入を禁止することで工業を保護しようとしたが、

市民の小売商人の利益を侵害するこの措置の非現実性をすぐに納得させる

必要があった。糸製造も織物も短期間で消滅し、絹織物職人もジュネーブ
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から姿を消した。残ったのは、ナフサ製造と、難民となった若干の染め物

職人であった。

　絹織業と異なって飾り紐業と靴下製造業は好都合な流行のおかげで維持

でき18世紀のはじめに、さらに発展することができた。飾り紐業は典型

的な亡命者の工業であり、主として、なかんずくHabitantとNatifs、す

なわち亡命者とその子孫や後継者が従事している。（6） 飾り紐職人で親方出

身の南フランスからの8人の亡命者は、1689年から1697年まで移住して

いる。亡命者は、高級レース製品、つまりフェイコンバンドを専門に製造

に特化していた。小売商人から前貸を受けた親方の小規模経営は織機5台

までだった。

　ユグノーが羅紗商で足場を固めるのは容易ではなかった。ユグノーは、

自分たちだけでは羅紗商はできず、市民と組んでの羅紗商しかできなかっ

た。しばしば、前貸しされた労働者、サージ織工、梳毛工、裁ちばさみ工、

そして染色工として市民のファブリカントに雇われていることが多い。羅

紗商いが飛躍するのは18世紀になってからである。

　ジュネーヴ市民の独占的な工業の、金線・銀線の針金製造業は、亡命者

の流入がなく17世紀末には衰退を迎えていた。

　市民、ならびにリヨンの商人、そしてパリ出身の“教皇主義者”は、ジュ

ネーヴに1687から88年に外国の熟練工を引き寄せ、インド更紗のマニュ

ファクチュアを初めて試みる。ローヌの都市に初めてマニュファクチュア

が登場したのは、1686年にフランスでマニュファクチュアコロニーが禁

止されたことと、ナントの勅令が廃止されたことが関係している。しかし、

新しい工業を大きなマニュファクチュアに発展させたのは、亡命者の功績

であることに変わりはない。ドーフィネのヴァル・ケイラス（Val 
Queyras）出身のダニエル・ヴァセロは、間違いなくこの業界の大企業

家であり、1701年には甥のアントワーヌ・ファジーと協同している。ヴァ

セロのほか、ドフィネ、フレッシニエールのアンドレ・ミシェル、サイラ

ンのジャック・ヴュー、ブルゴーニュ・ビュシーのプティ、オランジュの

ジャン・ペレ家なども重要なインド更紗のファブリカントとなった。イン

ド更紗捺染業はジュネーヴで急速に大きな工業に発展し、1728年にはファ
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ジー社はすでに600から800人の労働者を企業で雇用していた。彼らは新

しい企業形態である集中マニュファクチュアを開設した。ここでは、経営

技術上の理由から製造工程の細分化が不可能になっていた。漂白、その後

の染料の洗浄、捺染という複雑な工程は、豊富な水の有無に左右されるだ

けでなく、大きな建物でなければ実施できなかった。そのため、労働者は

雇用主の企業で働いた。16世紀の大企業以来、初めて、18世紀初頭に、

資本主義時代の恒久的かつ特徴的な企業形態となった集中マニュファク

チュアに遭遇したのである。

　ジュネーブの重要な輸出産業である時計製造業は、当時、信仰の亡命者

を締め出していた。1680年以降、フランス東部、ジュラ山脈南部のジェ

クスの住民とジュネーブ生まれの「ナティフNatifs」だけが工業に参入

することを許された。ジュネーブの時計の個々の部品が以前から作られて

いたジェクス地方からの少数の亡命者を除いて、1700年以前にユグノー

が時計製造工として記録されたものはほとんどない。これらの亡命者が時

計業界のさらなる発展に影響を与えることなく、記録数が多少増えたのは

18世紀の最初の10年間だけであった。1685年以降の最初の数年間は、金

細工職人のツンフトはやや排他的だった。1685年から1700年にかけて、

7人のユグノーが居住権に、1人が市民権に金細工師として受け入れられ

た。外国人に対して比較的寛容であることは、ジェクス地方でも長く続か

ない。1701年には、金細工職人組合が外国人に対し閉鎖的になっていた。

　ナントの勅令の廃止後、少数の印刷工と書籍商のみが移住した。移民は、

仕事のやり方も活動範囲も、昔からの住民と変わらない。すでにリヨンと

の競争にさらされていたジュネーブの印刷所の状況は、悪化の一途をた

どっていた。フランスのプロテスタンティズムが壊滅した結果、さらに客

足が遠のいた。ジュネーヴ政府は小参事会で、フランス国王に妥協的と思

われる数々の著作の印刷と販売を禁じる役割を果たした。

　ジュネーブで盛んな輸出工業の一部は亡命者に閉じられていたが、固有

の手工業は信仰の亡命者に開かれていた。ユグノーが大工、桶職人、指物

師（家具師）、左官（煉瓦職人）、石膏細工師、鞣し皮工、鞣皮（製革）業、

製靴工（靴屋）、鍛冶屋、椅子金具工、兵器鍛冶工、錠前師、鍋釜製造人、
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ブリキ職人などである。また、屠畜業者（肉屋）やパン製造業者、菓子製

造人（製菓業者）として働き、市民の抵抗を受けながらも、食料雑貨商人

として就業することができた。また、仕立て業、帽子職人、皮（革）手袋

の製造にも力を入れ、特に手袋の製造では熟練した職人であることが証明

された。しかし、帽子作りも手袋作りも、卸売業は独占的に市民の手にあっ

たからバーゼルのスタンツやヴェーレンフェルのように商業上の先導的な

役割はなく、大規模な工業には発展しなかった。

　さらに、ユグノー教徒はローヌの都市に流行に左右されやすい手工業で

あるかつらの製造を持ち込み、その他にも髪粉製造業を営んでいる者がい

た。

　ジュネーヴでもユグノーの女性たちがレース作りに従事していたが、ヌ

シャテルのように拡大して家内マニュファクチュアが発展することはな

かった。

　17世紀末のバーゼルの人口政策も、それまでの亡命者に配慮した政策

とは異なるものであった。1648年以降、フランス人、イタリア人などの

外国人が市民権を取得することは稀であった。そして、ライン川沿いの都

市は、多数の「亡命者の子孫」の定住にも反対していた。 その理由は、

主に外交政策的・通商政策的な性格のものであった。ウェストファリアの

講和条約以来、フランスの国境はバーゼルの門前まで移動していた。ルイ

14世がライン川を要塞化する過程で、ヴォーバンは1680年にフニンゲン

要塞を建設したが、これは帝国の門前だけではなく、バーゼルに対しても

機能しうる強力な要塞だった。 バーゼルはその住民の食糧供給をアルザ

スからの穀物供給に頼っていて、特にフランスからの圧力にさらされてい

た。王はライン川とローヌ川の都市への食糧供給を簡単に断ち切ることが

できた。それゆえにバーゼルの政治的に発言力のあるファブリカント層は、

亡命者支援政策がフランスへの繊維輸出に損害を与えることを恐れた。し

たがってバーゼルは短期間、多数の亡命者を宿泊させ雇用したが、長期に

わたってユグノーの大量受け入れは行わなかったのである。

　1685年以降、ユグノーたちはバーゼルで大きな独立独歩の経済活動を

展開することはなかったが、通過する亡命者の中に優れた人材がいなかっ
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たわけではない。しかし、その当時の主だった企業家は、すでに確立され

た輸出貿易を自分たちの独占的なものと考えていた。

　しかし、ボドマーの手元にある文書によると（Bodmer, a.a.O.,S.126）、

バーゼル政府は、外部資本による資金調達が可能である限り、新規工業の

立ち上げに決して否定的ではなかった。1689年11月9日、ニーム出身のジャ

ン・ジャック・ケノとその同志であるヌシャテル出身のミシェル・ヴァル

ヒェンドルファーは、商人・商業・商人連合の理事会から好意的な意見を

得て、Galaunenfabrik（金・銀の縁取工場？）、並びに銀と金のレース

細工マニュファクチュアの設立を許可されている。

　承諾された製造特許権には、1665/69年の孤児院でのマニュファクチュ

ア開設以来、バーゼルにも浸透していた重商主義的な精神で明確に満たさ

れている。これにより10年間の特権と手数料の一部免除を認められた。

　バーゼルでは、100人から200人のユグノーが、従業員、職工、熟練工

として、長い間、仕事に就いていた。リボン織り、靴下マニュファクチュ

ア、革手袋マニュファクチュアなど、特殊な職業に就いている人たちもい

る。特に、靴下織りや革手袋の製造など、地元の人々で行われていた工業

の発展には、彼らは熟練工として重要で軽視できなかった。18世紀初頭

には、ツンフトの靴下製造人が困惑するほど、個人が小さなファブリカン

トになることに成功している。フランスの靴下製造人は、チューリヒより

もバーゼルの方が長く生き延びることができた。

　バーゼルの職人たちが亡命者を敵視していたことは、ブランデーの生産

とユグノーの商取引について買い手が文句を言っていることからも明らか

である。一方、亡命者の少年の中には、地元の帽子屋や靴屋、フランス語、

イタリア語を話すの絹織職人に見習いとして仕事を見つけたものもいた。

大方がフランス人の親方亡命者がバーゼルに当世風のかつらを流行させ

た。バーゼルの理髪師や床屋は、そうした外国人から新しい商売を学んで

いる。他の理髪師の親方は、フランス人のかつら製造者を理髪店で雇い、

給与を払っていた。その中には、ガレー船から逃れてきた亡命者も含まれ

ていた。

　スイスのプロテスタント州で大規模な亡命者政策をとったのは、ベルン
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だけだった。1685年から1700年まで、ベルン旧市街には平均6000人の亡

命者が収容され、そのうち首都だけでも700 ～ 800人の移住者が収容され

た。この国は何年にもわたって、州の歳入の5分の1を亡命者に費やし、

そこへなお民間の慈善事業が加わった。しかし、このスイス盟約者団最大

の州が信仰の亡命者に避難所を提供することになったのは、彼らに対する

犠牲をいとわない気持ちだけではなかった。ベルンでは、国家政策の観点

から先見の明を持ち、経済先進地域からの移民を工業や商業の発展に活用

する試みがなされた。ツンフトが市政から排除され、ベルン領が大幅に拡

大したためか、17世紀の盟約者団のように硬直した都市経済が発達する

ことはなかった。ベルンの経済政策の基本原則は、17世紀には領邦経済

であった。しかし、商業や工業はいまなお発展途上であった。重商主義的

理論に支配されたフランスの経済政策の工業分野での成功は、ベルンをそ

の模倣へと惹きこんだ。というのは、相変わらずの失業、貧困、土地不足

が依然として広範囲に及んでいたからである。

　16世紀末から17世紀初頭にかけての亡命者による最初のマニュファク

チュアの導入の試みは成功せず、その後の地場や東スイスの企業家による

試みも成功しなかった 今、新たな状況が訪れた。

　この失業、貧困を克服するために、1672年にベルンの小参事会評議委

員のヴェンネルカンマーによって設立された商工業会議所は、1687年9月

に、おそらくコルベールの「商工会議所」を模倣して、より大きな権限を

与えられた商業評議会に改組された。彼は商業とマニュファクチュアを導

入する手段、特に貨幣が国内に貯えられる手段を協議しなければならな

かった。

　ベルンの亡命者を受け入れるあたたかい姿勢、移民の言語的特徴、移民

の方向性などを考慮すると、ユグノーが主に故郷に近く、彼らの母国語が

話されているヴォーに移住しようとすることは明らかであった。その努力

は、ベルン州政府もこれまでどおり、経済的に出来る枠内で支援した。

　1693年当時亡命者は約6000人で、そのうちローザンヌだけで1510人、

ニヨン337人、コペ140人、オーボンヌ41人、ロール78人、モルジュ 278

人、ベー 121人、ヴェヴェ 573人、オルブ76人、イヴェルドン178人、ムー
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ドン138人などであった。ベルン州の中でも2530人のヴォーほど多くのユ

グノーが住んでいた地域はなく（Bodmer, a.a.O.,S.128 E. Pigune, Les 
Denombrements gegeraux de refugies au Pays de Vaud et Berne a 
la fin du 17c siècle, Bull. De la Ste. De l’Histoire du Protestantisme 
Francais, 1933, T. 82, p. 35ss., 202 ss., 331 ss.）、スイス盟約者団の中で

もこれほど多くの「大亡命地」の信仰の亡命者を受け入れることができた

地域はなかったが、この移住の経済効果は比較的小さかった。なぜか？

　ヴォー州は農業が盛んな地域で、商工業はほとんど、あるいはまったく

発達していなかった。かつて司教区であったローザンヌでさえ、地元の必

要性に応じた簡単な手工業のみだった。ベルンはイタリアからフランスへ

の通商路の重要性を認識し、利権によって中継貿易を要求しようとした

が、沿道の都市はいずれも中継貿易に立ち入る術を知らなかった。ここで

もまた、首都そのものと同様に工業的覇気が欠けていたのである。

　ローザンヌの絹織物工業で最も重要な企業家はニーム出身のルイ・テル

ムであった。しかし、テルムのマニュファクチュアは、小さな規模だった。

1683年には、早くもベルンの商工会議所と交渉し、首都にマニュファク

チュアを設立している。ベルンの孤児院からは、絹糸（蚕糸）用の絹の篩

（ふるい）2つ、染色鍋2鍋が貸与され、さらに装備として100ピアストル

金貨が彼に支給された。ローザンヌ市は、2000エキュの無利子融資の保

証人となっている。原材料と完成品について、テルムは通常の関税と通行

料を免除された。テルムは、フランス人の4人の親方と4人の徒弟だけで、

紡績工、染色工、その他の補助の労働力を加えて、15〜20人の工員を雇っ

たり、あるいは前貸していた。大成功の4年間の後、彼はベルンから桑の

木を植える許可を得た。この植林も当初は成功したが、その後ベルン政府

から桑の苗木をラントフォークトに差し出すように依頼された。しかし、

この企業は1695年に破産して終わる。18世紀初頭、同じユグノーの絹織

物ファブリカントのアントワーヌ・シャルボノーも同じ運命をたどった。

また、同じ頃にモンペリエ出身の亡命者ブルテル・ド・ラ・リヴィエール

も蚕の飼育を目的とした桑の木の植林許可を取り、1686年にすでにベル

ンの西部に桑畑を造ったが実を結ばなかった。
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　ラングドック地方のユゼス出身の商人ジャン・フェスケは、本業の羅紗

商（Tuchhandel）だけでなく、ベルン州の羊毛業（Wollhandlung）用

にイタリアで羊毛を購入し、より成功を収めた。ローザンヌにおける羊毛

工業（Wollgewerbes）の重要性は、1698年に州営の羊毛取引の支店が設

立されたことからも伺い知ることができる。支店の支配人に任命された

フェスケは 商業への貢献により、市から市民権を得た。彼はローザンヌ

の「ブエラ」という土地を3000フロ－リンで購入した。17世紀に拡大し

た毛織物（Tucher）と織元の活動については、ほとんど知られていない。

　ローザンヌでも、ユグノーによって靴下作りが持ちこまれたが、ボド

マーによると、単なる手工業に過ぎなかったようである。（Bodmer, 
a.a.O.,S.130）

　ローザンヌには、商人やファブリカント、織物職人のほか、多くの外国

人職人も移住してきた。皮革業、指物業（大工）、建築業、食料品業、帽

子職人、ボタン製造工、かつら職人並びに日雇い労働者、ブドウ摘み人な

どである。

　スイス西部のヴォー州で二番目に大きな亡命者の移住中心地のヴヴェイ

では、17世紀になってもすぐに工業的躍進には達していなかった。ヴヴェ

イに帽子屋、印刷所、陶芸工房、なめし革工場、インド更紗マニュファク

チュア、靴下マニュファクチュア、綿織物マニュファクチュアが発達した

のは、信仰の亡命者の影響を受けてようやくだったが、17世紀末には、

亡命者の主導による経済の復興が見られるようになった。1682年には絹

織物マニュファクチュアが開設され、ヴヴェイは亡命者に家と家具を提供

し、共有地に桑の木の植林を許可している。1685年に毛織物マニュファ

クチュアが設立、染物工場も創設された。有望な企業家の仕事を支援する

試みとして参事会は1000リーブルの貸付金の提供を取り決めた。さまざ

まな毛織物工と布晒工が移住し、さらに琥珀織工が移住する。小さな絹紡

績工場、靴下マニュファクチュア、カーペット織物工場、ルーヴナ漂白工

場、留め針（ピン）業が開業されたが、どれも小規模経営であった。羅紗

商人に無料で住居が提供された。他の商人も就業できているが、不快を

被った亡命者いなかったわけではない。
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　ヴヴェイでは、やがて亡命者の勤勉さゆえに彼らの経済活動の勢いに向

けて次第に市民から反対が起きてきた。1690年代末、経済危機の圧迫を

受けた際にベルンが企業に役立たない亡命者の強制退去を迫ると、1699

年には、永住を許されたユグノーたちに対してヴヴェイで示威運動が行わ

れるようになった。 同年に、ユグノーがほとんどすべての商業を掌握し

ていたムードンの町でも、同じような小さな反乱が起こった。しかし、ベ

ルン州政府はこの示威運動に対して頑として譲らなかった。1701年にムー

ドンで永住権を得た人々の中には、手工業者と商人もいたが、小さな手工

業者の町では工業は発展しなかった。

　イヴェルドンには、十数人の毛織物商や織物業者、さらに若干の羊毛梳

毛、靴下製造業、毛織物晒業、商人、手工業者なども定住していた。しか

し、ベルンや都市からの財政的援助や住居の提供にもかかわらず、ジュ

ネーブの毛織物工業の発展に貢献したカンドールほどの規模には発展せ

ず、ポワトゥー出身のユグノー、ジャン・エスケールの靴下マニュファク

チュアも存続できなかった。1691年には亡命者のダビド・マルタンが絹

織物マニュファクチュアを設立し、ニコラ・プランティエが始めた400本

の白桑の植樹を引き継ぎ、彼も参事会から財政援助を受けたが、同様に失

敗した。ダビド・マルタンは1698年に死去し、息子のアントワーヌは間

もなく逃亡したが、工業に有利な政策に思案することでイヴェルドンは豊

かになった。

　ユグノーたちは、ヴォー地方の他の町ではほとんど商業活動を行わな

かった。1694年のニヨンでは、亡命者のジャン・カネルが小さな蝋燭工

場を経営していたほか、鞣し皮工、靴職人で活躍していた。セヴェンネン

地方のモイス・コンデは小口の貸付業を経営していた。

　1697年、ニームからの亡命者であるカブロル家がロールに定住し、皮

なめし工場を再建した。この町にも、手工業者、キャバレーの経営者、小

売商人、ぶどう園主（ワイン醸造家）として働くユグノーが多数いた。

　モルジュには多くの職人が住み着いた。また、パリの銀行員ヴァンサン・

ファヴォンは、レースの製造に関する10年間の特権を得ている。婦人労

働者たちは問屋商人の彼からもっぱら原料を入手し、完成したレースを彼
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に渡したが、その地域ではレース製造が発展しなかったため、この取り組

みは長続きしなかった。

　17世紀末には、ヴォーの工業発展に対する亡命者の影響はゆるやかで

あったが、18世紀後半には、亡命者の主導により、多くの小規模工業が

誕生した。帽子屋が開業し、絹、麻、布、インド更紗のマニュファクチュ

アが多数設立された。それを通じてあらゆる種類の商品の取引が彼らに

よって展開され、販売店舗が開業されることになる。

　また、亡命者は農業、ブドウ栽培、野菜栽培の発展にも影響を与え、彼

らは新しい野菜や果樹の栽培をヴォーで促進した。17世紀末の移民には、

農民、庭師、ブドウ園主（ワイン醸造）がかなり含まれているが、ユグノー

移民の農業に対する重要性とその影響の時期は確定しがたい。（Bodmer, 
a.a.O.,S.133）

　ユグノーはヴォーよりもすばやくベルンに工業を持ち込むことに成功し

た。 絹織物ファブリカントでは、ラングドックのサン・チャプテのジャッ

ク・ジョンキエールが特に注目される。彼は1689年に移住し、まもなく

アーラウに居をかまえた。さらに亡命者であるエイブラハム・ドトゥンと

そこで短期間に小規模のマニュファクチュアを経営した。1694年、ベル

ンで1000ターラの貸付を申し込んだところ、ベルンのヴェナカンマー会

議所が彼らを首都に引き寄せた。ここでは製糸工場を所有することができ、

市民が独占していた小売業で商品を売る権利を取得し、関税免除が許され

た。1699年にベルンで商売に従事していた亡命者の名簿によると、ドトゥ

ンは6－7台の織機を使用し、また20人の紡績工を雇っていた。

　ドトゥンから別れたと思われるジョンキエールは、その後30台以上の

織機を所有し、多数の巻き上げ工、紡ぎ工、撚り糸工を雇い、一部は農村

での問屋制で、一部は精巧な紡績機を備えた自家企業で雇い、絹くずで

織った布地を紡がせた。彼の工場は永続し、1723年にはジョンキエール

は永住権を獲得した。ユグノーのジャン・フランソワ・パンチョーは、彼

同様に小さなファブリカントだった。また、ピエール・パストルも小さな

絹織物工場を所有しており、アールジーレではラギスという人物が絹の染

色工場を経営していた。
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　おそらくベルンで最も重要な亡命者工業は靴下の製造である。ユグノー

は、ここでは靴下織機を持ち込んだ。最も重要な靴下ファブリカントは、

1687年にモンペリエから移住してきたジャン・ルーで、同じく亡命者の

ピエール・デュシメティエールと会社を組織した。ルーは、彼の工場に商

館を持ち、昔の刑務所と孤児院に10室を料金を払って確保し、染色工場

は隣接する建物にあった。彼はとりわけ、多数の亡命者の靴下織工の問屋

商人であったが、農村の労働者も雇い25台の織機を稼働させていた。

　1728年の初めに彼に居住権を与えられたが、その後、市民たちの悪意

から追われ、しばらくの間ムルテンに引きこもった。彼と並んで、ユゼス

出身の毛織物・靴下ファブリカントのジャン・マランがいる。亡命者の兵

役免除名簿によれば、1699年にはすでに70人の紡績女工が働いていた。

（Bodmer, a.a.O.,S.134）

　羊毛工業で大きな役割を果たしたのは、ストラスブール出身の亡命者の

子孫ダニエル・ヘルフの商会で、ベルン出身のJ・シナーと共に1699年

にベルンの国営羊毛工業を引き継いだ。この事業は、当初は大きな問屋制

として期待されていた。その後、シナーと別れたヘルフは、マルキルシュ

出身のル・メール、そして同じく亡命者のメッツ出身の商人ルイ・ド・ヴィ

ニュールと、さらには亡命者たちと協同した。しかし、政府が毛織物の輸

入を禁止しているにもかかわらず、売れ行きは落ちた。ベルンの州政府も

その出資で協力したが、商会は1711年に赤字で終わった。

　ベルンで蚕の飼育を導入しようとする多くの試みは、ことごとく大失敗

に終わっている。市の西にあるブルテル・ド・ラ・レビエールの桑園につ

いては、すでに述べたとおりである。こうした実りのない試みは、18世

紀のベルンでもある種の執念を持って続けられた。地元の人々だけでなく、

ニーム出身のジャン・バリーのような亡命者も関わり、彼はまずローザン

ヌで、次にベルンで、そしてベルデースに桑の木を植えた。

　政府はルーだけでなく他の亡命者もベルンで製品を販売することを許可

したため、石鹸製造業、鍵屋、かつら製造業者、針製造業者、仕立て屋、

商人がベルンに定着した。レース作りもベルンに進出した。そして一時的

にはオーボソンの絨毯もベルンで織られた。
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　ベルンの農村諸都市では、ベルン市参事会がこれを奨励しようとしたに

もかかわらず、亡命者は目立った工業活動を展開することができなかっ

た。1692 年、ルイ テルメの指導の下、トゥーンのアルメンド川に桑の木

が植えられたが、小さな羊毛マニュファクチュアを設立する試みと同様に

失敗に終わった。レース製造、靴下製造、そして後に絹織物を導入も成功

しなかった。市民は外国人に敵対した。亡命者の家族の永続的な定住は、

ここではうまくいかなかった。

　ヌーヴヴィルでは、明らかに同じく工業を発展させることができなかっ

た。

  アーラウには、かなり豊かなユグノーのコロニー（入植地）があったが、

90年代半ばにその全盛は薄れた。アーラウに避難所を見出した亡命者は、

コロニーの指導者の中に、ブルジェやアイナードといったスイスで最も重

要な商工業ユグノーの企業の創設者がいたこともあったが、アールガウの

工業発展に直接影響を及ぼすことはなかった。ジョンキエールとドトゥン

のように、アーラウに残った多くの亡命者、少なくとも1694年までは、

彼らによって仕事と生計を立てることができたのである。

　スイス西部に最初に移住し、そこで市民となり、そしてなによりものち

にアーガウへ移住した亡命者の影響は捺染術の発展にとって重要だった。 
エティエンヌ・ブリュテルは、1721年にゾフィンゲンで最初に企業を設

立した。 1736年に、彼とその弟サミュエルはベルン家からの譲渡でシャ

フィスハイム城を取得し、ブリュテル兄弟はそこに第二の重要な捺染工場

を設立した。ブリュテル兄弟の捺染工場設立の歴史は長く、ラウエ、デルー

ズ、ヘローゼは他にもアールガウ風インド更紗マニュファクチュアを設立

している。

　都市ベルンでは、フランス人亡命者も他の外国人も、捺染術の導入には

何の影響も及ぼしていない。1574年、たしかにユグノー派のマランとフ

ランディンの両靴下製造業者たちはインド更紗マニュファクチュアの設立

に協同したが、彼らの企業は請負業者としてしか働くことが許されなかっ

たため、二次的な意味しか持たずにわった。同じく亡命者であったオーボ

ンヌ市長のモレルもベルンにインド更紗マニュファクチュアを開き、後に
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マルキュアールが引き継いだ。

　ヌシャテルで最初に大規模なインド更紗の捺染を取り入れたのはヌシャ

テル住民だったが、その後、ユグノーによって大きく結実した。シェザー

ル出身のジャン・ラブランは、ジュネーブのヴィユーとミシェルからイン

ド更紗の捺染の方法を学んだ。1713年末に帰国した彼は、1691年からヌ

シャテルに滞在していた亡命者、シャレー出身の商人ジャック・ドゥルー

ズの援助を受け、サントンジュに身を置くことができた。1715年にプレ・

ロワイエで始まった企業は、1720年にポワシーヌに移り、すでにドゥルー

ズ家が企業所有者で登場し、企業は繁栄し、1727年にコロンビエに移っ

た以降、多くの競合事業が生まれ、その経営者には亡命者もいた。原材料

は当初フランスから、後にザンクト・ガレンから輸入していた。

　ヌシャテルで経済史的に最も興味深い一族は、ルッカからの亡命者の興

隆と同じように18世紀に台頭したプルタレ家である。ジュレミー・プル

タレは1720年にジュネーヴ経由でヌシャテルにやってきて、ジャック・

ドゥルーズのもとで使用人として働き、その娘と結婚した。長男のジャッ

ク・ルイも商人であったが、リヨンに行き、同地に商館を創立した。1732

年から36年にかけてはロンドンに滞在し、そこでさらに別の商会を設立

した。1739年、ヌシャテルに戻った彼は、義兄のJ・J・ドゥルーズと手

を組み、彼の商才ゆえにコルタイロッドのデュ・パスキエのインド更紗マ

ニュファクチュアを立ち上げることにも成功した。商工業においてこれら

亡命者の一族はおびただしい富を手に入れた。

　ユグノーがヌシャテル・ジュラに持ちこんで、その繁栄をもたらしたも

う一つの工業がレース製作である。レース製作は、他の地域と同様にヌ

シャテルで集中生産されていたインド更紗のマニュファクチュアとは対照

的に、典型的な家内工業であった。ユグノーの婦人たちがレース製作をヌ

シャテルに紹介した。婦人たちは特にヴァル・ド・トラバースやベルゲン

でかなり急速に広げた。、当初は問屋商人のみならず、フランスに行く行

商人が販売したものであった。すでに1752年にはレース女工が2793人と

128人の紡績女工がおり、彼女たちはレースに必要な特別のより糸を紡い

でいたのに対し、他方インド更紗工業は392人、そしてジュネーブや亡命
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者たちから自立して発展したヌシャテル・ジュラ固有の時計産業はわずか

460人の労働者に支えられていた。

　ヌシャテルの亡命者政策は、より以前からあった。当初はかなり慎重で

あった。支配者であるオルレアン＝ロングヴィル公爵家はフランス王家と

密接な関係にあり、ヌシャテルは公然と亡命者の味方になることはできな

かった。とはいえ、17世紀末頃にはすでに多数の信仰の亡命者の多数が

移住していた。彼らユグノーは商人、手工業者、錫器製造人、帽子職人、

手袋職人、靴下ファブリカントであった。そして一部の中には州法と市民

権に受け入れられた者もいた。

　しかし、ヌシャテルの亡命者に対する意図的政策と言えるのはプロシア

王への土地譲渡以降であろう。1709年12月31日の勅令により、ヌシャテ

ル、ジュネーブ、スイスに居住するユグノーが取得できる「帰化許可証」

が制定された。これらにより、彼らはプロイセン王の他の臣民と同じ権利

を得た。亡命者はまた、スイスの他の都市に比べて緩和・軽減された費用

でヌシャテルの市民権を獲得することができた。

　亡命者の移住が始まった当初、ヌシャテルの「カンパニー・デ・マルシャ

ン」の入会慣行はそれほど厳格でなくユグノーも加入することができた。

こうして、ヌシャテルの信仰の亡命者はインド更紗マニュファクチュアと

レースマニュファクチュアのみならず麻布マニュファクチュアや麻布の製

造を発展させ、まだ発展途上だった商業や手工業の繁栄にも貢献した。

　隣町のビール／ビエンヌに移住した亡命者は、ビールの経済発展にほと

んど影響を与えなかった。ナントの勅令が廃止された後、ビールは一時的

に多くの亡命者やモンベリアール公国の信仰の亡命者の避難を受入れた。

1699年、ラングドック出身の3人のユグノー派が、ベルンで10年間成功

していた靴下製造所を立ち上げるため、ビールへの定住を希望した。宗教

に配慮して認可制で許可されたが、その期間は不明である。18世紀半ば

以降も、信仰の亡命者からフローレット紡績（粗い絹の織物）や毛織物製

造業の申請は却下された。ビールの最初のインド更紗マニュファクチュア

はジュネーブの捺染工業の支店、ボージンゲンの針金工場は昔からあっ

て、ボージンゲンの住民で経営されていた。綿工業が導入されたのは、19
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世紀に入ってからである。時計製造もヌーヴヴィルからとされている。

　ユグノーの活動はチューリヒのさらなる経済発展にとって大変重要であ

る。チューリヒ参事会は手工業者の立場から競合することのない、都市

チューリヒの手工業の利益を害することのない能力があって財力のあるユ

グノーの定住を好んだ。 それと対照的にツンフトは、ユグノーの手工業

活動をツンフト親方として承認することに抵抗し、市民的特権の一部を放

棄させることに難色を示すようになった。ユグノーの手工業者や徒弟の雇

用も、しばしば拒否された。リマト川沿いの街で仕事を見つけたフランス

人職人はごくわずかで、ほとんどが徒弟奉公を済ませた職人であった。

　チューリヒのファブリカントは亡命者の雇用に大きな意欲を示し、フラ

ンスの高度に発達した繊維工業から到来した、熟練した有能な労働者が不

足することはなかつた。 彼らは新しい製造方法と靴下などの新しい製品

を持ち込み、チューリヒの絹工業の売上高を大幅に増加させた。また、南

フランスの労働者がチューリヒに靴下の染色、絹の光沢付けなど新しい染

色法をもたらした可能性が最も高い。したがって、ユグノーの商人は、原

材料と販売市場に関する知識のおかげで、この活動に成功を収めることが

できた。より自由な取引態度に慣れているこれらの外国人が、輸入品、特

に奢侈品の小売業にも従事することは必然の成り行きであった。ペレスと

サーバウターが1世紀前にバーゼルで起こしたように、ツンフトの生業政

策と資本主義的商才（kapitalistischen Geschaftsgeist）の昔からの対

立がユグノーの旺盛な事業精神のなかで勢いよく起きた。（Bodmer, 
a.a.O.,S.140）

　ペレスのような大商人は、ニーム出身のサロモン・ネグルだった。彼は

チューリヒに移住した当初、自分一人で、その後、仲間のエティエンヌ・

ラフォン、クロード・ジョルダン、ピエール・ラフォンと共に、チューリ

ヒ市民の資本参加を得て、リネン、羊毛、絹を主に手数料取って取引して

いた。彼は商品の原料を供給する事業者と顧客の会社の株式を保有し、ス

イス東部のリネン、チューリヒの絹、羊毛工業の製品買付業者であり、お

そらくイタリアから入手した原材料をチューリヒで加工していた。彼の取

引は、スペイン人やルッカ人のように商品取引の拡大を想い描いていた。
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それは真の＜Refugiantengeist＞“亡命者精神”であった。（Bodmer, 
a.a.O.,S.140）この精神は、彼のチューリヒでの事業活動と先見の明、そ

して仲間の苦難を共にした人への慈善活動に表れている。そして百年前と

同様に、この寛大さは市民の羨望と憤りを引き起こした。商売で裕福に

なったネグルは1695年に亡くなり、貧しい亡命者に大きな遺産を残した。

　もう一人の信仰の亡命者、アルル出身のアンドレ・ガスクは、小間物商

品や香辛料の委託を受けて自分で取引している。プラーゲラ（Pragelas）
のジャスク・ギヨ（Jasques Guillot）も小間物商（Mercerie）と取引し

ており、ジャック・ヴェスケ（Jacques Vesquet ）は毛織物と靴下類を

商取引している。

　他のユグノーたちは、商人であると同時にファブリカントでもあった。

しかし、すべてではないが、新しい作業工程（プロセス）を導入する者に

のみ設立の許可が与えられた。しかし、1687年、インド更紗マニュファ

クチュアを設立を申請しようとしたレイモン・ボスキエは、その許可を得

ることができなかった。

　ニーム出身の絹商人であるガブリエル・ブルギエは、琥珀織のファブリ

カントとして創業することができた。彼は、チューリヒですでに知られて

いた琥珀裏地のみならず、フランスで生産されていた光沢のあるより丈夫

な琥珀織を生産したが、1700年以前にチューリヒを去っている。他には

小さな琥珀織工のDavid Estienne、彼は同郷人フェスケと協同して大幅

に琥珀織を拡大した。 いかにも亡命者として、二人の協同は製造のみな

らず大規模に綿織物商を営み、ベルノワーズ風の敷布をベルンで織ってい

る。

　ソミエール（Sommiere）出身のオイエール・ジェルシエン（Oierre 
Jerussien）は、ニーム出身のダビデ・エスティエンヌ（David Estienne）
と会社を組織し、さらにニーム出身のブルゲ兄弟（Bourguet）は、ドー

フィン出身のダビデ・ボニオ（David Bonniot）と提携し、毛織物、絹そ

して粗い絹織物の靴下マニュファクチュアを創設した。 Roemerと
Escherの助けを借りて、Jerussiaは金品の卸売り取引を行い、Bourguet
は生糸、羊毛、綿、パイル、絹、羊毛、綿のスカーフ、石鹸、油の広範な
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取引に従事した。彼らは決して製造だけに満足していたわけではなかった。

ジェルッシェンはロメールとエッシャーの協力を得てメルカリ卸売業を営

み、ブルゲ家は生糸、羊毛、綿、パイル、絹、毛糸、綿スカーフ、石鹸、

油などの幅広い取引を行っていた。彼らも、ものづくりだけでは決して満

足したわけではなかった。ジェルッシェンはロメールとエッシャー両氏の

協力を得てメルカリ卸売業を営み、ブルゲ家は生糸、羊毛、綿、パイル、

絹、毛糸、綿スカーフ、石鹸、油などの幅広い取引を行っていた。

　それは、たとえ当時のユグノーの全盛の商行為がチューリヒの市民の嫉

妬を奮起したとしても、根底において、結局のところ16世紀のロカルノ

からの信仰の亡命者の事態の繰り返しのみを意味する。ただ、この時、市

民・全体の中で中核を担ったのは、すでに資本主義的な経営形態と商業形

態に慣れ親しんだ、政治的に影響力のある商人たちで、彼らは都合の悪い

競争相手を排除することを試みた。1558年から60年にかけての危機は、

1700年頃にも繰り返された。しかし、ある人はさらに一歩先へ踏み込んだ。

今度は、亡命者の経済的権利を制限することでは満足できなかった。彼ら

の下でますます大成功を収めたピエール・ジェルシャン、アンドレ・エス

パナック、ダヴィッド・エスティエンヌ、ジャン・フェスケ、アンドレ・

ガスク、ギュイヨ兄弟、ブルゲ家など、独立独歩の成功者たちが追放され

たのである。4 ヵ月もすると、ユグノーの商人やファブリカントは彼らの

企業の解体を余儀なくされた。この追放の恩恵を受けたのは、その推進者

であるチューリヒのファブリカントたちである。彼らは解体された企業の

従業員の一部を引き継いだだけでなく、同胞や雇い主の製造工程や作業方

法を熟知していたフランス人亡命者、そしておそらくユグノー教徒の商品

倉庫にある仕入れ商品も引き継いだ。世紀の変わり目にチューリヒに多く

の新しい企業が誕生したのは、決して偶然ではない。絹織物工業の新しい

企業6社や、チューリヒにインド更紗のマニュファクチュアを設立したロ

メールとキイツの綿商会は、ユグノーの遺産を引き引き継いだ。これまで

と同様に亡命者は先駆的な経済活動を行ってきた。そして再び チューリ

ヒでは、これまでと同様、亡命者が先駆的な経済活動を行い、その成果は、

自分たちではなく、根っからのチューリヒの市民に大きな利益をもたらし
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たのである。

　ユグノーたちは、靴下製造所、金モールと銀モール製作の復興、光沢の

ある琥珀織、おそらく琥珀織製のモール（波紋絹布）、タフタ・モワール、

琥珀織（グロ・ド・トゥール）、パップ・ド・ソワ、絹セルジュ、金糸絹、

コルドネット絹、うねのあるやわらかい絹服地、絹のサージ、あぜ織絹、

ネッカチーフ・スカーフ用のガーゼ、なめらかで加工されたモスリンやハ

ンカチ・ネッカチーフのような目の細かい高級綿織物、そして最後に英国

製の羊毛クレポン生地やスコッティ（スコッチツィード？）といった織物

などをチューリヒ紹介した。

　1700年にユグノーの企業家たちが移住した後、チューリヒには定住し

ていないフランス人労働力だけが残った。紡績工、特に靴下製造人や琥珀

織製造人は、1725年以降まで都市チューリヒで確認できる。 彼らの重要

性は過小評価されるべきではない。彼らは新しい製造方法をチューリヒの

風土に慣らした。

　ユグノーは ,さらにシャフハウゼン、ザンクト・ガレン、グラウビュン

デンでも支援と避難所を見出した。しかし、信仰の亡命者の中には、手工

業者、織工、靴下製造人、商人などがいないわけではなかったが、亡命者

の生業の大きな発展はどこにもなかった。にもかかわらず、ツンフトはい

つでも外国人の工業上の活動を阻止することを怠らなかった。

　ザンクト・ガレンにいたユグノーの大部分がまもなく退去するよう扇動

されたにもかかわらず、個々のユグノーは何年もそこに留まっていた。

　一方、ハイデルベルク出身のペーター・ビオンは、亡命者の出身という

伝承があり、綿織物の導入に重要な役割を果たした。1707年にザンクト・

ガレンに移住した当初は小売業をしていたが、やがて洗面器や一種の綾織

綿布（Barchent）の製造を始め、織物ツンフトから小物類の取引を禁じ

られると、もっぱら綿織物の製造と大規模な取引に携わるようになった。

チューリヒからザンクト・ガレンへも多彩な格子縞模様の織物・モスリン

の製造が伝わり土着化した。一方、刺繍工業は亡命者によって紹介された

のではなく、スイスでの発展は、信仰の亡命者による精錬された上質な木

綿綿原料の輸入・採用によってのみ可能になった。
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　グラウビュンデンでは、1686年から1700年にかけて、特にトゥシスと

クールでユグノーのコロニーが形成された。クールでは、以前から南仏の

商人、ファブリカント、手工業者が定住し、羊毛工業と絹物工業が発展し

始めた。しかし、クールの住民やツンフトの圧力により、工業活動の許可

は非常に厳しい条件となり、亡命者によるの工業上の発展は不可能となっ

た。また、市民権が認められたのは、ごく一部の家族だけである。

　亡命者の移住は、グラルースに工業の発展をもたらさなかった。綿紡績

はチューリヒから農村に持ち込まれた。1740年にジュネーヴの有名な亡

命者一族でインド更紗捺染業一族のファジーは、青地白模様を染め抜く捺

染術を、ヨハネス・ハインリヒ・ストライフの捺染工場に紹介している。

（Bodmer, a.a.O., 144）

　シャフハウゼンでも、ツンフトは信仰の亡命者の独立独歩な経済活動を

妨げた。 ユグノーが一定期間の居住と小企業の設立を許可された例はご

くわずかだったが、 ボルドー出身のエティエンヌ・ラフォンの子孫だけが

シャフハウゼンに永住していた。しかし、シャフハウゼンの都市の工業発

展には何の影響も与えていない。

　ヴァルド派は1686年末から1689年まで盟約者団に避難していた。彼ら

はその大部分は福音主義の立場であった。ヴィットーリオ・アメデーオ2

世公爵（1666-1732）がピエモンテの牢獄に囚われていた彼らを、移住を

条件に釈放したのである。 少数は、本国から直接移住してきた者もいた。

これらの亡命者が働くことができるのは、農村では小作人に、都市では土

方や掘削業者に雇われることだった。彼らは山岳地帯に住み、故郷への愛

情にあふれたたくましい人々であったが、その出自から農業や工業の発展

には不向きであった。1689年の夏、フランスのヴァルド派指導者アンリ・

アルノー（Arnaud, Henri, 1641-1721）率いる好戦的な農民は、敵の領

土を通り抜けて故郷ピエモンテに帰還した。“栄光の帰還”である。しかし、

1698年、闘争と苦難によって衰えた民衆に同行していたユグノーたちは、

ルイ14世の圧力によりサヴォイア公によって追放されることになった。

彼らは再びスイスに避難したが、短期間滞在した後、北の隣国に移住した。

17世紀末になっても、この北の隣国には依然として豊かな土地があった。
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1648年以降、人口が大幅に増加したにもかかわらず、ドイツ南部と中央

部でさえ、いくつかの畑、牧草地、ブドウ園はまだ人の手つかずのまま

だった。ヴュルテンベルク州やシャウムブルク・リッペでは、ヴァルド派

が広大な土地を開拓し、カルコフェン近くのローレンブルクのラーンフェ

ルゼンをブドウ畑に戻した。彼らの移住がスイスの工業や農業の発展に決

定的な影響を与えることはなかったが、スイス西部のヴァル・ペリチェに

ある。ルセルナからの亡命者の中には、製糸業に従事していた者がいたよ

うである。

　以上が　ボドマーの本書に、ことごとく依拠した拙い訳稿による、彼の

スイスにおける信仰の亡命者ユグノーの経済活動についての「研究」の紹

介である。このテーマに取り組む準備は、未だできていないが、これから

このテーマに即して研究を進めていく上で、またこのテーマに関心がある

参照 ： スイス全図
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者にとっても本書は紹介したい必読書だと思われた。今後も、更に、百科

全書的・博学なボドマーの諸研究に依拠しつつ「スイスの信仰の亡命者」

について考えていきたい。
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ていた（諸田實ほか訳『ヨーロッパ近世経済史 I』東洋経済新報社 , 1982年 , 
209－210頁 , Kulischer, a. a. O. S. 147ff.） という。日本では、この『ファブ

リカント』については、諸田實「十七・八世紀西南ドイツの特権コンパニ―

について  － 「農村工業」 と 「問屋制度」 との対抗の焦点－」（福島大学経済学

会『商学論集』30（2）, 1962－01, 255－312頁）、柳沢治「西南ドイツにおける

マニュファクチュアの形成：18・19世紀交のヴュルテンベルク繊維工業を中

心に（「土地制度史学」8（3）, 1966, 17－34頁）がある。スイスでの「ファブ

リカント」については、黒沢隆文著『近代スイス経済の形成―地域主権と高

ライン地域の産業革命』京都大学学術出版 , 2002年）の第5章4節（同書 , 335

－344頁）。ボドマーの同掲書の事例では琥珀織工のデヴィド・エチエンヌは、

絹商人とファブリカントを兼ねるだけでなく、蝋燭ファブリカントと手袋ファ

ブリカント、帽子屋、さらにフェシング師匠と語学教師である。（Bodmer, a. a.
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 O., S. 144, R. Utzler, l.c., p.147 ss.）
「ファブリカント」については、スイスの諸都市のファブリカント層と信仰の

亡命者ユグノーのファブリカントとの相克、そして問屋商人・問屋制支配と

の連鎖を考えることが、今後の課題である。

（6） HabitantとNatifについては、尾崎麻弥子「18世紀後半ジュネーヴの移入民

における出身地・職業構成の転換と連続  ―アビタンの記録と滞在許可証の分

析を中心として―」（『社会経済史学』71－2（20005年7月 , 71－85頁）を参照

すべき。

（7） 16世紀末以降、ロカルノの信仰の亡命者については、吉田隆「ロカルノ人と

チューリヒの産業発展」（梅津順一／諸田實編著『近代西欧の宗教と経済』同

文館，1996年，第2章，65－86頁）
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共同研究プロジェクト

上場企業におけるＩＲ情報開示の
情報技術構築に関する研究

＜中間報告＞

小島大徳・飯塚重善

1　プロジェクトの概要

　企業の議決権行使の IT 化は、2000 年代に入り活発化してきた。伝統的

には、企業の議決権行使には、総会屋が絡んでいたことと、普段積極的に

議決権行使をしない株主に対する議決権行使を促進する効果があり、企業

側は消極的であった。

　しかし、度重なる企業不祥事がもととなり、コーポレート・ガバナンス

が叫ばれるようになり、企業に対するチェック体制を構築する流れの一環

として、議決権行使の IT 化が取り入れられるようになった。

　また、開かれた株主総会を標榜するようになり、企業側は、株主総会を

情報発信の場、あるいは個人安定株主の獲得の場として使用するという動

きも活発化した。それにともなって、法整備も徐々に行われることになる

多くの場合、証券委託会社に議決権行使の業務を委託することになるが、

個人株主の増加に伴って、議決権の IT 化が猛烈におすすめられることに

なる。

　議決権の IT 化は、2000 年代に入り活発化する。企業の実務が先行し、

それに続いて法整備がなされてきたことを、本プロジェクトは、既に明ら

かにしている。現在では、今なお注目を集めている議決権行使の IT 化に

ついて、『東京証券取引所コーポレート・ガバナンス・コード』を分析す

る作業に取りかかっている。そして IR 情報開示における情報技術構築の
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基盤を作るものである。その概要は次の通りである。

2　東京証券取引所のコーポレート・ガバナンス・コードと議決権の
IT化

　幾度の改正をへて、最新版の東京証券取引所のコーポレート・ガバナン

ス・コードは、2021 年に公表されている。このコーポレート・ガバナンス・

コードは、事実上上場規則に類する性質を持ち、すべての上場企業が遵守

を要求されるものである。

　その中で、議決権行使の IT 化については、いまもなお、コーポレート・

ガバナンス・コードの主要な位置を占めており、重要性を強調しているの

と同時に、まだまだ諸問題を解決し、展開していかなければならない事項

だと認識しているのがみてとれる。

　本研究では、コーポレート・ガバナンス・コードにおける議決権行使の

IT 化の位置づけから、実際の議決権行使状況の分析をおこなっている。

それでは、以下、コードを分析し、研究を継続している内容を具体的に順

次見ていく。

3　基本原則における議決権の位置づけ

【原則 1-1. 株主の権利の確保】

上場会社は、株主総会における議決権をはじめとする株主の権利が

実質的に確保されるよう、適切な対応を行うべきである。

　原則 1 − 1 は、コーポレート・ガバナンス・コードの最初におかれており、

上場会社における株主総会と、そこでの最も重要な権利行使である議決権

行使をについて規定する。これは、コーポレート・ガバナンスのなかでも、

議決権行使が最も重要であることを表明している。

　しかし、議決権行使の IT 化が進められて 20 年以上経つのだが、なぜ、

未だに解決されない問題があるのか、あるいは、議決権行使の IT 化を阻
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んでいる問題は一体何かという問題について取り組む必要がある。それに

ついて、鋭意、分析を重ねている。

4　株主総会における議決権行使の現実と課題

【原則 1-2. 株主総会における権利行使】

上場会社は、株主総会が株主との建設的な対話の場であることを認

識し、株主の視点に立って、株主総会における権利行使に係る適切

な環境整備を行うべきである。

［補充原則 1-24］上場会社は、自社の株主における機関投資家や海

外投資家の比率等も踏まえ、 議決権の電子行使を可能とするための

環境作り ( 議決権電子行使プラットフォームの利用等 ) や招集通知

の英訳を進めるべきである。

特に、ライム市場上場会社は、少なくとも機関投資家向けに議決権

電子行使プラットフォームを利用可能とすべきである。

　議決権行使に係る適切な環境整備とは何か、株主と建設的な対話をする

ために議決権行使とどのような関係にあるのかを深く検討する必要があ

る。また、議決権電子行使プラットフォームとは、いかなるものを想定し、

現在のプラットフォームにはいかなる弱点があるのかについて検討する必

要がある。

　現在では、再投票や当日提出議案に対する議決権行使に対する各社の対

応は、かなりまちまちである。多くの場合は整備されていない。今日、企

業防衛策に関する定款の変更議案、敵対的買収にかかる議決権行使の再投

票などの事例には対応できていない。それらのことを本研究では提言する

必要があると考えている。
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5　対話と議決権行使の現実と課題

【原則 5-1. 株主との建設的な対話に関する方針】

上場会社は、株主からの対話 ( 面談 ) の申込みに対しては、会社の

持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するよう、合理的な

範囲で前向きに対応すべきである。取締役会は、株主との建設的な

対話を促進するための体制整備・取組みに関する方針を検討・承認

し、開示すべきである。

　株主と上場会社の対話に、議決権行使の IT 化を持ち込むというのは、

一見、無関係にも考えられる。しかし、コードは、企業の行く末を左右す

る議決権行使については、機関投資家が主体となった議決権行使であるた

め、対話というキーワードを持ち込んでいると考えられる。その点におい

て、議決権行使の前段階として、対話環境の整備を行おうとしていると考

えられる。

　本プロジェクトテーマでは、最終的に議決権行使を前提とした機関投資

家と企業の対話、つまり IR 情報開示の情報技術構築に取り組んでいる。

参考文献

東京証券取引所『コーポレート・ガバナンス・コード　～会社の持続的な成長と

中長期的な企業価値の向上のために～』2021 年．

金融庁『投資家と企業の対話ガイドライン（改訂版）』2021 年．
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横浜みなとみらい地区における産官学連携を
踏まえた上での地域活性化に関する学際研究

＜中間報告＞

中見真也・行本勢基・飯塚重善・髙井典子
中村陽一・大崎恒次・圓丸哲麻・三井雄一

　本研究は、中見（研究代表者）および大崎、圓丸（研究分担者）が、

2018 年度より科学研究費助成事業として実施してきた「豊島の地域再生

化研究（課題番号 :18K01887）」で得た知見を援用し、横浜みなとみらい

地区の活性化、再生化プロセスを詳細に分析・検討し、構造モデル化を図

る発展研究の位置づけにある。

　共同研究メンバーは、研究代表者の中見、キーメンバーである経営学部

行本准教授、飯塚准教授、立教大学中村名誉教授、専修大学商学部大崎准

教授、大阪公立大学経営学研究科圓丸准教授、西南学院大学商学部三井准

教授、神奈川大学国際日本学部高井教授の計 8 名で研究を継続している。

　本研究の目的は、「横浜みなとみらい地区」が今後も魅力ある都市であ

り続けるために、目指すべき地域の姿（リポジショニング）を産官学民連

携で模索し、同地区にキャンパスを構え、中立的存在である「神奈川大学」

という場を活用して、価値共創へと繋げる仕組みと、その具体的な方法論

を明確化することである。

　価値創造のプロセスとは、それぞれのアクターにとってのみなとみらい

地区の価値（ブランド）イメージと資源を洗い出し、それらを共有し、地

区の共通理念として掲げる一連の過程のことである。そして、それらを活

用してさらなる価値を生み出し、すべてのアクターにとっての価値向上に

繋げる取り組みを検討する。
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　ここで、1980 年代以降、現在に至るまで、首都圏の副都心構想の一環

で都市開発が進められてきたみなとみらい地区における地域再生化、地域

活性化の位置づけを図 1 に示す。横浜みなとみらい地区は、地域活性化、

都市再生の両方にまたがるポジションニング（ の部分）に位置すると

考えられる。

みなとみらい 豊島

図 1：「横浜みなとみらい地区」における地域再生化、地域活性化の位置づけ概略図

　本研究は、神奈川県、横浜市、みなとみらい 21（タウンマネジメント

機構。以後、MM21）、複数の大企業の本社、R ＆ D 機能、近隣住民、そ

して、本研究母体となる神奈川大学がコミットしている SDGs の概念

（No.11 を中心）に基づき、横浜みなとみらい地区という「場（コミュニ

ティ）」を、価値共創の「場」へと昇華させるものである。これにより、

この「場」に集う上記の様々なアクターたちが相互作用（コミュニケーショ

ン）することで、アクターたちが望む地域の姿（地域ポジショング）を形

成することに繋がる（図 2）。

　当該地域の自律的地域再生化、活性化を促す中立的立場にある神奈川大

学は、地域の知の拠点として本研究の中心的役割を果たすと同時に、地域
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が求める人材を養成するための社会連携、産官学民連携の推進が強く求め

られている。本研究においても、大学内に設置された社会連携センター、

研究支援課との連携を図り、周辺企業、MM21、神奈川県、横浜市などの

行政、地域住民との連携により、産官学民による研究、教育を進めている。

　中間報告としての現状進捗については、With コロナの影響を受けつつ

あるが、概ね順調と言える。初年度（2021 年度）は、本研究を進めるに

あたり、以下 2 つの事項に取り組んできた。1 つ目は、神奈川県、横浜市、

みなとみらい 21（タウンマネジメント機構。以後、MM21）、横浜観光コ

ンベンションビューロー（以後、YCVB）、企業（Ex. ぴあ等）との関係

性構築を図り、それぞれのアクターがみなとみらいの現状をどのように捉

え、今後、どのような街づくりを目指していこうとしているのかを定性的

なインタビューを実施したことである。結果、MM21 を中心としたタウ

ンマネジメント側としては、「日常に音楽があふれる街＝ MUSIC CITY 
YOKOHAMA」を目指していることが判明した。しかし、本研究で着目

している「住民基点の地域活性化」の観点からは、MM21 が進めようと

している「MUSIC CITY YOKOHAMA」の構想自体が本当に住民が求

めているみなとみらいのあるべき姿なのかを本年度（2022 年度）以降、

来年度にかけ、横浜市西区等の協力を得ながら、近隣住民へのインタビュー

調査やアンケート調査等を実施し、仮説検証していく必要があると考えて

いる。2 つ目は、2022 年 2 月 18 日～ 19 日に神奈川大学国際経営研究所

図 2：SDGS、社会デザイン視点を踏まえた「地域価値」醸成のための循環的

概念モデル
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主催で、「横浜みなとみらい地区の活性化―ソーシャルデザインとデータ

サイエンスの視点から―」のオンラインシンポジウムを実施し、2 日間で

延べ 70 名を超える参加者を得ることが出来た。詳細は、本年 2 月に発行

された国際経営研究所ニュースレターにて紹介されているため、本報告で

は割愛させて頂くが、初日は、「社会デザインの視点から専門家をお招き

した基調講演とパネルディスカッション」、2 日目は「データサイエンス

の視点からよりみなとみらい地区に焦点を絞った形での基調講演とパネル

ディスカッション」を実施した。本年度も 2023 年 2 月 or 3 月に研究内容

をさらに深めるために新たなシンポジウム開催を予定している。最終年度

（2023 年度）に向け、上記の残された研究課題を中心に、共同研究をさら

に進めていく所存である。

以上
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若年層向けヘルスプロモーションのための
情報収集・分析方法の研究

＜中間報告＞

飯塚重善・嶋谷誠司・石濱慎司・後藤篤志
韓一栄・中見真也・大崎恒次・圓丸哲麻
大野幸子・三井雄一・浅野健一郎・岩瀬敦智

１．はじめに

　「人々が自らの健康とその決定要因をコントロールし改善できるように

するプロセス」であるヘルスプロモーションを，特に若年層向けに進める

ためには，「知識，価値観，スキルなど」を身につけさせることが重要で

ある．

　また，近年では，ヘルスリテラシーに関する研究が世界で広がってきて

いる．「ヘルスリテラシー」という言葉が広く知られるようになったのは，

1986年のオタワ憲章を受けてからといわれている．1990年代前半にはオー

ストラリア，イギリス，アメリカにおけるヘルスプロモーションの計画で，

ヘルスリテラシーの向上を謳っていた [1]．しかし，その定義が初めて示

されたのは 1990 年代に入ってからのことで，1998 年には世界保健機関

（World Health Organization：WHO）がヘルスリテラシーを定義し，

ヘルスプロモーションにおいて重要な概念と述べてはいるが，その価値と

有用性については明確に提示されてはいない [2]．2000 年に Nutbeam に
よってヘルスリテラシーがヘルスプロモーションの，特に健康教育の重要

な成果であり，評価基準となりえることが提案されると [2]，ヘルスリテ

ラシーはその含意に関して活発な議論を呼ぶようになった [3]．
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　また，日本の健康政策として掲げている『健康日本 21』[4] は，世界的な

潮流であるヘルスプロモーション理念を受け，「参加」「コミュニケーショ

ン」「情報」といったヘルスリテラシーと関連する言葉が盛り込まれ，人々

への健康増進のための能力付与を目的とした取り組みがなされている．ヘ

ルスリテラシー育成のための教育実践もおこなわれているが，実際には，

ヨーロッパに比べ，日本人のヘルスリテラシーは低いとの調査結果もある[5]．

　さらに，現在，日本の疾病形態は生活習慣病が上位を占めており，生活

習慣を改善するという一次予防が重要と考えられている．健康的な生活習

慣は小児期から身に付ける必要があり，学校での保健教育等により能力を

高める工夫がなされている．しかしながら，大学生になって生活そのもの

を自己管理するようになると，健康に関する知識や技術を持ち合わせてい

ない大学生は，一人暮らしによる食生活の偏り，アルバイトによる過労や

睡眠不足，飲酒および喫煙の開始など，生活習慣の乱れが生じやすい．そ

して，生活習慣の乱れは健康問題に発展し，将来，生活習慣病になるリス

クが高まるため，大学生のヘルスリテラシーを検討することは極めて重要

である．

　大学生の健康度や生活習慣は，運動・スポーツとも密接な関係があり，

保健体育科目の運動・スポーツ指導を手段にして，健康度や生活習慣の改

善・指導の可能性があることがこれまでにも示唆されている．つまり，大

学での健康教育の実施および健康に関する情報提供やサポートなどの環境

を整え，健康に関する経験をさせることで大学生のヘルスリテラシー向上

に繋がるといえる．そして，集団に働きかけることは，潜在的に個人の主

体的な健康管理や健康行動に影響を与えると考えられ，これまでにも，講

義を対象とした健康度・生活習慣の改善の取り組み例がある [6]．

　一方で，2014 年に閣議決定された「健康・医療戦略」で，医療に関す

るデジタル化・ICT 化に関する施策を柱の一つとして掲げられたことな

どを背景に，近年，気軽に身につけられる活動量計やスマートウォッチ等

のデバイスが登場している．日常生活において着用するだけで，搭載する

センサーにより体内の状態を収集し，それを視覚化する情報端末として活

用されている．さらに，ウェアラブルデバイスが収集したデータをインター
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ネット上のサーバに集積し，その分析結果をスマートフォンや PC を通じ

て，健康上のアドバイス等として送り届けるサービスも提供されるように

なってきている．こうした，テクノロジーを駆使した「デジタルヘルス」

が着目されており，IT インフラからモバイル，アプリ，ウェアラブル等

の利活用で効率的・効果的に健康改善や行動変容を促す新しい保健指導や

ヘルスケアビジネス市場が形成されつつある．さらに，「情報リテラシー」

と呼ばれる，情報を獲得，評価し，他者とコミュニケーションをし，タス

クを遂行するために，デジタル技術，コミュニケーションツールおよびネッ

トワークを活用する能力が必須のスキルとなる．

　本稿では，2021 年度に実施したパイロットスタディ，および筆者らが

経営学部で 2022 年度から新たに開講した『健康経営論』の内容を紹介す

るとともに，その結果として，受講者のスマートウォッチの使用状況や使

用に対する感想等について示す．

２．パイロットスタディの実施

　まず，大学生のヘルスリテラシー向上に向けたスマートウォッチの活用

に関する初期段階の取り組みとして，受講者に一定期間，スマートウォッ

チを貸与した状況でのデバイス装着実態把握のためのパイロットスタディ

を実施した [7]．本章では，そのパイロットスタディの内容とその結果を

示す．

2.1　概要
　2021 年度に，神奈川大学みなとみ

らいキャンパスで後期に開講された授

業（『健康科学とスポーツ II ／健康科

学 II』）の受講生（1・2 年生 56 名）に，

スマートウォッチ（LANCEBAND1[8]）

（図 1 左）を一人一台貸与し，後期授

業期間中（2021 年 10 月 21 日～ 2022

図 1　使用したスマートウォッチ

（外観）とそのスマートフォンアプリ画面
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年 1 月 13 日）に使用してもらった．LANCEBAND 使用開始にあたって

は，その使用方法についての説明をおこなった．また，LANCEBAND
とあわせて使用することで，自身のデータを閲覧できるスマートフォンア

プリ「LANCE APP」（図 1 右）も，各自のスマートフォンにインストー

ルしてもらった．

　そして，スマートウォッチ利用イメージを図 2 に示す．手首に装着され

た LANCEBAND で取得された各種健康データは，ペアリング

（Bluetooth 接続）されたスマートフォンからインターネットを介して，

サーバに送信・蓄積される．クラウドサービス『Livelog』を利用するこ

とで，管理者が，利用者のデータを参照・ダウンロードすることができる．

図2　スマートウォッチ利用イメージ

2.2　結果
　LANCEBAND 貸与期間中に関して日別に使用者数を見てみると，図

3 に示す状況であった（ここでは，「歩数」「睡眠時間」データのいずれか

一方でもサーバに記録されていた日を“使用した日” としてカウントして

いる）．このグラフからわかるように，全体として，そもそも使用頻度が
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かなり低い状態にあった．とりわけ，睡眠時間データがほとんど取得され

ていなかった．これは，睡眠時は LANCEBAND を外していたことの現

れであり，腕時計をしたまま眠ると（慣れないうちは）睡眠を妨げること

に繋がってしまうためだと考えられる．なお，使用頻度の低さについて，

実施前から筆者らは懸念を抱いており，毎週の授業の際に，学生には授業

担当教員からリマインドの声がけをおこなっていたが，その効果はほとん

ど無かったようである．

図3　LANCEBAND 貸与期間中の日別の使用者数

３．『健康経営論』での取り組み

　大学生が，身体的に活動的なライフスタイルを採択し，それを長期的に

維持し，望ましい生活習慣を採る「自己ヘルスケア」を促進するため，筆

者らは，大学の授業において，ウェアラブルデバイスを用いて学生が自身

の状態を長期的に収集・蓄積し，そのデータを基に自身の身体状態を把握・

分析することで，健康に向けた行動を誘発するような授業の実現を目指し
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ている．そこで，健康経営の普及・推進を担う人材を育成すること，およ

び，健康に課題を感じていない層や若年層への健康意識醸成のためのヘル

スリテラシー教育の一環として，筆者らの所属先である神奈川大学 経営

学部において，2022 年度前期より，経営学部生（2 年次以降）向けに『健

康経営論』を開講した．

　本章では，前章で示した 2021 年度授業（『健康科学とスポーツ II/ 健康

科学 II』）での実施結果を踏まえて，2022 年度の『健康経営論』で実施し

た，ウェアラブルデバイスを活用した自己ヘルスケアの取り組み [9] につ

いて示す．

3.1　概要
　受講者（2 年生）33 名を対象に，2 章で示した 2021 年度の授業（『健康

科学とスポーツ II/ 健康科学 II』）の時と同様に，MedVigilance 社製の

スマートウォッチ「LANCEBAND1」（図 2 左）を一人一台貸与し，使

用開始前には使用法の説明を実施し，スマートフォンアプリ「LANCE 
APP」も，各自のスマートフォンにインストールしてもらった．

　本授業においては，スマートウォッチは，授業第 3 回目（2022 年 4 月

22 日）に貸与し，第 14 回（2022 年 7 月 15 日）に回収した（分析対象と

したサーバ上の蓄積データは 7 月 13 日の分までの全 83 日）．一連の授業

としては，全 14 回中に，“健康経営とは”といった知識を修得するため

の座学，実際に企業等で健康経営を推進している実務家による講話，自身

の体の状態を把握する筋力測定，スマートウォッチによるデータのハンド

リング方法教育，そして健康管理に関して受講者同士で議論しながら考え

るグループワークを採り入れた（図 4）．

図4　授業の概要
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3.2　結果
　図 5 に，スマートウォッチ使用期間中にサーバに蓄積された歩数データ

数の分布を示す．なお，“着けていると眠れない”との理由から睡眠時は

外していたケースが多かったことから，「歩数データがある日」を“使用

した日”と捉えることとした．

図5　歩数データ数の分布

　ここで，「歩数データ数」＝「スマートウォッチ使用日数」が，かなり

バラツキが大きいことが見て取れる．これは，普段は腕時計を着けないた

め，どうしても着けることを忘れがちだったり，着けることのメリットを

実感できないことから装着しなかったりすることが背景にあったと考えら

れる．

（1）スマートウォッチ（LANCEBAND）に対する評価

　最終回には，使用感等を尋ねるアンケートを，Google フォームを使用

して実施した．その結果を図 6 に示す．この結果の中の『健康管理に役に

立つ』という設問に関する結果は，肯定的でない回答が少なくなく，これ

も上述した“着けることのメリットを実感できない”ことを意味し，図 5
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で見られる装着率のバラツキに現れたものと考えられる．

図6　スマートウォッチの使用感に関するアンケート結果

　また，「スマートフォンとの連携が便利」の項目に関する評価が特に低

い傾向がある．これについては，授業の終盤で実施したグループワークの

アウトプットとして提示された“求める機能”には，「決済機能」，「楽曲

再生機能」といったスマートウォッチとしての機能以外の“連携”が複

数のグループから挙げられていたことから，単に本体（LANCEBAND）

からのデータを受信する機能しか備えていないことを“便利な連携”と

は捉えられていないことが，この項目の低評価に現れたと考えられる．

　続いて，LANCEBAND の課題と考えられる要素に対するアンケート

結果を図 7 に示す．これに関しては，「データのアップロードの頻度」お

よび「充電の頻度」に関する評価が低い結果を示している．とりわけ充電

に関する課題意識として，授業の終盤でのグループワークのアウトプット

では，“専用の充電器具を必要とすること”に対する否定的な意見が多く

挙げられていた．そしてこれに対する対応策としては，例えば，近年，普
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及が進んできている「USB Type-C」ケーブル等の汎用的な方法による

充電が求められていた．

図7　LANCEBAND の課題要素に対するアンケート回答

（2）授業後の健康状態に関する評価

　ここでは，受講者が，自身の健康状態に対する捉え方について，授業序

盤（4/22 第 3 回目）でのアンケート結果と最終回の結果を図 8 に示す．

なお，具体的な設問文は『一言でいって、最近の健康状態はいかがですか。』

とし，回答は図 8 中に記しているように「非常に健康だと思う」～「まっ

たく健康ではない」の 5 段階（選択式）とした．授業序盤と最終回では同

じ設問文および選択肢を用いてアンケートを実施した．

　図 8 に示す単純集計の値から，授業序盤の捉え方と最終回とでは，ほと

んど変わっていない結果となっており，さらに，受講者ごとに回答がどの

ように変動したか（5 段階中，回答が何段階変位したか）を見てみると（図

9），変わっていない受講生が多いものの，実際には，評価値が上下した受

講生も少なからずいたことが確認できた．
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図8　受講者自身の健康状態に対する捉え方に関するアンケート結果

図9　自身の健康状態に関する回答の変動

　次に，受講者の意識と行動の変容について見てみる．アンケートでは，

意識の変容に関しては設問文「健康に対する意識が変わった（と思う）」，

意識の変容に関しては設問文「生活習慣（行動）が変わった（と思う）を

用い，回答はいずれも「1：よくあてはまる～ 5：まったくあてはまらない」

の 5 段階（選択式）で回答してもらった．これらの設問に関してクロス集

計した結果をグラフ化したものを図 10 に示す．
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図10　意識と行動の変容に関するアンケート（クロス集計）結果

　この図 10 から，「健康に対する意識」の変容があったと感じている受

講生は多いが，必ずしも生活習慣（行動）まで変わったとは感じていない

ようであり，やはり，意識の変容を行動の変容に昇華させるためには，上

述した“メリットの実感”が必要であり，それにはさらに時間を要する

と考えられるが，この意識の変容状態を維持するための工夫も必要だと考

えられる．

　ただし，ここで，図 5 に示した「歩数データ数」（＝「スマートウォッ

チ使用日数」）が多い受講者（「歩数データ数」が 61 以上であった受講者

13 名．以後，「高頻度利用者群」と称す）に着目する．この高頻度利用者

群のうちの一人を抽出して，歩数データ数の線形近似をおこなった結果を

図 11 に示す．
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図11　高頻度利用者群の歩数データ数（一受講者の例）

　求められた回帰式の精度は高くない（有意性はみられない）ものの，回

帰式（一次方程式 y=22.584x - 1002824）の傾きは正の値を示しており，

歩数が時系列的に増加傾向にあることを示している．高頻度利用者群 13

名全員に関して，同様に回帰式を求めると，13 名中 9 名において，やは

り回帰式の傾きが正の値を示していることが確認できる．このことから，

スマートウォッチの装着率が高くなると，運動量（歩数）が増加する可能

性が示唆される．

　逆に，高頻度利用者群の受講者において，極端に歩数データ数が少なく

なる（平均 － S.D.（標準偏差）の値を下回る）日はどのような状況であっ

たか（何故，このような値になったか）を個別にヒヤリングしたところ，「ア

ルバイト先で時計の着用を禁止されているため，アルバイト中は装着でき

ない」「外に出ても自転車で移動している時間が多い」「雨の日は終日家の

中に居る」といった状況があることが確認された．こうしたことから，ス

マートウォッチだけでは必ずしも運動量を測定できないケースがあること

がわかり，他の手段の採用や併用による健康（行動）データの取得方法も
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模索する必要がある．例えば，近年では，リング型のウェアラブルデバイ

ス（通称，スマートリング）が登場してきている．スマートリングは，血

圧や心拍数，睡眠時間を記録する体調管理機能だけでなく，キャッシュレ

ス決済、パソコンや家電の遠隔操作、スマートロックなど，日常生活でよ

く利用するさまざま機能が備わっており，スマートフォンと連携させるこ

とで一部の操作をスマートリングのみでおこなうことができるものもあ

る．

４．今後に向けて

　ウェアラブルデバイスを用いて健康データを取得し，そのデータを有効

に活用するためには，健康データが一定の頻度で取得される必要がある．

しかしながら 2 章で示したパイロットスタディでの状況のように，スマー

トウォッチが貸与され，使える状態にあっても“使わない” 状況が多く見

られた．このように，ウェアラブルデバイスによる生体計測を利用した健

康モニタリングを実用化するための課題の一つに，日常生活での習慣化が

挙げられる．

　ウェアラブルデバイスは，使用者が自発的に身体に装着する必要がある

ため，装着忘れあるいは装着の煩わしさから使用しなくなることが，生体

計測ができないことにつながると考えられる．特に，今回の試みのように，

大学生に健康科学系の授業で使用してもらう場合，多くの受講生は健康状

態であり，ウェアラブルデバイスを使用する必要性に迫られていない．ま

た，健康状態の維持，すなわち現状維持の観点が主目的となるため，継続

して使用する利点がわかりにくいと推測される．そのため，ウェアラブル

デバイスの使用を習慣化することが難しい，となってしまうことが考えら

れる．

　この課題の解決方法の一つとして，使用者が積極的に装着したくなるよ

うな仕組み（仕掛け）の構築が挙げられる．たとえば，ゲーミフィケーショ

ンは，ユーザーの動機づけを高める効果があるとされていることから，ウェ

アラブルデバイスで計測した歩数や脈拍数（心拍数）などの生体情報をゲー
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ムに取り入れ，楽しみながら生体情報をモニタリングすることで，その使

用を習慣化できる可能性が考えられる．ゲーミフィケーションを活用した

サービスや商品が誕生した背景には，昨今の ICT の発達により，人間の

日常活動の行動や挙動の推移データなどの情報を継続的に収集するトラッ

キングを可視化できるようになったことに起因している．

　たとえば，ゲーミフィケーションによるヘルスケアサービスの有用性を

理論的・実証的に分析し，ゲーミフィケーションによるヘルスケアサービ

スは，大きな目標を小さな現実的な課題に分割し，レベルが上がるにつれ

てユーザーを励まし，最高の成果を得るために感情的に関与させるもので

あり，ゲーミフィケーションによるヘルスケアサービスが有用であること

を示した事例 [10] がある．今回の筆者らの試みのように，大学生を対象と

するのであれば，ゲーミフィケーションの要素を採り入れることで，使用

頻度向上（デバイス装着時間延長）の効果が期待できると考えられる．

　また，生活習慣改善に関わる行動変容の研究が，行動を変えたい人とそ

の人の状況に応じて細かく支援するサポーターとの関わり合いを通じて行

動変容が促されるように構築されている行動変容ステージモデル

（Transtheoretical Model）[11] と呼ばれる理論的枠組をはじめ，行動科学

や心理学の観点から，運動や食事に関する行動を変容させるアプローチを

中心に，保健指導などカウンセリングでも活用されている．こうした手法

では，サポーターによる適切なタイミングでの支援が望ましいが，人的コ

ストとコーチングスキルが必要となる．他方，ICT（Information Com-
munication Technology） の 普 及，IoT（Internet of Things） や AI
（Artificial Intelligence）の進展に伴い，張り巡らされたセンサーによる

様々な情報，ウェアラブルデバイスを活用し，多様な生体情報，行動，生

活状況，健康状態に応じてアドバイスする仕組みの開発も進んでいる．本

研究は，人の介入を不要とし，積極的に行動を変容する，もしくは無意識

に行動変容へと導く取り組みである．

　さらに，さまざまな媒体を介した働きかけである“コミュニケーション” 
を軸とした取り組み，人間を中心に据えた実践技術としての「コミュニケー

ションデザイン」を採り入れていくことも必要と考えられる．コミュニケー
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ション戦略，そしてその中の効果的なプログラムづくりでは，行動経済学

や社会心理学のアプローチを含む，ソーシャル・マーケティングの視点や

スキルも重要である．情報やメッセージは，フレーミングによって，ポジ

ティブにもネガティブにも見えるようになることが知られている．

　そして，コミュニケーションを成功させるには，対象のヘルスリテラシー

や価値に応じて情報を提供し，それがうまく伝わったかのフィードバック

が欠かせない．そのための手法として近年注目されているものにソーシャ

ル・マーケティングがある．これは，商品を売るためのマーケティングの

手法を，非営利行為のために活用したものである．対象のニーズや好み，

価値観，利用しているメディアや人とのつながりなどで対象を分け，メッ

セージの内容や伝え方を変える方法である．

　ソーシャル・マーケティングの定義はさまざまであるが [12]，例えば，

保健分野においては，“対象者の行動が健康によい方向に自発的に変わる

ように，商業分野のマーケティング技術を応用して，健康教育プログラム

を計画，実施，評価すること” といった定義がある [13]．

　ここで，ソーシャル・マーケティングのプロセス [13] を以下に示す．

　　ステップ 1：状況の分析

　　ステップ 2：対象者の細分化

　　ステップ 3：目的と目標の設定

　　ステップ 4：マーケティング・ミックスに関する戦略の決定

　　ステップ 5：メッセージとマテリアルの作成

　　ステップ 6：事前テスト

　　ステップ 7：介入の実施と評価

　マーケティングのアプローチを活用することのメリットは多々あるが，

例えば，その初期の段階でおこなわれる対象者の細分化（ステップ 2）と

ターゲティングにより，心を寄り添わせるべき対象が明確になるという点

が挙げられる．全体（受講者全員）が対象だからといって，あまねくすべ

ての人にあてはまるメッセージ（あるいは介入）を用いたところで，結局，

誰の心にも響かず，自分事化できない，という結果に陥る可能性が高い（図

12）．また，健康志向の高い人だけに響いてしまい，結果的に健康格差（ス



266

国際経営フォーラム No.33（2022）

ポーツ実施率の社会経済的要因による格差）を広げてしまっている可能性

もある．これは，公的サービスが知らないうちに犯してしまっている過ち

の一つともいえる．特に授業となると，“あまねくすべての受講生にあて

はまる総花的なアプローチに落とし込まないといけないのでは？” という

考えを生み出しやすい背景がある．しかしながら，それが結果的に受講生

の利益を損ねている場合，その考えは修正したほうがよい．その点，ター

ゲティングは，メリハリのあるアプローチにより，しっかりと「伝えたい

相手の心に響くメッセージ（恩恵を受けてもらいたい人にしっかり介入を

届ける）」を可能にする．細分化されたグループごとに適した方法で行動

変容を促し，複数のアプローチの結果として全体での変化を達成する．ま

た，波及効果の高い集団を特定し，そこに働きかけることで全体への行動

変容の広がりを狙う．こうした戦略に基づけば，“受益者が偏るのでは？” 
という懸念にも対応可能だと考えられる．このように，セグメンテーショ

ンやターゲティングといったマーケティング・アプローチは，相手にあっ

たコミュニケーションを提供するために重要である．

図12　ターゲティングのイメージ

　“学校に遅刻しないよう睡眠アプリを利用する”，“海に行くためにジム

に通う”という若者は多いが，“健康のために”行動する若者は多くない．
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ただ，健康そのものを目的にしたいとは思わない，健康であることが良い

ことだとの認識はあるが，健康になるために毎日を過ごそうとは思わない，

という実態があろう．若者は，必ずしも“健康に興味がない”のではなく，

リスクがあるが疾病の問題が顕在化しにくいため，健康にストイックにな

れる人は多くない．毎日の規則正しい生活や健康バランスに優れた食事を

摂ることは想像以上に大変で，自分で生活を律するメンタルはなく，具体

的な方法もわからず，“せめてこのくらいの生活をしましょう．そうすれ

ば大病を防げます”といった程度の指針で充分だと感じる．人間の行動は，

常に，合理的･主体的な判断の上になされるとは限らない．こうした世代

に向けて健康に関してアプローチするには，単に“健康になろう”と声

をかけるのではなく，過度に健康を意識させず，環境との相互作用の中で，

直感的･感性的に行動を促すことが肝要である．それには，“ゆるい”コミュ

ニケーションという概念も必要になってくるかもしれない．通山らは，「明

示的な意見の交換を前提にせず，特定の誰かに対するメッセージであるこ

とを意識させずに，相手の気配や存在を『感じさせる』」ものであるとし

た [14]．こうした“ゆるい”コミュニケーションは付随する社会的なスト

レスが小さく，人々の間で好んでおこなわれているとされ [15],[16]，継続性

が高いと考えられる．

　そこで，今後は，以下に示す 2 つのアプローチを検討してきたいと考え

ている．

　１．人がどのように健康行動を変容させるかを理解するために用いられ

てきた「トランスセオレティカル・モデル」

　２．「明示的な行動指示を前提にせず，特定の誰かに対するメッセージ

であることを意識させず，情報に触れた人にどのように行動を起こし

てもらいたいかまでを考え，情報伝達手段をデザインし，行動変容へ

と導く」というコミュニケーションデザインによる働きかけ
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５．おわりに

　効果的にデザインされた健康教育の実践は重要であり，とりわけ，前章

で示したコミュニケーションデザインによる行動誘導は，社会的なストレ

スを軽減するだけでなく継続性が高いという効果が見込まれる．そこで，

「明示的な行動指示を前提にせず，特定の誰かに対するメッセージである

ことを意識させず，情報に触れた人にどのように行動を起こしてもらいた

いかまでを考え，情報伝達手段をデザインし，行動変容へと導く」という

コミュニケーションデザインによる働きかけが必要と考える．コミュニ

ケーションデザインによる行動誘導は，社会的なストレスを軽減するだけ

でなく継続性が高いという効果が見込まれる．このように，多岐に渡る分

野の考え方やアプローチを参考にしたり，採り入れたりしながら，本研究

テーマに取り組んでいく所存である．
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編 集 後 記

　神奈川大学経営学部と国際経営研究所がみなとみらいキャンパスに

移って早２年がたとうとしています。移転して最初の年は従来の大学の

キャンパスのイメージとはかけ離れたこの建物とコロナ禍の遠隔授業で

静かに開校を祝いました。２年目となった今年度は、キャンパスを行き

来する学生の姿も多くなり、教育・研究活動も活気を帯びてきたように

みえます。また海外からの留学生や訪問者も増え、国際的な「創造・交

流」を構想したキャンパスの特色や良さが徐々に際立ってきました。

　今年度の国際経営研究所は、杉田弘也先生からのご提案により「ボー

ダー」をテーマに活動を行ってきました。近年の世界情勢を振り返ると、

感染症の流行に伴い、世界のあらゆる場所で都市封鎖が講じられ人流や

物流が不活発になった一方で、軍事や権力によって平和と戦争の境界が

曖昧模糊たる状況にあるなど、さまざまな場面で「ボーダー／境界」を

考えさせられる機会が多くありました。

　『国際経営フォーラム』33号は、「ボーダー」をテーマとした特集論文

をはじめ、昨年に引き続き多くの論考を掲載し、無事に刊行することが

できました。玉稿をお寄せいただいた皆様、また、査読を引き受けてく

ださった先生方にこの場を借りてお礼を申し上げます。ありがとうござ

いました。

　変容する社会に粛々と対応しながらも、移動が再開し、また調査に出

向くことも可能になってきました。今後とも先生方の新たな研究成果の

ご投稿をお待ちしています。

　最後になりますが、研究所メンバーの皆様、常任委員会の先生方、そ

していつも国際研究所を支えてくださっている寺本さんのお力添えによ

り刊行に至ったことに心から感謝申し上げます。

編集委員長　 知花　愛実
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